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ごあいさつ

海洋政策研究財団は、多方面にわたる海洋に関する出来事や活動を「海洋の総合的管理」

の視点にたって分野横断的に整理分析し、わが国の海洋問題に対する全体的・総合的な取

組みに資することを目的として、毎年「海洋白書」を刊行している。

その「海洋白書」も、今年で節目の第１０号を刊行する運びとなった。これまでと同様、

3部構成とし、第1部では特に本年報告をしたい事項を、第2部では海洋に関する日本お

よび世界の1年間余の動きをそれぞれ記述し、第3部では第1部および第2部で取り上げ

ている課題や出来事・活動に関する資料を掲載した。

わが国の海洋政策は、いま、大きな転機を迎えている。国際社会で「リオ＋２０」等を受

けて海洋の持続可能な開発に向けた取り組みが進むなか、わが国では２００８年3月に策定さ

れた海洋基本計画の見直しが行われ、間もなく新たな海洋基本計画が策定される。

そこで、第1部では、まず、新しい海洋基本計画の策定に向けた動き、リオ＋２０その他

の国際社会における海洋政策をめぐる動きや成果、東日本大震災からの復興の取組みなど

を取り上げて考察した。

また、昨年大陸棚限界委員会の勧告が出たわが国大陸棚の延長、わが国管轄海域におけ

る海洋エネルギー・鉱物資源開発の動向、わが国における沿岸域の総合管理と離島の保全

・管理に関する取組み、海洋産業の振興や海洋教育と人材の育成などについても取り上げ

て考察した。

海洋を愛し、それについて考え、研究し、海洋政策に取り組む人々に、情報と示唆を提

供することができれば幸いである。

この「海洋白書」をより良いものとしていくために、読者の皆様の忌憚のないご意見や

ご感想、さらにはご提案をお寄せいただくようにお願いしたい。

白書作成にあたって編集、執筆、監修にご尽力いただいた諸先生や研究者、財政的ご支

援いただいた日本財団、情報収集などにご協力いただいた方々に深く感謝し、厚く御礼申

し上げたい。

２０１３年3月

海洋政策研究財団理事長 今 義 男



目次／CONTENTS



海洋白書 ２０１３ 目次

6

ごあいさつ

第1部 「海洋立国」に向けた海洋政策の新たな展開 1

序章 海洋基本法の推進 2

1 海洋をめぐる状況変化 2
2 新しい海洋基本計画の策定に向けて 2
3 国際社会における海洋政策の動き 4
4 東日本大震災からの復興 6
5 わが国管轄海域の開発、利用、保全等 6
6 沿岸域の総合的管理および離島の保全・管理 7
7 海洋産業の振興 8
8 海洋に関する理解の増進と人材の育成 9
9 新たな海洋基本計画への期待 9

第1章 新しい海洋基本計画の策定に向けて １１

第1節 海洋政策の進展状況と残された課題 １１
1 現行海洋基本計画について １１
2 これまでの海洋政策の進展状況 １２
3 「年次報告」２１～２４年版の発行 １２
4 残された課題：施策の効果に関する評価の仕組みの整備
に向けて １４

第2節 新しい海洋基本計画の策定に向けた動き １４
1 新しい海洋基本計画の策定に向けたさまざまな取組み

１４
（1）国土交通省海洋政策懇談会および文部科学省海洋開

発分科会 １５
（2）海洋関連団体等 １５
（3）海洋に関連するその他の計画等 １５
（4）海洋基本法戦略研究会 １６
（5）政府の取組み １６
2 総合海洋政策本部・参与会議の取組み １７

第2章 国際社会における海洋政策の動き ２０

第1節 リオ＋２０の成果について ２０
1 開発と環境をめぐる国際社会４０年の歩み ２０
2 海洋関連分野の取り扱いの変遷 ２１
3 リオ＋２０の成果文書と海洋関連分野の取り扱い ２１
4 国連機関、メジャーグループ等の活動 ２３
5 今後の課題 ２４

第2節 国際社会におけるその他海洋政策をめぐる動き ２５
1 「海洋及び海洋法」に関する国連総会決議 ２５
（1）国連総会決議 ２５
（2）国家管轄権外の海洋生物多様性に関する国連総会ア

ドホック作業部会 ２５
（3）海洋及び海洋法に関する国連総会非公式協議プロセ

ス ２６
（4）海洋環境に関するレギュラープロセス ２６
2 国連海洋法条約採択３０周年 ２６
（1）国連海洋法条約の意義・成果 ２７



海洋白書 ２０１３ 目次

7

（2）国連海洋法条約の3機関の実績 ２７
（3）残された問題、将来の課題 ２８
3 国際社会におけるその他海洋政策をめぐる動き ２８
（1）愛 知 目 標 ２８
（2）生態学的・生物学的に重要な海域（EBSA） ２９
（3）その他の国際的な動向 ３０
4 地球環境劣化と「未来の地球」計画 ３０
第3節 東アジア海域の持続可能な開発への取組み ３２
1 PEMSEAの開始と発展 ３２
2 PEMSEAの取組みの特徴 ３３
3 地域協力機関への移行 ３４
4 東アジア海洋会議２０１２ ３６
5 PEMSEAの今後の方向性と日本による貢献 ３７
第4節 東アジアの海域管理をめぐる国家間の問題 ３８
1 アジアの海における各国の紛争・対立 ３８
2 各国政府の海上法執行機関による権限行使 ４０
3 各国政府の海上法執行機関の公船の「衝突」回避のため
に ４２

第5節 北極海の持続可能な開発、利用 ４３
1 は じ め に ４３
2 北極海の自然 ４３
3 地球温暖化影響研究と国際対応 ４４
4 北極海における沿岸諸国の大陸棚延伸申請 ４５
5 資 源 開 発 ４６
6 北極海運航 ４６
7 安 全 保 障 ４８
8 環境保全と北極評議会 ４８
9 ま と め ４８

第3章 東日本大震災からの復興 ５０

第1節 東日本大震災からの復興の現状と課題 ５０
1 東日本大震災による被害の概要 ５０
2 復興に向けた枠組みの整備 ５１
（1）復興基本法の制定と復興対策本部の設置 ５１
（2）復興庁の設置 ５１
（3）復興特別区域制度の導入 ５３
（4）復興交付金制度の創設 ５４
3 復興庁による復興への取組み状況 ５５
（1）復興施策に関する国の事業計画および工程表の策定

５５
（2）復興計画の策定支援 ５５
（3）住宅再建および高台移転 ５５
（4）被災者の孤立防止と心のケア ５６
（5）株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の設立 ５６
4 復興まちづくりを円滑に推進するうえでの課題 ５７
コラム① 被災地支援活動のこれまで、これから ５８
コラム② 防災機能を強化した水産加工施設による水産業の

再生 ５９
第2節 東日本大震災が海洋環境にもたらした影響 ６０
1 震災起因の洋上漂流物と日本政府の対応 ６０
（1）は じ め に ６０



海洋白書 ２０１３ 目次

8

（2）これまで話題となったおもな漂流・漂着物 ６０
（3）これまでの取組みとまとめ ６１
2 震災起因洋上漂流物問題の現状と環境省の対応 ６２
（1）は じ め に ６２
（2）震災起因洋上漂流物の係る現状 ６２
（3）震災起因洋上漂流物に係る対応 ６４
（4）お わ り に ６６
3 福島原発事故による放射性物質の海洋・水産への影響な
ど ６７

（1）海洋環境の汚染 ６７
（2）魚介類の汚染 ６７
（3）漁業者への影響 ６８
（4）水産関係者の対応 ６９
（5）水産物のフードシステムの再構築に向けて ７０

第3節 東日本大震災の教訓を活かすための取組み ７１
1 南海トラフ巨大地震による津波高・浸水域等および被害
想定 ７１

2 東日本大震災の教訓を活かした津波警報等の改善への取
組み ７４

（1）津波警報・注意報の改善 ７４
（2）津波観測情報の改善 ７５
3 津波防災地域づくりについて ７６

第4章 わが国の管轄海域の開発、利用、保全等 ７９

第1節 わが国の管轄海域の状況 ７９
1 国連海洋法条約における管轄海域の定義 ７９
2 わが国の領海基線から２００カイリ以内の管轄海域 ７９
3 延長大陸棚の設定 ８１
（1）国連海洋法条約における規定 ８１
（2）大陸棚調査 ８２
（3）大陸棚限界委員会における日本の申請の審査 ８３
（4）大陸棚限界委員会による勧告 ８４
（5）今後の対応 ８４

第2節 海洋における再生可能エネルギーの開発、利用の推進
８５

1 わが国における再生可能エネルギー開発・利用の取組み
８５

2 東日本大震災と再生可能エネルギーの開発・利用の加速
の必要性 ８６

3 政府による技術開発および制度面の取組み ８７
（1）経済産業省 ８７
（2）環 境 省 ８９
（3）国土交通省 ８９
（4）農林水産省 ８９
4 海洋再生エネルギーに関する今後の取組みについて ８９
（1）技術開発の関連について ９０
（2）実用化・事業化促進 ９０
5 海洋における再生可能エネルギーの開発、利用の推進の
課題 ９２

（1）遅れている海洋再生エネルギー ９２
（2）海洋再生エネルギー利用の飛躍的加速のために ９３



海洋白書 ２０１３ 目次

9

第3節 海洋の鉱物・エネルギー資源の開発、利用の推進 ９４
1 海洋エネルギー資源 ９４
（1）エネルギー資源をめぐる状況 ９４
（2）日本の非在来型エネルギー資源：海域のメタンハイ

ドレート ９５
（3）日本の在来型エネルギー資源：オフショア石油・天

然ガス ９５
2 海洋鉱物資源 ９６
（1）海底熱水鉱床 ９６
（2）レアアース（希土類）資源泥 ９７
3 国連海洋法条約との関係 ９９
第4節 海域の総合的な開発、利用、保全等に関する制度上の

問題 ９９
1 は じ め に ９９
（1）EEZおよび大陸棚の開発、利用、保全に関する現行

制度 １００
（2）今後の課題とあるべき方向 １０２

第5章 沿岸域の総合的管理および離島の保全・管理
１０４

第1節 沿岸域の総合的管理 １０４
1 地域が主体となった沿岸域総合管理の進展 １０４
（1）沿岸域総合管理の必要性 １０４
（2）地域における取組みの進展 １０４
（3）課題と今後の方向性 １０７
2 総合的管理の制度化に向けて １０８
（1）管理の諸要素 １０８

第2節 新たな離島振興法について １１１
1 は じ め に １１１
2 離島の現状 １１１
3 法改正の議論 １１２
4 法改正の概要 １１２
5 お わ り に １１６

第6章 海洋産業の振興 １１７

第1節 海運、造船業の振興 １１７
1 わが国の海運の振興に関する課題と今後の取組みの方向
性について １１７

（1）わが国外航海運の意義 １１７
（2）わが国外航海運の現状と課題 １１７
（3）今後の取組み １１８
2 わが国の造船業の振興に関する課題と今後の取組みの方
向性について １１９

（1）わが国造船産業の現状および課題 １１９
（2）わが国の造船業の振興に関する取組みについて １１９
（3）わが国の造船業の振興に関する今後の取組みの方向

性について １２０
第2節 わが国の水産業の活性化 １２１
1 世界と日本の水産業 １２１
2 縮小する水産業と水産物消費 １２２
3 東日本大震災とその後 １２３



海洋白書 ２０１３ 目次

10

4 政府の施策 １２４
5 水産業の活性化に向けて １２４

第3節 新たな海洋産業の創出 １２５
1 「新たな海洋産業の創出」に関する取組みと産業の現状

１２５
（1）２００８基本計画での記載内容 １２５
（2）年次報告における「新たな海洋産業の創出」 １２６
（3）海洋産業の現状 １２７
2 新たな海洋産業の創出に向けて １２８
（1）新たな海洋基本計画の柱となる産業振興 １２８
（2）海洋再生可能エネルギーと海底鉱物資源 １２９
（3）「新たな海洋産業の創出」のための方策 １３０

第7章 海洋に関する理解の増進と人材の育成 １３２

第1節 学校教育における海洋教育の現状と課題 １３２
1 海洋教育をとりまく環境 １３２
2 海洋教育の実態 １３３
3 指導要領改訂に向けての動き １３４

第2節 大学等における海洋教育の現状と課題 １３６
1 学際的な海洋教育と人材育成 １３６
（1）学際的な海洋教育とはなにか １３６
（2）学際的な海洋教育の必要性の周知 １３７
（3）海洋の総合的・学際的視点から求められる人材の育

成 １３７
（4）初等中等教育での総合的海洋教育の必要性 １４０
2 大学等における沿岸域の総合的管理に関する教育の推進

１４１
（1）沿岸域の総合的管理に関する教育の必要性と推進の

背景 １４１
（2）大学等における沿岸域の総合的管理に関する教育推

進に向けた動き １４２
（3）沿岸域の総合的管理教育の推進に向けた今後の課題

・展望 １４３

第2部 日本の動き 世界の動き １４７

日本の動き １４８

1 海洋の総合管理 １４８
（1）海 洋 政 策 １４８
①海洋基本法関係 １４８
②各省・その他の動き １５０
③文部科学省科学技術・学術審議会海洋開発分科会等 １５２

（2）領土・領海・排他的経済水域（EEZ）・大陸棚 １５３
①尖閣諸島 １５３
②竹 島 １５５
③北方領土 １５６
④領 海 等 １５６
⑤中国海洋調査船・東シナ海問題 １５７
⑥大 陸 棚 １５９

（3）沿岸域管理等 １５９
①沿岸域管理 １５９



海洋白書 ２０１３ 目次

11

②防 災 １６０
2 海 洋 環 境 １６１
（1）沿岸域の環境問題 １６１
①政 策 １６１
②東 京 湾 １６２
③有明海・諫早湾 １６２
④沖 縄 １６２

（2）自 然 再 生 １６３
（3）そ の 他 １６３
3 生物・水産資源 １６３
（1）資 源 管 理 １６４
（2）政策・法制 １６４
（3）ク ジ ラ １６４
（4）マ グ ロ １６５
（5）養殖・増殖 １６５
（6）水産研究・技術開発 １６６
（7）そ の 他 １６６
4 資源・エネルギー １６８
（1）海洋エネルギー １６８
（2）風 力 発 電 １６９
（3）海水資源（深層水・溶存物質） １７２
（4）海 底 資 源 １７２
（5）そ の 他 １７６
5 交通・運輸 １７７
（1）Ｔ Ｌ Ｓ １７７
（2）海運・船員・物流 １７７
（3）バラスト水・海洋環境 １７８
（4）造 船 １７８
（5）航行安全・海難 １８１
（6）港 湾 １８２
（7）プレジャーボート対策 １８３
6 空 間 利 用 １８３
（1）メガフロート １８３
（2）そ の 他 １８３
7 セキュリティー １８３
（1）国際協力・合同訓練 １８４
（2）テロ・海賊 １８４
（3）そ の 他 １８５
8 教育・文化・社会 １８５
（1）教 育 １８５
①初等・中等・高等教育 １８５
②大学教育 １８５
③社会教育 １８６
④そ の 他 １８６

（2）ツーリズム・レジャー・レクリエーション １８６
（3）そ の 他 １８７
9 海洋調査・観測 １８８
（1）気 候 変 動 １８８
（2）海底地震・津波 １８８
（3）そ の 他 １９０
１０ 技 術 開 発 １９１



海洋白書 ２０１３ 目次

12

１１ 東日本大震災 １９１

世界の動き ２０１

1 国際機関・団体の動き ２０１
（1）国際連合（国連：United Nations）および国連関連機関

２０１
①国連全般 ２０１
②国際海事機関（IMO : International Maritime Organization）
２０２
③国際司法裁判所（ICJ : International Court of Justice）
２０４
④その他国連機関 ２０４

（2）国連海洋法条約関係機関 ２０５
①国際海洋法裁判所（ITLOS : International Tribunal for the
Law of the Sea） ２０５
②大陸棚限界委員会（CLCS : Commisson on the Limitis of
the Continental Shelf） ２０５

③国際海底機構（ISA : International Seabed Authority） ２０５
④国連海洋法条約締約国会合（SPLOS:States Parties to the
United Nations Convention on the Law of the Sea）
２０６

（3）そ の 他 ２０６
2 各国の動き ２０８
（1）ア メ リ カ ２０８
（2）カナダ・中南米 ２１０
（3）欧州連合（EU : European Union）・欧州委員会（EC :

European Commission） ２１０
（4）イ ギ リ ス ２１１
（5）ヨーロッパ諸国 ２１３
（6）韓 国 ２１３
（7）中 国 ２１５
3 アジア・太平洋・アフリカの動き ２１７
（1）東南アジア・インドほか ２１７
（2）ベトナム・マレーシア ２１７
（3）太平洋地域・アフリカ ２１８
4 その他の動き ２１９
（1）水 産 ２１９
①マ グ ロ ２１９
②その他水産関連 ２２０

（2）エネルギー ２２２
（3）海 賊 問 題 ２２８
（4）メキシコ湾原油流出 ２２９

第3部 参考にしたい資料・データ ２３１

1 次期海洋基本計画に盛り込むべき施策の重要事項に関する提
言 ２３２

2 沿岸域総合管理の推進に関する提言 ２３７
3 海洋基本計画改訂に向けた海洋教育に関する提言 ２４０
4 北極海の持続可能な利用に向け日本がただちに行うべき施策

２４２
5 わが国が締約国となっている海洋関連多数国間条約一覧 ２４５



海洋白書 ２０１３ 目次

13

参照一覧 ２５０
編集委員会メンバー・執筆者略歴 ２５３
協力者 ２５６
和文索引 ２５７
欧文索引 ２６２



第1部
「海洋立国」に向けた海洋政策の新たな展開



1 海洋をめぐる状況変化
２０世紀末に海洋の総合的管理を志向する国連海洋法条約が発効し、また、「持続
可能な開発」原則とそのための行動計画が採択されて、世界各国の海洋に関する取
組みが進展するなかで、わが国でもようやく２００７年に海洋基本法が制定された。そ
して、２００８年3月に初の海洋基本計画が閣議決定されてわが国の海洋に対する総合
的な取組みがスタートしたが、それから早くも5年が経過した。
この5年の間に、海洋基本法の下でわが国の海洋・沿岸域の開発、利用、保全お
よび管理の取組みが各方面で徐々に動き出してきた。他方、わが国をとりまく周辺
海域の状況は大きく変化し、また、海洋をめぐる国際社会の取組みも新たな進展を
みせている。さらに、２０１１年3月には千年に一度という規模の東日本大震災が起こ
り、岩手、宮城、福島の3県を中心に東日本の太平洋岸が甚大な被害を受けた。こ
の震災により、さらに福島原発事故が起こり、さまざまな問題を引き起こしている。
さて、海洋基本計画は、おおむね5年ごとに見直しを行い、必要な変更を加える
ものとされている（注１）。現行の海洋基本計画は、海洋基本法施行から8ケ月後に急
いで閣議決定されたものであるため、基本法が総合的な取組みを要するとして定め
た１２の基本的施策についてそのニーズを踏まえた施策の準備に十分な時間がとれな
かった。このため、施策の多くの記述が具体的でなく、施策の目標、達成年限、ロ
ードマップ等が明確に示されているものは少ない。さらに、海洋基本法に規定され
ているにもかかわらず取り上げられていない施策さえある。
5年が経過したいま、次期の海洋基本計画のための改定作業行われているが、そ
れには、現行基本計画のこれらの問題を克服するとともに、上述した新たな状況に
も対応して、「新たな海洋立国の実現」に必要な海洋に関する施策をきちんと具体
的に書き込む必要がある。また、それらを実施する総合海洋政策本部等の海洋基本
法推進体制についても見直しを行い、必要な強化を図ることが求められている（注２）。
このような認識に基づいて、『海洋白書２０１３』の第1部では、近年の海洋をめぐる
状況の大きな変化を踏まえて、新たな海洋立国の実現のために講ずべき海洋施策に
ついて考察していくこととする。

2 新しい海洋基本計画の策定に向けて
海洋基本計画については２０１２年に入ってからずっと見直し作業が進められてきて
おり、新しい海洋基本計画は２０１３年4月に閣議決定される予定である。第1章では、
この新しい海洋基本計画の策定について考察する。
まず、第1節で２００８年3月に閣議決定された現行の海洋基本計画について概観し、
これまでの海洋政策の進捗状況、残された課題について考察する。
第2節では、新しい海洋基本計画の策定に向けて、まず、各省、海洋関係団体等、
ならびに海洋基本法制定に尽力した超党派の国会議員と有識者からなる「海洋基本
法戦略研究会」による次期計画に盛り込むべき施策についての提言等を考察し、あ

注1 海洋基本法第１６条
第5項

注2 海洋基本法附則2
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わせて、海洋に関連する他の政府の計画についても概観する。そのうえで、海洋基
本計画の策定作業を中心となって進めている総合海洋政策本部の参与会議および事
務局の検討状況を概観し、「新たな海洋立国」の実現に必要な重要施策について考
察する。
本稿執筆時点（２０１３年3月中旬）で次期海洋基本計画の策定作業は大詰めの段階
を迎えているが、まだ原案は最終的に固まっていない。これからさらに原案の最終
調整が行われて、その後パブリック・コメントにかけられる。したがって、次期海
洋基本計画が閣議決定されるのは4月になるものと思われる。
これまでのところ、次期基本計画原案の「第1部 海洋に関する施策についての
基本方針」には、現行海洋基本計画以降の海洋をめぐる社会情勢等の変化を踏まえ
て、本計画において重点的に推進すべき取組みとして、①海洋産業の振興と創出、
②海洋の安全の確保、③海洋調査の推進、海洋情報の一元化と公開、④人材育成と
技術力の強化、⑤海域の総合的管理と計画策定、⑥その他重点的に推進すべき取組
み（東日本大震災を踏まえた防災・環境対策、気候変動等がもたらす北極海の変化
に対する取組み）が掲げられている。
それらの下で、海洋基本法が定める基本理念と基本的施策に沿って、次期基本計
画の施策の方向性と具体的内容が最終的に固められていくものと思われる。
ここで、次期海洋基本計画に新たな海洋立国の実現に向けた取組みを効果的に推
進する具体的な施策を盛り込むべく懸命に取り組んでいる多くの関係者が共有して
いる3つの強い思いを指摘しておきたい。
ひとつは、海洋の開発、利用、保全等をきちんと行うためには、それを担う海洋
産業の発展が不可欠であるという認識に基づき「海洋産業の健全な発展」が海洋基
本法の基本理念に採択されたが、この5年間あまりみるべき進展がなかった。これ
を実現する施策を次期海洋基本計画に盛り込み、その期間中には何としても具体化
したいという関係者の強い思いである。
近年、世界の海では石油・天然ガス等の開発が盛んに進められている。また、各
国は、競って洋上風力や波力等の再生可能エネルギーの開発に積極的に取り組んで
いる。さらに、わが国では、わが国の排他的経済水域（EEZ）でメタンハイドレー
ト、熱水鉱床などの開発・商業化を目指して具体的な取組みを開始している。加え
て、最近では海底のレアアース泥も注目されるようになった。これらを受けて、基
本計画改定の議論では、常に「海域のエネルギー・鉱物資源の開発・利用と環境保
全」「これらを担う海洋産業の振興・創出」「それらに必要な人材の育成」の3点が
セットになって取り上げられ、それらを実現するための施策が熱心に論じられてき
た。
2つ目は、千年に一度という大きな自然災害となった東日本大震災への対応・復
旧・復興に対応する施策を策定したいという強い思いである。
東北地方太平洋沖で発生した大地震とそれによる大津波は多くの人命を奪い、東
日本太平洋側の沿岸地域に壊滅的な被害をもたらした。その惨状は、私たちに海の
恵みを基盤としつつも、沿岸域に住むことのリスクにどう向き合うか、もう一度原
点に戻って考えることを求めたのである。東日本大震災は、津波等による災害から
の国土および国民の生命・身体・財産の保護だけでなく、海洋に関する科学的知見
の充実、海洋調査の推進、海洋科学技術に関する研究開発の推進、沿岸域の総合的
管理、離島の保全、海域における再生可能エネルギーの開発利用の推進など、多く
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の基本的施策に極めて大きな影響を与えている。
3つ目は、わが国の海域・沿岸域の総合的管理に必要な法制の整備と海洋基本法
の推進体制の整備にかける強い思いである。海洋基本法をその制定の趣旨に則って
推進していくためには、海洋・沿岸域を総合的に管理して開発・利用・保全等を推
進していくための法的・制度的基盤の整備、および必要な海洋施策を適時適切に企
画立案してこれを強力に実行していく推進体制の整備・強化が必要であるという関
係者の強い思いが今回の改定作業をリードしてきた。
これらの3つの思いが、改定作業に反映されて次期海洋基本計画のなかで適切に
実を結べば、わが国の海洋に対する取組みは「新たな海洋立国の実現」に向けて大
きな一歩を踏み出すことができると考える。

3 国際社会における海洋政策の動き
２０１２年は、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで「国連持続可能な開発会議（リオ
＋２０）」が開催されて、海洋の総合的管理と持続可能な開発に取り組む各国および
国際社会にとって大きな節目の年となった。そこで、「リオ＋２０」についてここで
概観するとともに、第2章において「リオ＋２０」をはじめとする国際社会の海洋政
策の動きをまとめて取り上げて考察する。すなわち、第2章では、「リオ＋２０」、国
連総会、生物多様性条約、気候変動に関する政府間パネル、国際科学会議などにお
ける海洋政策をめぐる動きについて考察し、また、東アジア海域に焦点をあて、「リ
オ＋２０」を受けて海洋の持続可能な開発のために韓国のチャンウォンで開催された
「東アジア海洋会議２０１２」の動きや最近さまざまな問題が生じている南シナ海、東
シナ海における海域管理をめぐる国家間の問題を取り上げて考察する。さらに、地
球温暖化による環境変化で世界から注目されている北極海についてその持続可能な
開発、利用などについて考察する。
さて、「リオ＋２０」は、２０１２年6月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催さ
れた。世界１９１ケ国が参加し、うち７９ケ国からは首脳が参加した。政府関係者だけ
でなく、国際機関・団体、NGO、企業関係者、研究者、市民など大勢の人々がリ
オに集まり、多くのサイド・イベントが開催された。この会議は、「持続可能な開
発」原則と行動計画「アジェンダ２１」を採択した１９９２年のリオ地球サミットから２０
年後、その間に２００２年に南アフリカのヨハネスブルグで開催された「持続可能な開
発世界サミット（WSSD）」を挟んで、今回再びリオに戻って開催され、公式会合
だけで約４４，０００人が出席したといわれ、１０年に一度の大イベントとなった。
「リオ＋２０」の会議は、「共通だが差異ある責任」の扱いなどをめぐって途上国と
先進国が対立するなど交渉が難航したが、最終的には、持続可能な開発に向けた政
治的コミットメントを再確認し、持続可能な開発を達成するうえでグリーン経済が
重要なツールであるとして、成果文書「我々が求める未来（The Future We Want）」
を採択して閉会した。
成果文書では、海洋の重要性にかんがみ、「海洋（Oceans and seas）」が分野横
断的なテーマのひとつとして取り上げられた。そこでは、海洋・沿岸域は地球の生
態系の基本的な構成要素であり、その保全と持続可能な利用のために必要な行動を
とること、海洋とその資源の保全と持続的利用の法的枠組みを構成している国連海
洋法条約等の義務を履行すること、開発途上国の能力開発が重要でありそのための
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協力が必要であることを再確認し、多岐にわたる行動計画を採択した（注３）。そのな
かには「海洋酸性化」などの新たな課題への取組みも取り上げられている。
また、「小島嶼開発途上国（SIDS）」については「海洋」とは別項目で取り上げ
られ、２０１４年にバルバドス、モーリシャスに続く第3回目の SIDSに関する国際会
議を開催することなどが採択された。
なお、海洋に限ったことではないが、「我々が求める未来」は、地域、国、地方
の当局が、各レベルで持続可能な開発戦略を策定・実施することを勧めるほか、経
済社会理事会を国連関係の諸会議の成果を統合的にフォローアップする主要機関と
して強化すること、持続可能な開発委員会に代わる政府間高級政治フォーラムを設
立すること、国連環境計画（UNEP）の役割を強化することなど、持続可能な開発
に関する国連の取組み体制の強化を取り上げている。
「リオ＋２０」開催中には多数のサイド・イベントが開催されたが、そのなかで「リ
オ＋２０」の高級サイド・イベントとして世界の海洋関係者が結集して開催された「オ
ーシャンズ・デー」について触れておきたい。「オーシャンズ・デー」は、１０年前
のWSSDのときに、その実施計画のなかに海洋関係の施策を盛り込むために集ま
った各国政府、国際機関、NGO、大学・研究機関等の海洋関係者が設立した「世
界海洋フォーラム（GOF）（注４）」を中心にして、中国国家海洋局、地球環境ファシリ
ティ（GEF）、国連開発計画（UNDP）、海洋政策研究財団およびデラウェア大学が
主催者となり、さらにユネスコ政府間海洋学委員会（IOC）、UNEP、IMO、世銀
など２０もの著名な組織が共催した。
「オーシャンズ・デー」は、6月１６日（土）にリオ・コンベンション・パビリオ
ンで開催され、各国政府、国際機関、NGO、産業界、学界から３７５名が出席して、
海洋の統合的管理の拡大、社会・経済の利益のための漁業の増進、気候変動と海洋
酸性化等、7項目にわたって議論を行った。そのなかで海洋政策研究財団も、日本
の海洋基本法および東アジア海域環境管理パートナーシップ（PEMSEA）による
東アジアでの海洋の総合的管理の取組みについて発表し、国、地域レベルの取組み
の重要性を訴えた。
「オーシャンズ・デー」は、最後に、「生態系に基づく管理／海洋・沿岸統合管理
（EBM/IOCM）の取り組みの拡大」など7項目について提言する「リオ海洋宣言」
を発表し、GOF議長から「リオ＋２０」統括コーディネーターに提出してその内容
を成果文書に盛り込むことを要請した。
この「リオ海洋宣言」の提言は、成果文書「我々が求める未来」にかなりよく採
り入れられており、世界の海洋関係者の努力の結集がそれなりの効果をあげている
ことがみてとれる。なお、「リオ海洋宣言」は、さらに「リオ＋２０」後の課題とし
て、「次の段階では、①国家レベル及び地域レベルでの海洋、沿岸、並びに国家管
轄圏外の海域についての海洋ガバナンスの制度的枠組みを再評価すること、②海洋
問題を国連システムの最高レベルへ格上げすること、③ CCS、沖合養殖、深海・
沖合の石油開発、海洋遺伝子資源の採集など新しく出てきた問題について、生態系
及び予防的アプローチに基づいて適当な法的及び政策的枠組みを作ること、につい
て緊急に取り組む必要がある。」と踏み込んだ提言を行っている（注５）。
なお、「リオ＋２０」の詳細については第2章第1節をご覧いただきたい。

注3 国連による海洋環
境状態の定期的報告・ア
セスメントの遂行／公海
における生物多様性の保
存と持続的利用に関して
新協定の作成を含めて検
討／海洋汚染・特に海洋
ゴミを２０２５年までに顕著
に削減／外来種の脅威へ
の対応／海面上昇と海岸
浸食への国際社会の対応
／海洋酸性化の取り組み
支援／海洋肥沃化への対
応／漁業資源の最大持続
生産量レベル回復／公海
漁業実施協定と FAO責
任ある漁業行動規範の実
施／違法・無報告・無規
制（IUU）漁業の排除／
FAO寄港国措置協定の
批准促進／地域漁業管理
機関（RFMO）の透明性
と説明責任促進／能力過
多・過剰漁獲等に寄与す
る漁業補助金の排除／
２０１４年までに開発途上国
の持続可能な漁業能力開
発支援／小規模漁業者・
女性漁業従事者の漁業と
市場へのアクセス確保／
さんご礁とマングローブ
の保全に関する国際協力
支持／海洋保護区の重要
性再確認・CBD-COP１０
の目標（２０２０年までに海
洋・沿岸域の１０％）特記
など。

注4 GOF（Global Ocean
Forum）は当初は、「Global
Forum on Oceans, Coasts,
and Islands（海 洋、沿
岸、島嶼に関する世界フ
ォーラム）」と称していた。

注5 海洋政策研究財団
「Ship & Ocean Newsletter
２９３号」http : //www.sof.
or.jp/jp/news/251-300/
293_1.php参照。
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4 東日本大震災からの復興
２０１１年3月１１日に発生した東日本大震災から2年が経過した。発生直後から国を
挙げての復旧、復興の取組みが始まったが、官民挙げての懸命な取組みにもかかわ
らずその歩みは遅々としていると言わざるを得ない。言い換えれば、大震災が東日
本の太平洋側を中心にしてわが国社会に与えた損害がそれだけ甚大であって、それ
からの復興には並々ならぬ努力が必要であることを物語っていると言えよう。そこ
で第3章では、東日本大震災からの復興を取り上げて考察する。
第1節では、２０１１年3月の大震災の発生直後にわが国初の緊急災害対策本部が設
置、また福島原発事故の発生を受けた原子力災害対策本部が設置され、２０１１年6月
には復興基本法の制定および復興対策本部の設置が行われ、２０１２年2月に復興庁が
開庁し、さらに復興を加速させるための復興特別区域制度の導入、復興交付金制度
の創設が行われてきたという復興に向けた枠組みの整備について概観する。そのう
えで、復興庁による復興への取組み状況を概観して復興まちづくりを円滑に推進す
る上での課題を考察する。
第2節では、東日本大震災が海洋環境にもたらした影響に焦点をあてて考察する。
東日本大震災により発生した津波により沿岸域の家屋をはじめさまざまなものが
海洋に流出し、がれきとなって海底に沈み、漂流物となって海面および海面下を漂
流している。その一部には海流に乗って遠くカナダ、アメリカの太平洋岸に漂着す
るものも出てきている。これらの震災起因の洋上漂流物の状況、これに対する政府
の対応について考察する。また、東京電力の福島原発事故により放射性物質が海域
に降下、流入し、海洋環境や海洋生物への影響が懸念されている。これらについて、
海洋環境の汚染、魚介類汚染、漁業者への影響について概観し、水産関係者の対応、
水産物が生産者から消費者にわたるまでを管理するフードシステムの再構築につい
て考察する。
第3節では、東日本大震災の教訓を活かした地震・津波対策について考察する。
まず、南海トラフで巨大地震が想定されていることから、南海トラフ沿いの最大ク
ラスの地震・津波を想定して沿岸域の津波高・浸水域等を推計してその被害を想定
し、防災対策の効果を考察する。また、東日本大震災では、津波警報にもさまざま
な課題を残したので、津波警報・注意報や津波観測情報の改善について考察する。
さらに、今回の地震・津波の教訓として、津波の規模や発生頻度に応じて、比較的
発生頻度の高い津波と発生頻度は極めて低いが甚大な被害をもたらす最大クラスの
津波という基本的に2つのレベルの津波を想定して、それに応じて今後の津波対策
を構築するという考え方が浮上したが、これを踏まえた津波防災の制度づくりを取
り上げ、今後の災害に強い津波防災地域づくりについて考察する。

5 わが国管轄海域の開発、利用、保全等
わが国が国連海洋法条約により管轄することになった沿岸２００カイリの海域面積
の大きさは、世界各国のなかで6番目といわれている。これらの海域は、わが国に
水産・エネルギー・鉱物・バイオなどの資源、海上交通その他の空間利用、良好な
海洋環境および安全保障などをもたらし、わが国の発展と国民生活の向上にとって
重要な基盤となるものである。
しかしながら、海洋基本計画策定後のこの5年間におけるこの広大な海域の開発、
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利用、保全、管理等に対するわが国の取組みは、海域でのエネルギー・鉱物資源の
開発や、福島原発事故を受けた洋上風力発電などの取組みが徐々に動き出してきて
いるものの、まだまだ緒に就いたばかりであり、国際的に進展している海洋の開発、
利用、保全等の動きに照らしても立ち遅れ気味であると言わざるを得ない。何より
も国際法上の制度である EEZ・大陸棚に対してわが国がどのようなビジョン・方
針の下にその開発、利用、保全および管理をしようとしているのかいまだに明確で
ないことが、わが国の官民挙げての取組みの足を引っ張っているだけでなく、国際
的にもわが国の立場を不安定なものにしている。
そこで第4章では、わが国管轄海域の開発、利用、保全等を取り上げて考察する。
第1節では、わが国の管轄海域の状況について取り上げ、国連海洋法条約における
沿岸国の管轄海域の区分、わが国の２００カイリ以内の管轄海域を概観するとともに、
わが国が２００８年に大陸棚限界委員会に申請して２０１２年にその勧告を受けたわが国の
延長大陸棚について考察する。
第2節では、海洋における再生可能エネルギーの開発、利用の推進について取り
上げる。管轄海域に賦存する自然エネルギーに関しては、２００８年の海洋基本計画で、
地球温暖化対策の観点からも必要な取組みや検討を進めるとされていたが、これま
で世界のなかでは、わが国の導入量は低い水準にとどまっていた。それが東日本大
震災における福島原発事故の発生を受けてわが国のエネルギー政策の見直しが行わ
れるなかでその開発・利用が加速されてきている。それらの状況ならびにこれまで
の政府における技術開発および制度面の取組みを概観するとともに、「海洋再生エ
ネルギーの利用促進に関する今後の取り組み方針」（注６）を決定して政府一丸となって
取り組んでいくとしている今後の取組みおよびその課題について考察する。
第3節では、海洋の鉱物・エネルギー資源の開発、利用の推進について取り上げ
る。海洋資源の開発、利用は、わが国の「新たな海洋立国の実現」にとって重要な
分野であり、わが国初の２００８年の海洋基本計画でもそのための施策がかなり具体的
に書き込まれている。さらに、最近では、非在来型のエネルギー資源であるシェー
ルガスの生産が石油資源の需給に大きな影響を与え、また、２０１０年の中国の事実上
の禁輸で注目を浴びたレアアースが南鳥島の沖で存在していることが確認されるな
ど、新たな状況も発生している。そこで、エネルギー資源については、全般的な状
況に加えて、日本の非在来型エネルギー資源である海域のメタンハイドレートおよ
び在来型エネルギー資源であるオフショア石油・天然ガスの開発について考察す
る。また、海洋鉱物資源については、海底熱水鉱床の開発および話題となっている
レアアース泥の調査、開発にあたっての課題などについて考察する。
第4節では、わが国の海域の総合的な関発、利用、保全等に関する制度の現状と
課題等について取り上げ、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」とその問題
点、およびわが国海域の保全・管理、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な
役割を担っている離島に関する法制度について概観し、今後の課題とあるべき方向
について考察する。

6 沿岸域の総合的管理および離島の保全・管理
海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために海洋基本法が制定されて

１２の基本的施策が定められたとき、「沿岸域の総合的管理（注７）」については、個別目

注6 ２０１２年5月総合海
洋政策本部決定

注7 海洋基本法第２５条
「国は、沿岸の海域の諸
問題がその陸域の諸活動
等に起因し、沿岸の海域
について施策を講ずるこ
とのみでは、沿岸の海域
の資源、自然環境等がも
たらす恵沢を将来にわた
り享受できるようにする
ことが困難であることに
かんがみ、自然的社会的
条件から見て一体的に施
策が講ぜられることが相
当と認められる沿岸の海
域および陸域について、
その諸活動に対する規制
その他の措置が総合的に
講ぜられることにより適
切に管理されるよう必要
な措置を講ずるものとす
る。」

序序

章章

海海
洋洋
基基
本本
法法
のの
推推
進進

7



的に対応したさまざまな管理法制が定められている沿岸域についてどう「総合的」
に取り組んでいいのか難しいという感想が政府関係者から聞かれた。２００８年の海洋
基本計画の内容も、「沿岸域の総合的管理」ではなくて「沿岸域管理に関する連携
体制の構築」にとどまっている。しかし、それから5年経ち、中央、地方での沿岸
域総合管理の取組みが少しずつ動き出してきた。２０１１年には、総合海洋政策本部事
務局から、総合的な視点をもって沿岸域の管理を行っている地方公共団体等の先進
的な取組みに関する「沿岸域の総合的管理の取組先進事例集」が出された。また、
過疎化・高齢化の波に洗われている地方の沿岸域や離島を中心として、海を活かし
たまちづくりに向けて地域が主体となった沿岸域の総合的管理の取組みが徐々に動
き出してきている（注８）。
そこで、第5章では、沿岸域の総合的管理及び離島の保全・管理について取り上
げて考察する。第1節では、地域が主体となって沿岸域の総合的管理に取り組んで
いる5つの地域を取り上げてその取組み状況を概観するとともに、沿岸域総合管理
の必要性、それを推進するうえで必要な要素・プロセス、地域が主体となった取組
みのあり方などを考察するとともに、地域による沿岸域の総合的管理を支援・促進
するための国の施策ついて考察し、その方向性を提示する。さらに、沿岸域の総合
的管理の制度化に向けて、管理の主体、管理目的と管理権限、権限を行使する実力
を構成する要素など管理の諸要素についても考察する。
第2節では、２０１２年に6回目の改正が行われた離島振興法について取り上げる。
同法は、海で隔絶されて本土との産業基盤や生活環境の格差の大きい離島について
その振興を図るために１９５３年に時限立法で制定されて以後１０年ごとに改正されてき
ている。今回の改正では、離島の無人化や著しい人口の減少を防止するためには、
離島の自立的発展を促進し、生活の安定および福祉の向上を図るとともに、地域間
交流を促進し、定住の促進を図る必要があるとして、大幅な改正が行われた。背景
には、わが国海域の管理に果たす離島の役割の増大もある。そこで、わが国の離島
の現状を概観し、今般改正された離島振興法の内容に沿って離島振興に必要な施策
について考察する。

7 海洋産業の振興
海洋基本法では、海洋の開発、利用、保全等を適切にかつ持続的に行っていくた
めにはそれを担う海洋産業の発展が不可欠であるとして、基本理念に「海洋産業の
健全な発展」を掲げ、基本的施策に「海洋産業の振興及び国際競争力の強化」を定
めている。しかしながら、この5年間の世界の状況を見渡すと、経済のグローバル
化の進展のなかで海運、造船業などが発展するとともに、海底の石油・天然ガス等
の開発が盛んに進められ、また、海域での洋上風力や波力等の再生可能エネルギー
の開発に各国が積極的に取り組んでいるが、わが国についてみれば海洋産業の振興
についてはかばかしい成果があがっているとは言えない。このため、今回の海洋基
本計画の改定に際しては、既存産業の振興と新たな海洋産業の創出の両面にわたっ
て、海洋産業を振興するために効果的な施策を具体的に講ずることを求める声が各
方面から上がっている。
そこで、第6章では、海洋産業の振興を取り上げて考察する。第1節では、海運
・造船業の振興を取り上げて、わが国外航海運および造船業の現状と課題を概観し、

注8 沖縄県竹富町「竹
富町海洋基本計画」策定
（２０１１年）、三重県志摩市
「志摩市里海創生基本計
画（志摩市沿岸域総合管
理基本計画）」策定（２０１２
年）ほかさまざまな取組
みがある。
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今後の取組みについて考察する。第2節では、わが国の水産業の活性化について取
り上げて、世界の漁業生産の拡大と日本の縮小、日本の水産業と水産物消費の縮小、
東日本大震災の漁業への影響、そしてこれらに対する政府の施策について概観し、
水産業の活性化に向けた垂直的、水平的拡大の方向について考察する。
第3節では、まず、海洋産業の現状を把握し、新たな海洋産業の創出に向けて、
新基本計画で海洋産業創出の重点として取り上げられている海洋再生エネルギーと
海底鉱物資源の開発に関する新産業創出について考察するとともに、既存産業によ
る新たな産業活動の創出のための方策について考察する。

8 海洋に関する理解の増進と人材の育成
海洋基本法は、海洋がわが国の存続と発展の重要な基盤であることにかんがみ、
国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育および社会
教育において海洋教育を推進するとともに、大学等において海洋・沿岸域に関する
学際的な教育および研究を推進することを求めている。しかし、これを実現するた
めには、国民の理解と海洋・教育双方の関係者による粘り強い取組みが必要である。
そこで、第7章では、海洋に関する理解の増進と人材の育成について取り上げて
その推進方策について考察する。第1節では、学校教育における海洋教育の現状と
課題について取り上げる。一昨年の東北地方太平洋沖地震と大津波に対しては学校
で行った防災教育が有効であったという結果が出て、改めて学校における海洋に関
する教育の重要性が注目された。しかし他方で、海洋をめぐる法秩序や政策的枠組
みが２０世紀後半に大きく変わり、海洋の総合的管理と持続可能な開発が国際社会の
共通の課題になってきたことやそのなかで海洋の生物、鉱物および各種エネルギー
資源の開発、島や管轄海域の管理、環境や生態系の保全等をめぐって海洋をとりま
く国内外の情勢が大きく変化していることに対して、学校における海洋教育がそれ
らに十分に対応してきたかと言えば、必ずしもそうとは言えないのが現状である。
そこでそのような海洋教育をとりまく環境や学校教育における海洋教育の実態につ
いて焦点をあてて考察するとともに、次回の学習指導要領改訂の際に海洋教育をそ
のなかにきちんと位置づけるために動き出している各方面の動きを取り上げ、この
問題への対応について考察する。
第2節では、大学等における海洋教育の現状と課題について取り上げて考察する。
まず、海洋の総合的・学際的な視点から求められる人材の育成について検討し、学
際的な海洋教育に取り組んでいる日本のいくつかの大学の学際的海洋教育を取り上
げて考察する。続いて、そのなかでも最近地域主体の取組みとして注目されている
沿岸域の総合的管理に関する大学の教育・研究を取り上げて考察する。地域が主体
となって取り組む沿岸域総合管理に対しては地域の大学が科学・技術面の知見や取
組みに必要な人材育成に関してその役割が期待されている。そこで、大学における
沿岸域総合管理に関する大学教育カリキュラムの開発の動きやそれを用いた各大学
における沿岸域総合管理教育に関する新たな動きについて考察する。

9 新たな海洋基本計画への期待
以上みてきたように、今回の「海洋白書２０１３」第1部は、新しい海洋基本計画に
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盛り込むべき内容を念頭においてテーマを選び、それに参考となると思われる内外
の動きを追って作成した。刊行時期の制約から新海洋基本計画の最終的内容までは
フォローできていないが、新基本計画が関係者の大きな期待に応える内容を盛り込
んで閣議決定され、「新たな海洋立国の実現」に向けた取組みの第2期が力強くス
タートすることを期待したい。

（寺島 紘士）
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第1節 海洋政策の進展状況と残された課題

1 現行海洋基本計画について
海洋基本法（以下、基本法という）は、その第１６条で、海洋基本計画（以下、基
本計画という。）の策定を政府に義務づけており、現行基本計画は、２００８年3月２８
日に閣議決定されたものである。同基本計画は、総論および全3部で構成され、本
文４３ページの政府文書で、そのおよその内容構成は、次のように、基本法の１２の基
本的施策についての計画となっている。
①海洋資源の開発及び利用の推進、②海洋環境の保全等：「海洋保護区」の設定
の推進、③排他的経済水域等の開発等の推進、④海上輸送の確保、⑤海洋の安全の
確保、⑥海洋調査の推進：海洋情報の一元的管理・提供、⑦海洋科学技術に関する
研究開発の推進等、⑧海洋産業の振興及び国際競争力の強化、⑨沿岸域の総合的管
理、⑩離島の保全等、⑪国際的な連携の確保及び国際協力の推進、⑫海洋に関する
国民の理解の増進等
この現行基本計画で、政府が「策定する。」と断定形で表明したのは次のふたつ
である。ひとつは、③のなかで述べた「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」（仮
称）で、２００８年度中にという具体的期限を明示して策定するとした。実際、基本計
画策定の翌年、２００９年3月に、（仮称）をとって、正式に総合海洋政策本部了承と
して策定した。この計画のなかで、メタンハイドレートも海底熱水鉱床も、１０年計
画の半ばには海洋での実海域産出・採掘試験が予定され、２０１６年度にはいずれも商
業化のメドをつけることが謳われているという、意欲的かつ挑戦的な内容となって
いる。実際、メタンハイドレートに関しては、産出試験が地球探査掘削船「ちきゅ
う」によって着手の運びとなっている。海底熱水鉱床に関しても、採掘システムの
陸上試験が実施されるに至っている。ただし、環境対策などまださまざまな課題が
残されていることは周知の事実であり、今後の推移をみていく必要があろう。
他方、コバルトリッチクラストについては、熱水鉱床よりも一般的に水深が浅く
生物コロニーも周辺に存在しないことや、市場価格の高いコバルト含有分が高いな
どの点からして、熱水鉱床とあわせ、車の両輪とする位置づけが求められていると
言ってよい。また、最近話題のレアアース泥については、この計画の策定時点にお
いてはまだ論議の俎上に上っていないので記されていない。現在、期待が膨らんで
いるものの、環境対策がやはり大きな課題となっているほか、泥の粘性の程度との
関係でまったく新しい採鉱システムを開発しなければならない可能性もあるといえ
よう。
もうひとつ、海洋基本計画で策定すると断定形で書かれていたのが、「海洋管理
のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」（仮称）であるが、これに
関しては、基本計画のなかでは期限を明示していなかった。しかしながら、これも
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２００９年１２月には策定され、以降、低潮線保全法制定（平成２２年6月2日公布、同6
月２４日施行）、それに基づく「低潮線保全等基本計画」の閣議決定（同7月3日）
へと、ただちにつながっていった。
同基本計画は、低潮線保全区域の指定と南鳥島・沖ノ鳥島における特定離島港湾
施設の整備の推進を柱とするものである。また、離島に関する基本方針にしたがっ
て、排他的経済水域（以下、EEZという）の外縁を根拠づける離島のうち、地図
・海図に名称の記載がなかった４９島について２０１１年5月、２０１２年3月にそれぞれ地
図・海図に記載する名称が決定されたことも付記しておきたい。
こうした政策の流れは、最近の近隣諸国による海洋権益をめぐるさまざまな動き
等を勘案すれば、政府の対応として着実に進められてきたと評価できるのではなか
ろうか。ただし、隣接国のわが国に対するさまざまな行為が今後どのようになるか
によって、単に離島政策にとどまらず緊張をはらんだものとして広く海洋外交の問
題へと発展していく可能性は否定できない。

2 これまでの海洋政策の進展状況
さて、基本法・基本計画の策定から最近までの海洋政策の進展状況の大きな流れ
をまとめると、次頁の表１―１―１のようになろう。
このように、海洋政策の内容がいかに多様性、多面性に富んでいるか、そしてい
かに行政として苦労しながら取り組んでいるかがみてとれる。海洋政策の進展状況
として、途中で政権交代があったものの、また、産業振興や海洋外交などの面で不
十分とも言える点があったことも指摘できるが、全体としては、短い年数の中で一
定の前進が図られてきたといってよいのではなかろうか。
ただ、残された課題もあることも事実で、昨年末の再度の政権交代で、新たな海
洋基本計画の策定内容が改めて注目されるところである。

3 「年次報告」２１～２４年版の発行
ところで、基本法第１５条は次のように規定している。「政府は、海洋の状況及び
政府が海洋に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表
しなければならない。」
この規定に基づいて、同基本計画について政府がどのような施策を実施してきた
かについて、政府自ら毎年、「海洋の状況及び海洋に関して講じた施策」いわゆる
「年次報告」を、２１、２２、２３、２４年にそれぞれ発表してきた。
しかしながら、各「年次報告」は、１２の基本的施策に関して、当該年度にどのよ
うな施策を行ったかを箇条書き式で羅列する形式となっており、その内容がどうで
あり、基本計画の記載内容に照らして、政府の実施してきた施策の内容がどのよう
な推移や変化をたどってきているかなどは、年次報告自体にも記載されていない。
しかも、それが十分であるのかどうかの評価作業については、そもそもほとんどな
されていないのが実情である（注１）。

注1 基本計画の内容と
年次計画に記載された政
府の施策の実施状況に関
する分析や対比研究につ
いては、残念ながら、次
の論文があるのみという
状況といってよい。（中
原裕幸、沿岸域の総合的
管理に関する一考察（Ⅱ）
――海洋基本法・海洋基
本計画と政府年次報告の
対比分析を手掛かりに
――、日本海洋政策学会
誌、第2号、平成２４年１１
月。）なお、筆者は、本
白書の第6章第2節「新
たな海洋産業の創出」で
海洋産業にかかわる基本
計画と各年次報告の対比
分析を述べるほか、海洋
再生可能エネルギーにか
かわる基本計画と各年次
報告の対比分析について
は平成２４年度末に発表さ
れる国会図書館の同テー
マを主体とした報告書に
収録される予定である。
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表１―１―１ 海洋基本法・基本計画策定以降の海洋関連施策の推移

年度 重要事項 関連事項

２００７
（H１９）

２００８
（H２０）

２００９
（H２１）

２０１０
（H２２）

２０１１
（H２３）

２０１２
（H２４）

海洋基本法（4／２０成立、4／２７公布、7／２０施行）

海洋基本計画（３／２８閣議決定）
領海等における外国船舶の航行に関する法律（7月）
大陸棚限界委員会へEEZを超える延伸を申請（１１月）
海洋エネルギー・鉱物資源開発計画（3／２４本部了承）

「海洋産業の活動状況に関する調査」２１年版（5／２７）
海賊対処法（6／１９成立、6／２４施行）
「年次報告」２１年版（8／１４）
海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関
する基本方針（１２／1）

「海洋産業の活動状況に関する調査」２２年版（6／2）
低潮線保全法（6／2公布、6／２４施行）
「年次報告」２２年版（6／２２）
低潮線保全等基本計画（7／１３閣議決定）
尖閣諸島沖中国漁船衝突事件（9月）

【２０１１．３．１１ 東日本大震災・巨大津波・原発事故】

低潮線保全区域、全国１８５ケ所政令指定（6／1）
沿岸域管理の取組事例集（５／３０）
「年次報告」２３年版（１１／１４）

排他的経済水域（EEZ）外縁を根拠付ける離島の
地図・海図に記載する名称の決定について（H
２４．３．２）

東京都石原知事、尖閣諸島買取計画発表（４／４）
大陸棚限界委員会、日本の申請に対する勧告。７４
万 km２申請に対し３１万 km２を認めた（４／２７）
参与会議、会合再開（第6回６／１２、第7回７／１３、
第8回８／８、第9回１０／４、第１０回１１／１。次期基本
計画の策定に関する意見とりまとめへPTを編成。
１１／２７の意見書提出後にも第１１回：１２／１０を開催）
「年次報告」２４年版（８／８）
韓国大統領、竹島上陸（８／１０）
香港人、尖閣諸島上陸（８／１５））

海洋基本法戦略研究会「次期海洋基本計画に盛り
込むべき施策の重要事項に関する提言」（８／３１）
尖閣諸島、国有化（9月）

中国、尖閣諸島海域で頻繁に領海侵犯（１０月以降）

参与会議、総合海洋政策本部長（総理）へ意見書
提出（１１／２７）

第三次生物多様性国家戦略（１１／２７閣議決定）

生物多様性基本法（６／６）

海岸漂着物処理法（７／１５）
民主党政権成立（夏）

海洋情報クリアリングハウス運用開始（3月）

自然公園法及び自然環境保全法改正で「海中公園
地区」・「海中特別地区」に代えて「海域公園地区」・
「海域特別地区」制度が施行（4月）
新成長戦略・エネルギー基本計画（６／１８閣議決定）
生物多様性条約 COP１０、名古屋開催（１０月）
海洋生物多様性保全戦略（３／２３環境省発表）

東日本大震災復興基本法（６／２０成立、６／２４公布、
施行）

再生可能エネルギー買取法（８／２６成立、H２４．７．１
施行）
鉱業法改正（H２４．１）
海洋資源調査船「白嶺」完成（H２４．２）

海洋再生可能エネルギー利用促進に関する今後の
取り組み方針（総合海洋政策本部、5月）
海洋情報政策支援ツール（海洋台帳）運用開始（5月）
海洋産業研究会「次期海洋基本計画の策定にむけ
た要望および提案」（5月）
港湾区域等に風力発電施設を設置する場合の占用
等の許可基準等の参考指針（国土交通省・6月）
経団連「新たな海洋基本計画に向けた提言」（7月）

海洋開発分科会「次期海洋基本計画策定に向けた
検討（中間まとめ）」（8月）
漁港区域等に風力発電施設を設置する場合の占用
等野許可基準等の参考指針（水産庁・9月）
東京大学政策ビジョン研究センター・東京大学海
洋アライアンス「海洋基本計画の見直しに向けた
提言」（9月）

自公政権成立（１２月）

（出典：総合海洋政策本部ホームページ・各種資料をもとに作成）
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第2節 新しい海洋基本計画の策定に向けた動き

4 残された課題：施策の効果に関する評価の仕組みの整備に向けて
２０１２年度末をめどに次期海洋基本計画が策定される。その内容がどうなるか大い
に注目されるところであるが、次の点を指摘して本稿の結びとしたい。
すなわち、海洋基本計画の見直しの根拠である基本法第１６条5項での次のような
規定を改めて確認し、共通認識としたいと考える。

5 政府は、海洋に関する情勢の変化を勘案し、及び海洋に関する施策の効果に
関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、海洋基本計画の見直しを行い、必
要な変更を加えるものとする。」（アンダーラインは筆者）

ここで、見直しの前提として踏まえるべき“施策の効果に関する評価”について
は、その仕組みが整備されていないといえる。この点が、重要な残された課題と言
えるのではなかろうか。新計画が策定され、それに基づく毎年度の施策の実施状況
に関する追跡評価をしていく仕組みづくりが重要と考えられる。
参与会議の意見書に見られるように、参与会議自らの機能の強化によってこれを
行うという意見も考えられる（注２）。それを第1の選択肢とすると、同意見書でも述
べられている総合海洋政策本部の機能強化という線に沿って、行政の周りに“施策
の効果に関する評価”の仕組みを整備するという第2の選択肢も検討されてよいの
ではなかろうか（注３）。
このほかにも、“施策の効果に関する評価”のあり方について、さまざまな選択
肢を俎上に載せて多角的に議論することが望まれる。そのことによって、政府の海
洋に関する施策の取組みを多角的かつ総合的な観点から評価するのにふさわしい制
度の整備が必要であり、次期基本計画にはこうした仕組みの整備も盛り込まれるよ
う期待したい。

（中原 裕幸）

1 新しい海洋基本計画の策定に向けたさまざまな取組み
海洋基本法において、「おおむね5年毎に、海洋基本計画の見直し」を行うとさ
れていることから、２００８年3月に策定された海洋基本計画は、２０１２年度末までに見
直しを行うことが必要となった。また、海洋基本法に基づき、海洋に関する施策を
集中的かつ総合的に推進するため内閣に設置された総合海洋政策本部についても、
同法附則において、同法の「施行後5年を目途として総合的な検討が加えられる」
こととされており、２０１２年はその「施行後5年」にあたる。これらの見直しや検討
を行い、新しい海洋基本計画の策定作業を行う主体は総合海洋政策本部およびその
事務局を中心とする政府であるが、２０１２年に入ったころから、さまざまな関係者に
より、新しい海洋基本計画の策定を見据えた取組みが行われるようになった。以下、

注2 参与会議は、そも
そも１０人の有識者で構成
され、本部長すなわち総
理大臣への意見具申機関
であるので、その会合は
首相官邸で開催されると
いう、閣議と同じメンバ
ーで開催される総合海洋
政策本部会合と同じく、
最もハイレベルの機関で
ある。

注3 たとえば、内閣官
房総合海洋政策本部事務
局に基本計画に関する評
価・助言会議を設置し、
全体会合のほかに１２の基
本的施策に関する分科会
を設置するとともに、年
次報告の記載内容や施策
の効果の評価をも担当さ
せる。参与会議は、その
評価・助言会議から上が
ってくる報告に対して首
相官邸からという最上位
の目線で全体を俯瞰しな
がら、その報告に対して
「意見を述べる」という
スキームである。この選
択肢の案は、現在、上記
事務局に付設されている
海洋エネルギーと大陸棚
延伸に関する評価・助言
会議の存在をヒントにし
たもので、両者は全体の
評価・助言会議の分科会
として改めて位置づけ直
す、という案である。
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これらの取組みについて概観する。

（1）国土交通省海洋政策懇談会および文部科学省海洋開発分科会
海洋に関する施策を実施する各省庁のうち、国土交通省と文部科学省は海洋基本
計画見直しにあたって意見をとりまとめている。
国土交通省は海洋政策懇談会（座長：來生新・放送大学副学長）を２０１１年１２月に
立ち上げ国土交通省所管範囲の海洋施策について２０１２年3月に報告書をとりまとめ
た。
さらに、文部科学省科学技術・学術審議会海洋開発分科会では、次期海洋基本計
画の策定を見据え、科学技術が貢献すべき課題とそれに関する施策について２０１２年
3月から検討を行い、同年8月に中間まとめを発表した。そのなかで、「地球温暖
化と気候変動予測・適応」、「海洋エネルギー・鉱物資源の開発」、「海洋生態系の保
全・生物資源の持続的利用」、「海洋再生可能エネルギーの開発」、「自然災害対応」
の5つの課題が挙げられ、それぞれの課題について重点事項がとりまとめられた。

（2）海洋関連団体等
２０１２年7月、一般社団法人日本経済団体連合会は、新たな海洋基本計画に対して
産業界の意見反映を図るため「新たな海洋基本計画に向けた提言」をとりまとめ、
「排他的経済水域および大陸棚、離島の管理」、「海洋エネルギー・鉱物資源の開発」、
「自然災害対策」、「環境問題への貢献」、「安全保障の確保」、「海事産業の強化」、「人
材育成と海洋教育」を重要政策として掲げた。
また、東京大学海洋アライアンスは、「海洋基本計画の見直しに向けた提言」を
とりまとめ、２０１２年9月にこれを公表した。このなかでは、「海洋空間ガバナンス
の強化」、「海洋科学技術のガバナンスの強化」、「国際的な海洋ガバナンスへの対応
と安全保障」、「海洋政策推進組織の在り方」、「日本の海洋を支える総合力を有する
人材の育成（海洋教育）」を柱として提言が行われた。

（3）海洋に関連するその他の計画等
新しい海洋基本計画の策定に先立ち、海洋に関連する政府のさまざまな計画の策
定等の動きがみられた。まず、２０１１年3月に環境省の「生物多様性保全戦略」、同
年8月には、文部科学省の「第4期科学技術基本計画」（計画期間：２０１１年度～２０１５
年度）が策定された。同計画のなかでは、海洋再生可能エネルギーの開発、有用資
源の開発や確保に向けた海洋探査および開発技術、津波等の早期検知に向けた海域
における稠密観測、監視技術開発等、海洋に関する技術開発についての具体的記述
が従来の科学技術基本計画と比べて多く見られるようになった。
次に、２０１２年3月には新たな「水産基本計画」が策定された。このなかでは、今
後１０年を見通した水産資源管理の強化のほか、東日本大震災からの本格的な復興に
向けた取組みの推進、6次産業化の取組みの加速等を通じた漁業・養殖業の多様な
経営発展等について記述されている。
また、海洋は資源・エネルギーの宝庫であり、わが国の成長にとって重要なフロ
ンティアであることから、海洋分野に限らず経済政策等の幅広い分野の戦略・計画
等のなかで、海洋に関する取組みが挙げられるようになってきている。その一環と
して、２０１２年7月に国家戦略会議で策定された「日本再生戦略」のなかでは、成長
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戦略の柱である「グリーン成長戦略」において「グリーン・イノベーションによる
海洋の戦略的開発・利用」が重点施策とされ、海洋エネルギーを利用した発電技術
の活用、天然ガス等の海洋資源の開発、藻類を活用したバイオエタノール生産技術
の開発等が挙げられている。

（4）海洋基本法戦略研究会
海洋基本法は、もともと、海洋問題に関心の高い各党の国会議員と有識者による

「海洋基本法研究会」での検討を基礎として制定されたものであるが、同法施行後、
同法制定に尽力した超党派の国会議員と海洋関係各界の有識者が集う「海洋基本法
フォローアップ研究会」が設けられた。同研究会は、海洋基本法の施行状況をフォ
ローアップするとともに、各種提言を行う等の活発な活動をしてきたが、上記のと
おり、２０１２年は、海洋基本計画の見直しおよび総合海洋政策本部の総合的検討を行
うべき年にあたることから、これらの重要性にかんがみ、研究会の名称を「海洋基
本法戦略研究会」に改めるとともにメンバーの増強を図って、海洋基本法制定の趣
旨に立ち返ってこれらの問題に取り組むこととなった。
海洋基本法戦略研究会は、２０１２年2月に立ち上げられ、今後の海洋基本法の戦略
的推進に関する活動方針の検討・確認とともに現行海洋基本計画のレビューおよび
今後の見直しの進め方が検討された。その後、月に1回程度のペースで同研究会が
開催され、海洋関係各界から海洋基本計画見直しに関する意見発表等が行われた。
半年間の集中的な検討を経て、海洋基本法戦略研究会は２０１２年8月に「次期海洋基
本計画に盛り込むべき施策の重要事項に関する提言」をとりまとめ、同月末、野田
佳彦内閣総理大臣・総合海洋政策本部長（当時）にこれを提出した。
同提言は、次の5つの大項目から構成されている。
① 〈未来につなぐ海の恵み〉広大で豊かなわが国の海域を基盤とした新たな国
づくり
② 〈海と町・村のにぎわい〉安全・安心で元気のある沿岸社会の形成
③ 〈海洋立国を支える産業と人〉海洋産業の振興と人材の育成
④ 〈世界につなぐ平和な海〉海洋の安全の確保と海洋外交の推進
⑤ 〈海洋立国の基礎づくり〉海洋に関する施策の総合的推進体制・法制度等の
整備

（提言の内容については、第3部の資料「「新たな海洋立国」の実現に必要な重要施
策」参照。）

（5）政府の取組み
総合海洋政策本部には、総合海洋政策本部令に基づき、海洋に関する施策に係る
重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べるため、有識者である
参与により構成される参与会議を置くこととされている。しかしながら、参与会議
は、総合海洋政策本部が発足した後の2年間に5回開催されたものの、その後は事
実上休止状態となっており、上記の海洋基本法戦略研究会における議論のなかでも
この事実が指摘された。
このようななか、２０１２年5月、新たな海洋基本計画の策定に向けた検討を進める
ため、参与会議が再開された。その後、参与会議は月に1回程度のペースで開催さ
れ、２０１２年１２月までの約半年間で、開催回数は再開前を上回る6回となった。とく
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に、２０１２年夏から秋にかけて、関係者も含め幅広く議論することが必要な5つの課
題（「海洋産業の振興と創出」、「海洋情報の一元化と公開」、「人材育成」、「沿岸域
の総合的管理と計画策定」、「海洋の安全保障（海洋の安全確保）」）についてプロジ
ェクトチームが参与会議の下に設置され、重点的に議論が行われた。その結果、参
与会議は２０１２年１１月末に「新たな海洋基本計画策定に向けての意見」をとりまとめ、
野田内閣総理大臣・総合海洋政策本部長（当時）にこれを提出した。
政府においては、このような参与会議の意見等を踏まえつつ、新しい海洋基本計
画の策定に向けた取組みを進めている（２０１２年１２月現在）。

2 総合海洋政策本部・参与会議の取組み
総合海洋政策本部は、第1回会合を２００７年7月に開催し、その後、平成２４年5月
の第9回まで回を重ねている。その第9回会合（２０１２年5月２５日）において、新た
な海洋基本計画の策定について、参与会議を開催し検討を進めること、秋頃に中間
的な骨子案を作成すること、遅くとも２０１２年度中に閣議決定を目指すことが示され
た（注４）。
他方、基本法に基づいて設置された参与会議は、２００７年１０月の第1回から２００９年
3月の第5回まで開催された後、しばらく開催されていなかった。２０１２年5月に改
めて１０人の参与が任命されて、第6回会議が開催され、その後は次期海洋基本計画
策定に向けた検討に積極的に取り組んできた。
参与会議では、異例のことだが、その下に、上述の5つのプロジェクトチーム（以

注4 総合海洋政策本部
事務局「新たな海洋基本
計画の策定について」（総
合海洋政策本部会合（第
9回）資料2）２０１２年5
月２５日（ http:// www.
kantei. go. jp / jp / singi /
kaiyou/dai9/siryou2.pdf）

これまでの経緯

〈第6回参与会議〉（5月２４日）
〇現行計画の進捗状況、海洋関連予算の現況等について意見交換

〈第9回総合海洋政策本部〉（5月２５日）
〇新たな海洋基本計画の策定作業を開始することを報告

〈第7回参与会議〉（6月２０日）
〇海洋資源施策等や今後重点的に検討すべき課題等について意見交換

〈第8回参与会議〉（7月３０日）
〇環境保全施策や各省連携施策（海洋エネルギー・鉱物資源等）等について意見交換
※この後、重要な政策課題毎に、参与会議の下にプロジェクトチーム（PT）を設置し、集中的に検討。
（PT：海洋産業創出と振興、海洋調査と情報一元化、人材育成、沿岸域の総合的管理と計画、海洋の安全保障）

〈第9回参与会議〉（9月２７日）
〇研究開発等や参与会議 PTの検討結果を巡る意見交換

〈第１０回参与会議〉（１０月３１日）
〇参与会議としての総合海洋政策本部長（総理大臣）への意見書をとりまとめ

〈１１月下旬〉
〇参与会議意見書を総合海洋政策本部長（総理大臣）及び海洋政策担当大臣へ手交

〈第１１回参与会議〉（１２月5日）
〇新たな海洋基本計画の全体像について意見交換

□パブリックコメント（2月8日～２５日）
〈第１２回参与会議〉（3月２７日）

〇新たな海洋基本計画の全体像について意見交換

今後の予定（想定）

□今春目途：総合海洋政策本部において了承・閣議決定

図１―２―１ 新たな海洋基本計画の策定スケジュール （平成２５年3月）

（出典：総合海洋政策本部参与会議意見書の手交について）
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表１―２―１ 海洋基本計画の全体構成（新旧対比）

現行計画 新たな計画（案）

総論
（1）海洋と我々の関わり
（2）我が国の海洋施策推進体制
（3）本計画における政策目標及び計画期間

総論
1 海洋立国日本の目指すべき姿
2 海洋基本計画策定の意義

第1部 海洋に関する施策についての基本的な方針

1 海洋の開発及び利用と海洋環境の保全と調和
2 海洋の安全の確保
3 科学的知見の充実
4 海洋産業の健全な発展
5 海洋の総合的管理
6 海洋に関する国際的協調

第1部 海洋に関する施策についての基本的な方針
1 海洋政策を巡る現状と課題
（1）海洋基本計画の実施状況
（2）海洋をめぐる社会情勢等の変化
2 本計画において重点的に促進すべき取組
（1）海洋産業の振興と創出
（2）海洋の安全確保
（3）海洋調査の推進、海洋情報の一元化と公開
（4）人材の育成と技術力の強化
（5）海域の総合的管理と計画策定
（6）その他重点的に推進すべき取組
3 本計画における施策の方向性
（1）海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和
（2）海洋の安全の確保
（3）科学的知見の充実
（4）海洋産業の健全な発展
（5）海洋の総合的管理
（6）海洋に関する国際的協調
（7）海洋教育の充実及び海洋に関する理解の増進

第2部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ
計画的に講ずべき施策

1 海洋資源の開発及び利用の推進
2 海洋環境の保全等
3 排他的経済水域等の開発等の推進
4 海上輸送の確保
5 海洋の安全の確保
6 海洋調査の推進
7 海洋科学技術に関する研究開発の推進等
8 海洋産業の振興及び国際競争力の強化
9 沿岸域の総合的管理
１０ 離島の保全等
１１ 国際的な連携の確保及び国際協力の推進
１２ 海洋に関する国民の理解の増進と人材育成

第2部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ
計画的に講ずべき施策

（同左）

第3部 海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するために必要なその他の事項

1 海洋に関する施策の効果的な実施
2 関係者の責務及び相互の連携・協力
3 施策に関する情報の積極的な公表

第3部 海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するために必要な事項

1 施策を効果的に推進するための総合海洋政策本部
の見直し
2 関係者の責務及び相互の連携
3 （同左）

（出典：同前の資料を平成２５年3月時点の最新のものに修正）
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下、PT）を設けて精力的な検討を続けてきた。第9回会議では各 PTでの検討状況
が、第１０回会議で各 PTの検討結果が報告された。２０１２年１１月２７日に参与会議は「新
たな海洋基本計画の策定に向けての意見」（注５）を野田総合海洋政策本部長（内閣総理
大臣・当時）に提出した（新たな海洋基本計画の策定スケジュールについては、図
１―２―１参照）。
その後、第１１回参与会議（同年１２月5日）で、事務局から「海洋基本計画の全体
構成（新旧対比）」、「新たな海洋基本計画の全体像」、「新たな海洋基本計画の全体
像と参与会議意見及び PT報告該当箇所の対比表」が提示されている。このうち、
新旧対比表を表示しておく。

（米山 茂）

注5 総合海洋政策本部
参与会議「新たな海洋基
本計画の策定に向けての
意見」（第3部参照）；「各
PTの報告書」（別添資
料）；「参与会議意見書概
要」（参考資料）２０１２年１１
月２７日（総合海洋政策本
部参与会議意見の手交に
ついて） 首相官邸ウェ
ブサイト（http://www.
kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou
/sanyo/sanyo_iken.html）
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第1節 リオ＋２０の成果について

1 開発と環境をめぐる国際社会４０年の歩み
国連における開発と環境に関する最初の本格的な取組みは、１９７２年6月にスウェ
ーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議（通称：ストックホルム会
議）にさかのぼる。「かけがえのない地球」をテーマに掲げた同会議では「人間環
境宣言」と「環境国際行動計画」が採択され、その後の開発と環境の方向性を示し
た。ストックホルム会議から１０年後の１９８２年5月には、同会議を契機に創設された
国連環境計画（UNEP）の管理理事会特別会合がケニアのナイロビで開催された。
ここで日本政府は特別委員会の設置を提案し、これを受けて１９８４年に国連に設置さ
れたのが「環境と開発に関する世界委員会（通称：ブルントラント委員会）」であ
る。同委員会が１９８７年にまとめた最終報告書「Our Common Future」で打ち出し
た「持続可能な開発」の概念は、環境と開発に関する中心的な概念として現在に至
っている。ストックホルム会議から２０年を経た１９９２年6月には、ブラジルのリオ・
デ・ジャネイロで「国連環境開発会議（UNCED）」（以下、リオ地球サミット）が
開催された。この会議には１８２ケ国および EC、その他多数の国際機関などが参加
したが、このほかに地方自治体や NGOなどからの参加も認められるなど、市民社
会が地球環境問題に関する主要なステークホルダーとして位置づけられた点で、そ
れまでの一連の会議とは一線を画するものとなった。同会議では「持続可能な開発」
を中心理念に据え、これを具体化したものとして「環境と開発に関するリオ宣言」
やその行動計画である「アジェンダ２１」が採択された。また「気候変動枠組条約」
や「生物多様性条約」の署名が開始されるなど多くの具体的な取組みに向けた成果
をあげたことで、その後の環境政策に大きな影響を与えることとなった。リオ地球
サミットから１０年後の２００２年には南アフリカのヨハネスブルグで「持続可能な開発
に関する世界首脳会議（WSSD）」が開催された。会議ではアジェンダ２１の完全実
施への決意と新たに生じた課題への対応についての具体的目標を掲げた「持続可能
な開発に関するヨハネスブルグ宣言」と「WSSD実施計画」が採択されたが、特
に資金負担面における南北間の意見相違の構図が鮮明となった。
ブラジル政府は、１９９２年のリオ地球サミットから２０周年を迎える機会に、同会議
のフォローアップ会合を行うことを提案し、２００９年の第６４回国連総会で開催が決定
された。これが「国連持続可能な開発会議（UNCSD）」（以下、リオ＋２０）であり、
２０１２年6月２０日から２２日までの3日間、リオ・デ・ジャネイロにおいて開催された。
会議には国連加盟１８８ケ国および3オブザーバー（EU、パレスチナ、バチカン）の
政府関係者、このほか NGO、企業等、市民社会などを含め約3万人（注１）が参加した。
同会議では成果文書として「The Future We Want（我々が求める未来）」が採択
され、グリーン経済への移行とそれを実現するための制度的枠組みとして UNEP

注1 外務省「国連持続
可能な開発会議（リオ＋
２０）（概要と評価）」（http :
//www.mofa.go.jp/mofaj
/gaiko/kankyo/rio_p20/
gaiyo2.html）
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の強化・格上げ、またポスト「Millenium Development Goal（ミレニアム開発目
標）」として「Sustainable Development Goal（持続可能な開発目標）」を２０１５年以
降の国連開発アジェンダに統合すること、などが合意された。

2 海洋関連分野の取り扱いの変遷
国連における開発と環境に関する４０年にわたる議論の過程で、海洋に関する分野
の取り上げ方は大きく変化してきた。
１９７２年の「人間環境宣言」は前文7項目と原則２６項目から構成され、原則の第7
項に海洋汚染の防止が掲げられ、またこれを受けた「環境国際行動計画」では全１０９
の勧告のうち9つを海洋汚染の防止にあて、各国政府や国際機関に対し、汚染源の
制御、海洋調査とモニタリング、科学的データの集積と交換、海洋法および IMCO（注２）

原則への支持、人材育成などの推進について勧告を行った。１９８２年のナイロビ宣言
では、全１０項目のうち第2項のなかで海洋および内水の汚染等が人間環境に対する
深刻な脅威であると言及し、基本的には１９７２年の内容を踏襲している。ナイロビ会
議までは環境の保全が主題であり、海洋に関する記述も海洋汚染の防止という視点
で取り上げられてきたが、１９９２年のリオ地球サミットからこの流れに変化が生じる
こととなった。つまりそれまでの環境保全に主眼においた内容から、環境保全と開
発の両立を目指す「持続可能な開発」という新たなパラダイムへの移行である。
リオ地球サミットの行動計画であるアジェンダ２１は全４０章約５００ページで構成さ
れ、その第１７章に「海洋、閉鎖性及び準閉鎖性海域を含むすべての海域及び沿岸域
の保護、及びこれらの生物資源の保護、合理的利用及び開発」が掲げられた。ここ
では、海洋・沿岸域の統合的管理、海洋環境の保護、公海漁業、排他的経済水域（EEZ）
内の漁業、科学的知識の増大、国際協力の強化、および小島嶼国問題の7つの分野
における、行動の必要性、行動目標、実施手段等が１３７の項目にわたって詳細に提
示された。続く２００２年のWSSD実施計画では、海洋・沿岸域問題は独立した議題
としては取り上げられなかったが、国連海洋法条約およびアジェンダ２１が海洋に関
する基本的な法的・政策的枠組みであることを確認したうえで、「第4章 経済及
び社会開発の基礎となる天然資源の保護と管理 ２９．～３４．」のなかに盛り込まれ、
また第7章に「小島嶼国における持続可能な開発」が当てられた。このなかで海洋
・沿岸域問題では、分野横断的問題、漁業、生物多様性と生態系の保護、海洋汚染、
海運の安全と環境保護、海洋環境と科学等に関しての具体的勧告がなされた。

3 リオ＋２０の成果文書と海洋関連分野の取り扱い
リオ＋２０の開催に先立ち、UNCSD事務局では成果文書原案（ゼロドラフト）の
作成に向け、各国政府や国連および国際機関、メジャーグループ等に対し意見募集
を行った。２０１１年１１月1日の締め切り時点で６７７件の意見が寄せられ、同事務局で
はこれらの意見をもとに全１９ページ、１２８のパラグラフからなるゼロドラフトを作
成し２０１２年1月１０日に公表した。1月下旬に行われたゼロドラフト初回協議では各
国から多くの要望があり、その分量は２７８ページまで増加したが、その後3回にわ
たって行われた「非公式会合」での協議においてその分量を減らす努力がなされ、
第3回の時点で８０ページ、２５９パラグラフまで削減された。そしてリオ＋２０での最

注2 IMCO : Inter-Go-
vernmental Maritime Co-
nsultative Organization
（政府間海事協議機関）
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第1章：共通ビジョン
第2章：新たな政治的コミットメント
第3章：持続可能な開発と貧困撲滅の文脈におけるグリーン経済
第4章：持続可能な開発のための制度的枠組み
第5章：行動枠組みとフォローアップ
第6章：実施手段

終的な調整の結果、成果文書「The Future We Want」は５３ページ、２８３パラグラフ
で採択された。
成果文書は以下の6つの章で構成される。

ここでは、リオ原則等のこれまでのコミットメントを再確認するとともに、持続
可能な開発を達成するうえでグリーン経済を重要なツールとして位置づけ、また制
度的枠組みとしてハイレベル政治フォーラムや UNEPの機能強化等が合意された。
また行動枠組みとフォローアップとして海洋をはじめ２６の個別分野に関する具体的
な取組みが示されるとともに、持続可能な開発目標（SDGs）をポストミレニアム
開発目標として２０１５年以降の国際開発目標に統合することで合意された。加えて実
施にあたって資金、技術あるいは能力構築といった具体的手段が検討された。
交渉の過程では参加国間に多くの対立があり、いくつかの項目では妥協的な内容
となった。たとえば、今回のキーワードであった「グリーン経済」は、先進国から
のコンセプトの押し付けであると主張した途上国全体が会議への参加を拒否するな
ど各国の対立を生んだ。途上国は「共通だが差異ある責任（CBDR）」を主張し、
負うべき責任について途上国と先進国との間での差異を認めることを要求した。ま
た UNEPについて、EUや途上国は国連の正式機関に格上げすべきと主張したが、
財政面を理由にアメリカなどが強く反対し、結果として最終的な文書では「強化す
る」という曖昧な表現にとどまった。持続可能な開発目標（SDGs）については、２０１３
年以降の目標を具体的に議論しようとしたものの、結果的には政府間の交渉プロセ
ス立ち上げ等の表現にとどまった。
一方、リオ＋２０では各国政府、国連機関、産業界、研究機関、市民社会など各参
加機関から７００以上に及ぶ自発的コミットメントが発表され、持続可能な開発の実
行に向けた具体的な取組みとして位置づけられた。
海洋関連分野の取り扱いについては、まず２０１１年１１月の意見募集の段階では、海
洋・沿岸・島嶼に関するグローバルフォーラム（注３）が行った集計によれば、寄せら
れた全６７７件のうち１４３件に海洋に関する意見が含まれており、海洋はリオ＋２０開催
前の段階から各ステークホルダーにとって比較的関心の高いテーマであったことが
うかがえる。
２０１２年1月のゼロドラフトの段階では「Ocean and Seas, SIDS」として9パラ
グラフがあてられたが、その後の準備会議での議論を経て、最終成果文書の「The

Future We Want」では、第5章のなかに独立した項目として「Ocean and Seas」
および「Small Island Developing States」が掲げられ、「Ocean and Seas」が２０パ
ラグラフ、「Small Island Developing States」が3パラグラフで調整された。
なお「Ocean and Seas」の調整過程では、公海における生物多様性の保全と持
続可能な利用に関する新たな実施協定（新条約）について大きな対立があった。EU

注3 海洋・沿岸・島嶼
に関するグローバルフォ
ーラムは、２００２年のWSSD
実施計画のなかに海洋関
連のアジェンダを盛り込
むこと議論するため２００１
年パリの UNESCO本部
に集まった官学民の関係
者によって設立された国
際的なフォーラムで、特
に、海洋・沿岸・島嶼の
問題に総合的に取り組
み、国際的・地域的政策
および国内政策を改善す
るために、分野横断的な
情報・意見の交換の場の
提供を行っている。

第第
11
部部
「「
海海
洋洋
立立
国国
」」にに
向向
けけ
たた
海海
洋洋
政政
策策
のの
新新
たた
なな
展展
開開

22



と G7は双方とも新条約の即時交渉開始を主張したが、前者の狙いが公海の生物多
様性保護、海洋保護区化のための法的枠組みであったのに対し、後者の狙いは公海
における生物資源（遺伝資源など）から享受される経済的利益であり、その目的に
は隔たりがあった。結果、妥協案として２０１４年の国連総会で結論を出すことで決着
した。また海洋保護区については、２０２０年までに沿岸域の１０％を海洋保護区化する
とした「生物多様性条約第１０回締約国会議（COP１０）」での愛知目標を再確認した
ものの、海洋保護区や沿岸域の定義など細かい部分は合意に至らなかった。このほ
か国連海洋法条約、国連公海漁業実施協定等への新規加盟を奨励する旨の文言につ
いては、途上国の反対で削除となった。

4 国連機関、メジャーグループ等の活動
リオ＋２０会場では期間中、締約国会議での議論とは別に各国政府や国連および国
際機関、あるいはメジャーグループと呼ばれる NGOが主催するサイドイベントが
多数開催された。３，０００以上といわれるサイドイベントのうち、海洋に関するもの
は確認できた範囲で４０ほどあった。そのうちの代表的なもののひとつに「Oceans

Day at Rio」がある。「Oceans Day at Rio」は 海洋・沿岸・島嶼に関するグロ
ーバルフォーラムが、中国国家海洋局、世界環境ファシリティ（GEF）、UNDP、
デラウェア大学、そしてわが国の海洋政策研究財団と共同で開催したもので、WSSD

から１０年を経たリオ＋２０で新たに持続可能な開発に関する今後１０年の行動計画が策
定されることを踏まえ、採択文書のなかに海洋に関する内容表記の充実を図るため
に、海洋関係機関同士が議論を行い UNCSD事務局ならびに各国政府に対し働きか
けを行うことを目的に実施された、ハイレベルサイドイベントである。会議は２０１２
年6月１６日にリオ＋２０会場内の Rio Convention Pavilionで開催され、１６９組織、４６
ケ国から３７５人の参加を集めた。会議は以下の7つのパネルで構成された。

パネル1 政治的約束の更新
パネル2 海洋の統合的管理の拡大
パネル3 生きている海洋：食糧安全保障、社会・経済の利益のための漁業の

増進
パネル4 小島嶼発展途上国（SIDS）と海洋：復元力の形成、社会・経済的

利益の増進
パネル5 気候変動と海洋酸性化
パネル6 環境にやさしい経済・社会に向けて
パネル7 将来に向かって前進

会議の最後には共同議長声明として「Rio Ocean Declaration（リオ海洋宣言）」
が発表され、海洋、沿岸域、および小島嶼国の持続可能な開発目標達成に向けて必
要な措置として、生態系に基づく管理および総合的海洋管理の取組みの拡大、海洋
産業からの温室効果ガス排出低減と海洋再生エネルギー推進など気候変動と海洋に
関する問題への対処、海洋生物多様性の保全と持続的利用のための生態系に基づく
管理の推進、有害な漁業補助金排除など漁業管理の強化、小島嶼開発途上国等の能
力開発、陸域起源を含めた海洋汚染防止、海洋を利用した持続可能な経済活動とし
てブルー・エコノミー推進などについて具体的な提言がなされた。提言は各参加機
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関による１２の自発的コミットメントとともに、UNCSDリオ＋２０事務局統括コーデ
ィネーターである Elizabeth Thompson氏に手渡され、潘基文事務総長への回付が
確約された。
また「Oceans Day at Rio」以外の主要なサイドイベントとして、UNESCO政府
間海洋学委員会（IOC）がデンマーク政府、世界気象機関（WMO）等と共催した
「Know our Ocean, Protect our Marine Treasures, Empower Ocean Citizens」、
国際海事機関（IMO）が海事関連機関等と共催した「Sustainable Maritime Development-

The Contribution of Maritime Transport to Green Growth and Inclusive Devel-

opment」、インドネシア共和国政府がオーストラリア政府と共同で開催した「Blue

Economy Leadership Event : showcasing efforts to achieve a Blue Economy」、ま
たブラジル政府主催による「持続可能な発展ダイアログ（Sustainable Development

Dialogues）」での海洋セッションなどがある。これらの場では海洋に関するさまざ
まな問題が議論され、その成果は各国政府の代表に伝達された。

5 今後の課題
リオ＋２０成果文書である「The Future We Want」については、先進国と発展途
上国の意見の対立から、グリーン経済（Green Economy）を重要なツールとして
認識しつつも、数値目標や達成時期の明記が見送られたため具体性に欠けるとの批
判も多く、メディアや環境団体を中心にリオ＋２０を文字って「リオ－（マイナス）
２０」と揶揄されるなどネガティブな論調もみられた。海洋分野に関しても、国連海
洋法条約、国連公海漁業協定、FAOの責任ある漁業行動規範・寄港国措置協定に
関しては、準備会議における交渉の段階で表記が一部削られ、具体性を欠いた内容
となったことは否めない。また開発利用と保全管理をめぐる各国の姿勢、あるいは
持続可能な開発の実施に向けた資金負担や技術移転などにおける先進国と開発途上
国との利害の対立がより鮮明となり、すべての国の利害を満たす目標への合意は極
めて困難な状況にあると言わざるを得ない。
しかし、一方で成果文書に「Ocean and Seas」、「Small Island Developing States」
がそれぞれ独立した分野として新たに取り上げられ、取り組むべき具体的分野が示
されるなど、前回のWSSD実施計画と比較して進歩があったことも事実である。
また UNEPの強化など、実施に向けた制度的枠組みにおいて合意を得たことは、
これまで４０年にわたって議論されその過程で決定された原則を踏襲したもので、そ
の発展に一貫性を見出すことができる。
なお今回の会議で強調されたのは、確実な実行（Implementation）である。注目
すべきはリオ＋２０では７００以上にも及ぶ自発的コミットメントが寄せられ、傍観者
としてではなく行動者として貢献することの重要性が共有されたことである。この
コミットメントには法的拘束力はなく、あくまで自発的なものであるが、市民社会
が持続可能な開発に大きな役割を担っていることを成果に位置づけたことは意義深
い。見栄えの良い行動計画を設定することではなく、むしろいかに確実に実行して
いくか、これが国際社会に課せられた今後１０年の大きな課題であろう。

（酒井 英次）
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第2節 国際社会におけるその他海洋政策をめぐる動き

1 「海洋及び海洋法」に関する国連総会決議

（1）国連総会決議
国連総会では、毎年、「海洋及び海洋法（Oceans and the law of the sea）」と
いう議題の下で、決議を採択している。この決議では、前年の1年間に海洋及び海
洋法に関連して、国連や国連システムを構成する専門機関を含め国際社会において
行われた活動を概観し、次の1年間における主要な活動についての国連総会として
の総意を表明している。海洋に関連した活動は非常に多岐にわたるため、近年の総
会決議は、ひとつの決議のなかで、個別の事項ごとに章を設けたいわゆるオムニバ
ス決議の形式をとっている。このため、他の国連総会決議に比して非常に長い決議
となっており、第６７会期国連総会（２０１２年9月～２０１３年9月）で採択された決議（２０１２
年１２月１１日採択）は、前文４１パラグラフ、１８の章から構成される主文は２７６パラグ
ラフという非常に長い決議となっている。決議案文は、毎年、１０月および１１月にそ
れぞれ1週間ずつ全国連加盟国間での非公式協議において調整され、実質的に合意
したうえで、１２月の国連総会本会議に正式に決議案として提出、総会本会議での2
日間の審議の後、採択されている。今日、多くの国連総会決議が、国連加盟国のコ
ンセンサス合意の下、無投票で採択されているが、海洋及び海洋法に関する総会決
議は、一部の加盟国からの依頼により、記録投票にて採決に付されており、今次総
会では、賛成１２５（日本、EU諸国、アメリカを含む。）、反対1（トルコ）、棄権4
（コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ベネズエラ）で採択された。海
洋国家として国連海洋法条約を中核とする海洋法に基づき行動し、海洋における法
の支配を積極的に推進している日本は、毎年、この総会決議案交渉に積極的に参加
し共同提案国となっている。
今次決議で取り上げられた１８の分野は、国連海洋法条約署名開放３０周年関連（２０１２
年が３０周年に該当）以外は、近年の総会決議において毎年取り上げられている事項
であり、国連海洋法条約に基づき設置された3つの機関（大陸棚限界委員会、国際
海洋法裁判所および国際海底機構）の活動を含む国連海洋法条約の履行の現状と今
後の課題、海賊への対処を含む海洋安全保障、海洋生物多様性、海洋科学、海洋環
境、地域間協力、海洋環境の報告と評価に関するレギュラープロセス、海洋及び海
洋法に関する公開非公式協議プロセス等である。なお、今次総会決議で特筆すべき
は、２０１２年6月の国連持続可能な開発会議（いわゆる「リオ＋２０」）の成果文書に
おける海洋関連の総意・決定事項が、この総会決議の随所でそのまま引用され、再
確認されたことである。
なお、国連総会には、総会決議以外にも、海洋関連（漁業以外）で3つの協議フ
ォーラムが設置されているので、以下で概観する。

（2）国家管轄権外の海洋生物多様性に関する国連総会アドホック作業部会
国連総会には、いずれの国家の管轄権にも属さない公海水域と深海底における生
物多様性の保全と持続可能な開発の問題について検討するアドホック作業部会が、
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第５９会期（２００４年）総会決議により設置されており、２０１２年には第5回作業部会が
開催された。国連海洋法条約を含む既存の国際約束においては、国家管轄権外の海
洋生物多様性保護のための具体的措置に関する明確な規定がないことから、この問
題をめぐり公海への海洋保護区の設置や、海洋遺伝資源への衡平なアクセスと利益
配分確保のための規制導入の必要性を唱え、そのための新たな国際約束の策定を主
張する積極派（途上国、EUなどの多数派）と、いきなり新たな規制を設けるので
はなく、まずは既存の国際約束の枠組みを活用することによって十分対応可能であ
り、またそもそも海洋遺伝資源についての定義も存在しないなかで、まずはどのよ
うな問題があるのかについて見極めたうえで対応を検討すべきとする現状維持派
（日本、アメリカ、ロシアなど少数派）との間で、なかなか埋まらない溝がある。
このため、第5回作業部会では、２０１３年中に公海上の海洋保護区設置と公海におけ
る海洋遺伝資源の利用の問題について専門家の参画を得たワークショップを開催
し、現状を客観的に把握したうえでさらに議論を続けることを決定した。なお、リ
オ＋２０の成果文書において、第６９会期国連総会の終了時（２０１５年9月１４日）までに
はこの問題についての国際枠組みを策定するか否かについて決定することが合意さ
れており、今後、議論は重要な局面を迎えることとなる。

（3）海洋及び海洋法に関する国連総会非公式協議プロセス
国連総会には、第５４会期（１９９９年）総会決議により設置された海洋及び海洋法に
関する総会非公式協議プロセスがあり、毎年、特定のテーマについて専門家の参画
も得て協議を行っている。２０１２年の第１３回非公式協議プロセスでは、海洋再生可能
エネルギーについて議論が行われた。日本は、毎年、専門家を派遣するなど積極的
に参加している。

（4）海洋環境に関するレギュラープロセス
さらに国連総会には、２００２年の国連持続可能な開発会議での合意を受けて開始さ
れた海洋環境に関する地球規模の報告と評価を定期的に実施するレギュラープロセ
スが設置されており、現在、２０１４年末までに最初の地球環境影響評価に関する報告
書の発出に向けての作業が継続されている。

（加藤 喜久子※）
※本稿は、所属機関を代表するものではなく、筆者個人の考えを示したものである。

2 国連海洋法条約採択３０周年
２０１２年は国連海洋法条約が採択されてから３０周年を迎え、国連や同条約関係諸機
関、政府、各地の学会等において記念行事が催された。なかでも、国連総会では同
条約が署名のために開放された１２月１０日を中心に記念討論が行われ、多くの加盟国
や関係機関等の代表が同条約の意義や成果、今後の課題等について発言した。
国連海洋法条約は、１９７４年に実質的審議が始まった第3次国連海洋法会議におい
て9年間をかけた交渉を経て採択された、全３２０条と9つの附属書からなる膨大な
条約である。上記３０周年記念討論時において、国連海洋法条約には１６３ケ国の締約
国のほか EUが加入し、未加入のアメリカも実質上ほとんどの条文を慣習法として
受け入れており、ほぼ普遍的に適用される条約となっている。
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（1）国連海洋法条約の意義・成果
国連海洋法条約は、海洋の利用、資源、環境に関するすべての活動の国際法的枠
組みを定め、そのため一般的に「海の憲法」と呼ばれる。同条約の最大の成果のひ
とつは、それまで曖昧であった多くの重要な海洋法関係ルールを明確化し、統一し
たことにある。たとえば、領海の幅を基線から１２カイリに定め、漁業に関する排他
的管轄権を２００カイリまでとし、また大陸棚の限界を２００カイリまで、または大陸縁
辺部がそれ以上延びている場合には同延長部分につき大陸棚限界委員会の審査・勧
告に基づき外縁を設定できるとした。さらに国連海洋法条約は、新しく、EEZ、国
際海峡の通過通航、群島国・群島水域、海洋環境の保護・保全、海洋の科学的調査、
大陸棚の延長、深海底等に関する制度を導入し、新裁判所を含む包括的紛争解決制
度を確立した。
以上のような法規範の明確化や紛争解決制度を通じて、国連海洋法条約は海洋を
めぐる諸国家間の紛争の予防・解決に寄与し、国際の平和と安全に大きな貢献をし
てきたといえる。
上記総会討論の冒頭、潘基文事務総長は、国連海洋法条約は「秩序、安定、予測
可能性および安全保障―これらすべてを法の支配の基盤の上にもたらす恒久的文
書」であると賞賛し、それは海洋の管理のあらゆる側面の指針となる法的枠組みで
あることを強調した。多くの発言者は、国連海洋法条約が先進工業国、開発途上国、
沿岸国、船舶の旗国、内陸国等すべての諸国の権利・義務の注意深いバランスのう
えに樹立されていることを指摘し、コンセンサス方式を通じてまとめられたこの条
約は、過去３０年間のチャレンジによく立ち向かい、うまく機能してきたと評価した。

（2）国連海洋法条約の3機関の実績
国連海洋法条約はその目的を達成し、規定を実施するために3つの常設機関を設
立した。条約発効後まもなく発足したこれら諸機関はいずれも重要な作業を遂行し
てきている。
まず、国際海洋法裁判所は、原則として国連海洋法条約に従って提訴されるすべ
ての紛争を扱うほか、締約国が拿捕した船舶と乗組員の早期釈放に関する義務的裁
判手続や、国際機関などの要請により法律問題に関する勧告的意見を出す制度もあ
る。裁判所には２０１２年末までに２０件の事件が付託され、そのうち１９件が処理済みで
ある。その作業ぶりは上記国連総会討論でも積極的評価を受け、一部学者等が懸念
を表明していた国際司法裁判所（ICJ）との判例法上の齟齬ないし「国際法の断片
化」のおそれに関しては、ICJ判事が、実際には両者の間に「素晴らしい調和」が
みられると述べたことが注目される。
つぎに、国際海底機構は、当初は主として将来の深海鉱物資源活動の開始にそな
え、鉱業規則づくりを開始したが、近年資源への関心が増大し始めるなか、マンガ
ン団塊、熱水鉱床、およびコバルトリッチクラストのそれぞれの探査に関する規則
・手続を採択した。同機構は、すでに日本を含む１３主体とマンガン団塊探査のため
の契約を、また4主体と熱水鉱床の探査契約を結び、その履行を監督している。
また、前述した大陸棚限界委員会は、沿岸国がその大陸棚を２００カイリ以遠にま
で延長する際、延長部分について提出する科学的データを審査する２１名の専門家か
らなる委員会である。申請は２０１２年１２月半ばまでに６３件にのぼり、そのうちわが国
の申請も含め１８に関して委員会の勧告が出され、残りは審議中かまたはその順番待
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ちである。これら申請は、将来の申請や再申請の可能性も勘案すれば合計１２０件ほ
どになると見積もられ、これは当初の予測をはるかに超え、処理能力に限界のある
委員会の現体制の見直しの必要性が指摘されている。

（3）残された問題、将来の課題
国連海洋法条約は包括的な条約ではあるが、十分に対処しえなかった問題や、採
択後に新たな問題が発生し、将来の課題として残されている。今日国連総会におい
てもっとも注目を浴びている問題は、条約採択後に発見された深海底の微生物を含
む動植物群の生物多様性の保全、ことにその遺伝資源の利用・保全で、現在総会の
非公式作業グループを通じて新たな協定の策定も視野に入れた交渉が行われてい
る。
その他、対策のさらなる強化ないしは新たな対策が求められる問題として、海面
上昇、海水の酸性化、IUU（違法、無報告、無規制）漁業、環境保護保全問題、海
賊等海上犯罪や EEZの軍事的利用に関する解釈の相違等がある。

（林 司宣）

3 国際社会におけるその他海洋政策をめぐる動き
本節では、おもに、生物多様性条約（CBD）における近年の国際的な海洋生物
多様性に関する議論のうち、今後もその進捗が話題になると考えられる愛知目標と
生態学的・生物学的に重要な海域（EBSA）（注４）について紹介し、これに対するわが
国の対応についても述べることとする。

（1）愛 知 目 標
CBD事務局による２０１０年の報告「Global Biodiversity Outlook ３」では、生物多
様性の減少がこのまま続くと生態系が自己回復できる限界値である「転換点（tipping

point）」を超え、取り返しのつかない事態を招くおそれがあると示され、今後１０～
２０年の行動の重要性が強調された。このような状況のなか、愛知県名古屋市で開催
された生物多様性条約第１０回締結国会議（COP１０）において、「２０１１年から２０２０年
までの戦略計画及び愛知目標」が採択された（決定 X/２）。
愛知目標は、5つの戦略目標と、２０１５年または２０２０年を目標年とする具体的な数
値目標を盛り込んだ計２０の個別目標からなり、そのなかでも海洋に関連の深い個別
目標は以下の3つである。
① 目標6：２０２０年までに、すべての魚類と無脊椎動物の資源及び水生植物が持
続的かつ法律に沿ってかつ生態系を基盤とするアプローチを適用して管理、
収穫され、それによって過剰漁獲を避け、枯渇したすべての種に対して回復
計画や対策が実施され、絶滅危惧種や脆弱な生態系に対する漁業の深刻な影
響をなくし、資源、種、生態系への漁業の影響が生態学的限界の安全な範囲
内に抑えられる。

② 目標１０：２０１５年までに、気候変動又は海洋酸性化により影響を受けるサンゴ
礁その他の脆弱な生態系について、その生態系を悪化させる複合的な人為的
圧力が最小化され、その健全性と機能が維持される。

③ 目標１１：２０２０年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の１７％、また沿岸域及

注4 EBSA :
Ecologically or Biologi-
cally Significant marine
Area
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び海域の１０％、特に、生物多様性と生態系サービスに特別に重要な地域が、
効果的、衡平に管理され、かつ生態学的に代表的な良く連結された保護地域
システムやその他の効果的な地域をベースとする手段を通じて保全され、ま
た、より広域の陸上景観や海洋景観に統合される。

目標１１の「沿岸域及び海域の１０％」という数字が注目を集めやすいが、これは全
世界的に達成すべき目標であり、各国がそれぞれ自国の管轄海域の１０％を海洋保護
区にすることが求められているわけではない。さらに「公海を含む全海洋面積の
１０％」なのか「公海を含まない海洋面積の１０％」なのか、各国の解釈は一致してい
ない。
愛知目標は、生物多様性条約全体の取組みを進めるための柔軟な枠組みとして位
置づけられ、締約国は世界全体での目標達成に向けた自国の貢献を考慮しつつ、自
国の生物多様性の状況やニーズ、優先度等に応じて国別目標を設定し、自国の生物
多様性国家戦略のなかに組み込んでいくことが求められている。
わが国も、２０１２年9月に改定された生物多様性国家戦略のなかで、愛知目標に対
応した国別目標を設定し、愛知目標の達成に向けたわが国のロードマップとした。
そのなかでは、２０２０年までに少なくとも「沿岸域及び海域の１０％」を適切に保全・
管理することとしている。

（2）生態学的・生物学的に重要な海域（EBSA）
公海における生物多様性の保全は、国際的に大きな議題のひとつとなっている。

CBDにおいても、表2―2―1にまとめるように、公海の生物多様性の保全に役立
てることを当初の目的として（締約国の管轄海域にも適用されているが）、EBSA

を抽出する作業が行われてきた。なお EBSA抽出は科学技術的な作業であり、EBSA

に自動的に保全のための規制がかかるわけではない（EBSAイコール海洋保護区で
はない）。

EBSAの特定と、その保全管理方策の選定は各国および関連する政府間機関が行
うこととされており、今後 EBSAの特定が進んだ後は、その特性に合った管理に
ついての議論が行われると予想される。
わが国においては、環境省により、EBSA基準を参考とした8つの基準に基づく

表２―２―１ CBDにおけるEBSA関連の出来事

２００４年
CBD COP7
決定 VII/２８

科学的情報に基づき、国連海洋法条約を含む国際法と整合する海
洋保護区を国家管轄権外に設定するための協力の選択肢を探求す
ることを決定

２００５年
CBD 第1回保護地域に
関するアドホック作業部会

国家管轄権外の海洋保護区の候補の将来的な特定に向けた、生態
学的基準のとりまとめを開始

２００８年
CBD COP9
決定 IX/２０

EBSAの7つの科学的基準（注）を採択

２０１０年
CBD COP１０
決定 X/２９

EBSA抽出のための一連の地域ワークショップを開催し、その結
果を COPで承認し国連総会等に送ることを決定

２０１２年
CBD COP１１
決定 XI/１７

科学技術助言補助機関第１６回会合（SBSTTA１６）までに開催され
た地域ワークショップの結果の概要報告を国連総会等に送ること
を決定

（注） EBSAの7つの科学的基準（CBD決定 IX／２０）
①唯一性または希少性、②種の生活史における重要性、③絶滅危惧種等の生息地としての重要性、④脆弱性、感受性ま
たは低回復性、⑤生物学的生産性、⑥生物学的多様性、⑦自然性
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「生物多様性の保全上重要な海域（重要海域）」の抽出作業が２０１１～２０１３年度に実施
されている。重要海域は、今後の海洋生物多様性の保全措置の検討の基礎資料とし
て使われることが意図されている。

（3）その他の国際的な動向
CBD以外の場においては、国連総会のもとに２００４年に設置された「国家管轄権
外の海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用に関するアドホック非公式作業部
会」において、国家管轄権外の以下の課題をめぐる議論が行われている。
・利益配分の問題を含む海洋遺伝資源
・海洋保護区
・環境影響評価
・能力開発
・海洋技術の移転
上記の課題に対して、現行の法規制が不十分として、国連海洋法条約のもとに「新
たな実施協定」が必要とする国々と、既存の枠組みの実施および遵守の強化をすべ
きとする国々の間で意見が分かれている。なお、２０１２年のリオ＋２０成果文書「The

Future We Want」のパラグラフ１６２は、この議論に関連するものである。
（尼子 直輝）

4 地球環境劣化と「未来の地球」計画
産業革命以来、二酸化炭素に代表される温室効果気体の濃度が大気中で著しく増
大し、人間活動と地球温暖化の関係が久しく危惧されてきた。そこで１９８８年に世界
気象機関（WMO）（注５）と UNEPは地球気候システムに起きている科学的事実を明ら
かにして、適応策と緩和策に関する国家の意思決定に役立てるために、気候変動に
関する政府間パネル（IPCC）（注６）を組織した。IPCCは１９９０年以来、世界の多くの科
学者の協力のもとで報告書を発表してきたが、特に２００７年に出された第4次報告書
においては、人間活動による温暖化気体の濃度の増大と地球温暖化の関係を確実視
するに至った。２０１４年に発表予定の第5次報告書の作成に向けて多くの会合が開催
され、数千の科学者と１９５ケ国に及ぶ政府関係者の協力のもと、これまでよりも透
明性を高めたかたちで、広く草稿への意見募集が始まっている。
地球温暖化と人類活動の関係は、より広い視点から捉えるならば生態系を含む地
球の自然環境に人間活動が無視できなくなったということである。地球圏と人間圏
の相互作用は大気・海洋・陸域における物質循環系の変調を伴っており、地球温暖
化では地球圏の炭素循環に人間圏が有意な影響を及ぼし始めたということである。
このような状況を人類社会は明確に認識する必要があり、オゾンホールの研究でノ
ーベル賞を受賞したパウル・クルッツェンは、新しい地質学的時代区分「人類世（An-

thropocene）」を提唱している。地球圏の物質循環系の乱れに適切に対応し、生命
が生存可能な地球環境を持続的に維持、管理していくには、循環系の自然構造の変
動、人間活動を含む外部要因による変化をよく知り、その知識に基づいて適切に行
動する必要がある。
物質循環には物理、化学、生物学的なプロセスが関与している。それを正しく理
解するには全球地球観測システム（GEOSS）（注７）に代表されるような地球環境観測を

注5 WMO :
World Meteorological Or-
ganization

注6 IPCC :
Intergovernmental Panel
on Climate Change

注7 GEOSS :
Global Earth Observati-
on System of Systems
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図２―２―２ 国際科学会議「未来の地球」アジア・太平洋域ワークショップ
（クアラルンプール、２０１２年１１月２１～２３日）

充実させることが不可欠であ
り、さらに、得られたデータを
咀嚼し、未来予測に有効に役立
てることができるように、既存
の科学分野を横断するような連
携が必要になる。加えて、進行
する地球環境の劣化に具体的に
対処し、持続的な地球圏と人間
圏からなる「未来の地球」を築
き上げていくには、人文・社会
科学分野を含む学術分野との学
際的連携（Interdisciplinarity）はいうまでもなく、政策担当者、産業界、特に一般
社会との学術を超えた連携（transdisciplinarity）も大切である。
ここで、水循環をはじめとして地球環境の物質循環に決定的な役割を果たしてい
る海洋に関する国際的な動きをみてみよう。２０１２年は国連海洋法条約が採択されて
３０周年の節目にあたっていた。また海洋の重要性が明確に指摘された「国連環境開
発会議」（UNCED）（注８）が１９９２年にリオ・デ・ジャネイロで開催されてから２０年を経
て、リオ＋２０が開かれるなど、重要な年であった。これは社会活動や産業活動の影
響が最も著しく顕われる沿岸域の環境劣化、漁獲高の減少にみられるように海洋生
産性の劣化や種の多様性の危機、海の温暖化や海洋酸性化のような海洋環境の長期
的劣化が広く認識されるようになったためである。急速に発展する途上国と先進諸
国の海洋利害を調整し、海洋環境を持続的に保全していくことが緊急の課題になっ
ている。
地球環境の劣化は座視できない段階にきており、世界の科学者をつないできた国
際科学会議（ICSU）（注９）は国際社会科学協議会（ISSC）（注１０）、ベルモント・フォーラム
（Belmont Forum）、ユネスコ（UNESCO）（注１１）、国際連合環境計画（UNEP）（注１２）、国連
大学（UNU）（注１３）、それに世界気象機関（WMO）をオブザーバーとしてアライアンス
を組織し、「未来の地球（Future Earth）」計画を実現しようとしている（図２―２―１）。
これは学術、政策、民間活動、資金を統合して、持続可能な良き生の実現を目指
す画期的な試みである。多様な地域性、歴史性も尊重して、持続的な社会形成に向
けた動きを加速することができるかどうか、いま、まさに私たちは正念場に立たさ
れている。わが国はユニークな環境先進国としてアジア・太平洋諸国を先導し、ま
た海洋国家として、特に、海の視点から「未来の地球」計画を推進することが望ま
れているといえよう（図２―２―２）。

（山形 俊男）

注8 UNCED :
United Nations Confer-
ence on Environment
and Development

注9 ICSU :
International Council for
Science
注１０ ISSC :
International Social Sci-
ence Council
注１１ UNESCO :
United Nations Educati-
onal, Scientific and Cul-
tural Organization
注１２ UNEP :
United Nations Environ-
ment Programme
注１３ UNU :
United Nations Universi-
ty

図２―２―１ 「未来の地球」（Future Earth）計画の概念図
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第3節 東アジア海域の持続可能な開発への取組み

1 PEMSEAの開始と発展
東アジア海域環境管理パートナーシップ（PEMSEA）（注１４）は、沿岸域総合管理

（ICM）（注１５）の枠組みを活用しながら東アジア（＝東アジアおよび東南アジア）海域
の持続可能な開発を目指す地域協力のメカニズムである。参加メンバー（２０１２年末）
は、東アジア海域の１１ケ国（注１６）の政府機関、１９の非政府機関である。日本政府は２００１
年から参加しており、国土交通省が担当省庁である。日本から参加している非政府
機関としては、海洋政策研究財団および（公財）国際エメックスセンターがある。
もともと PEMSEAは、１９９３年に地球環境ファシリティ（GEF）（注１７）が支援する国
連のプロジェクト「東アジア海域における海洋汚染防止・管理」として始まった。
この第1期プロジェクト（～１９９９年）では、国連開発計画（UNDP）が実施機関、
国際海事機関（IMO）が執行機関であった。具体的なプロジェクトとしては、①
アモイ（中国）およびバタンガス（フィリピン）における ICMのデモンストレー
ション・サイトの設置、②マラッカ・シンガポール海峡の海洋汚染への対応のため
の準地域的な取組み、③開発途上国における能力開発が実施された。活動の拠点と
なる事務所は、フィリピン政府の支援を受けて、マニラ市内にある同国の環境・天
然資源省（DENR）に置かれることとなった。
第2期プロジェクト（１９９９年～２００７年）としては、引き続き GEFの支援を受け、
政府間、関係機関相互間、多部門間のパートナーシップの構築に重点をおく「東ア
ジア海域環境管理パートナーシップ（PEMSEA）」が実施されることとなった。こ
のなかで、新たなデモンストレーション・サイトの設置、加えてパラレル・サイト
の設置が行われ、ICMの取組みの拡大・「スケールアップ」が進められた。また、
陸域からの排出による海洋汚染が懸念される「ホットスポット」である渤海、マニ
ラ湾およびタイ湾の環境管理のデモンストレーション・プロジェクトが実施され
た。
２００３年１２月には、プトラジャヤ（マレーシア）で「東アジア海洋会議」が開催さ
れ、「東アジア海域の持続可能な開発のための地域協力に関するプトラジャヤ宣言」
および「東アジア海域の持続可能な開発戦略（SDS―SEA）」が採択された。SDS―SEA

は、１９９２年の地球サミット（国連環境開発会議）におけるアジェンダ２１、２００２年の
ヨハネスブルグ・サミット（持続可能な開発に関する世界首脳会議）における
WSSD実施計画、ミレニアム開発目標などの国際社会の行動計画を東アジア海域
で実施するための行動枠組である。また、プトラジャヤ宣言を通じて参加国の閣僚
級メンバーが SDS―SEAを地域協力のための共通のプラットホームであると認めた
ことで、東アジア海域の持続可能な開発に関する各国のハイレベルでのコミットメ
ントが実現した。

ハイコウ

２００６年１２月には、海口（中国）で「東アジア海洋会議２００６」が開催され、そこで
採択された「東アジア海域の持続可能な開発に関する海口パートナーシップ合意」
により、PEMSEAが SDS―SEA実施のための地域調整メカニズムとして明確に位
置づけられるとともに、PEMSEAを国連のプロジェクトから SDS―SEAの実施を
担う自立的な地域協力機関へと移行（transformation）させることが確認された。

注１４ PEMSEA :
Partnerships in Environ-
mental Management for
the Seas of East Asia

注１５ Integrated Coast-
al Management

注１６ カンボジア、中国、
北朝鮮、インドネシア、
日本、ラオス、フィリピ
ン、韓国、シンガポール、
東ティモール、ベトナム。

注１７ GEF :
Global Environment Fa-
cility
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また、①２０１５年までに参加国の７０％で持続可能な沿岸・海洋開発の国家政策・行動
計画を策定・実施すること、②２０１５年までに東アジアの沿岸域の少なくとも２０％で
ICMプログラムを実施することという2つの数値目標が合意された（注１８）。
２００７年には、引き続き GEFの支援を受けて、SDS―SEA実施のための１０年間のプ
ロジェクト（２００７～２０１２年）の第1期が行われることとなった。なお、２００７年から
は、IMOに代わり UNOPS（国連プロジェクトサービス）が執行機関となった。
２００９年１１月にマニラ（フィリピン）で開催された東アジア海洋会議２００９において
は、参加国のうち8ケ国（注１９）が PEMSEAの法人格を正式に承認し、PEMSEAは国
際法人格を有する地域国際機関として認められた。

2 PEMSEAの取組みの特徴
以下では、PEMSEAの取組みのおもな特徴を整理する。
第1に、PEMSEAは、非常に幅広い関係者を含む取組みである。参加国の政府
機関は、各国における政策の立案・実施を担うほか、事務局経費の負担（日・中・
韓の3ケ国）、事務所の提供（フィリピン）、定例的な会議の開催の支援などの協力
を行っている。非政府パートナー（研究機関、国際機関等）は、政府機関とともに
PEMSEAの運営に関する会議に参加するほか、トレーニング、技術支援などのか
たちで協力を行っている。また、後述するように、PEMSEAは、各国の地方公共
団体との連携を緊密にし、ローカル・レベルでの取組みを支援している。このよう
にさまざまなレベルの関係者との協力により活動が展開していることが、PEMSEA

の特徴である。
第2に、「パートナーシップ」を基本理念とした協力である。条約等の拘束的な
とりきめをあえて行わず、各パートナーがそれぞれ可能なことを自発的に実行して
いくという仕組みにより、経済発展の段階、政治体制等が大きく異なる東アジアの
国々の間での協力を円滑にしている。特に重要な決定については、3年ごとに開催
される閣僚会合での宣言等を通じてコミットメントが行われることにより、各国に
よる実行が確保されている。また、政府・非政府パートナーが参加するパートナー
シップ会議が毎年開催され、運営に関する合意形成と意思決定を行っている。この
パートナーシップ会議の決定を受けて、執行委員会が中間の運営上の重要事項を決
定するとともに、事務局の業務を監督している。
第3に、ICMの実施を活動の中心としていることである。ICMは、約４０年にわ
たり世界各地で実施され、アジェンダ２１をはじめとするさまざまな国際社会の行動
計画等においてもその重要性が認知されて取り上げられてきた、いわば国際標準と
しての沿岸域の持続可能な開発のための政策ツールである。東アジア海域において、
アジェンダ２１、ミレニアム開発目標等の国際的な行動計画を踏まえ、政策や計画、
機構、法制など適切なガバナンスの枠組みを構築して ICMを推進し、汚染防止、
生態系保全、防災など沿岸域の持続可能な開発をめぐる課題に対応していくことが
PEMSEAのねらいである（図２―３―１参照）。
第4に、地方公共団体レベルの現場での取組みの促進である。ICMの実施を促
進するためには、国レベルでの法制整備、財政措置等の支援は重要であるが、ICM

の直接の実施主体は、地域に最も密着した存在である各国の地方公共団体とならざ
るをえない。このために、１１ケ国において、１１のデモンストレーション・サイトと

注１８ ２０１２年7月時点で、
①については、9ケ国が
沿岸・海洋政策を策定中
または実施中であり、②
については、１１％の沿岸
域で ICMプログラムが
実施されている（東アジ
ア海洋会議２０１２における
チャンウォン宣言によ
る）。

注１９ カンボジア、中国、
北朝鮮、インドネシア、
ラオス、フィリピン、韓
国、東ティモール。
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２０のパラレル・サイト（注２０）が設けられ、計３１サイトでローカル・レベルでの ICMの
実施が推進されている（２０１２年１２月時点。日本にはサイトはない。図２―３―２参照）。

PEMSEAが近年開発したシステムとして、「State of the Coast（SOC）Reporting」
がある。これは、各サイトでの ICMの実施状況（政策の実施状況とその効果）を
監視・評価し、一覧的にわかりやすく報告し、政策判断に役立てるための標準的な
マニュアルで、すでにこのシステムを活用した報告書が2サイトで完成し、9サイ
トで作成中である（注２１）。PEMSEAは、サイトでの ICMの実施に対しさまざまな技
術的な支援を行っており、SOC Reporting Systemはそのひとつの例である。
なお、PEMSEAの ICMサイトである各国の地方公共団体は、２００１年から、相互
の情報共有を図るため、PNLG（注２２）というネットワークを結成している。PNLGは
毎年持ち回りで総会を開催し、サイトの見学や意見交換などの活動を独自に行って
いる。このように地方公共団体が国の枠を超えて直接に連携する動きが出てきてい
るところが、PEMSEAのユニークな点である。
最後になるが、PEMSEAは、国際的な政策を地域レベルで実施するための取組
みである。アジェンダ２１、WSSD実施計画、ミレニアム開発目標などの国際社会
が採択した行動計画は、これらを受けて地域、国、地方政府等がそれぞれのレベル
で具体的なアクションを起こさなければ、実現に至ることができない。PEMSEA

はこれらの行動計画を、地域レベル（東アジア）、国レベル（各参加国）、地方レベ
ル（各国の地方公共団体）においてそれぞれ ICMというツールにより実施する重
層的な枠組みを構築し、東アジアの沿岸域において着実かつ効果的に実施すること
に成功している。

PEMSEAの取組みには、以上のようなユニークな点がみられる。PEMSEAは、
１８年にわたり東アジア地域の実情を踏まえ創意工夫を重ねてつくりあげられた、す
ぐれた地域協力メカニズムであり、その考え方、仕組みや成果については、広く国
際社会に発信し参考に供していく価値がある。

3 地域協力機関への移行
PEMSEAは、１９９３年以来 GEFの支援による国連のプロジェクトとして実施され、

各国の参画を得ながら、東アジア沿岸域の持続可能な開発の推進に大きな成果をあ
げ、地域の協力メカニズムとして定着している。しかしながら、国際機関等の支援
を受けるプロジェクトは、永続的に活動していくことは難しく、一定の支援期間終
了後は自立を求められるのが普通である。
そこで PEMSEAは、その活動を持続可能なものとすべく、アドホックな国連プ

ロジェクトから自立した地域協力機関への移行を進めている。
地域協力機関への移行の第一歩として、２００９年には参加国の署名により PEMSEA

は国際法人格を取得した。これを受けて２０１２年7月には、フィリピン外務省と PEM-

SEAとの間で、同国政府が地域協力機関としての PEMSEAの活動に便宜を与える
ための本部設置協定の署名が行われた。

PEMSEAは、地域協力機関として、持続的な運営を確保するための事務局体制
の再編に取り組んでいる。国連プロジェクトの実施組織から独立した国際機関に移
行するためには、事務局の適切な組織体制・ガバナンスの確立が重要な課題である。
また、東アジアのさまざまな関係者と円滑に意思疎通ができ、プロジェクトを効果

注２０ デモンストレーシ
ョン・サイトでの取組み
を参考として、GEFの
直接的な支援を受けずに
各サイトが実施するも
の。

注２１ 東アジア海洋会議
２０１２（２０１２年7月）にお
ける PEMSEA事務局の
発表による。

注２２ PEMSEA Netw-
ork of Local Governme-
nts
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図２―３―１ PEMSEAにおける ICMの実施を通じた沿岸域の持続可能な開発の枠組み

図２―３―２ PEMSEAの ICMサイト等の一覧
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的に実施できる優秀な人材（ハイレベルも含め）の確保が不可欠である。
最も重要な課題は、財政面の自立である。現在 PEMSEAの活動に対しては、日
・中・韓3ケ国が事務局経費を負担するなど参加国が支援を行っているが、今後、
PEMSEAの活動がどのように各国に利益をもたらすのかを明確化したうえで、参
加国に対し支援の拡充を要請していくことが必要になっている。GEF、世界銀行お
よび UNDPは、PEMSEAを最も効果的な東アジア海域の環境保全と持続可能な開
発に関する地域メカニズムとして高く評価し、SDS-SEAの枠組みおよび PEMSEA

のパートナーシップ・メカニズムを GEFプロジェクトの枠組みに位置づけており、
PEMSEAが真に地域に支えられる機関となり、地域協力の国際機関として国際社
会からの支援を受けて活動していくことが期待されている。

4 東アジア海洋会議２０１２
PEMSEAは、第4回の東アジア海洋会議を、「東アジア海洋会議２０１２（EAS Con-

gress ２０１２）」（以下、「EASC２０１２」という。）として、２０１２年7月9日から１３日ま
で韓国・チャンウォン市で開催した。東アジアを中心とする１９ケ国から、中央政府、
地方公共団体、国際機関、地域機関、研究者、ビジネス界、ユースなどの幅広い関
係者が参加し、参加者総数は約１，２００名であった。
全体のテーマは、「ブルー・エコノミーの形成：東アジア海域における戦略・機
会・パートナーシップ」で、このテーマのもとに以下の5つのサブテーマが設けら
れた。
① 地域レベルで沿岸・海洋を基盤としたブルー・エコノミーを育てる：機会と
挑戦
② 海洋を基盤としたブルー・エコノミーを支えるブルー・イノベーションを加
速する
③ 沿岸・海洋の総合的管理を通じて生態系サービスを守る
④ 良いガバナンス・良いビジネス
⑤ 沿岸・海洋の総合的ガバナンスのための制度的・個人的な技術・能力の確保
「国際会議」において、これらのサブテーマのもとに合計１４のワークショップが
開催され、議論が行われた。日本からは、海洋政策研究財団が以下の2つのワーク
ショップを中心となって開催した。
① サブテーマ3・ワークショップ3「ICMの経験・優良事例の強化・拡大」
② サブテーマ4・ワークショップ1「世界・地域・国レベルでの沿岸・海洋ガ
バナンスの新しい方向とイニシアティブ」（注２３）

なお、②については OPINEARが開催に協力した。
日本からの専門家等が、これらのほか、人材育成、生物多様性保全といったテー
マのワークショップにおいて発表を行い、議論に参加した。国際会議として各サブ
テーマの議論がとりまとめられるとともに、各国から９１名のユースが参加した「ユ
ース・フォーラム」の成果についても報告が行われた。
閣僚会合では、１１ケ国の閣僚級メンバーにより、「海洋を基盤としたブルー・エ
コノミーに向けてのチャンウォン宣言」が採択された。この宣言は、EASC２０１２に
先立ち6月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された「国連持続可能な開発
会議（リオ＋２０）」の成果文書「我々が求める未来」を受けて「SDS-SEA地域実施

注２３ OPINEAR（東ア
ジア海洋政策研究機関ネ
ットワーク）
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5ヵ年計画」を採択しており、リオ＋２０で国際社会が合意した政策を、PEMSEA

が SDS-SEAの実施を通じ東アジア海域で実施していくことを明確にするものであ
る。
このほか、EASC２０１２では、展示会が開催され、日本からは国土交通省および海
洋政策研究財団が出展した。また、EASC２０１２に合わせ、PEMSEAの ICMサイト
のネットワークである PNLGの総会が開催された。
このように東アジア海洋会議は、閣僚から大学生まであらゆるレベルの参加者が
一堂に会し、東アジア海域の将来について議論し、ビジョン・行動計画を共有する
重要なプラットホームになっているといえる。

5 PEMSEAの今後の方向性と日本による貢献
東アジア開発途上国の沿岸域に目を向けてみると、開発行為や陸域からの排出の
影響による生態系の激変、生活ゴミによる汚染などの沿岸環境悪化の実態がある。
そうした国々では、急速な経済発展の途上にあり、環境と開発の調和を図りながら
経済開発・国民生活の向上を図る「持続可能な開発」の理念の実践が、差し迫った
現実として求められている。まさに PEMSEAのメカニズムは、このような困難な
課題に果敢に立ち向かおうとする東アジア諸国のニーズに応えようとするものであ
る。
わが国も、高度成長期に公害・環境問題から多くを学んできており、東アジア諸
国がわが国の失敗を繰り返さないよう、わが国の経験から得たものを伝えることに
よって、PEMSEAの諸活動に貢献できると考えられる。また、わが国の沿岸域も
生態系の変化による豊かさの喪失、漁業・観光など地域産業の不振、地域の活力の
低下などさまざまな問題を抱えているなかで、PEMSEAの枠組みのなかで各国が
実際に進めている計画的アプローチ、パブリック・インボルブメント、CSR（企業
の社会貢献）の活用などの先進的な取組みについては、わが国としても大いに学ぶ
べき点があると考えられる。
東アジアの海では、島嶼や海域の帰属をめぐる係争など、解決が容易ではない国
家間の政治問題が複雑にからみあっているが、そうした困難な問題の存在にもかか
わらず、「沿岸域総合管理を通じた持続可能な開発」という共通の目標のもとで、
PEMSEAの枠組みによる協力は順調に進展してきている。PEMSEAは、２０年にも
及ぶ活動の実績を重ねてきたなかで、東アジア海域における友好・協調を推進する
貴重なメカニズムである。
いま、PEMSEAは自立した地域協力機関への重要な転換期にあり、わが国とし
ても、PEMSEAへの関わり方について考え方を整理すべき時期にある。わが国は、
地域協力機関としての PEMSEAの意義を踏まえて、これに主体的に参画し、PEM-

SEAという枠組みを通じて東アジア海域の持続可能な開発に貢献していく必要が
ある。
なお、先に述べたとおり、PEMSEAではローカル・レベルの取組みが重要な要

素となっており、PNLGのネットワークを通じて地方公共団体相互間の直接交流も
活発に行われている。沿岸域総合管理を通じて地域の活性化を推進するわが国の地
方公共団体も、積極的に PEMSEAの活動に参画し、東アジア海域の持続可能な開
発に役割を果たすとともに、各地の先進的経験に学びながら地域に根差した取組み
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第4節 東アジアの海域管理をめぐる国家間の問題

の強化を図っていくことが期待される。
（海洋政策研究財団政策研究グループ）

近年、アジアの海では、いわゆる海洋権益をめぐる国家間の紛争・対立が頻発し、
その激しさが増している。とりわけ、太平洋とインド洋の間に位置する戦略的に重
要な海域であって、国際物流にとっては重要な海上交通路であり、漁業資源やリン
鉱石、さらに石油やガスなどの天然資源も豊富であるとされる南シナ海の問題状況
は深刻である。

1 アジアの海における各国の紛争・対立
南シナ海は、東部をフィリピン諸島やボルネオ島、西部をインドシナ半島、南部
をジャワ島やスマトラ島、北部を台湾や海南島に囲まれた、面積が約３００万 km２に
及ぶ海域である。南シナ海では、ベトナムとフィリピンの間にある南沙諸島（スプ
ラトリー諸島）については中国、台湾、ベトナム、マレーシア、フィリピン、ブル
ネイが、また、中国・海南島の南方にある西沙諸島（パラセル諸島）については中
国、台湾とベトナムが領有権を主張している。これらの島々では、実力による島の
奪取や占拠、島への観測所、滑走路や埠頭などの建設、また、島の周辺海域におい
ては、漁獲活動禁止に係る一方的な宣言、外国漁船の拿捕や漁民の逮捕・拘束など
が発生している。さらに、外国人漁業の取り締まりなどを契機にして、各国政府の
軍艦や公用船舶（公船）が海上で直接に対峙するという事案も頻発している。
たとえば、２００９年3月には、海南島の南方約７０カイリの海域において、中国人民
解放軍海軍の情報収集艦、中国政府の国土資源部国家海洋局中国海監総隊（海監）
の公船（「海監８３」）、農業部漁業局漁政検査隊（漁政）の公船などが、米国海軍の
海洋監視艦「インペッカブル号」に接近・包囲して、同号の航行と情報収集活動を
妨害し、現場海域からの同号の退去を要求した。また、２０１１年5月には、海南島の
南方約３２０カイリ、ベトナム中部の東方約１２０カイリの海域において、海監の公船な
どが、「中国管轄水域における通常の取り締まり活動」として、ベトナムの国営石
油会社系列の資源探査船の調査ケーブルを切断するという事案も発生している。さ
らに、２０１２年4月には、フィリピンのルソン島西方約１００カイリにあるスカボロー
礁で、フィリピン海軍の艦船が中国漁船に立ち入り検査を行ったことに端を発して、
約2ケ月間にわたり、フィリピン沿岸警備隊の公船と中国政府の海監や漁政などの
公船が現場海域で直接対峙するという事案が発生した。
中国政府の海監や漁政は、通常は、軍事活動を行う機関ではなく、海上での法執
行活動などに従事する機関である。１９８２年の「海洋法に関する国際連合条約」（国
連海洋法条約）の採択後、中国政府は海上での法執行体制の整備を進めた。国土資
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源部国家海洋局に法執行部隊を
発足させるとともに、漁業に関
する行政機関の構築を進め、漁
業関係法令の執行にあたる部隊
の組織化にも着手した。現在、
中国政府の海上での法執行活動
は、海洋権益維持を所掌する海
監、漁業監督管理を所掌する漁
政、船舶交通管理を所掌する交
通運輸部海事局（海巡）、沿岸
警備を所掌する公安部辺防管理
局公安辺防海警総隊（海警）、
税関業務を所掌する海関総署密
輸取締警察（海関）という5つ
の行政機関（「五龍」と呼ばれ
ることがある）によって担われ
ている。
中国政府は、１９９２年の「中華
人民共和国領海及び接続水域
法」によって領有権をめぐって
他国と紛争・対立のある南シナ
海の島嶼（東沙諸島、西沙諸島、
中沙諸島および南沙諸島）や東
シナ海の尖閣諸島などを自国の領土として明確に位置づけたのをはじめ、１９９８年の
「中華人民共和国排他的経済水域及び大陸棚法」や２００１年の「中華人民共和国海域
使用管理法」の採択など、海洋権益などを確保するために国内法令を整備し、その
執行体制の整備も着実に進めてきた。
なお、中国政府は、南シナ海に“nine-dotted line”（あるいは“U-shaped line”）と
いわれる線を一方的に引き、その内側の海域にある島嶼の領有権など、同海域にお
ける主権や管轄権を主張している（図２―４―１）。台湾の Peter Kien-Hong Yu教授の
研究などによれば、“nine-dotted line”は１９１４年に非公式に中華民国の地図に描かれ、
１９４７年１２月に中華民国内政省地域局が作成し国民政府が議決・公布した地図に歴史
的水域の範囲を示すために描かれたのがその始まりだという（注２４）。中国政府は、２００９
年5月の大陸棚限界委員会へのマレーシア・ベトナム共同申請を受けて、国連中国
政府代表部から国連事務総長宛の２００９年5月7日付口上書（CML/１７/２００９）にお
いて、南シナ海における自国の主張の論拠として“nine-dotted line”を公式に用い
ている。
南シナ海における領有権をめぐる関係国間の紛争・対立を緩和するために、東南
アジア諸国連合（ASEAN）と中国は、２００２年に「南シナ海における関係国の行動
に関する宣言」（DOC）（注２５）を採択した。この DOCでは、国連憲章や国連海洋法条
約などの遵守、南シナ海における「航行の自由」と「上空飛行の自由」の尊重、領
有権や海域の管轄権をめぐる紛争の平和的解決、関係国による紛争の複雑化あるい
は拡大をもたらしかねない行為（現在居住していない島などへの居住など）の自制

注２４ Peter Kien-Hong
Yu, ２００３, “The Chinese
（Broken）U-shaped Line
in the South China Sea:
Points, Lines, and Zones,”,
Contemporary Southeast
Asia , Vol.２５（３）, p.４０７.

注２５ Declaration on the
Conduct of Parties

図２―４―１ 中国政府が南シナ海に引いている「nine-dotted line」
（出典：国連中国政府代表部から国連事務総長宛の２００９年5月7日付の
口上書（CML/１７/２００９）より）
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が謳われた。また、DOCが法的拘束力を有さない文書であることから、今後、関
係国が、南シナ海の平和と安定をさらに促進するような「南シナ海における行動規
範」の採択に向けて作業を進めることについて合意するとされた。さらに、２０１１年
には「DOCの実施のための指針」が策定されて、DOCを踏まえた具体的な措置や
行動の実施についての決定は、法的拘束力を有する行動規範の採択を導くものであ
るべきであるとされた。
しかし、２０１２年7月に開催された ASEAN外相会議などでは、行動規範に盛り込
むべき内容について、ASEAN・中国間のみならず、ASEAN加盟国間においても見
解が対立し（フィリピンやベトナムなどは、行動規範が紛争解決のための規則とな
ることを主張し、他方で、中国、タイやカンボジアなどは、行動規範が関係国の相
互信頼の醸成・強化に資するような国際協力の枠組みとなることを主張した）、行
動規範の採択に至らなかった。また、ASEANとしての南シナ海問題に関する見解
表明を行うこともできなかった。
他方で、東シナ海の日本の周辺海域においても、日本の領海や EEZにおける外
国漁船による違法な漁獲活動や公務執行妨害のみならず、東シナ海の境界未画定の
海域における中国政府による海底資源の探査・開発、日本の EEZにおける中国政
府の海監による事前通報のない海洋の科学的調査、さらに、尖閣諸島周辺の日本の
領海への海監や漁政の公船の進入と「無害でない通航」が頻発しており、日本政府
の海上法執行機関である海上保安庁などが事案対処にあたっている。
また、日本海の竹島については、２００５年3月に島根県が2月２２日を「竹島の日」
とする条例を制定したことなどを契機に、大韓民国（韓国）国民の反日感情が高ま
った。２００６年4月、海上保安庁は、竹島周辺の海域を含む日本海南西部海域の海洋
調査を計画した。これに対して、韓国政府は、当該調査を行う海上保安庁の測量船
を拿捕する可能性も示唆し、両国間の緊張が高まった。その後、日韓両国政府の外
務次官級の協議が行われ、韓国政府は海底地形名称に関する国際委員会である海底
地形名小委員会（SCUFN）（注２６）に竹島周辺の海底地形の韓国名の登録を提案せず、
他方で、日本政府は日本海南西部海域の海洋調査を中止し、さらに、EEZの境界
画定交渉を再開することなどについて合意し、事態の収拾が図られた。２０１２年8月
には、韓国の国家元首である李明博大統領（当時）が、韓国大統領として初めて竹
島に上陸し、日韓関係に否定的な影響をもたらした。

2 各国政府の海上法執行機関による権限行使
このように、アジアの海では、おもに各国政府の海上法執行機関が、海洋権益を
めぐる国家間の紛争・対立が具体化した局面において事案対処などにあたっている
が、そもそも、海上法執行機関による権限行使とはどのような内容や目的を有する
もので、またいかなる限界を有するものなのであろうか。
各国政府の海上法執行機関による権限行使は、基本的には、管轄下の私人などに
対する各国の国内法令の適用・執行である。各国国内法令における「犯罪」に関連
した海上での法執行権限の行使は、具体的には、国内法令の励行の確認や犯罪の予
防を行い、犯罪行為が発生した場合には、犯罪を鎮圧・捜査し、犯人が明らかとな
れば、犯人を逮捕して刑事司法手続きに乗せるという権限行使である。海上での法
執行権限の行使を通じて、たとえば、領海や EEZにおける外国人による無許可の

注２６ SCUFN :
Sub-Committee on Un-
dersea Feature Name
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漁獲活動をやめさせることで、漁業資源の保全・管理などを図ったり、輸出入が規
制されている物品の密輸入を阻止し、外国人による不法上陸を阻止することで、秩
序の維持・創設を図ることができる。
海上法執行機関による権限行使には、自国領域（領土、領海と領空）の主権を確
保し、領土保全の侵害を排除するなど、国家安全保障に資する側面もあるが、これ
らはあくまでも海上での法執行権限の行使の「効果」であり、海上での法執行権限
の行使が直接に目的とするものではない。
また、海上法執行機関による権限行使のあり方は、このような内容・目的を有す
るものであるため、犯人を捜査・逮捕するなどの刑事司法手続きに乗せることを不
可能ならしめるような過度の「実力の行使」は、海上法執行機関による権限行使の
目的と整合するものとはいえず、国際法の観点からも許容されるものではない。
停船命令を無視して逃走する外国船舶などに対する「実力の行使」については、
これまで国際裁判などにその法的評価が求められることは少なく、１９２９年に発生し
米国と英国が争った「アイム・アローン号事件」、１９６１年に発生し英国とデンマー
クが争った「レッド・クルセーダー号事件」、そして、１９９７年に発生しセントビン
セントとギニアが争った「サイガ号事件」が代表的な事例である。これらの事例を
通じて整理されてきた「実力の行使」に関する基本的な考え方は、「海上での法執
行権限の行使に伴う実力の行使は、必要かつ合理的な範囲内のものであれば許容さ
れる」とするものである。
しかし、「実力の行使」を行う主体の側にとっては法執行権限の行使の実効性を
担保する「実力の行使」であっても、場合によっては、国連海洋法条約第３０１条や
国連憲章第2条第4項などが禁止する「武力の行使」や「武力による威嚇」にあた
ると評価されることもある。国連海洋法条約は「武力による威嚇または武力の行使」
を禁止しつつ、締約国が領海、接続水域、EEZ、公海の各海域において海域に対応
した事項に関する執行管轄権を行使することを許容していることから、海上での「法
執行活動」と「軍事活動」を区別して捉えていると解されるが、両者の境界は必ず
しも明確ではない。
２０００年に発生しガイアナとスリナムが争った「CGX事件」に関する２００７年の仲
裁判断などを踏まえると、海上での権限行使の国際法における性格決定は、権限行
使主体の各国の憲法や組織設置法などの国内法令における位置づけ（法執行機関と
して位置づけられているか、それとも軍隊として位置づけられているか）よりも、
当該権限行使が、①いかなる状況で（領有権や境界画定をめぐって国家間で紛争・
対立のある海域での権限行使であるかなど）、②いかなる法的評価のもとに（権限
行使の対象者の行為が主権侵害であるのか、国際法上の権利侵害・義務違反である
のか、自国の領海における外国船舶による「無害ではない通航」であるのか、国内
法令違反であるのかなど）、また、③いかなる権限行使がなされているか（拿捕や
逮捕などを行うことで刑事司法手続きに乗せることを目的としているかなど）によ
って決せられるといえる。
それゆえ、各国政府の海軍ではなく海上法執行機関による権限行使であれば、国
際法上、当然「法執行活動」にあたるというわけではなく、場合によっては、「軍
事活動」にあたると評価されることもある。アジアの海では各国政府の海上法執行
機関所属の公船の海上での直接対峙が頻発し、外国政府の公船に対する権限行使が
（場合によっては相互に）行われていることから（たとえば、自国の EEZにおける
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自国の同意を得ていない海洋の科学的調査の中止要請や自国の領海で「無害でない
通航」を行う公船に対する退去要請）、当該権限行使が国際法の観点からどのよう
に評価され、法執行活動にとどまる権限行使であるといえるのかについて、前述の
①から③の事項に着目して整理しておく必要がある。

3 各国政府の海上法執行機関の公船の「衝突」回避のために
他方で、アジアの海では、現に、各国政府の海上法執行機関の公船の海上での直
接対峙が頻発していることから、こうした対峙が「実力の行使」を伴う「衝突」に
拡大することを防止する方策についても検討しておく必要がある。そのような方策
としては、各国政府の海軍の艦船の海上での衝突回避や妨害行為回避などのために
締結されている海上事故防止協定（INCSEA）を参考にしつつ（たとえば、１９７２年
の米ソ海上事故防止協定や１９９３年の日露海上事故防止協定）、「危機管理メカニズム」
を構築するのが有益であると考えられる。
危機管理メカニズムの内容としては、①各国政府の海上法執行機関が事案対処な
どにあたっている現場海域で、法執行官が「緊急事態」において直接に利用可能な
「相互連絡メカニズム」の設定、②各国政府の海上法執行機関の現場海域にいる法
執行官が共有可能な「安全基準」の確認・設定が有益であると考えられる。
①の「相互連絡メカニズム」の設定とその実効性を確保するためには、「いかな
る状況が緊急事態であるのか」について相互に了解しておく必要がある。「相互連
絡メカニズム」の対象となる海域についても、国家間で紛争・対立が発生している
海域である場合は、いわゆる「disclaimer条項」（「一方の締約国の海上法執行機関
が本協定に基づく措置をとる場合であっても、そのことは当該海域に関する当該締
約国の主張に何ら影響を及ぼすものではない」などの条項）を活用するなどして、
対象海域を特定しておく必要がある。また、そのような状況や海域においていかな
る対応をとるべきかについては、相互に連絡すべき基本的事項やその方法・手段な
どについて、できるだけ具体的な形で相互に了解しておく必要がある。また、②に
ついては、１９７２年海上衝突予防規則条約（注２７）に付属された「衝突予防国際規則」の
実施義務の確認や、前述の海上での法執行権限の行使の実効性担保としての「実力
の行使」に関する国際法上の規則の確認などが考えられる。
なお、日露海上事故防止協定は、両国の艦船に適用される規則として、①相手国
の艦船が近接する場合は、衝突の危険回避のための十分な距離を維持すること、②
相手国の艦船の監視を行う場合には、衝突の危険を回避できる距離にとどまり、か
つ監視対象の艦船の航行を危険に陥れるような行動を避けること、③両国艦船が相
互に視野内にある場合には、自らの行動・意図を他方の艦船に示し、衝突予防国際
規則、国際信号書およびこの協定自体に附属された信号表に定める信号や VHF通
信チャンネル等を使用することなどを詳細に規定している。さらに、両国の艦船が
禁止される行為としては、①相手国の艦船に対して、砲、ミサイル発射装置や魚雷
発射管等を指向することによる模擬攻撃、②相手国艦船の艦橋を照射する目的での
探照灯等の使用、③相手国艦船の通信システムに対する故意の電波妨害などを具体
的に規定している。
危機管理メカニズムの構築は、当該構築に至る過程での関係国の立場や解釈等の
明確化、関係国間の課題の整理、当該課題を関係国で検討するための枠組みの設定

注２７ １９７２年の海上にお
ける衝突の予防のための
国際規則に関する条約
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第5節 北極海の持続可能な開発、利用

や共通言語の獲得などにおいても意味がある。また、相互連絡メカニズムの設定や
安全基準の確認・設定が「危機管理メカニズム」として有効に機能するためには、
このようなメカニズムの構築目的、さらには、海上での法執行権限の行使の内容や
目的とその限界についての認識の共有が必要である。

（鶴田 順）

1 はじめに
北極海の大陸棚主張、天然資源開発に加え、季節的船舶の運航への関心がこの1
年急速に高まり、関係の成書、論文、レビュー等が多数みられるようになっている。
しかし、そのなかには北極圏の特異な自然環境についての基本的な知識、理解のな
い記述も少なからずみられる。北極域における資源開発、船舶の運航、漁業、これ
らに対する健全かつ持続性ある活動の国際規律の確立は、すべて北極の自然環境の
十分な理解のうえになければならない。

2 北極海の自然
北極海は、ユーラシア大陸、北米大陸、グリーンランドに囲まれた面積およそ１，４００

km２の世界最小の「Ocean」である。地球は太陽からのエネルギーを日射（短波放
射）として受け、熱せられ、地球は地球の温度に応じた赤外線（長波放射）を発し
て冷却する。このバランスが地球の大まかな気候を支配する。海氷・冠雪海氷のあ
る北極海では、短波エネルギーは、雲があれば雲層と海氷面間で放射・反射が繰り
返される多重反射が起こり、波長の短い可視光線で顕著となる。反射率、アルベド
（任意の面に入射した太陽エネルギー（日射量）に対する、その面が反射した太陽
エネルギー（反射日射量）の割合）は反射面および入射光の性質に依存するため簡
単ではないが、海水面と海氷面とではアルベドが大きく異なる。冠雪の氷粒子径や
含有ダストによってもその波長依存性が異なる。北極海の汚染はシベリア大河から
流入するものに加え、北半球に発達した各国産業・社会からの汚染物質は、流入海
水のほか、汚染大気も流入する。極域周辺での降水（雪）現象があまり活発ではな
い季節があることから、「北極ヘイズ」と名付けられるエアロゾル（大気中に浮か
ぶ液体または固体の微粒子）が飛来する。その挙動と気候への影響はエアロゾル粒
径に大きく依存する。エアロゾルは日射を散乱させ地表面を冷却する効果がある。
エアロゾルの一部は雲核、凝結核としても作用することも手伝って、北極域、とり
わけ各地域的なエアロゾルの効果を定量的に見積もることは難しい。
北極圏の夏至のころの1日あたりの日射量は、赤道近辺の日射量を上回るが、夏
期の北極域に特有な雲や霧の存在と雪氷の大きな反射量のため、気温の上昇はさし
て起こらない。北極海の海面気温の最高最低値はそれぞれ夏至および冬至から1ケ
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月程遅れて現れる。その高低差は熱容量の大きな海水の存在により３０度程度である。
陸域、とりわけシベリア側では最低気温が零下４０度を下回る低温域がある。多年氷
が広く存在する海域では、海氷の融解潜熱のため海水面温度は0度付近に保たれる。
熱伝導率が低く反射率の高い海氷（冠雪の影響を含む）は、海洋にあって大気・海
洋間の熱移動・交換に大きな影響を与える。海氷域のなかに発生する海水面、運河
のようなリード、湖のようなポリニアの様態も重要である。また海氷生成過程では、
ブライン（注２８）と呼ばれる高濃度塩水を排出し、海の対流混合を発生させる。活発な
海氷生成により生ずる高濃度海水は周囲の海水と混合しつつ高濃度低層水を形成
し、海洋深層大循環を駆動する。大循環は長い時定数をもって地球全般の気候に影
響を及ぼす。

3 地球温暖化影響研究と国際対応
古くから社会、産業構造が発達してきた北半球諸国に囲まれた北極圏は、とりわ
け人為起因に基づく地球気候変動の兆候がまず現れる地域である。北極海における
海氷面積の衰退は、１９５０年代に１０年に3％程度の減少比率で始まり、２０００年の初め
には１０％に増大、２００７年には観測史上最小を記録と情報メディアを騒がせた。少な
くとも２０世紀まではもっぱら科学者のみの関心事であった北極海の夏季海氷衰退
は、近年ではテレビ、新聞等においてもしばしば取り上げられ、またここ数年はグ
リーンランド氷河の融解、衰退も情報メディアを賑わしている。しかし、２０１２年の
北極海夏季海氷面積は、２００７年の記録を更新し9月１６日には７６０，０００km２まで縮小、
観測史上最小となったが、情報メディアにおいて２００７年とは異なって簡単な扱いと
なり、この話題は再び科学者の手に戻された感がある。
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）（注２９）の第4次 IPCC（AR４）では、その第
3次報告書 TARにおいて曖昧さを残した人為起因の地球温暖化諸因が、かなり明
確なものとして指摘されたが、その北極海自然の実態が十分に解明されているわけ
ではない。以後各国の北極圏研究予算は増額され、日本においても文部科学省の5
ケ年計画北極研究プロジェクト GRENEをはじめ大学等における海外共同研究も盛
んになっているが、北極海観測のための砕氷海洋観測船を保有していない点が致命
的となる前に対策を講じる必要がある。中国は、砕氷海洋観測船「雪龍」の北極海
観測活動およびスバルバードにおける観測ステーション機能強化、さらにはアイス
ランドとの2国間研究協力を締約するなど、北極海における中国の存在が注目され
ている。
温暖化による異変は海洋だけではなく、陸域の永久凍土帯や森林生態系等に幅広
く及び、植生が気候に与える影響を勘案すれば、北極圏研究は陸海空の立体空間で
並行して行われる必要がある。また、海洋では領海および EEZ、陸域では領土権
の壁が立ちはだかり、他国からの研究は人工衛星リーモート・センシング頼りとな
っている。地球存亡の評価が、北極圏観測・研究成果に委ねられていることを念頭
に置けば、北極評議会（Arctic Council : AC）の議論は別として、具体的な計画策
定と実施を旨とする、然るべき国際研究共同体の設立が急がれる。
北極海の海氷衰退によるアルベドの変化は、陸域永久凍土帯の融解に伴うメタン
ガスの生成は、「アルベド・フィードバック」とも称される温暖化および海氷衰退
の正のフィードバック系を構成していることから、最も注目されるべき現象のひと

注２８ 海氷の成長時に海
氷中に閉じ込められた高
濃度の塩水。温度と塩分
濃度との平衡関係を保つ
ので、海氷の温度が変化
すると氷の析出や融解が
起こる。ブラインは次第
に海氷から抜け落ちるた
めに、古くなるほど海氷
が含む塩分は少なくな
る。

注２９ Intergovernmental
Panel for Climate
Change
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つである。この系には、大陸棚資源開発による海底凍土からのメタンガス生成が加
わる懸念もある。

4 北極海における沿岸諸国の大陸棚延伸申請
北極海においては、ロシア、ノルウェー、デンマーク（グリーンランド）、カナ
ダ、アメリカが大陸棚を保有し、なかでもユーラシア大陸は北極海側に沖合遠く大
陸棚を形成することから、ロシアは２００カイリを遥かに超えた広大な大陸棚を有す
る可能性がある。「領土の自然延長を辿りその大陸縁辺部外縁まで」という大陸棚
の定義は地質学的には曖昧であり、これが、北極海を横断する形で横たわるロモノ
ソフ海嶺を大陸棚とするロシア主張の根拠となっている。デンマークもグリーンラ
ンド大陸棚の延伸上の問題として地質調査を実施している。大陸棚延伸申請の行方
は、将来の資源開発および資源輸送のシナリオに大きな影響を及ぼす。
北米側では、カナダ議会のカナダ多島海の内水域宣言、対抗するアメリカの国際
海峡クレームがあるが、この紛争は将来両国間で解決されるものとの見方がほとん
どである。なお、北極海および隣接海域では大陸棚をめぐるいくつかの紛争が未解
決である。

図２―５―１ 北極海の海氷面積：面積縮小記録を更新（US NSIDC）
注；海氷面積が観測海面の１５％以上を占める海域を氷海域とする。
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1979-2000年間の平均氷海面積
ベルトは標準偏差

話題を集めた2007年
の氷海面積

2012年の氷海面積

5 資 源 開 発
米国地質調査所は、２００８年、
北極圏（北緯６６．５６°以北）にお
ける未発見の可採石油・天然ガ
ス資源量に関する調査結果を公
表、大きな注目を集めた。これ
によると、北極圏には世界全体
の未発見資源量の、石油では
１３％、天然ガスでは３０％に及ぶ
量があり、その多くは大陸棚お
よび沿岸域にあり、ロシア側で
は主として天然ガス類、北米側
ではボーフォート海およびグリ
ーンランド海域に石油・天然ガ
ス類が賦存する。

バレンツ海、カラ海における海底エネルギー資源は、ロシアでは、旧体制下での
地質調査で確認済みであったが、ロシア連邦となり、豊富なロシア陸域における資
源が枯渇気味となって初めて海底開発への触手が伸ばされた。ロシアでは、ティマ
ン・ペチョラ北部とその沖合、ヤマル半島、シュトックマンをはじめとするカラ海
海底石油・ガス田、カナダではマケンジー・バレーおよびクイーン・エリザベス諸
島、アラスカではプルドー・ベイなどで開発が進められつつある。プーチン大統領
の指示もありティマン・ペチョラ地域での生産が先行しているが、一方巨大ガス田
であるシュトックマンでは、採算性および安全性の担保に問題を抱え活動は停滞し
ている。今後、福島原発の事故が加速させた LNG消費市場は拡大することが確実
であり、ロシアの海底天然ガス資源はいずれ開発、生産への道を歩み始めるものと
思われる。しかし他方で、北米北方資源の開発、ブラジル深海資源、シェール油・
ガスが市場に参入し、さらに今後中南米資源開発や再生可能エネルギーの増加もあ
り、エネルギー市場におけるロシア資源の優位性には揺らぎがみえる。このような
背景もあって、ロシアはガスプロム（注３０）の輸出占有権を見直し、ロスネフチ（注３１）およ
びノバテク（注３２）の2社にも輸出権を認めた。

6 北極海運航
カナダ側の北西航路（NWP）は多島海故の氷況予測の難しさと、輸送物件の少

なさから、国際商業航路としては現在、休眠状態にあるが、２０２０年ごろまでには夏
季運航が始まるのではとの予測がある。ただし、この数ケ月で、貨物としての、シ
ェール油・ガス、LNGの可能性が登場し、国際エネルギー市場如何では夏季の NWP

通航が早まる観測もある。
一方、北東航路（NEP）、ロシア政庁定義では北極海航路（NSR）は、燃料価格
の上昇傾向と総排出量規制への配慮から、次第に運航実績を積みつつある。ムルマ
ンスク海運会社からロスアトムフロートに移管された原子力砕氷船団では新造計画
が認められ、従来とは設計コンセプトを異にする多目的原子力砕氷船が建造される
が、その建造シナリオは、今後の NSR通航要請船舶数に見合った隻数、就航日程

注３０ GAZPROM：天然
ガスの生産・供給におい
て世界最大の企業。ロシ
ア国家税収の約２５％を占
める。メドヴェージェフ
首相はかつて同社取締役
会議議長（会長）の任に
あった。

注３１ ROSNEFT：ロ シ
ア最大の国営石油会社。
２０１３年ブリティシュ・ペ
トロリアム BPのロシア
企業 TVK-BPを買収、エ
クソン・モービルを抜い
て世界第一の石油企業と
なった。

注３２ NOVATEK：ユル
ハロフスコイエ・ガス田
を中核とするロシア連邦
の独立系天然ガス生産、
販売企業。天然ガス生産
量はロシア国内2位。南
タンベイスコエ鉱床を所
有するヤマル LNG社株
式５１％取 得（２００９）、さ
らにタンベイネフチガス
社を買収し発展。

図２―５―２ 氷海面積の季節変化の経緯（1月から１２月）（US
NSIDC）
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とはなっていないことから、通航を申請しても実際に通航できる船舶数には限度が
ある。NSR通航に際しては、ロシアが定める NSR通航規則を遵守することが求め
られる。新 NSR通航規則制定作業は、最終的には１９９１年の規則の改訂版として２０１３
年1月２８日に施行され、若干は国際市場の要請に対応したものとなっているが、運
航に課せられる科料は、排水量トンベースの砕氷船支援料と総トンベースの一般的
な通航料からなる。科料金額は、それぞれ最高額を定めたもので、実際の料金はスエ
ズ運河通航料や国際海運市場の動向を勘案し所管機関の一定幅での裁量に委ねると
されている点は、科料制度を曖昧にするものとして、その透明化を求める必要がある。
新 NSR規則施行までの間、すでに１００隻に及ぶ貨物船の NSR通航実績があるが、
これらの運航では、その大半がロシア側の運航検討課題の確認要件を加味したもの
であったことから、２０１４年度の NSR運航実態が注目されるところである。
米国市場向け輸出期待が薄れたノルウェー、ハンマフェストの LNGは、NSRに
よる LNG輸送の問題調査を兼ね、日本への輸出を決定、１４．９７万m３の「Ob River

号」（アイスクラス1A）により NSRを通航、２０１２年１２月日本へ無事到着した。２０１２
年には通航船舶４６隻、１２６．２万トンの運航実績を上げたとはいえ、一般海域に比べ
ては、NSR運航実績は極めてわずかであり、保険制度確立への基礎的資料の蓄積
がない。沿岸救難港もわずかで、ロシア推奨の航路沿い2km幅での電子海図１０８
枚はあるとはいえ、氷況の変化を勘案すれば航路情報は極めて不十分である。この
ため、関係知識と経験を要する北極海航行では、航行支援砕氷船は保険金額決定に
際して重要な要素となっている。また、海難、汚染事故発生時の賠償については現
行システム援用で済むのか否か疑問が多い。汚染域拡大防止の視座からも初期対応
設備を搭載する航行支援砕氷船の存在は重要である。

図２―５―３ 北極圏の天然資源（Arctic Council）
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年

北極海における船舶等の活動
を 律 す る Polar Codeは IMO

にて審議中であり、その結果が
待たれる段階にあるが、これが
再びガイドラインに格下げされ
るようなことがあれば、日本は
毅然たる態度でコード化を主張
すべきである。

7 安全保障
極軌道衛星のみの北極海で
は、衛星による監視には連続性

を欠く。このため、北極海関係国は、主として海上テロ対策の視座から安全保障問
題の検討を行い、艦艇、航空機、ヘリコプター、衛星および陸域監視所などの整備
を図っている。日本も伝統的航路のみでは海賊問題を抱え、また航路沿いの各国の
政情不安もあり、代替物流路確保の視点から、NSR航路における安全保障問題を
検討しておくべきであろう。

8 環境保全と北極評議会
北極評議会（AC）は、ますますその活動を強化しつつある。各作業部会の活動
も活発であり、各分野データの充実が急速に進んでいる。また、オブザーバー申請
国への対応は、新たな資格が提示され、かなりの国が申請文書を整えた模様である。
ただし、資格条項には ACが定める諸規定を承認することが記載され、認定された
オブザーバー国は、当面ロビー活動に専念せざるを得ない。一方、英国下院は、北
極圏環境保護の検討委員会を設立し、２０１２年2月、北極圏における資源開発に対し
ては、猶予期間を設け、技術の安全性の確立、環境負荷の検証等、綱領および基準、
規則の制定を待つべきとの結論を提示した。日本の AC対応については外務省ホ－
ムページ（注３３）でその経緯を知ることができるが、２０１３年3月の AC高級実務者（SAO）
会合に新任の西林北極担当大使が出席している。北極圏環境問題に関して、オブザ
ーバー国が積極的な提言を行うという基本姿勢は、日本も見習うべきであろう。北
極圏の自然、社会環境への十分な理解や、極域における諸活動の経験のない者には
発言権はないという一部の主張は、もはや北極海は地球の北極海であって沿岸国だ
けの海域ではないことを等閑視した主張といえる。北極海の現況、将来像について
広く世界の英知を集めた透明度の高い審議の場が求められる。

9 ま と め
英国の資源開発猶予の提言はあるものの、国際社会の強い需要があるかぎり、北
極海における資源開発も船舶の運航もますます活発になると思われる。
日本では、海洋政策研究財団が「日本北極海会議」を立ち上げ、2年間の成果を

２０１２年3月報告書および各界に対する提言書としてとりまとめている。いま、北極

注３３ http : //www.mofa.
go.jp/mofa/area/hokkyoku_
kyougikai.html

図２―５―４ 北極海航路（NSR）を完航した船舶隻数
（完航の定義が異なり、隻数が異なる場合がある）
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図２―５―５ 「Arctic Portal」の基本地図

問題に関して日本は何をなすべきか、と提言したものである。ウェブ・サイト（注３４）

を照覧いただきたい。

なお、北極圏に関する情報は、ほぼすべての分野についてさまざまなウェブ・サ
イトから所要の情報を入手できる。最も基本的な北極海情報を提供する「Arctic Por-

tal」（注３５）もその一例である。
夏季の北極海で活躍する日本の海洋観測船「みらい」の情報は、ここからも見る
ことができるが、日本には北極海において通年での観測活動が可能な砕氷型海洋観
測船がないことが日本の北極海研究に支障をもたらしている。

（北川 弘光）

注３４ https : //www.sof.
or.jp/report/index.php

注３５ http : //arcticport
al.org/
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第1節 東日本大震災からの復興の現状と課題

1 東日本大震災による被害の概要
２０１１年3月１１日１４時４６分に発生した「平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震」
は、牡鹿半島の東南東１３０km付近の三陸沖を震源とするマグニチュード９．０（国内
観測史上最大、１９００年以降に世界で発生した地震のなかで4番目の規模）の地震で、
最大震度7（宮城県北部）の揺れをもたらした。この災害は、同年4月1日に「東
日本大震災」と称する旨閣議了解された。
この地震は、日本各地に大規模な津波を発生させ、津波の高さの最高位は１６．７m、
遡上高の最高位は４０．０mとされている。また、この地震により、沿岸を中心に大
きな地盤沈下が発生し、浸水面積は５６１km２に達した。
この災害による死者・行方不明者は１２都道県に及び、死者1万５，８８２人、行方不
明者２，６８８人という被害をもたらし、住家等の建築物には、全壊１２８，８０１棟、半壊
２６９，６６１棟、床上浸水５，１１１棟、床下浸水１７，７７８棟等の大きな被害が生じた（２０１３年
3月現在）。建築物、ライフライン、社会基盤施設等のストックには大きな被害が
生じ、同年6月２４日、内閣府（防災担当）が公表した「東日本大震災における被害
額の推計」では、被害額は約１６兆９，０００億円（阪神・淡路大震災の１．８倍）と推計さ
れている。いずれについても、被害の大半は地震動ではなく津波によってもたらさ
れており、高い津波が観測された宮城県、岩手県および福島県において最も多大な
被害が発生した。
さらに、地震から約1時間後に遡上高１４～１５mの津波に襲われた東京電力福島
第一原子力発電所（福島県双葉郡大熊町）は、原子炉格納容器冷却のための電源喪
失による炉心溶融（メルトダウン）や水素爆発等により、原子炉建屋の大破、汚染
水の滞留、放射性物質の外部流出等の事態を招来した。このため、同原発の周辺区
域について、避難区域の設定等の措置がとられた。その後、福島第一原子力発電所
の冷温停止を受けて、避難指示区域および計画的避難区域を、線量に応じて、①避
難指示解除準備区域、②居住制限区域、③帰還困難区域の3区分とする区域見直し
が行われている。２０１３年4月1日の時点で、対象１１市町村中9市町村で区域見直し
が終了し、帰還に向けた取組みが進められている。一方で、依然として避難指示は
継続しており、２０１３年2月時点で避難指示区域等からの避難者は約１０．９万人となっ
ている。
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2 復興に向けた枠組みの整備

（1）復興基本法の制定と復興対策本部の設置
政府は、１５時１４分（発災の２８分後）に災害対策基本法制定後初の緊急災害対策本
部（本部長：内閣総理大臣、副本部長：防災大臣等）を設置し、自然災害（地震・
津波）の応急対策に係る総合調整に取り組んだ。また、原子力災害についても、同
日１９時3分に原子力災害対策本部（本部長：内閣総理大臣、副本部長：経済産業大
臣）が設置された。
さらに、同年3月１７日、被災者支援体制の一層の強化を図るため、緊急災害対策
本部のもとに、被災者生活支援特別対策本部（本部長：防災大臣）の設置が決定さ
れ、同年3月２０日に立ち上がった同本部において、被災地の復旧、災害廃棄物の処
理、被災者等の就労支援や雇用創出、被災者向け仮設住宅供給の促進等が推進され
た。この本部の名称は同年5月9日に「被災者生活支援チーム」に変更された。
同年4月１１日には、復興構想についての議論を行うため、東日本大震災復興構想
会議の設置が閣議決定され、同年6月２５日に、同会議により『復興への提言～悲惨
のなかの希望～』が公表された。
こうした動きと並行して、復興の基本理念、国と地方公共団体の責務等を定める

「東日本大震災復興基本法案」が同年5月１３日に政府提案により国会提出されたが、
与野党協議の結果、議員立法として提出された法案が同年6月２０日に成立し、同月
２４日に公布・施行され、内閣に東日本大震災復興対策本部が設置された。同本部は、
同年7月２９日に、同法に基づき「東日本大震災からの復興の基本方針」を決定した。
これに伴い、被災者生活支援チームは、7月２２日以降、その大部分を占める被災
者支援関係事務（避難者支援等）を東日本大震災復興対策本部事務局に引き継いだ。

（2）復興庁の設置
その後、同年１０月２０日に招集された第１７９回国会（臨時国会）において、①２０１１
～２０１５年度の復興財源確保のための「東日本大震災からの復興のための施策を実施
するために必要な財源の確保に関する特別措置法」、②復興特別区域での規制・手
続き等の特例および税・財政・金融上の支援を講ずる「東日本大震災復興特別区域
法」、③復興庁の設置・任務等を定める「復興庁設置法」の成立等をみた。これを
受けて、復旧・復興に関する取組みは、復興に関する内閣の事務を内閣官房ととも
に助け、主体的かつ一体的に行うべき復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行
を図るために復興庁が設置されることとなり、同庁は２０１２年2月１０日に開庁した。
① 所掌事務
復興庁の所掌事務は、震災からの復興に関する施策の企画立案・総合調整、復興
に関する行政各部の事業の統括・監理、復興事業に関する関係地方公共団体の要望
の一元的な受理、当該要望への対応方針の策定、当該対応方針に基づく事業の改善
・推進等、復興事業予算の一括要求、事業実施計画の策定、予算の関係行政機関へ
の配分、復興特別区域に関する計画の認定、復興交付金・復興調整費の配分、二重
ローン対策および原子力災害からの福島の復興・再生を推進するための「福島復興
再生特別措置法」の施行事務等である。
② 組 織
復興庁は、内閣総理大臣を長とし、その事務を統括する国務大臣として、復興大
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基本的考え方
・復興を担う行政主体は市町村が基本。国は、市町村が能力を最大限発揮できるよう、必要な制度設計
や支援を責任を持って実施。

・被災地の復興に当たっては、被災しても人命が失われないことを最重視し、災害時の被害を最小化す
る「減災」の考え方に基づき、災害に強い地域づくりを推進。

復興期間
・復興期間は１０年間とし、復興需要が高まる当初の5年間を「集中復興期間」と位置付ける。
実施する施策
・被災地域の復旧・復興及び被災者の暮らしの再生のための施策。
・被災地域と密接に関連する地域において、被災地域の復旧・復興のために一体不可分のものとして緊
急に実施すべき施策。

・上記と同様の施策のうち、東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効
性のある防災、減災等のための施策。

事業規模と財源確保
・平成２７年度末までの5年間の「集中復興期間」の事業規模は、国・地方（公費分）合わせて、少なく
とも１９兆円程度。１０年間の復旧・復興対策の規模（国・地方の公費分）は、少なくとも２３兆円程度。

・「集中復興期間」中の復旧・復興事業に充てる財源確保の方法。
・先行する復旧・復興需要を賄う一時的なつなぎとして発行する復興債については、従来の国債とは区
分して管理。時限的な税制措置は、償還期間中に行い、その税収は、他の歳入とは区分して管理。
（注）「集中復興期間」の事業規模については、２０１３年1月２９日の復興推進会議において２５兆円に拡大
されている。

復興支援の体制等
・復興庁（仮称）を設置することとし、設置法案を国会に提出する。

図３―１―２ 東日本大震災からの復興の基本方針（平成２３年7月２１日東日本大震災復興対策本部）の主要ポイント

復興構想7原則
原則1：失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私たち生き残った者にとって復興の起

点である。この観点から、鎮魂の森やモニュメントを含め、大震災の記録を永遠に残し、広く学
術関係者により科学的に分析し、その教訓を次世代に伝承し、国内外に発信する。

原則2：被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニティ主体の復興を基本とする。国は、
復興の全体方針と制度設計によってそれを支える。

原則3：被災した東北の再生のため、潜在力を活かし、技術革新を伴う復旧・復興を目指す。この地に、
来たるべき時代をリードする経済社会の可能性を追求する。

原則4：地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心のまち、自然エネルギー活用型地域の建
設を進める。

原則5：被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生なくして被災地域の真の復興
はない。この認識に立ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目指す。

原則6：原発事故の早期収束を求めつつ、原発被災地への支援と復興にはより一層のきめ細やかな配慮
をつくす。

原則7：今を生きる私たち全てがこの大災害を自らのことと受け止め、国民全体の連帯と分かち合いに
よって復興を推進するものとする。

新しい地域のかたち（地域類型別の復興施策）の例

図３―１―１ 復興への提言～悲惨のなかの希望～」
（出典：平成２３年6月２５日 東日本大震災復興構想会議）
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復興庁

東京本庁　※職員約200名

岩手復興局
（盛岡市）
職員約30名強

宮城復興局
（仙台市）
職員約50名弱

福島復興局
（福島市）
職員約40名弱

復興推進会議（閣僚級会合）

復興推進委員会（有識者会合）

※職員約330名
（その他非常駐の併任者が約380名）

宮古支所
釜石支所

気仙沼支所
石巻支所

南相馬支所
いわき支所

青森事務所
茨城事務所

（注1）

（注2）

（注3）

臣を置いている。また、復興局とその支所を岩手県、宮城県および福島県に、事務
所を青森県および茨城県に置き、これらを副大臣または大臣政務官に担当させるこ
とにより、現地で被災地方公共団体のニーズにワンストップで対応している。この
ほか、内閣総理大臣を議長、復興大臣を副議長とし、すべての国務大臣等で構成さ
れる復興推進会議を置くとともに、有識者会議として復興推進委員会が置かれてい
る。
また、福島県における復興の迅速化に必要な復興庁の司令塔機能強化のため、２０１３
年2月に、「福島復興再生総局」（復興大臣をトップとして復興庁福島復興局、環境
省福島環境再生事務所、原子力災害現地対策本部を統括する現地体制）と「福島復
興再生総括本部」（原子力災害からの福島の復興・再生に関し、復興大臣が関係省
庁の局長クラスを直接指揮するための体制）が設置された。

（3）復興特別区域制度の導入
復興を加速させるためには、前例や既存の枠組みにとらわれず、地域限定で思い
切った措置を講じることが必要であり、また、被災状況や復興の方向性が地域によ
りさまざまであることから、地域の創意工夫を生かす仕組みが必要である。あわせ
て、被災した地方公共団体の負担を極力減らし、迅速な対応を可能とするため、規
制・手続の特例や税制、財政および金融上の特例をワンストップで総合的に適用す
る仕組みが必要である。
このような考え方に立ち、「東日本大震災復興特別区域法」に基づいて、復興特
別区域制度が創設された。同制度については、震災により一定の被害を生じた区域
（２２７市町村の区域、２０１３年3月現在）において、その全部または一部の区域が特定

注1 復興庁に副大臣2人を置くほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられ
る副大臣を置くことができる。

注2 復興庁に大臣政務官を置くことができる。大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職
を占める者をもって充てる。

注3 副大臣又は大臣政務官が各復興局を担当する。

図３―１―３ 復興庁の組織
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被災区域である地方公共団体が特例を活用することができることとし、各地域が自
らの被災状況や復興の方向性に合致し、活用可能な特例を選び取る仕組みとしてい
る。また、法施行後に必要となる特例を、地域の提案に基づき「国と地方の協議会」
（復興庁、関係府省庁、地方公共団体等で構成）の協議等を経て追加・拡充するこ
とができる仕組みを設けている。
復興推進計画は、個別の規制・手続の特例や税制上の特例等を受けるために、県、
市町村が単独または共同して作成する計画で、内閣総理大臣の認定を受けることに
より、住宅、産業、まちづくり、医療・福祉等の各分野にわたる規制・手続の特例、
雇用の創出等を強力に支援する税制上の特例および利子補給金制度の適用を受ける
ことができる。これまでに、５６件の復興推進計画が認定されている（２０１３年3月現
在）。
復興整備計画は、土地利用の再編を図りながら復興に向けたまちづくり・地域づ
くりを進める必要がある地域等で、土地利用の再編に係る特例許可・手続の特例等
を受けるため、市町村が単独または県と共同して作成する計画で、必要に応じ公聴
会、公告、縦覧や復興整備協議会での協議・同意を経て、当該計画を公表すること
により、事業に必要な許可の特例が適用されるとともに、手続のワンストップ処理、
被災地域の実態に即した事業制度が適用される。これまでに、3県２８市町村で復興
整備協議会が組織され、復興整備計画が公表されている（２０１３年3月現在）。

（4）復興交付金制度の創設
大津波等により著しい被害が発生した沿岸部等の地域で、公共施設の災害復旧だ
けではなく失われた市街地の再生等が必要となっている状況にかんがみ、「東日本
大震災復興特別区域法」において、市街地の再生に一括して対応可能な復興交付金
制度を創設するとともに、２０１１年度第三次補正予算において1兆５，６１２億円の予算
が計上された（２０１２年度予算では２，８６８億円、２０１３年度予算では５，９１８億円を計上）。
復興交付金で実施可能な事業は、被災地の復興地域づくりに必要な既存の補助事
業等を幅広く一括化した基幹事業と、基幹事業に関連して地方公共団体が自主的か
つ主体的に実施する効果促進事業等となっている。
地方公共団体にとって使い勝手の良い交付金とするため、基幹事業においては復
興地域づくりに必要なハード事業（5省４０事業）を幅広く一括化し、地方公共団体
は各補助事業の所管部局と個別に協議・申請を行わなくても、一本の復興交付金事
業計画を復興庁に提出することにより、これら事業に係る補助を受けることが可能
となっている。
また、復興地域づくりを進めるにあたっては、基幹事業や他の既存補助金の対象
にならない事業を含め、幅広い復興事業のニーズが存在すると考えられることから、
効果促進事業等は、基幹事業に関連して地方公共団体が自主的かつ主体的に実施す
る事業を幅広く対象とする使途の自由度の高い資金とされている。
加えて、地方公共団体の負担軽減の観点から、追加的な国庫補助および地方交付
税の加算により地方負担は原則としてすべて手当てするほか、使い勝手の良さの観
点から、基金造成等を含め、執行の弾力化・手続の簡素化のための各種手当てが行
われている。
復興交付金の配分については、各地方公共団体から提出された復興交付金事業計
画に基づき、２０１２年3月2日、5月２５日、8月２４日、１１月３０日および２０１３年3月8
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日の5回にわたって、交付可能額（事業費1兆９，３６８．７億円、国費1兆５，７０２．６億円）
が１１道県に通知されている。

3 復興庁による復興への取組み状況

（1）復興施策に関する国の事業計画および工程表の策定
復興庁においては、公共インフラ、学校施設等に関する国の復興施策について事
業計画、工程表等をとりまとめ公表している。最新時点の事業計画および工程表は、
２０１２年5月１８日に更新・公表されている。

（2）復興計画の策定支援
市町村が策定する復興計画は、２０１３年3月２６日現在で５６の市町村が策定済みであ
る。市町村の復興計画策定後は、個別事業の事業計画策定および事業実施が課題で
あり、市町村において地域住民との調整を円滑に進めていくために、国としても、
まちづくりの専門職員（土地区画整理事業および防災集団移転促進事業）の派遣等
を実施している。

（3）住宅再建および高台移転
被災地の復興を進めていくうえで、生活の基盤となる住宅の再建を支援していく
ことは極めて重要である。そのため、自力で住宅を確保することが困難な被災者に

図３―１―４ 復興施策に関する国の事業計画および工程表（平成２４年5月１８日更新）
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対しては、復興交付金制度の活用等を通じ、災害公営住宅の整備等、被災者の居住
の安定を確保する地方公共団体の取組みを支援しており、２０１３年3月現在で、岩手
県で約５，６００戸、宮城県で約1万５，０００戸（福島県は未定）の災害公営住宅の整備を
計画している。
一方、自力で住宅を再建しようとする被災者に対しては、住宅金融支援機構の災害
復興住宅融資の金利の引下げや既存ローンの返済方法の変更等の措置のほか、２０１２
年度補正予算において被災地方公共団体の支援措置に充てるための取り崩し型基金
の増額措置（震災復興特別交付税１，０４７億円）が講じられている。
また、被災地の高台移転を進める上で活用される防災集団移転促進事業について
は、移転先の住宅建設等を目的とする借り入れの利子相当額への補助限度額を引き
上げる等の拡充措置を実施し、集団移転促進事業計画は２１６地区で法定手続（大臣
同意）済であるほか、復興まちづくりを進めるための土地区画整理事業についても
４０地区で法定手続（都市計画決定）済となっている（２０１３年3月8日現在）。

（4）被災者の孤立防止と心のケア
被災者の多くが、仮設住宅等での生活を余儀なくされており、被災者の孤立防止
や心のケア、そのためのコミュニティづくり支援等が課題となっている。
被災者の孤立防止や心のケアの問題については、地方公共団体や NPO・NGO等、
さまざまな主体により取り組まれており、政府としても、①応急仮設住宅での見守
りや交流の拠点としての集会場を設置するとともに、高齢者等の総合相談や生活支
援等を行うサポート拠点を整備する、②保健師等の巡回訪問により保健指導等を実
施する、③岩手、宮城および福島の各県に「心のケアセンター」を設置し、PTSD

やうつ病等心の不調を訴える者に対して、心のケア専門職による訪問支援を実施す
る、④社会福祉協議会等の巡回訪問により、見守りや総合相談等を実施する、⑤幼
児・児童・生徒等の心のケアのために、被災地の学校等にスクールカウンセラー等
を派遣する、⑥孤立防止や心のケアに関する会議を開催し、各地方公共団体や NPO

・NGO等の取組みの好事例等を冊子やホームページ等を活用して紹介する、⑦被
災者の心身の健康状態を把握するための調査を実施する、⑧岩手、宮城および福島
の各県において、震災による女性のさまざまな悩み、女性に対する暴力に関する相
談事業を実施する等、地方公共団体や NPO・NGO等による被災者の孤立防止や心
のケアに対する取組みへの支援を進めている。

（5）株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の設立
東日本大震災によって被災した事業者の二重債務問題に対応するため、「株式会
社東日本大震災事業者再生支援機構法」が２０１１年１１月２１日に成立し、同法に基づき、
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が２０１２年2月２２日に設立され、同年3月
5日より業務を開始している。同機構は、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であ
って、被災地域においてその事業の再生を図ろうとする者の債務の負担を軽減しつ
つその再生を支援することを目的として、債権買取りのほか、出資や専門家の派遣
等を通じて、被災事業者の再生の支援を行っている。２０１３年3月１９日現在で１，０６０
件の相談が寄せられ、１３３件の支援を決定している。
一方、経済産業省中小企業庁も、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の各県に、「産

第第
11
部部
「「
海海
洋洋
立立
国国
」」にに
向向
けけ
たた
海海
洋洋
政政
策策
のの
新新
たた
なな
展展
開開

56



業復興相談センター」および「産業復興機構」（県、地域金融機関および中小企業
基盤整備機構等との共同出資により設立）を設立し、二重ローン問題の支援を行っ
ている。２０１３年3月１５日現在で、１，９８９件の相談が寄せられ、うち１４２件を震災復興
機構へ引き継ぎ、２４件について金融機関等による金融支援の合意（うち９５件につい
て買取り決定）が行われている。

4 復興まちづくりを円滑に推進するうえでの課題
東日本大震災から2年余が経過し、津波による深刻な被害を受けた地域では、震
災による被害を克服し、希望をもって新たな生活を始められるよう、復興まちづく
りに関する計画の迅速な策定、実施が求められている。
しかしながら、復興の原動力となる市町村が被災により行政機能を低下させてい
るなかで膨大な復旧・復興業務を抱えていること、リアス式海岸は平地が少なく高
台移転先の土地の確保が困難なため、急斜面の切り盛りに時間と莫大な事業費を要
すること、震災前からの高齢化・人口減少および震災後の若年層の人口流出を背景
に、被災した人々が、津波リスクと向き合いながら先祖伝来の土地に残るか、住み
慣れた土地を手放して高台移転するか苦渋の決断を迫られるなかで、復興や生活再
建の考え方を容易に収斂させられない場合も多く、そのようなことがあいまって住
民の合意形成が迅速に進まない場合が多いこと、復興資材や工事業者の人材が不足
していること等から、復興まちづくりへ向けた動きは必ずしも順調であるとはいえ
ない状況となっている。
こうしたなかで、２０１３年2月、復興庁の復興推進委員会が公表した「平成２４年度
審議報告」においては、同委員会の中間報告で取り上げた6つの課題について、次
のように提言をまとめている。
① 住民主体の事例共有とつながりの強化
・優良事例等の情報共有がうまくできてないことがボトルネックとなっている場合
も多い。政府、自治体、支援者や被災者といった多様な主体の間において、事例
の共有や情報の共有を進めることが重要。
・「まちづくり協議会」などを活用して、行政と地元住民のキャッチボールを通じ
た情報共有を行うことも重要。等
② 地域づくり・住宅再建の早期実現
・困難な事業をスピーディに実施するためには人材確保とともに、領域が多岐にわ
たることから、職員への研修など人材育成も必要。
・地域づくりを進めていくうえでは、行政と住民の間で対話を図りながら、住民自
身が復興の主体となって進めていくことが重要。避難者の帰還やコミュニティづ
くり、福祉、子育て等、トータルに取り組む主体として「まちづくり協議会」な
どの組織を継続的に応援することが必要。
・災害公営住宅の整備は、生活・福祉・産業などの多様な側面を踏まえ総合的な考
慮のもとで実施することが重要。等
③ 生活復興から発展する地域包括ケア
・保健・医療・介護・福祉・生活支援サービスを一体的に提供する地域包括ケアの
観点を、地域づくりに活かすことが重要。また、住民にも具体的なイメージや将
来のビジョンを示しつつ、情報提供を行うことが重要。
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・現状のサポート拠点の充実を図るとともに、被災地における将来の担い手となる
べき幅広い人材の確保・育成や、ネットワークの構築が必要。等
④ 被災地の将来を見据えた地域産業・仕事の支援
・地域産業の復興には、地域産業・商店街の復興や、農地や漁港等の経営効率化等、
将来を見据えた支援を引き続き行うことが重要。
・新産業の創出について事業者と被災地域の市町村とのマッチングの努力が必要。
その際には、市町村の特徴を活かした強みを踏まえ、焦点を絞った取組みを進め
るべき。
・仕事場を生み出すには、就業・就労の着実な実施によるミスマッチの解消が重要。
等
⑤ 福島をはじめとする原子力災害からの復興
・福島をはじめとする原子力災害からの復興には、まずは「暮らせる環境」の早期
回復を目指しながら、早期帰還・定住のための対応や、リスクコミュニケーショ
ンや除染を進めることが重要。等
⑥ 災害の記録と伝承
・多様な主体が膨大な記録の収集保存に取り組むなか、うまく情報を取り込み次世
代へ震災の実態と教訓の提供を進めていくことが重要。等

（小滝 晃）

【コラム① 被災地支援活動のこれまで、これから】
東日本大震災の発生から2年が経とうとしている。しかし、いまだ東北沿岸の
被災地は復興にはほど遠い。被災者を支援するため、現在もいくつかの団体が現
地で活動を行っている。そのうちのひとつ、特定非営利活動法人遠野まごころネ
ットの活動について紹介する。
遠野まごころネットは、東日本大震災の発生直後、岩手県遠野市の市民団体、
企業そして社会福祉協議会が、非効率的な個々での被災地支援活動に限界を感じ、
協調して未曾有の被害に対応するため結成した被災地・被災者支援団体である。
主な支援地域は津波により甚大な被害を受けた岩手県沿岸の大槌町、釜石市、大
船渡市、陸前高田市に加え、内陸避難者のいる遠野市であるが、他地域や他県で
も活動実績がある。活動の主力は全国そして世界約２０か国からのボランティア8
万人超（２０１２年１２月現在）。これまでに行ってきた支援活動は、物資配布、炊き
出し、がれき撤去、泥出し、腐敗海産物の除去、避難所での家事手伝い、被災者
の生活支援、足湯やお茶っこ／カフェを介したメンタルケアとコミュニティの場
の提供、農地再生、子ども支援（教育支援や自然学校の開催、保育園建設の手伝
い、グラウンドの開設補助、奨学金の支給）、飲食店の開店、仮設商店街運営の
支援、農林漁業の手伝い、イベント開催など多岐に渡る。これらはすべて、移り
変わっていく被災現地のニーズに対応して立案されている。
発災直後、市街地ががれきで埋まり、ライフラインやインフラストラクチャー
が破壊され、生活の場を失った被災者が避難所へ収容されている状況で必要とさ
れたのは緊急支援、すなわち物資配布、炊き出し、がれき撤去等の支援だった。
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遠野まごころネットも、結成当日の２０１１年3月２８日、岩手県大槌町桜木町地区で
行われた家屋整理を皮切りに、大槌町と釜石市、陸前高田市で緊急支援活動に従
事した。ほぼ同時に、強いストレス下にある被災者のメンタルケアを目的として、
避難所を巡回し、足湯を提供する活動も開始した。その後２０１１年夏、県内全避難
所の閉鎖と応急仮設住宅等への被災者の移転を機にはじまったのが、パーソナル
ケアやコミュニティづくりの支援である。被災者がかつて属していたコミュニテ
ィは被災により破壊されており、移転先では地域による相互見守り等の自治機能
が期待できない。引きこもり、うつ病や生活不活発病、要介護者の増加、孤独死
や自殺を防ぐために、被災者のニーズ調査とニーズ対応を媒体にして見守りを行
う生活支援活動がはじまった。応急仮設住宅を巡回し、気軽に集ってお茶を飲ん
だりしゃべったりできる場を提供するお茶っこ／カフェ活動は、コミュニティづ
くりを直接の目的として立案されたが、これも実は見守りに重点を置いたもので
ある。また遠野まごころネットの中心的活動に、多目的農園「まごころの郷」（大
槌町・陸前高田市）の開拓支援があるが、これはコミュニティづくりに加え、起
業も視野に入れた事業である。起業の支援は、被災地でのニーズの高まりに従い、
２０１１年晩秋から本格化している。避難所時代から存在する大槌町小鎚のコミュニ
ティスペース「まごころ広場」を被災者運営の飲食店「まごころ弁当」に改造し
たのは、その典型である。
緊急支援のフェイズが過ぎた現在は、ビジネス的視点に基づいた社会的支援活
動、具体的には地域振興が必要とされている。２０１３年の遠野まごころネットは、
障害福祉サービス事業、介護保険事業、無料および有料職業紹介事業、第6次産
業化事業、自動車運送事業などを組み合わせ、被災者見守りとコミュニティづく
り、起業を包括した先駆的かつ複合的な支援を展開していく予定である。

（柳澤 亮）

【コラム② 防災機能を強化した水産加工施設による水産業の再生】
日本財団は東日本大震災発生後、東北各地で被災地の復興に向けた活動を支援
してきた。ここでは、その中から宮城県の女川町における地域の基幹産業である
水産業の復興とそのために奔走したひとりのリーダーをご紹介する。
サンマ漁で有名な宮城県の女川町は東日本大震災の津波により壊滅的な被害を
受けた。女川町の地域経済を支えている水産業関係者の多くの命が失われ、関連
施設が受けた被害も甚大だった。その結果、操業の再開の目処が立たなかったた
め、一命を取り留めた関係者の中には止むを得ず女川町を離れる人もいた。
こうした厳しい状況でもふるさとを離れることなく、地域の基幹産業である水
産業の復興に尽力したのが、女川魚市場買受人協同組合の高橋孝信理事長である。
高橋理事長は、地元の水産業関係者や行政と一体となって、地域経済の再生を図
ろうと東奔西走した。その結果、水産業の復興に最も必要な事業として、女川町
の水産業のサプライチェーンの中核を担う水産加工（冷凍・冷蔵）施設の建設を、
私たち日本財団と共に企画・立案し、カタール政府からの寄付金により実現した。
計画を立案する際、津波で多数の仲間の命を失った高橋理事長がこだわり続けた
のが、大津波が発生しても沿岸部で働く人々の命を守る最新の防災機能だった。
この施設は、6千トンの冷蔵保管能力があるが、特筆すべきは画期的な津波対
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第2節 東日本大震災が海洋環境にもたらした影響

策が施された設計となっていることである。1階は、１００年に一度の頻度で発生
すると言われているレベル1の津波でも受け流すことができる外壁パネルを使用
したピロティ構造になっている。また、2階も冷蔵庫とすることで、大切な財産
である在庫を津波から守ることができる。さらに、3階には、津波の際に、最後
まで人命を救うため、あるいは、産業を守るために行動し、高台に逃げるのが遅
れた人々も受け入れることが可能な避難スペースが設けられている。加えて、停
電時でも電力の復旧までおよそ3日間は電気を確保し、冷凍冷蔵している水産加
工物を守ることができる、ソーラーパネルによる発電設備も屋上に整備されてい
る。
今、徐々にではあるが、女川町の水産業は再生への道を歩み始めている。
「この防災型水産加工施設が完成したことで、今後万が一大きな津波が起きて
も、関係者の人命を守り、冷凍保管している水産加工品も守ることができるよう
になった。この施設がきっかけとなって、被災直後、女川町を離れることを余儀
なくされた人々にも、安心して戻ってきて欲しい。そして、安全な環境で皆が再
び一緒に働くことで、女川町の水産業の復活への手助けとなりたい。」と、高橋
理事長は防災機能を強化した水産加工施設による雇用創出と水産業再生に向けた
抱負を語った。

（日本財団海洋グループ）

1 震災起因の洋上漂流物と日本政府の対応

（1）は じ め に
２０１１年3月１１日に発生した東日本大震災により生じた津波によって、家屋やコン
テナなどが陸上から太平洋へ流出し、海上にあった漁船や漁具なども沖合へ流され
た。これらは海流と風の影響を受け、その多くは太平洋を東へ流れ、そのうちの一
部は海中に沈まずに、現在も洋上を漂流していると考えられている。日本政府は、
内閣官房総合海洋政策本部事務局のとりまとめのもと、関係省庁が連携し対応にあ
たっている。

（2）これまで話題となったおもな漂流・漂着物
２０１２年3月下旬、カナダのブリティッシュ・コロンビア州沖に東日本大震災によ
り流出したとみられる漁船が発見された。その後、カナダからアメリカへ漁船が漂
流し、当該船舶の所有者の特定と処分の了解を得たうえで、アメリカ政府が4月上
旬に撃沈した。
また、２０１２年6月上旬には、アメリカのオレゴン州ニュー・ポート市近郊の海岸
で、東日本大震災により流出した青森県三沢漁港の浮体式桟橋が発見され、オレゴ
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ン州当局が8月上旬に解体した。

（3）これまでの取組みとまとめ
２０１１年8月、海洋担当大臣の指揮のもと、各種緊急提言なども踏まえ、「東日本
大震災による洋上漂流物に関する関係省庁連絡会議」（２０１２年6月に「対策会議」
に改組）を設置し、検討を開始した。会議では、内閣官房とりまとめのもと、関係
省庁・機関が連携し、次の4項目を柱とする対応方針を決定、取組みを実施してき
た。
① 衛星・航行船舶等からの情報収集等による漂流物の現状把握
太平洋上を航行する船舶、漁船、実習船などからの目撃情報などを収集し、これ
まで船舶の航行上特段の支障がない状況であることを把握している。
② シミュレーション等による漂流物の予測
上記方針の下、環境省は、日本、アメリカ等の専門家と意見交換しながら、２０１２
年4月および１１月に漂流物の予測結果を公表した。
洋上漂流物の総量に関する推計
東日本大震災直後において、東北三県から流出した廃棄物（５００万トン程度）
のうち、3割程度（１５０万トン程度）が漂流物となり、海中に沈んだものなどを
考慮し、現在漂流しているものは１５０万トン程度よりもさらに少ない量と推計。
洋上漂流物の漂流予測
家屋が壊れて生じた板や水船状態の漁船などは、太平洋を東へ流れハワイ北方
を通り、２０１２年１２月ごろには、北米大陸西海岸の沿岸域に到達し始めると予測。
２０１３年6月には、北米大陸西海岸の沿岸域（１０km）の範囲に、約３．３万トンの洋
上漂流物が到達すると試算。
③ アメリカ等の関係国・機関との情報共有
２０１２年4月に内閣総理大臣訪米の際、総理からアメリカ政府に対し、漂流物につ
いて憂慮するとともに、今後も連携を密にとっていきたい旨発言があった。
このほか、漂流物等に関する情報や漂着危険物の取扱いマニュアル等、関係国等
にとって有益な情報を提供するとともに、漂流してきた船舶や浮桟橋等の処理に際
して必要な所有物の意思確認等を迅速に行い、先方に連絡する体制を整えている。
④ 外国に漂着する場合も含めたわが国のさらなる対応の検討
アメリカ政府（NOAA、国務省）等と連絡体制をとり、以下のような取組みを実
施している。
善意の見舞金としての資金供与
２０１２年9月、ロシアのウラジオストクで行われた APECにおいて、総理から
善意に基づく見舞金として、アメリカのクリントン国務長官に５００万米ドル、カ
ナダのハーパー首相に約１００万カナダドルの資金供与を表明した。
NGO活動への支援
8月上旬に、日米 NGO（JEAN、Ocean Conservancy）等により震災起因漂流

物への対応に係るミーティングを実施し、今後の連携・協力の方策について協議
した。さらなる協議結果も踏まえ、政府として具体的な支援方策を検討している。
現地海岸ごみ収集イベントへの参加呼びかけ
アメリカ、カナダの西海岸およびハワイの在外公館を通じて、現地在住の在留
邦人に海岸清掃ボランティア活動への参加を呼びかけ、多くの参加者があった。
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表３―２―１ 東日本大震災により流出した災害廃棄物の総量推計結果

廃棄物の種類 漂流ごみ（千トン） 海底ごみ（千トン） 計（千トン）

家 屋 等 １，３３６ ２，７８３ ４，１１９

自 動 車 － ３１３ ３１３

海岸防災林から生じた流木 １９９ － １９９

漁船を含む船舶 １ １０１ １０２

養殖施設 － １６ １６

定 置 網 － １８ １８

コンテナ － ３５ ３５

計
１，５３６ ３，２６６ ４，８０２

≒５００万 t

（出典：環境省ホームページ（URL : http : //www.env.go.jp/press/press.php?serial=14948））

日本政府としては今後も漂流の動向を注視しながら、対応をしていくこととし
ている。

（伊藤 和久）

2 震災起因洋上漂流物問題の現状と環境省の対応

（1）は じ め に
東日本大震災により生じた津波によって、家屋の建材の一部やコンテナ等が海洋
に流出し、その一部が現在も太平洋上を漂流していると考えられていることから、
これらの震災起因洋上漂流物に関する基礎的な情報を把握し、国内外へ広く提供し
て、政府、民間を含めたさまざまなレベルにおいて対策を講じる必要がある。この
ような対策については、環境省だけではなく、政府全体として取組みを進めている
ところであるが、ここでは環境省において実施している震災起因洋上漂流物の状況
把握を行うための総量推計や漂流予測および日米 NGO連携への支援等について紹
介する。

（2）震災起因洋上漂流物に係る現状
① 海洋へ流出した災害廃棄物の総量
前述のとおり、東日本大震災によって発生した津波により、家屋、自動車、船舶、
樹木および漁業施設等、さまざまなものが海洋に流出したと考えられている。その
流出量については、算定が非常に困難な面もあるが、専門家による検討を経て得ら
れた推計値としては、震災直後においては５００万トン程度が流出し、そのうち、3
割程度が漂流物となったであろうとの結果が得られている。

② 震災起因洋上漂流物に対する政府の取組み
これらの震災起因洋上漂流物については、公物管理、船舶の航行および漁業従事
上の支障の除去等の観点から、優先的に実施する必要のある海域を中心に除去等の
処理が進んでいる一方で、いまだ海上を漂流しているものがある。
震災起因洋上漂流物については、海流や風の影響を受け、その多くは太平洋を東
へ流れていくと考えられている。現在のところ、アメリカ西海岸などへ一部が漂着
しているが、今後、本格的に漂着することが懸念されているため、国内外において
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注目されている。
これら震災起因洋上漂流物の問題に対しては、内閣官房総合海洋政策本部事務局
のとりまとめのもと、関係省庁および関係機関が緊密に連携し、政府全体としての
対応を進めている。
このうち、環境省においては、北太平洋全域における震災起因洋上漂流物の分布
やアメリカ等の関係国への到達時期を把握するため、京都大学や（独）海洋研究開
発機構（JAMSTEC）を中心とする研究者チームに業務を委託し、必要な調査を行
っているところであり、以下ではその調査について紹介する。
なお、震災起因洋上漂流物への政府の対応状況については、内閣官房総合海洋政
策本部のホームページ（注１）に掲載しており、詳細については、こちらもあわせてご
参照いただきたい。
③ 漂流予測
震災起因洋上漂流物については、流出直後は塊となっていたものが、時間の経過
とともに拡散し、海洋において広く分布していると考えられる。
そのようななかで、震災起因洋上漂流物がどこに分布しているのかを実際に確認
することは極めて困難であることから、その状況把握にあたっては、最先端の技術
を用いた数値シミュレーションによる漂流予測を実施している。
本予測においては、海流によって流される速度と海上の風によって流される速度

（風圧流）を足し合わせて漂流物の移動速度を計算している。
漂流物の形状によって海流や風圧流の影響が変わるため、以下の4つの場合に分
けてシミュレーションを行っている。
1）海面下漂流物（大部分が海中にある漂流物）
2）標準漂流物（海上部分と海中部分の体積が同程度の漂流物）
3）海面上漂流物①（海上部分の体積が海中部分の倍程度の漂流物）
4）海面上漂流物②（海上部分の体積が海中部分の3倍程度の漂流物）
本シミュレーションに必要な初期条件の設定には、JAXAの陸域観測技術衛星「だ
いち」の画像を解析して使用しており、すべての漂流物が沈んだり回収されたりす
ることがないという仮定で予測を行っている。
上記それぞれの場合について、２０１３年6月までの予測結果は以下のとおりである。
1）海面下漂流物
太平洋上を東方へ向かい、ハワイ北方を通過後、２０１３年6月頃より北米大陸西
海岸沿岸域に接近し始めると予測された。

注1 http : //www.kant
ei.go.jp/jp/singi/kaiyou/
pdf/taisei.pdf

図３―２―１ 東日本大震災による洋上漂流物への対応
（出典：内閣官房海洋政策本部）
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2）標準漂流物
２０１２年8月から１０月にかけて、ハワイ－北米大陸間の海域で滞留後、２０１２年１２
月ごろより北米大陸西海岸沿岸域に到達し始めると予測された。
3）海面上漂流物①
２０１２年8月時点では、すでに大部分が北米大陸西海岸の沿岸域に到達している
と考えられ、太平洋上を漂う一部については、太平洋上を西方に向かい、２０１３年
2月にはフィリピン海域に到達し始めると予測された。
4）海面上漂流物②
２０１２年8月時点では、すでに大部分がアラスカからカナダの沿岸域に到達して
いると考えられ、太平洋上を漂う一部については、太平洋上を西方に向かい、徐々
に拡散していくと予測された。
震災起因洋上漂流物はそのほとんどが標準漂流物だと考えられ、上記シミュレー
ションの結果、北米大陸西海岸沿岸域へは２０１２年１２月ごろに本格的な接近が始まる
と予測されている。
以上の漂流予測に関して、より詳細の結果はホームページをご参照いただきた
い（注２）。
なお、本シミュレーションは、京都大学・JAMSTEC・JAEA・JAXA・気象庁気
象研究所等の研究機関によって実施された。
また、漂流予測の精度の向上等に資することを目的とし、２０１２年2月には上記の
研究者チームを中心とした調査団をハワイに派遣し、アメリカ海洋大気庁（NOAA）
およびハワイ大学国際太平洋センター（IPRC）の専門家との情報交換や意見交換
等を行った。また、２０１２年6月にも同様の調査団をワシントン州シアトルに派遣し、
NOAAおよびカナダ海洋漁業省との情報交換や意見交換等を行っており、今後と
も情報共有を密にしていくことで一致するなど、アメリカ、カナダとは適切な連携
を図っているところである。

（3）震災起因洋上漂流物に係る対応
① 政府としての対応
漂流予測結果によれば、震災起因洋上漂流物の北米大陸西海岸への本格的な接近

注2 http : //www.env.
go. jp/ press / press. php ?
serial=15926

海面下漂流物
海面上：海面下＝0：1

標準漂流物
海面上：海面下＝1：1

海面上漂流物①
海面上：海面下＝2：1

海面上漂流物②
海面上：海面下＝4：1

● 大部分が海中にある
漂流物

● 流木や海水を含んだ
木材など

● 偏西風の影響をあま
り受けない

● 海上部分と海中部分
とが同程度の漂流物

● 家屋が壊れて生じた
板や水船状態の漁船
など

● 海上部分が海中部分
の倍程度の漂流物

● 偏西風の影響を強く
受ける

● 海上部分が海中部分
の4倍程度の漂流物

● 養殖や定置網漁に使
われているフロート
やブイ、破損せずに
浮かんでいる漁船な
ど

● 偏西風の影響をより
強く受ける

図３―２―２ 漂流物の形状による海流や風圧流の影響
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は、２０１２年１２月ごろから始まると予測されており、速やかな対応が必要である。こ
のため、9月8日の APECの機会において、野田総理大臣（当時）よりアメリカ、
カナダに対し、震災起因洋上漂流物に係る総額６００万米ドルの資金供与の表明を行
った。これは、日本に国際法上の責任はないものの、米軍のトモダチ作戦を通じた
救助、がれき処理等多大な支援を頂いたアメリカおよび世界に先駆けて日本産食品
の輸入規制を撤廃する等、物心両面で多大な支援を受けたカナダ両国に対して、遅
れて発生する災害への善意に基づく見舞金の供与として行うものである。
なお、アメリカに対しては、２０１２年１２月に見舞金の供与がなされており、また、
カナダについては、関係者間での協議が整い次第、見舞金が供与される予定である。
② 民間レベルでの対応
政府としての対応に加え、民間も含めたさまざまなレベルでの対応を検討してい
くことも重要である。このため、環境省は実際に海岸清掃活動等によって海洋ゴミ
問題に取り組む日米 NGO等の連携に対する支援を行った。
２０１２年8月にオレゴン州・ポートランドで開催された日米 NGO意見交換会（写
真）においては、アメリカおよび日本における現状・取組みについて情報交換し、
従来の海洋ゴミ問題に連続的に取り組むことの重要性を認識した。
また、上記意見交換会の結果を受け、２０１３年1月には、独立行政法人環境再生保
全機構の地球環境基金事業としてわが国 NGOを米国ハワイ州へ派遣し、実際の大
量漂着に際し迅速な対応が可能となるよう、必要な情報等の調査を実施した（図３―
２―４）。日米 NGOは今後も密に連携し、震災起因洋上漂流物の問題にも取り組むこ
ととなった。

図３―２―３ 震災起因洋上漂流物の漂流予測
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（写真提供：上・藤枝繁、下・環境省）
図３―２―４ NGOの活動の様子

（上・オレゴン州、下・ハワイ州。現地調査とミーティング風景）

環境省としては、自主性、非営利性、機敏性、柔軟性、地域密着性等の優れた特
長を有する NGOの当該取組みについて、引き続き支援を行い、両国での震災起因
洋上漂流物を含めた海洋ゴミへの対策が促進されることを大いに期待したい。
③ 今後の対応
引き続き、内閣官房総合海洋政策本部事務局とりまとめのもと、関係国・機関と
情報共有・協議を行い、政府として必要となる対応を検討していくこととなるが、
環境省としては、２０１１年度、２０１２年度に行ったシミュレーション結果の精緻化等を
図っていくとともに、日米 NGO連携支援を継続する。

（4）お わ り に
これまで述べてきたように、環境省としては震災起因洋上漂流物の状況を把握す
るために必要な調査を実施し、日米 NGO連携の支援も行っているところである。
しかし、ここで見落としてはならないのは、震災起因洋上漂流物の問題が発生する
以前にも、海洋ゴミ問題は存在しており、今後も長期的に取り組んでいく必要があ
る点である。環境省としては、引き続き海洋ゴミ対策に取り組んでいくとともに、
海洋ゴミ問題に対して興味を持ち、活動を行っている国内外の NGO、個人の善意
や力を無駄にすることなく、海岸における良好な景観や環境の保全に向け、今回強
化されたさまざまなレベルでの連携体制をいかに強化・継続し、従来からの海洋ゴ
ミ問題解決につなげていくかが重要だと考える。
また、本項の執筆時点においては、米国オレゴン州およびワシントン州の海岸に
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漂着した浮き桟橋等、個別の具体例はあるものの、震災起因洋上漂流物が国外へ大
量に漂着したというような調査結果や情報は得られていない。引き続き調査を継続
し、当該調査結果の国内外への情報提供に努めるなど、震災からの復旧・復興のた
め、国内外における官民の各種対策を進めていきたい。

（環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室）

3 福島原発事故による放射性物質の海洋・水産への影響など

（1）海洋環境の汚染
東京電力福島第一原子力発電所（以下、福島第一原発）事故では、大気中に放出
された放射性物質の海面への降下、原子力発電所から海への汚染水の流入、また、
陸域に降下した放射性物質が河川などを経由して海に流入することで、大量の放射
性物質が海洋環境中にもたらされた（図３―２―５）。ここでは、国、福島県、原子力事
業者が行ってきたモニタリング結果および、（独）水産総合研究センター、東京海
洋大学が研究として実施、公表している資料をもとに概要を述べる。
放射性セシウム（セシウム１３７とセシウム１３４の合算値）濃度で海水の汚染の状況
を見ると、事故直後には、高濃度汚染水が漏出した福島第一原発2号機取水口付近
で最大値の２．４億ベクレル/ℓが、海域では、第一原発の南放水口南側１．３kmの地
点で９．４万ベクレル/ℓ、その南側２０kmの海岸で２，８００ベクレル/ℓが観測された。
しかし、その後、濃度は急速に低下し、事故の半年後以降は、福島第一原発取水口
付近でおおむね１０ベクレル/ℓ以下、他の観測点では1ベクレル/ℓ以下となって
いる（図３―２―６）。放射性セシウムの魚の濃縮係数（魚体内の濃度／海水中の濃度）
は１００とされる（注３）ことから、事故から半年後以降の海水の濃度は、福島第一原発港
湾内を除いて、魚介類が取り込む（図３―２―５内の（a））ことで直接の汚染が起きる
ことはない程度であると考えられる。
一方、海洋環境中にもたらされた放射性物質が海底へ沈降したことで、海底土も
また汚染された。第一原発5、6号機放水口付近で２０１１年7月に最大値１８，３００ベク
レル/kg（湿土）が観測されている（図３―２―７）。同じ地点で２０１２年１０月には４８０ベ
クレル/kg（乾土）まで低減しているものの、全体に比較的高濃度の分布が継続し
ている状況である。

（2）魚介類の汚染
魚介類の汚染は、海水および海底土に取り込まれた放射性物質が、食物連鎖を介
して、海洋生態系のなかに取り込まれたことが原因と考えられる（図３―２―５内の（b）、
（c））。２０１１年4月以降、福島県が漁業者と協力して行っている水産物の緊急時モニ
タリングでは、２０１２年１２月末までに公表した水産物１７０種、７，５２８検体のうち、７０種、
１，７３０検体から１００ベクレル/kg（２０１１年4月以降の一般食品の基準値）を超える放
射性セシウムが検出されている。その6ケ月ごとの平均値の海域ごとの分布を見る
と、全体では明らかに減少しているものの、第一原発周辺ではいまだ高い濃度が検
出されている（図３―２―７）。

注3 International Atomic
Energy Agency（２００４）.
Sediment distribution co-
efficients and concentra-
tion factors for biota in
the marine environment.
Technical Reports Series
No. ４２２, Vienna, ２００４.
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原子力発電所から
直接流入

放射性物質

大気中に放出された
放射性物質が海面に降下

陸域に降下した放射性物質が
河川などを経由して海へ流入

移流・拡散

海底土

懸濁態物質へ
吸着

死骸・排泄物

海水中へ溶出

（b） 海水中の放射性物質の
生態系へ取り込み

凝集・沈殿

（a） えらから魚体内への
直接の取り込み

（c） 底泥中の放射性物質の
生態系への取り込み
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（3）漁業者への影響
海洋の放射性物質による汚染は、震災から約2年を経過しようとする現在も、漁
業者をはじめとする水産関係者に大きな影響を及ぼしている。福島県の沿岸漁業は、
原発をはさんで北に位置する相馬双葉地区と、南に位置するいわき地区とで営まれ
ている。震災によって、それぞれの漁村・漁港は甚大な被害を受け、漁業は操業を
停止した。さらに、福島第一原発の事故が明らかになり、食品の暫定規制値を超え
る放射性物質が魚介類から検出されたことから、沿岸漁業は操業を自粛している。
放射性物質の汚染に対する懸念は、操業の再開、消費・加工・流通を含めた水産業
の復旧、ひいては地域の復興をすすめるうえで、大きな足かせとなっている。

図３―２―５ 海洋生態系の汚染の模式図

図３―２―６ 福島第一原発周辺における海水中の放射性セシウム濃度
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（4）水産関係者の対応
こうした状況下にあって、水産関係者は、魚食の安全性を確保しながら復興に向か
う途を模索し、さまざまな取組みを行っている。以下にそのうちの2つを紹介する。
①魚食の安全性の確保
ひとつは、相馬双葉漁業協同組合の「試験操業」である。福島県が２０１１年4月以
降、実施している水産物のモニタリング検査においては、タコ、イカ、貝類からは
放射性物質がほとんど検出されなくなっていることを踏まえて、福島県地域漁業復
興協議会、福島県漁業協同組合長会の承認を経て、２０１２年6月、ヤナギダコ、ミズ
ダコ、シライトマキバイの3魚種について、小規模な操業と販売を試験的に開始し
た。水産物では困難とされる、水揚げから加工品の製造、小売に至るまでのトレー
サビリティを含む、徹底した検査・管理体制をつくり、同年8月には対象魚種を１０
種に、また、同年１０月には操業海域を拡大している。
②正確な情報の共有
もうひとつは、コミュニケーションの努力である。ここでは、複数の水産関係者
が協働している例として、「サイエンスカフェ 『いわきの海と魚を語ろう』（いわ
きサイエンスカフェ）」を紹介する。サイエンスカフェとは、専門家と一般の人々
がカフェなどで飲み物を片手に科学について気軽に語り合う場をつくる試みであ
り、環境リスクに関する参加型コミュニケーションの一手法でもある。いわきサイ

図３―２―７ 福島第一原発周辺における海底土中の放射性セシウム濃度
左：２０１１年7月～9月、右：２０１２年7月～9月
（ベクレル/kg、緯度経度5分メッシュ平均）
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エンスカフェは、いわき市の水産業の復興に踏み出すために、消費者を含む海や漁
業に関わる人たちが海と魚と放射能についてのさまざまな情報を共有し、ともに考
えていく場をつくろう、という趣旨で、２０１１年１１月からいわき市で毎月開催されて
いる。水産関係団体（漁協、県漁連、加工組合、市場）、行政機関（県水産事務所、
いわき市）、教育研究機関（博物館、高校、水産試験場、大学）が協議しながら運
営し、毎回、福島県水産試験場のモニタリング経過の報告により海洋環境と魚介類
の放射性物質の分布状況を共有した後、その回の話題について専門家が講演し、最
後に質疑応答を行う。いままで、専門家として、放射性物質の環境中の動態、風評
被害、トレーサビリティなどに関する研究者、あるいは、生産・流通・市場の現場
で実務につかれている方々が話題を提供しており、事務局を務めるいわき市を介し
て広く市民の参加を呼びかけている。

（5）水産物のフードシステムの再構築に向けて
水産業は、福島県の相馬双葉地区・いわき地区の2つの地域において経済の中核

図３―２―８ 福島県沿岸域における魚介類の放射性セシウム濃度
左上：２０１１年4月～9月、右上：２０１１年9月～２０１２年3月
左下：２０１２年4月～9月、右下：２０１２年9月～２０１２年１２月

（ベクレル/kg、緯度経度5分メッシュ平均値（検出限界以下は、検出限界値を使用）
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第3節 東日本大震災の教訓を活かすための取組み

をなす重要な海洋産業である。だが、高齢化、後継者不足といった全国の多くの漁
村に共通する課題に加え、被災したうえに放射性物質による汚染を課せられたこと
で、その存続は危機に瀕しているとも言える。この状況下で、水産関係者は、水産
物が生産者から消費者の手に渡るまでを管理するシステムの構築、情報の共有とい
う、新たな取組みを試行している。放射性物質による海洋汚染に対する懸念が福島
県に限らず広がるなか、こうした取組みは、従来になかった、安全・安心を確保し
ながら魚介類を供給するあらたな水産物のフードシステムのモデルを提示するもの
となるのではないだろうか。福島県が漁業者と継続して行っている放射性物質のモ
ニタリングによって集積された膨大なデータがこの取組みの基礎にあることに疑い
はない。
こうした取組みを発展させていくためには、技術的には、海洋生態系を含むモニ
タリングの充実、分析技術の開発とともに、放射性物質の健康影響にかかわる疫学
など他分野の知見の統合が必要であろう。同時に、生産者や消費者を含む関係者が、
正確な情報を共有し、魚食にとどまらず、沿岸地域の持続可能性という観点から対
話をする仕組みをつくることもまた不可欠であると考える。

（川辺みどり・水野拓治）

1 南海トラフ巨大地震による津波高・浸水域等および被害想定
東日本大震災は、想定を超えた巨大な地震・津波が発生、甚大な被害をもたらし、
地震・津波対策のあり方に大きな課題を残した。このため、今後の地震・津波対策
を検討する「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査
会」が２０１１年に中央防災会議に設置され、同年9月に報告がとりまとめられた。報
告では、「今後、地震・津波の想定を行うにあたっては、あらゆる可能性を考慮し
た最大クラスの巨大な地震・津波を検討していくべき」とされた。
同報告を踏まえ、２０１２年8月２９日に、国として防災対策の検討を行う南海トラフ
沿いの最大クラスの地震・津波の想定として、津波高・浸水域等の第二次報告（「南
海トラフの巨大地震モデル検討会」（座長：阿部勝征東京大学名誉教授））、また、
建物・人的被害等の第一次報告（「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググルー
プ」（主査：河田惠昭関西大学教授））がとりまとめられた。ここでは、そのおもな
内容を紹介する。
① 最大クラスの地震・津波の考え方
南海トラフ巨大地震として「最大クラスの地震・津波」を検討した。これは、南
海トラフ沿いで発生しうる最大クラスの地震による震度・津波を推計したものであ
る。現在のデータ、研究レベルでは、本想定のような最大クラスの地震・津波の発
生時期の予測はできないが、発生頻度は極めて低いものであり、必ずしも南海トラ
フで次に発生する地震・津波が本想定の「最大クラスの地震・津波」であるという
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ものではない。しかし、東日本大震災の教訓から、命を守ることを最優先に、この
最大クラスへの対応を目指す必要があるものである。
② 津波高・浸水域等の推計
東北地方太平洋沖地震や世界の巨大地震の特徴等を踏まえ、最大クラスの津波断
層モデルを設定し、最小１０m間隔で構築した地形データを用い、海岸の津波高、
陸上への浸水を推計した。
検討ケースは、「基本的な検討ケース」（計5ケース）と「その他派生的な検討ケ
ース」（計6ケース）の計１１ケースとした。
結果を概観すると、津波高は、大きな断層すべりの領域（大すべり域、超大すべ
り域）が設定された地域が他に比べ高くなっている。ケース①の津波高の平均値（満
潮位）の高さ別市町村数は次のとおりとなっている。
・5m以上：１２４市町村（１３都県）
・１０m以上：２１市町村（5都県）
（注）市町村数には、政令市の区を含む（以下同じ。））

ケース①の津波高（満潮位を含めた津波の高さ）を図３―３―１に、最高値と平均値
の比較を図３―３―２に示す。
浸水域は、極めて広い範囲が想定され、最大となるケースは約１，０１５km２である。
ケース①の浸水面積別市町村数は次のとおりとなる。
・１，０００ha以上２，０００ha未満 １７市町村
・２，０００ha以上３，０００ha未満 5市町村
・３，０００ha以上 2市町村
③ 震度の推計
震度推計に用いる強震断層モデルは、中央防災会議で過去に東南海・南海地震等
を検討したモデルや世界の巨大地震を踏まえ、強震動生成域（特に強い地震波を生
成する領域）を4ケース設定し、地震波形計算により震度を推計した。さらに、補
完として、震源断層からの距離と揺れの強さについての経験式を用いた手法による
震度も推計した。最大震度別の市町村数は次のとおり。
・震度6弱 ２１府県２９２市町村
・震度6強 ２１府県２３９市町村
・震度7 １０県１５１市町村
④ 被害想定の設定と項目
被害想定は、震度分布5ケースのうち「基本ケース」と、揺れの被害が最大と想
定される「陸側ケース」を、津波１１ケースのうち、東海、近畿、四国、九州の各地
方それぞれで大きな被害が想定される4ケースを選定し実施した。さらに、想定被
害が異なる特徴的シーン（季節・時刻）を設定した。具体的には①冬・深夜（多く
が自宅就寝中に被災、家屋倒壊による人的被害の危険性が高く津波からの避難が遅
れる可能性）、②夏・昼（木造建築物内の滞留人口が1日のなかで少ない時間帯）、
③冬・夕（火気使用が最も多い時間帯）の3シーンに、平均風速と風速8m/秒の
2シーンを設定し、計6シーンを想定した。前述の震度分布・津波8ケース各々に
この6シーンを設定した計４８ケースの被害想定を行った。
⑤ 被害想定項目
建物被害として、揺れ、液状化、津波、急傾斜地崩壊、地震火災による全壊棟数
を、人的被害として、建物倒壊、津波、急傾斜地崩壊、地震火災、ブロック塀の転
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倒に伴う死者数を推計した。他に、負傷者数、建物被害や津波被害に伴う要救助者
等についても推計した。
本被害想定の概略は次のとおり。また、東北地方太平洋沖地震との比較結果を表

３―３―１にまとめた。
・東海地方が大きく被災するケース
全壊等：約９５４千棟～約２，３８２千棟、死者：約８０千人～約３２３千人

・近畿地方が大きく被災するケース
全壊等：約９５１千棟～約２，３７１千棟、死者：約５０千人～約２７５千人

・四国地方が大きく被災するケース
全壊等：約９４０千棟～約２，３６４千棟、死者：約３２千人～約２２６千人

・九州地方が大きく被災するケース
全壊等：約９６５千棟～約２，３８６千棟、死者：約３２千人～約２２９千人

⑥ 防災対策の効果
今後、防災対策の推進により、見込むことができる被害軽減効果を次のとおり推
計した。
・建物の現状の耐震化率（約8割）を約9割まで上げることにより、揺れによ

図３―３―２ 津波高（満潮時）
各市町村の津波高の最高値と津波高の平均値の比較（ケース①）

図３―３―１ 南海トラフの巨大地震による津波高＜満潮位を含めた津波の高さ＞
（ケース①「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり」域を設定）
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る全壊棟数は、約６２７，０００棟から約３６１，０００棟に約4割減少すると推計される
（震度分布が基本ケースの場合）。
・早期避難率が低く津波避難ビルが活用されない場合と、全員が発災後すぐに
避難を開始し、かつ、津波避難ビルが効果的に活用された場合を比較すると、
津波による死者数は最大で約9割減少すると推計される（震度分布が基本ケ
ースで、冬・深夜に発生の場合）。

⑦ 被害想定のおもな留意点について
推計した震度分布、津波高・浸水域、被害想定は、主として広域的な防災対策を
検討するためのマクロ的な推計であり、今後、各地方公共団体が個別の地域におけ
る防災対策を検討する際には、地域の状況を踏まえたより詳細な検討を行う必要が
ある。

（下山 利浩）

2 東日本大震災の教訓を活かした津波警報等の改善への取組み
東北地方太平洋沖地震は、わが国の観測史上最大となるマグニチュード９．０とい
う未曽有の規模のプレート型地震であった。この地震により生じた巨大津波により、
甚大な人的・物的被害をもたらした。気象庁は地震発生3分後に大津波警報を発表
したが、当初の警報における津波の高さの予想が実際を大きく下回っていたなど、
さまざまな課題を残した。
この未曽有の津波被害の教訓や経験を今後の津波警報業務に活かすため、気象庁
では、有識者や関係防災機関等による勉強会や検討会を行い、得られた提言をもと
に、津波警報の技術的改善や情報文の改善を行い、２０１３年3月7日より運用を開始
している。

（1）津波警報・注意報の改善
気象庁では、全国約２８０ケ所に設置された地震計のデータをもとに、即時に地震
の位置や規模を求め、地震情報や津波警報等を発表している。日本の沿岸は、海域
での地震発生後すぐに津波が来襲する可能性があるので、迅速に津波警報を発表す
る方針はこれまで同様堅持する必要がある。しかしながら、マグニチュード8を超
えるような巨大地震の場合は、破壊の継続時間が長いばかりでなく、津波の高さの
予想に必要なマグニチュードを迅速に適切に推定することは技術的に困難である。
そのため、このような巨大な地震が発生したと考えられる場合は、その海域で想

表３―３―１ 被害が最大となるケースと東北地方太平洋沖地震との比較

マグニチュード（注1） 浸水面積 浸水域内人口
死者・行方
不明者

建物被害
（全壊棟数）

東北地方太平洋
沖地震

９．０ ５６１km２ 約６２，０００万人 約１８，８００人（注2） 約１３０，４００棟（注2）

南海トラフ巨大
地震

９．０（９．１） １，０１５km２（注3） 約１，６３０，０００人（注3） 約３２３，０００人（注4） 約２，３８６，０００棟（注5）

倍率 約１．８倍 約２．６倍 約１７倍 約１８倍

注1：（ ）内は津波のMw、注2：平成２４年6月２６日緊急災害対策本部発表、注3：堤防・水門が地震動に対して正常に
機能する場合の想定浸水区域、注4：地震動（陸側）、津波ケース（ケース①）、時間帯（冬・深夜）、風速（8m/s）の場
合の被害、注5：地震動（陸側）、津波ケース（ケース⑤）、時間帯（冬・夕方）、風速（8m/s）の場合の被害
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定される最大規模の地震が発生したと考え、予想される津波の高さを「巨大」「高
い」などの定性的な言葉で表現した津波警報を発表し、通常の地震や津波とは異な
る非常事態であることを示すようにした。
一方、マグニチュードが適切に推定できた際は、とりうる防災対応の段階等を踏
まえて、予想される津波の高さを5段階の区分に分け、それぞれの区分の上限値で
発表することとした。
東北地方太平洋沖地震の際は、津波の高さの正確な予測に必要なモーメントマグ
ニチュードを求めるために全国２０ケ所に設置している広帯域地震計が、強い揺れの
ために振り切れてしまい使用できなかった。
そのため、こうした強い揺れでも振り切れない広帯域強震計を新たに全国８０ケ所
に整備し、巨大地震の際にも確実にモーメントマグニチュードを計算できるように
している。

（2）津波観測情報の改善
気象庁では、全国の沿岸約１７０ケ所に設置された津波観測施設のデータをもとに、
観測された津波の状況を津波観測情報として逐次発表している。しかし、津波は第
1波が最大のものであるとは限らない。東北地方太平洋沖地震の際も、第1波の観
測値が数十センチ程度と比較的小さく、その値を発表したことが避難の遅れや中断
につながった例があったと考えられている。
そのため、津波警報が発表されている時は、観測された津波の高さが予想された
それよりも十分低い間は「観測中」と発表し、今後さらに高い津波が来襲する可能
性があることを示すようにした。
津波の観測は沿岸だけでなく、沖合に設置された津波計によっても行われている。
東北地方太平洋沖地震の際も、沿岸で高い津波が観測される以前に沖合の津波計が
異常な海面変動を捉えていたが、この時はこうした沖合の海面変動を沿岸での津波
予測に活用する技術が不十分であった。
そのため、沖合の海面変動から沿岸での津波の高さを正確に予測する手法を開発
するとともに、沿岸で観測された津波の高さを知らせる津波観測情報とは別に、沖
合で観測された津波の高さを報じる沖合観測情報を新たに設け、沖合で観測された
津波の高さと、その値から予想される沿岸での津波の高さの推定値を合わせて報じ
ることにした。

表３―３―２ 津波警報の発表基準と、津波の高さ予想の区分

警報・注意報の分類

改善前 改善後

発表する
津波の高さ

発表基準
（h＝津波の高さ）

発表する津波の高さ

数値 定性的

大津波警報

１０m以上
８m
６m
４m
３m

１０m＜h

５m＜h≦１０m

３m＜h≦ ５m

１０m超

１０m

５m

巨大

津波警報
２m
１m

１m＜h≦ ３m ３m 高い

津波注意報 ０．５m ０．２m≦h≦１m １m （表記なし）
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こうした沖合の津波計は、東北地方太平洋沖地震以降、新たな整備が進められて
いる。たとえば気象庁では、東北地方太平洋岸約３００～４００kmの沖合に、ブイ式の
津波計を整備した。また、（独）防災科学技術研究所や、JAMSTECなども、それ
ぞれ東日本、紀伊半島沖に新たなケーブル式海底津波計の整備を進めており、気象
庁ではこれらのデータも津波警報業務に活用する計画である。

（原田 智史）

3 津波防災地域づくりについて
これまでの津波対策では、過去に繰り返し発生し、近い将来同様の地震が発生す
る可能性が高く、切迫性が高いと考えられる津波を想定してきた。しかしながら、
東日本大震災の津波はこの想定を大きく上回り、甚大な被害を発生させた。発生頻
度が低く規模の大きい津波に対してまで背後を構造物のみで守りきることは困難で
あり、東日本大震災の津波によって水位低減、津波到達時間の遅延、海岸線の維持
等で一定の効果が見られたものの、構造物の防災機能にのみ依存することの限界が
改めて認識された。
大震災以降、中央防災会議、復興構想会議等においてさまざまな議論がなされ、
社会資本整備審議会・交通政策審議会計画部会においても、２０１１年7月6日に「津
波防災まちづくりの考え方」についての緊急提言が行われた。この緊急提言では、
「災害に上限なし」という認識のもと、最大クラスの津波が発生した場合において
も「人命が第一」として、ハード・ソフト施策を総動員する「多重防御」を津波防
災・減災対策の基本とすることとしている。
この考え方は、政府の「東日本大震災からの復興の基本方針」にも位置づけられ
た。
また、中央防災会議は「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関
する専門調査会」を設置し、最終報告を２０１１年9月に公表した。そのなかで、今後
の津波対策を構築するにあたっては、津波の規模や発生頻度に応じて、基本的に2
つのレベルの津波を想定するとしている。
1つ目のレベルは、比較的発生頻度が高い津波（おおむね数十年から百数十年に
1回程度の頻度で発生する津波）であり、これに対しては、海岸保全施設等構造物
で人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点
の確保を図ることとしている。
2つ目のレベルは、発生頻度は極めて低いが甚大な被害をもたらす最大クラスの

表３―３―３ 津波観測情報の発表内容

発表中の
警報・
注意報

改善前 改善後

第1波 最大波 第1波 最大波

大津波
警報

・到達時刻
・押し引き
・第1波の高さ

すべて数値で発
表＊）

・到達時刻
・押し引き

1m＜観測値のとき数値で発表
（基準に達しない場合「観測中」）

津波
警報

０．２m≦観測値のとき数値で発表
（基準に達しない場合「観測中」）

津波
注意報

すべて数値で発表＊）

（注）ごく小さい場合は「微小」で発表
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地域の選択により、都道府県知事が｢津波災害特
別警戒区域｣を指定できる。

津波災害特別警戒区域 【オレンジゾーン】
①病室等の居室の床面の高さが津波の
　水深以上

【レッドゾーン】

住宅等の居室等
の全部が津波の
水深以下

住宅等の居室等
の一部が津波の
水深以上

津波災害特別警戒区域のうち
市町村長が条例で定めた区域

②病院等の建築を予定した盛土等の開
　発行為の規制

【イエローゾーン】
・警戒避難体制の整備（避難施設・避難経路、
津波避難訓練、情報伝達等）
・市町村による津波ハザードマップの作成 等

海岸堤防

津波

津波災害警戒区域

津波防護施設
（閘門） （既存道路）

浸水が防止される区域

浸水が防止される区域

津波防護施設
津波避難ビル

宅地の嵩上げ

（兼用工作物）

津波浸水想定

津波避難
タワー

指定津波防護施設

津波避難ビル

避難路
避難場所（高台）

津波避難
タワー

津波（おおむね数百年から千年に1回程度の頻度で発生する津波）であり、これに
対しては、被害の最小化を主眼とする「減災」の考え方に基づき、海岸保全施設等
のハード対策とハザードマップの整備等のソフト対策といったとりうる手段を尽く
した総合的な津波対策を確立することとしている。
このような考え方を踏まえ、２０１１年１２月に、「人の命が第一」、「災害に上限はな
い」という考えのもと、「減災」の視点に立ち、最大クラスの津波を対象に「逃げ
る」ことを前提として、ハード・ソフト施策を組み合わせた「多重防御」の発想に
よる津波災害に強い地域づくりを推進するため、「津波防災地域づくりに関する法
律」（平成２３年法律第１２３号）が成立した。
同法に基づく津波防災地域づくりを推進するにあたっては、まず、国土交通大臣
が定める基本指針に基づき、都道府県知事が津波防災地域づくりを実施するための
基礎となる津波浸水想定（津波があった場合に想定される浸水区域および水深）を
設定する。その設定のために津波浸水シミュレーションを実施するにあたっては、
東日本大震災の津波で見られたような海岸堤防、河川堤防等の破壊事例等を考慮し、
最大クラスの津波が悪条件下において発生することを前提に算出することが求めら
れる。

表３―３―４ これからの想定津波の考え方

発生頻度 考え方

レベル1
おおむね数十年から百数十年に一回程度の頻
度で発生する津波

人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済
活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点
から、海岸保全施設等を整備

レベル2
おおむね数百年から千年に一回程度の頻度で
発生し、影響が甚大な最大クラスの津波

住民等の生命を守ることを最優先とし、住民等
の避難を軸に、とりうる手段を尽くした総合的
な津波対策を確立

（出典）中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告」（H２３．９．２８）より
国土交通省作成

図３―３―３ いのちを守る津波防災地域づくりのイメージ
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その上で、当該津波浸水想定を踏まえて、ハード・ソフトの施策を組み合わせた
市町村の推進計画の作成、推進計画に定められた事業・事務の実施、推進計画区域
における特別の措置の活用、津波防護施設の管理等、都道府県知事による警戒避難
体制の整備を行う津波災害警戒区域や一定の建築物の建築およびそのための開発行
為の制限を行う津波災害特別警戒区域の指定等を、地域の実情に応じ、適切かつ総
合的に組み合わせることにより、最大クラスの津波への対策を効率的かつ効果的に
講じていくこととしている。
同法の施行に関しては、２０１２年１２月現在、茨城県・青森県（一部）・徳島県・高
知県の4県において津波浸水想定が設定されており、他の都道府県においても、津
波浸水想定の設定に向けた取組みが進められているところである。
また、今後、東海・東南海・南海地震等の巨大地震に伴う津波に備えるため、海
岸保全施設等のハード対策と併せて、同法に基づいた津波災害警戒区域等の指定、
避難施設の指定や管理協定の締結等を活用することで、ハード・ソフト施策を組み
合わせた津波防災地域づくりが積極的に推進されることが期待される。

（吉田 篤史）
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第1節 わが国の管轄海域の状況

延長延長
大陸棚大陸棚

大陸棚大陸棚
水産資源、鉱物資源等の開発等に係る主権的権利

基線から200カイリ（＋地形的条件による延長有）

上
部
水
域

海
底

基線から24カイリ

原則として※公海の自由
（旗国主義に基づく管轄権）

基線から200カイリ基線 基線から12カイリ

領土

沿岸国の主権

領海

沿岸国の主権

（ただし、船舶は
無害通航権を有する。）

沿岸国の主権

接続水域
※領土・領海内の
通関、出入国管理等の法令
違反の防止又は処罰
に必要な規制

排他的経済水域（EEZ）

※水産資源、鉱物資源等の開発等に係る主権的権利

（旗国主義に基づく管轄権）
公海の自由

公海

深海底
国際海底機構
の規則・手続

図４―１―１ 各海域区分の範囲と管轄権等の権利

1 国連海洋法条約における管轄海域の定義
沿岸国の管轄海域の定義については、１９８２年に採択された「海洋に関する国際連
合条約（以下、国連海洋法条約という。）」に定められている。同条約では、領海、
接続水域、排他的経済水域（EEZ）、大陸棚、深海底等の海域区分を定義し、EEZ

の外側の公海も含めたそれぞれの海域区分についての権利、義務等を規定している。
図４―１―１に各海域区分の範囲と管轄権等の権利についてまとめた。このうち、大陸
棚については、領海の外側で領海基線から２００カイリまでを基本とし、２００カイリ以
遠については大陸棚限界委員会の勧告が得られれば延長して設定可能（２００カイリ
を越えた大陸棚を以下「延長大陸棚」という。）であるとされている。

2 わが国の領海基線から２００カイリ以内の管轄海域
国連海洋法条約は、１９８２年に採択の後、１９９３年にガイアナが６０番目に批准書を寄
託した1年後の１９９４年に発効した。わが国は１９９６年6月２０日に批准し、同年7月２０
日に発効した。
領海について、わが国は１９７７年にすでに１２カイリの領海法を制定していたところ
であるが、国連海洋法条約の批准にあわせて同法を改正し、「領海及び接続水域に
関する法律」として１９９６年7月２０日の条約発効にあわせて施行した。同法では、領
海基線として国連海洋法条約第7条に基づき、新たに直線基線の採用を規定した。
また、接続水域について、１９５８年の「領海及び接続水域に関する条約」において
領海基線から１２カイリとされていたことから、旧領海法では、１２カイリの領海に加
えて接続水域を設定する必要がなかったところであるが、１９８２年の国連海洋法条約
では接続水域は領海基線から２４カイリとされたことから、改正領海法では新たに接
続水域を領海基線から２４カイリとして規定した。
沿岸国の領海の公表について、国連海洋法条約第１６条は、海図に記載するか、測
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領海、内水
排他的経済水域（EEZ）、大陸棚
認められた延長大陸棚
審査が先送りされた延長大陸棚

地系を明示した緯度経度表を公表し、国連事務総長に寄託することとしている。わ
が国は１９９７年4月以降、順次、わが国の領海線を記載した海図を国連に寄託してい
る。また、１９９０年代に普及した GPSにより、GPSに基づく航行を行う船舶が増え
たことから、わが国が採用していた日本測地系と、GPSの世界測地系との間の差
（地図上の位置で４００m程度）による事故等を回避するため、２０００年代初頭に海図
の測地系を日本測地系から世界測地系へ変更した。これに伴い、２００８年3月に、領
海線を記載した世界測地系に基づく海図を改めて国連事務総長に寄託した。

EEZについては、１９７７年の領海法施行にあわせて、２００カイリ漁業水域を宣言す
る「漁業水域に関する暫定措置法」を施行していたところであるが、改めて「排他
的経済水域及び大陸棚に関する法律」を制定し、「領海及び接続水域に関する法律」
とともに１９９６年7月２０日の条約発効にあわせて施行した。なお延長大陸棚について
は、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」において延長大陸棚は政令で定め
ることとされている。
図４―１―２は国連海洋法条約に基づくわが国の管轄海域の概念図である。内水を含
む領海の総面積は約４３万 km２、EEZの面積は約４０５万 km２、２００カイリまでの管轄海
域の総面積は約４４７万 km２である。延長大陸棚については、２０１２年4月に大陸棚限
界委員会から勧告を得て、約３１万 km２の海域が延長大陸棚として認められ、約２５万
km２の海域について勧告が先送りされたところである。なお、パラオおよびアメリ
カとの境界画定等が必要であることから、延長大陸棚は最終的には画定していない。

図４―１―２ わが国の管轄海域の概念図
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脚部 
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コンチネンタル・ライズ 

3 延長大陸棚の設定

（1）国連海洋法条約における規定
延長大陸棚については国連海洋法条約第７６条1項に、領海の外側の海底およびそ
の下であって、領土の自然の延長をたどって「大陸縁辺部の外縁」までと定められ
ている。具体的な延長大陸棚の外側の限界の設定は、第７６条2項～7項に規定され
ている。
「大陸縁辺部の外縁」の設定方法は、第７６条4項に基づき、大陸斜面脚部を基点
として、次のいずれかの線によることとされている。
（定則1）堆積岩の厚さが基点からの距離の1％以上となるもっとも外側の線
（定則2）基点から６０カイリの線
基点である大陸斜面脚部は、「大陸斜面」の基部における勾配の最も変化する点で
定義される。このようにして設定された「大陸縁辺部の外縁」による大陸棚の外側
の限界は、第７６条5項に基づき、以下のいずれかの制限を超えないこととされてい
る。
（制限則1）領海基線から３５０カイリ以内
（制限則2）２，５００m等深線から１００カイリ以内
以上の規定を図にすると図４―１―３のようになる。なお、「海洋海嶺」については定則
を含むすべてが適用されず、「海底の高まり」を除く「海底海嶺」については制限
則2が適用されないこととされている。
沿岸国が延長大陸棚を設定するためには、大陸棚の限界に関する情報を、延長大
陸棚を審査する大陸棚限界委員会に提出し、同委員会から勧告を得ることとされ、
同勧告に基づき沿岸国が設定した延長大陸棚の外側の限界は最終的であり拘束力を
有するとされている（第７６条8項）。
以上の延長大陸棚の外側の限界の設定の規定により、沿岸国は次に示すさまざま
な科学的情報が必要となった。
・領海基線を設定するための低潮線測量情報
・大陸斜面脚部の設定に必要な勾配の最も変化する点および２，５００m等深線の決
定に必要な地形に関する情報

図４―１―３ 大陸棚の範囲
（出典：海上保安庁海洋情報部）
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・堆積岩の厚さを決定するために必要な、地殻の構造に関する情報
・領土の自然の延長をたどった先の「大陸斜面」を同定するために必要な、領土
の自然の延長をたどる線上の地形および地殻の構造の情報ほか、領土の自然の
延長の直接的な証拠となる基盤岩の情報
国連海洋法条約が１９９４年に発効した後の１９９７年には大陸棚限界委員会が発足し、

１９９９年5月には同委員会の具体的な審査指針である「科学的技術的ガイドライン」
が制定され、沿岸国は同ガイドラインに沿った高度な科学情報の収集を迫られるこ
ととなった。
大陸棚限界委員会への、大陸棚の限界に関する情報の提出（以下、便宜上、提出
を「申請」という。）にあたっては、国連海洋法条約付属書Ⅱの第4条に基づき、
同条約が沿岸国に効力を生じてから１０年以内に申請することとされていた。効力を
生じた時の解釈について、２００１年の同条約の締約国会合において議論が行われ、１９９９
年5月の「科学的技術的ガイドライン制定」以前に同条約が発効した沿岸国につい
ては、効力が生じた時を１９９９年5月とすることが決められた。これにより多くの国
の提出期限が２００９年5月となった。

（2）大陸棚調査
国連海洋法条約が採択された翌年の１９８３年に、海上保安庁は大型測量船「拓洋」
を就役させ、大陸棚調査を開始した。「拓洋」はわが国初のマルチビーム音響測深
機を搭載し、わが国周辺海域において精密な海底地形の情報を取得した。大陸棚調
査以外においても、世界最深部のマリアナ海溝の水深を決定するなど数々の成果を
挙げた。海上保安庁は１９９８年には大型測量船「昭洋」を就役させ大陸棚調査能力を
倍増させた。
大陸棚調査により１９９０年代までに得られた海洋に関する科学情報は、わが国周辺
海域のような太平洋の海溝型縁辺部に関する科学的知見の発展に貢献し、大陸棚限
界委員会が１９９９年5月に制定した「科学的技術的ガイドライン」にも影響を与えた。
例として、海溝型縁辺部における付加構造が「海底の高まり」であると明記された
ことは重要であり、わが国周辺に存在する付加構造を伴う多くの地形に対して、わ
が国の延長大陸棚とする根拠が与えられることとなった。
一方で、同ガイドラインは、詳細な科学的情報の提出を沿岸国に求めており、わ
が国においては、海上保安庁の有する調査能力以上の地殻の構造や基盤岩の情報を
収集する必要に迫られたことから、２００２年に「大陸棚調査に関する関係省庁連絡会
議」が設置され、同会議のもと２００３年には国内の有識者からなる「大陸棚調査評価
・助言会議」が設立された。２００３年１２月には内閣官房に「大陸棚調査対策室」が設
置され、「大陸棚調査評価・助言会議」の助言のもと政府一丸となって調査を推進
する体制が整い、２００４年から２００８年まで海上保安庁、（独）海洋研究開発機構（JAM-

STEC）および（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）による大陸棚調
査が実施され、同ガイドラインに適合する詳細な科学情報が収集された。
実際に申請する資料の作成については、関係省庁連絡会議下の「国連提出情報案
作成委員会」において、２００５年、専門家からなる「国連提出情報素案作成部会」が
設置された。同部会は、外務省、海上保安庁、（独）産業技術総合研究所、JAMSTEC

および JOGMECの専門家から構成され、延長大陸棚の分析および資料の作成が行
われた。
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また、２００７年には海洋基本法が制定され、同法に基づく総合海洋政策本部が発足
し、大陸棚調査対策室は総合海洋政策本部事務局に引き継がれることとなった。２００８
年6月には海域における大陸棚調査は終了し、２００８年１０月には総合海洋政策本部に
おいてわが国の申請内容が決定され、２００８年１１月１２日に大陸棚限界委員会に提出し
た。申請が完了したことにともない、「大陸棚調査評価・助言会議」は「大陸棚審
査助言会議」に、「国連提出情報素案作成部会」は「大陸棚審査対応部会」に改組
された。

（3）大陸棚限界委員会における日本の申請の審査
「大陸棚限界委員会の手続き規則」５１に基づき、沿岸国の申請の取り扱いは、申
請の概要（エグゼクティブサマリー）が公表された日から3ケ月以降の最初の大陸
棚限界委員会全体会合の議題に含まれることとされている。わが国の場合、提出3
ケ月後の２００９年2月以降の最初の会期である、第２３会期大陸棚限界委員会全体会合
の議題に含まれることとなった。「大陸棚限界委員会の手続き規則」附属書Ⅲ2に
基づき、沿岸国は同委員会の会合においてプレゼンテーションを行うこととされて
いる。このため、高須国連全権大使を団長とし、平大陸棚審査助言会議議長、大陸
棚審査対応部会の専門家等から構成された日本代表団が第２３会期大陸棚限界委員会
全体会合期間中の２００９年3月２５日にプレゼンテーションを実施した。
大陸棚限界委員会は、プレゼンテーション後に、わが国の申請の扱いについて議
論を行った。わが国の申請については、アメリカ、中国および韓国が口上書を提出
していた（パラオは２００９年6月に提出）。パラオおよびアメリカは、両国とわが国
の大陸棚が重複する海域において大陸棚限界委員会が審査をすることに異議がない
とした。中国および韓国は、沖ノ鳥島が EEZや大陸棚を持たない「岩」であると
して、同島を基点とする海域（九州・パラオ海嶺部南海域、南硫黄島海域および四
国海盆海域、以下「沖ノ鳥島関連海域」という。）の審査をしないよう要求した。
このため、中国および韓国による口上書の扱いが問題となったが、日本の審査を行
う小委員会を設置するときに改めて検討することとされた。
大陸棚の審査は申請順に実施されており、第２３会期終了までに１２番目のインドネ
シアの小委員会が設置され審査が開始された。わが国の申請順位は１３番目であり、
第２４会期前には、審査中の小委員会が審査を終了した時点で設置される状態であっ
た。
２００９年8月から9月にかけて第２４会期大陸棚限界委員会会合が開催され、フラン
ス小委員会が審査を終了し勧告案を全体会合に提出した。これに伴い、２００９年9月
2日、全体会合において、日本の申請を審査する日本小委員会が設置された。日本
小委員会メンバーとして、アヲシカ委員（ナイジェリア出身）、ブレッケ委員（ノ
ルウェー出身）、カレーラ委員（メキシコ出身）、ジャファー委員（マレーシア出身）、
ジャオシビリ委員（グルジア出身）、オデュロ委員（ガーナ出身）およびシモンズ
委員（オーストラリア出身）の7名が選出され、ブレッケ委員が委員長となり、ア
ヲシカ委員およびカレーラ委員が副委員長となった。中国および韓国の口上書の扱
いについては、日本小委員会においては、すべての海域の審査を実施し勧告案を作
成することとし、全体会合においては、沖ノ鳥島関連海域については別途決定を行
うまで行動をとらないこととされた。
日本小委員会は第２４会期から第２８会期（途中2回の再開会期を含む）まで審査を
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実施した。この間、日本小委員会は、日本政府代表団と１３回の会合を持ち、2つの
質問書、２１の文書を日本政府代表団に提示し、日本政府代表団は関連する追加情報
を提出した。日本小委員会は審査最終日の２０１１年8月１２日に勧告案を採択し、即日、
全体会合へ提出した。
第２８会期大陸棚限界委員会全体会合期間中の２０１１年8月１６日、「大陸棚限界委員
会の手続き規則」附属書Ⅲ１５に基づき、わが国はプレゼンテーションを行った。そ
の後、日本小委員会による勧告案は全体会合により２０１２年4月の第２９会期まで審査
され、２０１２年4月１９日（ニューヨーク時間）に勧告が採択された。日本は２０１２年4
月２６日（ニューヨーク時間）に勧告を受領し、２０１２年6月3日に大陸棚限界委員会
のホームページにおいて勧告の要約が公開された。なお勧告の要約の公開は「大陸
棚限界委員会の手続き規則」附属書Ⅲ１１に基づくものである。

（4）大陸棚限界委員会による勧告
わが国は２００８年１１月に、7つの海域（九州・パラオ海嶺南部海域、南硫黄島海域、
南鳥島海域、茂木海山海域、小笠原海台海域、沖大東海嶺南方海域および四国海盆
海域）の計約７４万 km２の申請を行った。大陸棚限界委員会が２０１１年4月１９日に採択
した勧告（図４―１―４）では、4つの海域（南硫黄島海域、小笠原海台海域、沖大東
海嶺南方海域および四国海盆海域）の計約３１万 km２について同委員会は日本の延長
大陸棚として同意した。
九州・パラオ海嶺南部海域（約２５万 km２）については、「中国、韓国および日本
の口上書に言及された事項が解決されるときまで本海域に関する勧告を出すための
行動をとる状況にないと考える」とされ、勧告が先送りされた。一方で、中国およ
び韓国が口上書で審査に反対した沖ノ鳥島の北方の四国海盆海域については、大陸
棚限界委員会は勧告を行っており、この点は大きく評価できる。
わが国が申請した7海域のうち約１８万 km２について、大陸棚限界委員会は同意し
ないと勧告したが、その理由は大きく2つあり、（理由1）領土から海面下へ連な
る地形の尾根が途中で不連続であると判断されたことと、（理由2）小笠原海台に
ついて、海溝部の付加構造は「海底の高まり」とされ海溝越えは認められたものの、
尾根の途中で「海底海嶺」に変わると判断され、前述の制限則1が適用されたこと
である。

（5）今後の対応
今後の対応として、まず、勧告が先送りされた九州・パラオ海嶺南部海域につい
て、大陸棚限界委員会が行動を起こし勧告を行うよう、わが国は全力を挙げて努力
をしていくこととしている。また、近隣国と延長大陸棚が重複する海域については、
2国間協議を行い、境界を画定する必要がある。具体的には、小笠原海台海域およ
び南硫黄島海域についてはアメリカと協議する必要があり、九州・パラオ海嶺南部
海域についてはパラオと協議する必要がある。アメリカ、パラオとも、大陸棚限界
委員会からいまだ勧告を得ておらず、アメリカに至っては国連海洋法条約を批准し
ていないことから、境界画定には時間を要する。
延長大陸棚の設定にあたっては、国連海洋法条約の延長大陸棚に関する権限等の
規定に基づき、国内の法制面の検討をする必要がある。一例として、条約第８２条で
は、延長大陸棚における天然資源の開発にあたり、生産の一定割合について国際海
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認められた範囲（約31万㎢）
審査が先送りされた範囲（約25万㎢）

第2節 海洋における再生可能エネルギーの開発、利用の推進

底機構（ISA）に拠出しなければならない旨の規定があり、同条に対応した法制面
の検討が必要となる。
最終的に延長大陸棚の外側の限界を設定するためには、「排他的経済水域及び大
陸棚に関する法律」第2条に基づき、政令により同限界の座標を定めることで、国
連海洋法条約第７６条8項の規定に基づき、最終的かつ拘束力を有する状態となる。
加えて、同限界を海図に記載し、国連事務総長に寄託することとなる。

（長屋 好治）

1 わが国における再生可能エネルギー開発・利用の取組み
わが国の再生可能エネルギー開発・利用に係る取組みは、１９７３年の第1次石油シ
ョックがきっかけとなって始まった。
これらの再生エネルギーの開発・利用推進は、環境負荷が小さいことだけでなく、
エネルギー源の多様化に資すること、国内で調達可能であること、新たな市場や雇
用機会の創出などの効果も期待できることなど重要な意義がある。２００８年3月に、
海洋基本法に基づき策定された「海洋基本計画」においては、「管轄海域に賦存し、

図４―１―４ わが国の延長大陸棚
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新エネ等

水力
9.0%

石炭
14.4%

石油等

原子力
10.7%

LNG
39.5%

石油等
25.0% 2011年度

9,550億kWh

将来のエネルギー源となる可能性のある自然エネルギーに関し、地球温暖化対策の
観点からも、必要な取組や検討を進める。洋上における風力発電については、設置
コストの低減、耐久性の向上のための技術的課題とともに、環境への影響を評価す
る手法の確立に取り組む。また、波力、潮力等による発電については、海外では実
用化されている例もあるので、国際的な動向を把握しつつ、我が国の海域特性を踏
まえ、その効率性、経済性向上のため基礎的な研究を進める。」として、政府とし
て取り組む方向が示されている。

2 東日本大震災と再生可能エネルギーの開発・利用の加速の必要性
わが国における発電電力のエネルギー源に占める再生可能エネルギーの割合

（２０１１年度）は、約１０％である。このうち大規模な水力発電を除く新エネルギーは
１．４％、２０１０年度は１．２％で、風力発電はこのうち０．４％となっている。こうしたな
か、２０１１年3月に、東日本大震災が発生した。これに起因する東京電力福島第一原
子力発電所の事故を受けて現在進められているわが国のエネルギー政策の見直しに
おいて、再生可能エネルギーの開発・利用を一層加速させることが求められている。
わが国は、広大な管轄海域を有することから、利用できそうな再生可能エネルギ
ーのうち、洋上風力、波力、潮力、潮流、海流、海洋温度差等日本周辺海域の再生
可能エネルギーについては、陸上以上のポテンシャルがあるといわれている。たと
えば、洋上風力発電については、経済産業省や環境省の試算によると、おおむね１５
億 kWの導入ポテンシャル（自然要因や社会的条件を考慮したエネルギー量）があ
るとされているが、実際の導入量は、わが国の総発電能力２．４億 kWと比較して現
状では低い水準にとどまっている。
再生可能エネルギーのなかでは、風力発電は、比較的発電コストが低いため、陸
上ではすでに実用化の段階に入っている。全世界での導入量（陸および洋上の合計）
は、２０１１年にかけて前年比で毎年2～3割以上ずつ伸びるなど急増しており、２０１１
年末の発電設備容量（発電できる最大能力）は累計で２３８GWに達している。この
うち洋上風力発電は、４．０９６GWで全体の１．７％を占めている。国別では、２０１１年末
において、中国、アメリカおよびドイツの累計設備容量は、それぞれ６２、４７、２９GW

となっている。
日本の風力発電の導入量は、２．５GW

と世界で１３位にとどまっている。これは、
複雑で山がちな地形であるため風況が必
ずしもよくないこと、台風の直撃を受け
たり落雷が多かったりするなど気象条件
が厳しいこと、導入可能な場所が限られ
ていることなどによるものと思われる。
洋上風力発電については、海外では英
国の累計設備容量が２０９．４万 kWと世界
の半分を占めているほか、デンマーク、
中国、オランダ、ドイツがそれぞれ８５．７、
２５．８、２４．７、２０．０万 kWなどと続いてい
る。わが国の洋上風力発電は、北海道瀬

図４―２―１ わが国の年間発電電力量の構成（２０１１
年度）
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棚港、山形県酒田港および茨城県鹿島港の3ケ所、設備容量は合計２．５万 kWにす
ぎない。
わが国における洋上風力発電をめぐる課題としては、急峻で深い海底の地形、航
行の安全性確保や漁業に対する影響などが挙げられる。本格的に洋上風力発電を導
入するためには、経済性に優れた大型の風車を、より深い海に対応した浮体式で設
置する必要がある。再生可能エネルギー導入の飛躍的拡大を目指すためには、今後
は、広大な面積を確保することができる沖合に発電施設を展開していく必要がある。
その際、台風や落雷などわが国の厳しい気象・海象に適したシステムを開発してい
く必要がある。

3 政府による技術開発および制度面の取組み

（1）経済産業省
① 技術開発
風車を海底に固定する着床式の2MW級洋上風力発電設備を千葉県銚子沖およ
び福岡県北九州沖に設置（平成２５年度から本格的に運用）し、耐久性や環境への影
響など課題について研究を進めるとともに、風況等海象観測システムの研究・開発、
また、低コスト化を図るうえで不可欠な超大型風力発電システムの開発等多面的な
取組みを行っている。
さらに、東日本大震災後、エネルギー政策見直しが行われているなか、将来、発
電設備容量１，０００MW級の大規模浮体式洋上ウインドファーム（多数の風車による
風力発電所）を建設するために必要となる安全性、信頼性や経済性を検証するとと
もに要素技術の研究開発を進め、世界最大級の7MW級のものを含む3機の浮体
式洋上風力発電装置からなる発電所を建設・運用するプロジェクトが始まってい
る。着床式が設置可能な遠浅の海域（水深５０m程度まで）が少ない日本における、
「実用規模の洋上風車を用いた複数の浮体式」という世界初の試みとして注目を集
めている。

図４―２―２ 世界の風力発電の導入状況
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環境省
浮体式洋上風力
発電実証事業
我が国初となる系統
連系を行う浮体式洋
上風力発電施設とし
て、100kW小規模試
験機をH24年 6月に
設置、H25年度に
2MW級実証機を設
置予定。

長崎県五島沖長崎県五島沖 2MW級の風車1基、世界初となる7MW級の風車2基及
び浮体式洋上変電所を設置して、浮体式洋上ウィンド
ファームの安全性・信頼性・経済性を明らかにする。
浮体の形式は、セミサブ型とアドバンスド・スパー型。

福島県沖福島県沖（具体的箇所は今後調整）
経産省
浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業

2MW級の実証機と観測
タワーを設置して、着床
式の洋上風力発電ステ
ムの実証研究を行う。
銚子沖・北九州沖とも
に、H24年度中に設置
予定。

経産省（NEDO）
洋上風力発電等技術研究開発

千葉県銚子沖／福岡県北九州沖千葉県銚子沖／福岡県北九州沖 北海道瀬棚港北海道瀬棚港
自治体（せたな町）
洋上風力発電所
せたな町により、600kWの
洋上風車2基がH16年4月
より稼働中。

山形県酒田港山形県酒田港
民間会社
洋上風力発電所
民間事業者「サミットウィンド
パワー㈱」により、2 MWの洋
上風車5基がH16年月より稼
働中。

茨城県鹿島港茨城県鹿島港
民間会社
洋上風力発電所
民間事業者「㈱ウィンド・パ
ワー・いばらき」により、2MW
の洋上風車7基がH22年6月
より稼働中。
また、H24年に8基を追加予
定。将来的には沖合に100
基程度の建設を計画中。

地図は、日本周辺海域（海面上80m）
の年間平均風速（環境省調査）

6.5m/s以上
7.5m/s以上
8.5m/s以上アドバンスド・スパー型3コラム型セミサブ

また、２０１１年度から波力発電や潮流発電等洋上風力発電以外の海洋再生可能エネ
ルギーについて、装置の発電効率や耐久性の向上を目指して実証研究や要素技術開
発を支援する制度をスタートさせたところであり、波力発電、潮流発電、海流発電
および海洋温度差発電の分野において１０件のプロジェクトが採択されている。
② 固定価格買取制度
２０１２年7月1日から、公平な費用負担のもとに一層の導入量の拡大を目指すため、
ドイツ等欧州で制度化されている再生可能エネルギーの固定価格買取制度が導入さ
れている。発電方式、規模ごとに価格が設定されているが、海洋再生可能エネルギ

表４―２―１ 風力発電の国別の導入状況（２０１１年）

順位 国 新規設備（MW） 累計設備容量（MW）
（年末）

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３

中 国
アメリカ
ドイツ
スペイン
インド
フランス
イタリア
英 国
カナダ
ポルトガル
デンマーク
スウェーデン
日 本

上記以外の国

１７，６３１
６，８１０
２，０８６
１，０５０
３，０１９
８３０
９５０

１，２９３
１，２６７
３７７
１７８
７６３
１６８

４，１４２

６２，３６４
４６，９１９
２９，０６０
２１，６７４
１６，０８４
６，８００
６，７３７
６，５４０
５，２６５
４，０８３
３，８７１
２，９７０
２，５０１

２２，８０１

世界合計 ４０，５６４ ２３７，６６９

（出典：Global Wind Energy Council）

図４―２―３ わが国の洋上風力発電の現状
（注：現在、稼働中および実証実験予定のもの）

（出典：内閣官房海洋政策本部事務局）
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ーに関連するものについては、風力が含まれ、発電電力容量２０kW以上の設備の場
合、kW時あたり２３．１円（税込み）、２０kW未満の設備の場合 kW時あたり５７．７５円
（税込み）で、２０年間にわたって電力会社が買い取ることとなった。価格は毎年見
直されるが、すでに導入されているものについては変更されないことになっている。
洋上の風力発電については、別途価格設定されることが期待されているが、今回
買取制度の対象となっていないエネルギーについては技術開発が進展し、実用化段
階になったところで検討対象になる。

（2）環 境 省
環境省では、２０１０年度から、わが国初となる実用規模（2MW）の浮体式洋上風
力発電実証機1基を設置・運転する事業を開始している。２０１０年１２月には、地元漁
業関係者および住民の同意等を得たうえで長崎県五島市椛島沖約1kmの地点を実
施候補海域として選定し、風車・浮体等の設計・建造、環境影響評価手法の検討・
調査実施・方法書の作成等を進めてきた。２０１２年6月には、2MW実証機に先立
って、地域の安心感を醸成するとともに、実証機の建造・制御等に反映させるデー
タを取得することを目的に、１００kW風車を搭載した小規模試験機が設置された。
２０１３年度には、2MW実証機を設置・運転し、環境影響や安全性に関する情報を
収集し、事業性の検証を行うこととしている。

（3）国土交通省
わが国の気象・海象条件に適合した浮体式洋上風力発電システムの安全性の確保
が重要な課題であることから、船舶等の安全性に関するノウハウを有する国土交通
省においてその研究が進められており、その成果は経済産業省・環境省のプロジェ
クトにも生かされることとなっている。安全面の環境整備として、安全ガイドライ
ンを作成することとしているが、さらに安全性に関する国際基準策定の動きが出て
いるなかで、これらの成果を生かし基準をめぐる議論を先導することで、わが国の
海洋産業の競争確保が期待されている。
また、風力発電等海洋再生エネルギーの導入促進の観点からは、沿岸域の港湾区
域では管理者が明確であることから、関係者との海域の利用を調整する仕組みの構
築が相対的に容易であり、先導的な取組みを進めていくことが必要である。このよ
うなこともあり「港湾における風力発電導入マニュアル」が２０１２年6月に策定され
たが、今後の港湾区域における風力発電の普及が期待されるところである。

（4）農林水産省
漁村には、再生可能エネルギーを含む豊富な地域資源が存在していることもあり、
再生可能エネルギーを導入した省エネルギー社会の実現が求められている。水産庁
においては、地域住民や地場産業との連携の下、漁村を活性化するという観点で、
再生可能エネルギーの導入・推進を水産基本計画等のなかに位置づけ、風力発電施
設を導入することについて具体的な検討を始めており、今後の進展が待たれる。

4 海洋再生エネルギーに関する今後の取組みについて
洋上風力発電は、世界的には本格的な導入期に入りつつある。先行している欧州
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では、たとえば、英国では２０２０年までに１８GWの導入が目標とされており、２０３０年
には４０GWの導入が視野に入れられている。波力等それ以外の再生可能エネルギー
についても、実証試験場を政府が整備したり、政府が指定した海域において入札を
通じて企業が風車を設置したりする制度により、目標達成を後押ししている。
わが国においても、海洋再生エネルギーを利用した発電技術を早期に実用化し、
エネルギー供給源のひとつとして活用していくことができる環境を整備するため、
２０１１年１０月より、政府全体で検討を進めてきたところであるが、２０１２年5月２５日の
総合海洋政策本部（本部長：内閣総理大臣）の本部会合において、「海洋再生エネ
ルギーの利用促進に関する今後の取組方針」が、決定された。同方針は、大きく分
けて、①事業化前の技術開発に関連する施策、②事業化を促進する施策の2つから
なっている。

（1）技術開発の関連について
わが国においては実証実験を行うことができる海域がないことが、大きな課題と
なっていることから、すでに述べたような実証試験場の整備に取り組むこととした。
このような場を整備することによって、コスト低減、ベンチャー企業も含めた民間
企業の参入意欲の向上、産業競争力強化、地域経済活性化などの効果が期待できる。
具体的には、洋上風力、波力、潮流、海流、海洋温度差などの発電に関する研究
や技術開発を行うために、風や波など気象・海象条件や水深、海底地形といった自
然的条件に加え、漁業者との調整、航行の安全、環境や景観など社会的条件につい
ても条件の整った場所を、研究開発を行う企業に対して提供するものである。場所
の選定を公募によって行うことを検討しているが、地域の状況を熟知している地方
公共団体から申請が上がってくることを念頭においている。２０１２年度内に公募条件
を公表し、翌年度以降に適切な場所の最初の選定を行うことを予定している。具体
的な制度設計は今後の課題であるが、実証試験海域の運営に際しては、適正な額の
利用料を徴収することとし、専門的知見を有する非営利の組織が管理する方向であ
る。また、政府の既存の技術開発支援策を一層充実させ、連携を図ることなども必
要である。

（2）実用化・事業化促進
海洋再生エネルギーの利用を促進するためには、技術開発と併せて、制度やイン
フラなどの面での取組みも必要である。
海は公共のものであり、航海、漁業、レジャー、観光などを含めてさまざまな活
動の場となっている。実験や事業のために占有するためには、状況に応じて利用者
の間で調整を行う必要がある。漁業者との間では一般的には利害をめぐる調整が行
われていたが、これからは漁業の発展を支える協力・協調を促進するための漁業者
の発電事業への参加、電力の漁業関連施設などでの利用、海洋構造物の魚礁効果の
活用、養殖場としての利用、洋上作業における関係者の協力などの「メニュー」を
整備して、実証実験場の整備が漁業者にとってもむしろメリットになることを目指
す必要がある。また、地域振興のための観光資源としての活用などの「メニュー」
も必要であろう。これらの総合的な観点からの調整には、地方公共団体の役割が重
要になってくる。海域管理者が明確な港湾区域などでの先導的な取組みを促進する
ことも重要である。
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「海洋再生可能エネルギー利用促進に関する今後の取組方針「海洋再生可能エネルギー利用促進に関する今後の取組方針」についてについて

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/dai9/9gijisidai.html

平成24年 5 月25日
総合海洋政策本部決定

海洋再生可能エネルギー利用の重要性海洋再生可能エネルギー利用の重要性
・福島原発事故後の「エネルギー基本計画」見直しの動きの中で、再生可能エネルギー開発・利用の一層の加速が必要。
・日本周辺海域の再生可能エネルギーには陸上以上のポテンシャルがあり、それらを利用した発電技術の早期実用化が重要。

（１）実用化に向けた技術開発の加速のための施策

海洋再生可能エネルギーを我が国のエネルギー供給元の一つとして活用するとともに、持続可能な低炭素社会の構築
の観点から、以下の施策について、政府一丸となって取組みや検討を進めていく。

①「実証フィールド」の整備①「実証フィールド」の整備 ②他の関連施策との有機的な連携②他の関連施策との有機的な連携
・開発コストの低減、民間の参入意欲の向上、産業の国際競争力強
化、関連産業集積による地域経済活性化を図るため、実証実験のた
めの海域を提供するいわゆる「実証フィールド」を、順次、整備。
・H24年度中に候補地の公募条件を公表、Ｈ25年度に最初の選定。

（２）実用化・事業化を促進するための施策

②海域利用に係る法制度②海域利用に係る法制度

①海域利用における関係者との調整のあり方①海域利用における関係者との調整のあり方
・他の海域利用者との共存共栄を図り、地域毎に総合
的な観点からの調整を行うため、地方公共団体の調整
役としての役割が重要。
・地域協調型・漁業協調型の海洋再生可能エネルギー
利用メニューの作成、公表。
・各種海洋情報の充実、海洋台帳の整備。
・既に管理者が明確な海域での、本来の目的や機能に
支障のない範囲における先導的な取組み。

・海域利用のルールを明確化するための法制度の整備。

・技術開発支援の充実、実証フィールドの活用との有
機的な連携。
・実証試験等の実施に当たり技術的な課題をクリアし
ているかを第 3 者が評価する仕組みについて検討。

・海洋構造物等の安全性を担保する制度について検討。
・我が国の技術を背景とした国際標準化等の主導

③海洋構造物や発電機器の安全性の確保③海洋構造物や発電機器の安全性の確保

④適切な環境影響評価のあり方④適切な環境影響評価のあり方

⑤普及⑤普及・コス・コスト低減への取組みト低減への取組み
・効率的、計画的な海底送電ケーブルの敷設について検討。
・大型化する風車等を洋上で安全かつ効率的に設置・メンテナンス
するためのインフラや作業船等の整備方策について検討。

・洋上風力発電事業の環境影響評価に関し、技術的手法を検討。
・風力以外の海洋再生可能エネルギーについても検討。

さらに、国として、海の利用をめぐり必要となる各種情報を一元的に管理すると
ともに容易に提供・閲覧できるようにするために、いわゆる「海洋台帳」を整備す
ることとしている。２０１２年5月に、海上保安庁は、「海洋政策支援情報ツール」（http :

//www5.kaiho.mlit.go.jp/kaiyo/）を公開し、これにより漁業権や国立公園の区域な
ど社会情報、電子海図に記載がある海底ケーブルなどインフラ情報、生物の生息地
など環境情報や船舶通行量などの情報を地図に重ね合わせて自由に閲覧できるよう
になった。これを「海洋台帳」のプラットフォームとして活用し、今後、海洋再生
可能エネルギー関連情報も含めてデータを拡充していくこととしている。
制度面については、いくつかの観点があるが、まず、再生可能エネルギー利用の
ために海域を占有する形で使用する場合のための、事業者と関係者間で海域の利用
をめぐる調整を行う何らかの仕組みを法制度整備の必要性を含めて検討し、早急に
結論を得ることとしている。これは、陸上においては土地の所有権があるが、公共
のものである海域においては、海域の管理者や海域を利用するための調整を行う制
度が明確になっていないからである。また、安全性確保の観点からは、海洋に設置
する構造物や発電機器の安全に関連する基準などの明確化や許認可手続きを円滑化
するためのワンストップ化などの取組みや、産業競争力強化の観点からは、わが国
の主導による国際標準の制定も重要である。環境をめぐっては、経済産業省や環境
省がこれまでに行っている洋上風力発電の実証事業の成果を活用するなどし、環境
アセスメントの技術的手法を検討し、早急に結論を得るとともに、洋上風力以外の
方式についても検討を進めることが必要である。
さらに、普及のためのコスト低減に向けた取組みとしては、海底送電ケーブルに
ついては、これらの大規模導入を念頭に敷設のあり方の検討を行い、また、大型化
する設備を効率的かつ安全に設置・メンテナンスするためのインフラや作業船等の

図４―２―４ 海洋再生可能エネルギー利用促進に関する今後の取組み方針
（出典：総合海洋政策本部）
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整備方策について検討する必要がある。これは、海域において再生可能エネルギー
の利用を行う場合、陸上と比較して、施設の整備やメンテナンスにより多くの費用
を要するからである。
２０１２年度以降、国の大型プロジェクトが始動するなかで、海洋再生エネルギーの
本格的な導入に向けて、政府一丸となって取組みを強化しているが、産業界や地域
の幅広い関係者の積極的な参画や連携も必要不可欠である。いわば国民一体となっ
ての取組みとなっていくことを期待したい。

（阿部 聡）

5 海洋における再生可能エネルギーの開発、利用の推進の課題

（1）遅れている海洋再生エネルギー
福島第一原発事故後のエネルギー政策の見直しのなかで、過度の原発依存からの
脱却の必要性については国民の合意が得られていると思われる。そこで再生可能エ
ネルギーの開発、利用の飛躍的加速が求められている。再生可能エネルギーのなか
でも浮体式洋上風力を含む海洋再生可能エネルギーはその膨大な賦存量から大変期
待されている。振り返ると海洋再生可能エネルギー利用の歴史は、まず１９７３年の第
一次石油ショックを契機に始まった。この海洋エネルギー利用研究ブーム以来、日
本は１９９８年まで海洋再生エネルギー利用の研究開発のトップに立ち続けていた。し
かし、2回の石油ショックが過ぎ去り、いつしか海洋再生エネルギー利用の実海域
実験を行う国が数少なくなるなか、どうしても発電コストを１４０円／kWhから引き
下げることができず、JAMSTECによる五ケ所湾でのマイティーホェールの実験を
最後に実海域のプロジェクトを終えてしまった。
しかし、英国、ポルトガル、ノルウェーでは研究開発を続けていた。浮体式洋上
風力を含めた海洋エネルギーの実証機の実海域試験の発電容量は着実に１０年に１０倍
の速度で進んでいる。日本が休止している間に外国では着実に、潮流発電の実証機
SeaGen、波力発電の Pelamisそして、これからの再生エネルギーの主力となる浮
体式洋上風力の Hywindの実証試験が行われてきた。残念ながら日本は1周どころ
か2周、3周遅れに取り残されてしまった。欧州でこの間急速に開発が進んだ原因
はいろいろ挙げられる。まず、地球温暖化が強く叫ばれるようになり、化石燃料の
使用を制限し始めたことが大きい。次に、欧州のお膝下の北海油田の枯渇が間近に
迫ってきたことでエネルギー・セキュリティとともに、雇用創出の面でも欧州では
海洋エネルギーに親和性があったことがある。第3の理由は第2と多少重なるが、
荒海での深海石油開発で蓄積された海洋技術の活用先として積極的に取り組まれた
結果である。
翻って日本の場合をみてみる。（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）『再生エネルギー技術白書（平成２２年）』によると、日本の周りの海洋再
生エネルギーの近い将来利用可能な離岸距離３０km、水深１００m以浅のポテンシャル
は設備利用率を考慮した発電量で原発約１７０基分に相当する。欧米では水深１００m

以深の係留が現在の技術開発のターゲットであることを考えると、より深い水深の
ポテンシャルも今後の利用対象となる。そうなるとこの値の数十倍になり、膨大な
エネルギー資源が日本の周りに存在することがわかる。ただし国際競争ではむしろ
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後発に属し、さらに人件費の高い日本での開発には特段の注意が必要である。他の
多くの再生エネルギーと同様に海洋再生エネルギーでも国際競争力のある技術開発
が肝心である。海洋再生エネルギーの種類、そのなかのシステムのどの部分に集中
して技術開発を行うかについて、細かく取捨選択しロードマップをつくり、戦略的
に集中した研究開発投資を行うことが大切である。

（2）海洋再生エネルギー利用の飛躍的加速のために
膨大な海洋再生エネルギー資源がありながら日本が取り残されてしまった理由は
どこにあったのか。海洋再生エネルギーに限らず再生エネルギーの導入が残念なが
ら欧米に比べ大幅に遅れている。
第1の問題として日本の送電システムが挙げられる。変動電源としての自然エネ
ルギーを大幅に基盤エネルギーに導入するためには分散電源に対応できる全国的な
基幹系統の再構築が必要となる。温暖化対策とエネルギー国産比率を諸外国なみに
するために２０５０年までにこのような電力網にする必要がある。さもなくばエネルギ
ー需要を旧弊の電力網にあわせ、計画停電に甘んじ、その結果として経済停滞に甘
んじざるを得なくなる。逆に電力網の革新を成し遂げていけば、再生エネルギーを
地産地消し、地域振興も進むことになると思われる。地産地消には超大型のウィン
ドファームよりも自由で小型に対応可能な波力発電や潮流発電が、地域によっては
重要な選択肢になってくる。
海洋再生エネルギーの開発研究が欧米に比べ大幅に遅れている第2の問題とし
て、実証試験場が設置されてこなかったことが挙げられる。荒海に設置される海洋
再生エネルギー開発には設置費、稼働率、耐久性、維持費の推定に実海域での実証
実験が必須であるが、実証試験に伴う費用・労力は大きく、試験海域の確保のため
の既存海面利用者との合意形成にも大変な費用・労力がかかる。さらに幾種類もの
煩雑な許可申請の手続きが必要である。そのように多大な費用と労力をかけても、
実験終了時には撤去しなくてはならず、それにもまた大きな費用が必要になる。デ
ータをモニターするための計測器やケーブル等の整備は1回限りの使用で無駄が大
きい。そのため、欧州では１０年以上前から海洋エネルギー利用実証試験場が整備さ
れ、いまでは欧州各地で１０ケ所以上稼働している。幸い日本でもやっと海洋エネル
ギー実証試験サイトの計画が動きだした。今後これらの実証試験サイトで次々と高
性能、低コストの国際競争力のある装置が開発されることを期待したい。
実証試験サイトに加えて海での試験前に実機での地上実験等を行う機関も経済的
な研究開発には大切である。英国では NARECにおいて１５MWまでの風力、3MG

までの潮力発電機を試験できる装置が用意されている。さらに海洋再生エネルギー
を支える人材育成と基礎研究のための産学官連携の仕組みが有効に働いている。
第3の問題は、海域利用の合意形成の難しさである。海洋再生エネルギーを利用
しようとする海域は、そこで漁業を営む漁民や航路として利用している汽船会社等
の利害関係が錯綜する。欧州では１９９０年代後半から洋上風力が展開されるに伴って、
洋上風力発電の沖合展開とともに漁業者との調整、国家間の調整の必要から合理的
な問題解決の方法が探られ、いまでは海洋空間計画（Marine Spatial Planning）や
統合的海洋管理（Integrated Ocean Management）による合意形成の手法が進んで
いる。すなわち地域の環境、漁業活動、海上交通等について順応的に計測可能な情
報でもって、多層の情報レイヤーを使った合意形成の方法による海洋空間計画が一
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第3節 海洋の鉱物・エネルギー資源の開発、利用の推進

般化しつつある。
これまで漁業協同組合では電気事業を行うことが水産協同組合法で禁止されてい
ると解釈されていたが、今年、水産庁の法令解釈が出され、一定の条件の下、漁業
協同組合も電気事業者として再生エネルギーを作り出し電気を販売したり、稚魚生
産、陸上養殖、沖合外洋養殖、電動漁船の利用等の新しい水産業に活用してエネル
ギーの地産地消を進めることに道が開かれた。大変好ましいことである。

（木下 健）

1 海洋エネルギー資源

（1）エネルギー資源をめぐる状況
最近のエネルギー資源をめぐる状況はいわゆる「シェールガス革命」抜きに語る
ことはできない（注１）。アメリカにおける陸上の非在来型エネルギー資源であるシェ
ールガス（頁岩ガス）の生産は、２０３５年までにアメリカの天然ガス生産量の４６％に
達するであろうと推定されている（注２）。また２０１２年１２月に発表された「Annual Energy

Outlook ２０１３ Early Release」によると、頁岩層や砂岩層中に賦存する石油である
シェールオイルやタイトオイルも、開発技術の発展により急激に生産を伸ばし、２０１９
年には日産約２８０万バレルに達し、アメリカ国内石油生産の約３７％を占めるように
なると予測されている。そのため、それまで主体であった海域（オフショア）の石
油開発はメキシコ湾における大規模油流出事故の影響も重なって、やや関心が薄れ

注1 日本語によるわか
りやすい説明はJOGMEC
のホームページに掲載さ
れている。（http : //www.
jogmec. go. jp / recom-
mend_ library / jnewsweb
/contents3_04.html）

注2 Annual Energy Out-
look 2012（米国エネル
ギー情報局発行）による。
（http : //www. eia. gov /
forecasts/aeo/er/index.
cfm）

図４―２―５ 英国の海洋再生エネルギー分野の産学官連係
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ているようにもみえる。
掘削技術イノベーションによりもたらされたこの新しい状況であるが、わが国も
含めアメリカ以外の国では革命といえるほどの効果を及ぼしていないようにみえ
る（注３）。またアメリカにおいても、掘削井が周辺域に拡がり、その数が急増してい
るにもかかわらず、合算した生産量は横ばいの地域が多いことから、懸念される地
下水汚染の可能性も含め、楽観論をいさめる指摘も出ている。

（2）日本の非在来型エネルギー資源：海域のメタンハイドレート
日本の代表的な非在来型エネルギー資源としては、海域のメタンハイドレート（な
いしはガスハイドレート）が挙げられる（図４―３―１）。メタンハイドレートはその産
状により砂岩型（ないしは深層型）と表層型に分けられる。砂岩型メタンハイドレ
ートの分布は深海底下数百メートルの堆積物中に発達する音響的不連続面
（BSR）（注４）によって容易に認識できる。わが国でも BSRを手がかりとしたハイドレ
ートの予備調査が１９９５年～２０００年に実施され、２００１年より東部南海トラフの砂岩型
メタンハイドレートをターゲットとしたメタンハイドレート資源化プロジェクト
（MH２１）のフェーズ1がスタートした。フェーズ1では当初、加熱法による抽出
を試みたが、エネルギー効率が悪かったため減圧法に切り替えた。メタンハイドレ
ートは加熱ないし減圧により分解してメタンガスと水に分かれるが、分解反応は吸
熱反応なので熱の供給がなければ連続的な分解は起こらない。したがって減圧法に
よる生産では、その熱は周囲の地層から供給されるとしている。MH２１計画は少し
予定を遅らせ２００９年からはフェーズ2に移り、減圧法による海洋産出試験を行うこ
とになった。２０１３年1～3月には JAMSTEC所属の掘削船「ちきゅう」を用いて東
部南海トラフの第二渥美海丘でガス生産実験の実施を予定している。
一方、表層型メタンハイドレートは海底面にブロック状のハイドレートが露出し
ていたり、海底直下の堆積物中に球状、レンズ状の団塊として産出することを特徴
としている。砂岩型に比して表層にのみ見られ、海底下数十メートル以浅に分布す
ると推定される。表層型の周辺海底にはしばしばメタンガスの湧出やバクテリアの
コロニーが見られ、地下からメタンガスの上昇流があることが伺える。表層型メタ
ンハイドレートは、日本海東縁の広い海域および北海道網走沖などに分布している
ことが、明治大学、北見工業大学、東京大学らによる「表層ガスハイドレート研究
コンソーシアム」により新たに発見された（注５）。
砂岩型は深く、薄く賦存する資源であるが、分布が広いため総量は多く、MH２１
により原始資源量１．１兆m３と算定されている。一方、表層型は浅く、集中して産す
るメリットがあるが、分布が限られており、研究コンソーシアムはその資源量は不
明としている。さらに、浅層型のバリエーションとして、九州の太平洋岸の沈み込
み帯上面に数多く見られる泥火山におけるメタンハイドレートの産出もある。表層
型についてはまだ学術調査や研究の段階であるが、日本海沿岸の自治体からは高い
関心が寄せられている（注６）。

（3）日本の在来型エネルギー資源：オフショア石油・天然ガス
わが国では、２０１１年の福島第一原子力発電所の事故に伴って他の原子力発電所の
運転が停止されていることもあり、エネルギー資源の多様化に向けて、海域におけ
る探査・開発を行うことが急務となっている。そのなかで三次元物理探査船「資源」

注3 日本における試掘
については以下の報道
がある。「国内初、秋田
でシェールオイル採取成
功石油資源開発」（MSN
産経ニュース２０１２．１０．3。
２０１２年１２月確認）（http :
//sankei.jp.msn.com/life
/ photos / 121003 / trd
12100310570003-p1.htm）。
またヨーロッパにおける
やや悲観的な予測は
www. chathamhouse. org
の Paul Stevens（２０１２）
The ‘Shale Gas Revolu-
tion’ : Developments and
Changesに詳しい。

注4 Bottom Simulating
Refrection

注5 ２０１２年１０月２９日付
日経電子版「日本海・オ
ホーツク海にメタンハ
イドレート」（http : //
www.nikkei.com/article/
DGXNASGG2902L_Z21C
12A0EA2000/）

注6 毎日新聞 ２０１３年
1月１０日 地方版「メタ
ンハイドレート：次世代
資源、県が但馬沖で調査方
針 新年度予算化／兵庫」
（http : //mainichi.jp/area
/hyogo/news/20130110
ddlk28010329000c.html）
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による在来型エネルギー資源の海域調査の結果、有望な海底油田のポテンシャルが
発見され、２０１３年に試掘が行われる予定とのニュースが伝えられた（注７）。場所は新
潟県佐渡南西沖３０kmの水深約１，１００mの地点で、掘削は海底面下約２，７００mに見ら
れる椎谷層、寺泊層の砂岩層のドーム状構造をターゲットとしているとされる。成
功を祈るとともに、資源ポテンシャルが推定されているほかの海域についても、探
査の継続が行われることを期待したい。

2 海洋鉱物資源

（1）海底熱水鉱床
２０１２年度は、海底熱水鉱床の開発までのロードマップを示すために２００９年3月に
策定された「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」１０カ年計画の第1期の最後の年
にあたり、この3月に第1期最終報告書が出されることとされている。２０１１年3月
の中間報告書によれば、（注８）①資源量評価、②環境影響評価、③資源開発技術、④製
錬技術に分かれ、それぞれ検討がなされてきた。詳しくは報告書に譲るとして、①
の資源量評価で特筆されるべき点としては、新海洋資源調査船「白嶺」が２０１２年1
月末に完成したことであろう。総トン数６，２８３トン、全長１１８m、幅１９mの調査船で、
各種の最新鋭調査機器を搭載している。それらには船上設置型および海底設置型の
2種類の大型掘削装置、有索無人潜水機（ROV）などが含まれ、すでに資源量の
確定に他では得られないデータを提供している。AUVおよび ROVを用いて沖縄ト
ラフの伊是名海穴「HAKUREI」サイトで行われた精密地形調査より、海底面上に
マウンド状に盛り上がる硫化物鉱石の分布と体積が判定され、それらに向けて海底
設置型掘削装置（BMS）により１００本ほどの掘削が行われた。その結果、ここでの

注7 経済産業省による
プレスリリース（２０１２年
6月１８日付）http://www.
meti.go.jp/press/2012/06/
20120618002/20120618002.
htmlおよび日本経済新
聞オンライン版記事
http : //www.nikkei.com
/article/DGXNASDC18009
_Y2A610C1EA2000/

注8 http://www.enecho.
meti. go. jp / topics / kaite-
inetsu/kaiteinetsu_1.pdf

図４―３―１ 日本周辺の海底資源の分布
（出典：熱水活動：浦辺徹郎、マンガンクラスト：臼井朗、メタンハイドレート：MH２１計画、石油天然ガス：平朝彦、作
図：岸本清行による）。
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硫化物の概略資源量が５００万トンと推定された。これは現在資源量がわかっている
世界の海底熱水鉱床のなかで最大である。なお、この値はかつて商業的に採掘され
た秋田県の黒鉱（くろこう）鉱床の中規模のものと同等である。ただし採掘技術が
確立して、はじめて埋蔵鉱量が計算できることを忘れてはならない。
②の環境影響評価では、海流、水質、生息生物の状況等を把握するため、環境ベ
ースライン調査が実施されており、生物の遺伝子情報のデータ等を元に、採掘に伴
う環境影響を予測するためのモデル開発が行われている。並行して行われている熱
水生態系の学術調査と合わせて充実した内容となっており、今後の環境ガイドライ
ン設定に寄与することが期待される。
③の資源開発技術では上記の「HAKUREI」サイトを対象に採鉱システムを構成
する採掘、揚鉱、採鉱母船の概念検討を行い、それに基づいて、小型の採掘要素技
術試験機の製作を行っている。なお２０１２年１１月、この技術開発で常に参照してきた
パプアニューギニアの「Solwara1」海底熱水鉱床におけるノーチラス・ミネラル
社の開発計画が中止になったとの発表が行われた（注９）。これは同社がパプアニュー
ギニア政府より開発費の３０％の出資を受けるとの契約を交わしていたものの、それ
が不調に終わったためである。同社はすべての開発計画を中止するとともに、CEO

を含め主要な社員６０名を解雇したとのことである。今後パプアニューギニアにおけ
る海底熱水鉱床開発の再開は絶望的とみられている。

（2）レアアース（希土類）資源泥
海底鉱物資源に関する本年の最大の話題は東京大学工学系研究科エネルギー・資
源フロンティアセンターの加藤泰浩教授らのグループによるレアアース泥開発の提
案であろう。加藤氏らはこれを、マンガン団塊、コバルトリッチクラスト、海底熱
水鉱床に次ぐ第4の深海底資源と呼んでいる（注１０）。
加藤氏らのグループは3年後の商業化に向けて計画を立て、２０１２年6月の資源地
質学会年会および同年7月の東京大学資源センター主催シンポジウム「レアアース
のすべてを語る；レアアース泥の探査・開発から削減技術、製錬、リサイクルまで」
において発表を行った。特筆すべきは後者のなかで、三井海洋開発の中村拓樹氏が、
もし海底油田開発に用いられている浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備
（FPSO）の方法を適用すれば工学的には資源泥の開発は容易と述べたことで、企
業からの関心が高まった（注１１）。これを用いて資源泥を深海底からポンプリフト（揚
鉱管の下にポンプを設置し、固・液混合物をポンプアップする方法）ないしエアリ
フト（圧搾空気をパイプの下に送り込んで泡を発生させ、固・液・気体の3相流と
して浮力で回収する方法）で容易に揚収できるとしたのである。
レアアース泥中のレアアース濃度は合わせて０．１～０．２％（１，０００―２，０００ppm）程
度であるものの、陸上の主要な希土類鉱床と比較すると、特に資源的に重要なディ
スプロシウムなどの重希土類を、ランタンやセリウムといった軽希土類に比べより
多く含んでいる。これらのレアアースは、塩酸に浸すことより８０％以上抽出される
という実験結果があり、回収も容易であるとされる。なお、資源泥の酸処理残土に
塩酸が残るので、水酸化ナトリウム溶液で中和させ処分する計画である。
レアアース泥には上に述べたような魅力があり、その開発に大きな期待が寄せら
れた（注１２）。しかしその前に冷静に検討してみることも必要であろう。まず第1に、
レアアース価格の急落がある。２０１０年の中国漁船衝突事件をきっかけに、レアアー

注9 ２０１２年１１月１４日
（http : / / www. nautilus-
minerals. com / s / Media-
NewsReleases. asp ? Re-
portID＝557207）

注１０ 詳しくは、加藤泰
浩著『太平洋のレアアー
ス泥が日本を救う』
（PHP新書）、あるいは、
加藤泰浩氏のホームペー
ジを参照。（http : //egeo
1.geosys. t.u-tokyo.ac. jp/
kato/ngeonews.htm）

注１１ FPSO : Floating
Production, Storage and
Offloadingとは固定式の
プラットフォームに代わ
る新しい海洋油田生産方
式として、１９７０年代から
使用されるようになった
技術で、洋上で石油・ガ
スを生産し、生産した原
油を設備内のタンクに貯
蔵して、直接輸送タンカ
ーへの積出を行う設備の
こ と で あ る（http : //
www. modec. com / jp /
business/fpso/overview.
html）

注１２ 「世界有数の希土
泥を自国海域に有する日
本は、中国の傍若無人の
振る舞いを抑止する力を
得たのである。未来産業
の旗手として世界戦略を
構築する力が日本に与
えられたことの持つ戦略
的意味は非常に大きい。
この僥倖を日本飛躍の土
台とすべく、政府は国を
挙げて加藤氏らを支援し
なければならない。この
貴重な資源を日本の未来
に活かせないようでは、
日本国の名が泣くであろ
う」（週刊新潮、２０１２年
7月２６日号、櫻井よしこ
氏記事）
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スの供給を一手に握る中国が事実上の禁輸措置をとったことにより、日本のハイテ
ク企業が打撃を受けたと新聞やマスコミが報じたことは多くの人の記憶に残ってい
る。よって、２０１２年の尖閣列島国有化問題で、なぜ中国が再びレアアース禁輸措置
をとらないのか不審に思われた方もいるだろう。しかし現状は2年前とまったく逆
転しており、レアアース価格は暴落、今後もそのトレンドが継続すると予測されて
いる。現在中国政府はむしろレアアース輸出枠を増やそうとしているのに、見向き
もされないという現状がある（注１３）。やや専門的になるが、中国がレアアースについ
て寡占状況にあったのは、レアアース資源の経済規模が小さく価格が安定しないた
め、鉱物資源メジャーがとりあげないところに、中国が１９９０年代から長期安値攻勢
をかけて、自由世界の鉱山を閉山に追い込んだことによる結果であった。日本政府
は以前からそれに危惧を感じ対策を練ってきていた。経済産業省は２００８年１０月から
総合資源エネルギー調査会鉱業分科会を開催し、レアメタルの安定供給に向けた総
合的な戦略について審議を重ね、中国以外の資源の権益確保、備蓄、代替技術開発
まで総合的な対策を網羅した「レアメタル確保戦略」を２００９年7月に打ち立ててい
る。その効果が十分に出始める前に中国による禁輸措置が行われたが、政府が１，０００
億円の巨費を投じて対策を加速させた結果、現在レアアースをめぐる状況が一変し
ているのである。レアアース泥の品位は陸上の鉱床に比して同等かやや低めである。
そのなかで過剰生産に陥っているレアアースを、消費地からはるか遠くの深海底か
ら取り出すことの経済性については、一見して困難が予想されよう。
次にレアアース泥が泥である事の欠点についても検討を行う必要があるだろう。
実際の泥＝遠洋性堆積物は極めて細粒で、しかも海水を最大８０％程度含んでいるヘ
ドロ状のものである。これに塩酸をかけてレアアースを抽出するわけであるが、抽
出効率を高めるためには事前になるべく海水成分を取り除く必要がある。もちろん
その技術は今後の改良が待たれるので、軽々に断じるべきではないものの、上記シ
ンポジウムの席でも技術者の方から脱水フィルターについてどのように考えている
か疑問が提出された。もともと含水率の高い細粒の泥を脱水することは至難のわざ
と考える技術者が多く、使用後のフィルターの洗浄・再生をいかにするのか、今後
の大きな技術開発要素であろう。
先に述べたように、レアアース資源泥の場合は９９．９％が産業廃棄物となる。「ロ
ンドン海洋投棄条約」（１９７２年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に
関する条約）では、当初海からとられた物は海に帰して良いことになっていた。し
かし、１９９６年議定書では物の如何にかかわらず原則として投棄や焼却を禁止し、例
外的な物だけを「投棄を検討してもよい」ことにするなど、厳格化が進んでいる。
今回の場合のように、いったん酸処理をしたものを海底の泥だといえるかどうかは
極めて疑問があり、禁止されている産業廃棄物と見なされる可能性が高い。よしん
ば認められたとしても、その環境影響評価は極めて大がかりなものにならざるを得
ないであろう。
そのような問題を避けるため、加藤氏らは処理後の泥を南鳥島に海岸堤防を作っ
て埋め立てに使えば、国土の拡張にもなり一石二鳥だと主張している。しかし、酸
処理・アルカリ処理をした細粒の泥がどのような物性を持つのか検討が必要であ
る。仮にそれがもともとの物性とあまり変わらないものとすれば、水を８０％含むヘ
ドロ状のもので、埋め立てに適したものではない。大雨や堤防の不具合でそれが島
の周囲に流出したら、世界的な非難を浴びることになるのではないだろうか。わが

注１３ 「中国のレアアー
ス最大手、内蒙古包鋼希
土高科技はレアアースの
需要急減のため生産調整
を続けている。ジスプロ
シウムなどを生成・加工
する工場の稼働停止を更
に延長した。同社は価格
急落で7～9月期に前年
同期比で売上高が5割
減、純利益は9割減った。
中国のレアアース生産量
はピーク時の２００６年に１６
万トンあったが、今年は
半減するとみられてい
る。中国政府も急激な需
要減少に危機感を深めて
いる。商務省は8月、今
年のレアアース輸出枠を
3年ぶりに前年を上回る
水準に設定。中国には１２６
社のレアアース関連企業
があり、年産能力は３２万
トン。世界需要の１２万ト
ンを大きく上回り、供給
過剰は深刻だ。」（日経新
聞、２０１２年１１月２３日記事）
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第4節 海域の総合的な開発、利用、保全等に関する制度上の課題

国においても、上記ロンドン条約の改定を受け、２００６年6月国土交通省は「浚渫土
砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針」の公表（注１４）などを行い、そのなかで
「当該廃棄物ができる限り速やかに海底に沈降し、かつ、堆積するよう必要な措置
を講ずること」などを定めている。今後、さまざまな検討をするにしても、このよ
うな世界の趨勢についても慎重な考慮を払っていく必要がある。
さらに大きな注意を払う必要があるのが生態系の保護に関する世界的情勢の変化
である。わが国は１９９０年代半ばにマンガン団塊採取の環境影響評価を行うために、
「JET」（注１５）と呼ばれる調査を行った。しかし環境影響に対する考え方はその後大き
く変化しており、それらの結果をもって環境影響評価に代えることはできない。さ
らに、深海底堆積物を生物ごとポンプで吸い上げて化学処理をすると、そのなかに
棲んでいた微生物を含む生物は、ほとんど死滅することが予測される。一方で、深
海底の生態系は地球上でも最も種の数の多い生態系のひとつといわれており、数の
多い順から線虫（センチュウ）、甲殻類、二枚貝、多毛類などが棲息している。し
かし、それらを研究する分類学者の数は非常に少なく、多くが未記載のまま残され
ている（注１６）。つまり対象となっている海域の底生生物や微生物種について生物多様
性保護の観点から時間をかけ、詳しい調査をしないと、開発により多くの生物種が
失われるなど取り返しのつかない結果を生む恐れがある。

3 国連海洋法条約との関係
わが国の一部に、EEZ内であれば、自由に資源開発が可能であると安易に考え
る傾向があることは否定できない。しかし国連海洋法条約が EEZを設定したのは、
沿岸国に適切な管理をゆだねるためであって、決して領海内のように好き勝手に開
発をして良いとしたわけではない。人類共通の資産とされる遺伝子資源を破壊する
ことは、国連海洋法条約の趣旨に反し、国の姿勢が問われかねない問題なのである。

（浦辺 徹郎）

1 は じ め に
２１世紀のわが国にとって、豊かで広大な排他的経済水域（EEZ）および大陸棚の
確保・利用・開発・保全は、高齢化し経済が衰退する社会において持続可能な発展
を維持し、日本が国際社会の先導者としての役割を果たし続けるための、国家の最
重要課題のひとつである。その拠点としての離島は有人離島、無人離島それぞれに
異なる重要性と役割を持つ。尖閣列島問題に象徴されるように近隣諸国との間で領
土紛争が深刻化すると、国境離島市町村が果たすべき役割も今後ますます重要にな
る。
このような認識を前提にして、本節では、わが国の EEZ・大陸棚の総合的な開

注１４ http : //www.mlit.
go.jp/kisha/kisha06/11/
110619_.html

注１５ Japan Deep Sea I-
mpact Experiment

注１６ た と え ば Cook,
A.A., et al.（２００５）Dena-
turing gradient gel elec-
trophoresis（DGGE）as
a tool for identification
of marine nematodes,
Mar. Ecol. Prog. Ser.,
291，１０３―１１３．
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発、利用、保全等を推進するための制度の現状と課題、および今後とるべき対応に
ついて検討を加える。

（1）EEZおよび大陸棚の開発、利用、保全に関する現行制度
① 「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」とその問題点
わが国の排他的経済水域および大陸棚の管理に関する法律は「排他的経済水域及
び大陸棚に関する法律」（平成8年6月１４日法律第７４号）である。
この法律は、わが国が国連海洋法条約第五部に規定する沿岸国の主権的権利その
他の権利を行使する水域として、２００カイリの排他的経済水域を設けること（1条）、
同じく沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚の制度を設けること（2
条）、排他的経済水域又は大陸棚における天然資源の探査、開発、保存及び管理、
人工島、施設及び構築物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並
びに海洋の科学的調査、経済的な目的で行われる探査及び開発のための活動、大陸
棚の掘削、これらの行為に関連する排他的経済水域又は大陸棚に係る水域における
わが国の公務員の職務の執行等に、わが国の法令を適用する（3条）ことを定める。
法律が制定されてからすでに１７年が経過した。１７年前の海洋に関する科学的知見
や開発の技術水準では、水産業を除けば、２００カイリや大陸棚の開発は将来的な課
題であるに留まっていた。そのような事情の下で、わが国の法令を当該海域に適用
することを宣言し、国連海洋法条約で沿岸国に与えられた主権的権利を行使する国
家意思を対外的に示すという立法目的は（注１７）、それなりの現実妥当性を持つもので
あった。
しかし、その後の急激な科学的知見の深化、技術発展、近隣諸国の経済発展と海
域利権確保への政策変化のなかで、現行の EEZおよび大陸棚法は、わが国の国連
海洋法条約上の権利行使および義務の履行という観点からみて、極めて不十分なも
のとなったと評価せざるを得ない。この法律の不十分さについてはかねてから指摘
のあるところである（注１８）。
国内の海洋法制は、沿岸域における経済的活動を前提にして、同業者間や異業種
間での同一海域の利用に起因する利害調整を図ることを目的とするものである。こ
のような法制度には、当然に、国家と国家の利益の衝突と調整を背景にする諸問題
を解決する制度が組み込まれていないことは明らかである。また、これまでの沿岸
域における国内法制は、縦割りの個別目的に応じた人間の活動の管理を前提とする
ものであり、空間それ自体を対象として、特定の海洋空間のあり方を鳥瞰的に把握
し、コントロールする総合的管理の手法を欠くものであった（注１９）。
いずれの欠落も、近隣諸国との国境や EEZの境界に接し、あるいは各国が自由
に使用できる公海に接することとの関係で、その管理を考えねばならない EEZ・
大陸棚の管理にとっては致命的な欠陥ということができる。海洋権益の確保をめぐ
る諸外国との利害対立が深刻化する今日、この海域の持つ特性に応じた新たな立法
が日本の２１世紀の命運にかかわる喫緊の課題となっている。
② 改正鉱業法
わが国の EEZおよび大陸棚に適用される実定法のほとんどが、EEZ・大陸棚の

持つ水域特性を前提としないものであることについてはすでに指摘した。そのなか
で唯一例外的に、鉱業法は２０１１年の法改正で EEZ・大陸棚における諸外国の動き
を念頭に入れたものに改正された（注２０）。

注１７ 大原一三大臣の参
議院における法案の提案
理由説明。「国内法制整
備の一環として、排他的
経済水域及び大陸棚に関
する国内法制を整備し、
我が国が同条約に定める
ところにより沿岸国とし
ての主権的権利等を適切
に行使することを可能と
するべく、この法律案を
提出することとした次第
であります。」国会会議
録 ００７／０２３］１３６―参―
海洋法条約等に関する特
…―2号 平成０８年０５月
３１日（http : //kokkai.ndl.
go.jp/cgi-bin/KENSAKU
/ swk _ dispdoc. cgi ? SES-
SION = 3392 & SAVED _
RID=1&PAGE=0&POS=0
&TOTAL=0&SRV_ID=7
& DOC _ ID = 4885 &
DPAGE=1&DTOTAL=23
&DPOS=7&SORT_DIR=
1 & SORT _ TYPE = 0 &
MODE=1&DMY=5002）

注１８ 不備な点として挙
げられるのは、適用され
る法令の具体性の欠如、
開発行為や構築物を設け
る場合の手続の不明確、
これらの海域における諸
活動の一元的把握制度の
不存在、外国による科学
的調査の規制に関する法
令の不存在等であった。
海洋政策研究財団 平成
２２年度『総合的海洋政策
の策定と推進に関する調
査研究 我が国における
海洋政策の調査研究 報
告書』（２０１１年3月）4頁。
來生新・小池勲夫・寺島
紘士編『海洋問題入門』
（丸善２００７）１７０頁。

注１９ 來生新「海洋の総
合的管理の各論的展開に
向けて」日本海洋政策学
会誌第2号（２０１２年１１月）
7～8頁。

注２０ 「資源探査の規制
が存在せず、無秩序な資
源探査活動が行われてい
る（特に海域においては、
外国船による事例が存
在）。」ことが、改正の理
由としてあげられた。平
成２３年１２月経済産業省
「鉱業法の一部を改正す
る法律の概要」（http : //
ogb.go.jp/move/mining/
kaisei/houkaisei_gaiyou.
pdf）
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しかし、このような改正によって海域の特性に即した規制が取り入れられても、
この法律が鉱業活動という特定の経済活動の規制を目的とする法律にとどまること
は明らかであり、EEZ・大陸棚の広大な空間を鳥瞰的に管理するものではないとい
う限界がある。仮に、この空間で適用される全法律が鉱業法類似の改正を施された
としても、現在沿岸域で指摘されている縦割り行政の弊害が、そのまま EEZ・大
陸棚に拡大されるだけで、問題の抜本的解決にはなりえない。
沿岸域以上に、省庁の個別行政活動を超える国家的見地での戦略的な対応が求め
られる EEZ・大陸棚の管理には、個別法の縦割り的視点とはまったく異なる視点
での管理が求められる。それが総合的管理であり、諸外国との利害対立のなかで常
時国家意思の明示を求められる国際的空間である EEZ・大陸棚においては、沿岸
域以上に空間の国家的な鳥瞰と空間管理戦略の明確化、個別活動の統合が求められ
るのである。
③ 離島に関する法制度
ⅰ）離島振興法
離島は「我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、自然環境の
保全等に重要な役割を担つている」にもかかわらず、その自然的条件によって「産
業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位」（離島振興法第1条）に
あり、１９５３年にその振興を図るための離島振興法が、１０年の時限立法として制定さ
れた。その後法改正が継続され、２００２年第5次改正が１０年間の同法の延長を決めて
いた。
２０１２年同法の期限切れに伴い、1条の目的規定に、離島が「我が国及び国民の利
益の保護及び増進に重要な役割」を担うこと等を明記し、その振興のあり方を一層
充実するための大改正が行われた（本書第5章第2節がその詳細を詳しく紹介す
る）。
離島振興の理念として、離島の振興のための施策は、「離島の国家的国民的役割」
が十分に発揮されるよう、厳しい自然的社会的条件の改善、地域間交流の促進、無
人島の増加や人口の大幅減少の防止、定住の促進が図られることを旨として講ぜら
れるべきことと、その理念に基づいて、国が離島の振興のための施策を総合的・積
極的に講ずる責務を負うことを明確にし、地域特性を生かした離島特区制度が整備
されたことなど、EEZ・大陸棚管理の最前線基地としての離島が、今日持つ重大な
役割にふさわしい改正が施されたことが注目される。
ⅱ）低潮線保全法
海洋基本計画に基づき「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基
本方針」が策定され、その緊急重要課題を解決するために、２００カイリ測定の基礎
となる低潮線を変更させる行為の規制と、特定離島における施設整備を実施するた
めの低潮線保全法が制定されている。
２０１１年3月には、海洋政策本部事務局が「排他的経済水域等の基礎となる低潮線
を有する離島に関する調査」の報告書を発表した（注２１）。同調査の目的は、わが国の
EEZの根拠となる１５０の島を対象に、島の「経済社会」、「歴史文化」、「自然地理」
等の視点から基礎的情報・データの収集によって整理し、今後の離島およびその保
全・管理の施策展開に資することにある。また EEZ等の保全を図るために必要な
低潮線について、調査データ取得年月日情報、位置情報、所有者情報、図面、写真
等を収集・集積するデータシステムのあり方を調査、把握することにより、適切な

注２１ http : //www.kan-
tei.go.jp/jp/singi/kaiyou
/chousa/teichousen.pdf
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保全・管理に資することを目的として行われたものである。
離島に対するこのような法整備の進展とそれに基づく施策の充実の動きは、わが
国の EEZ・大陸棚管理の基礎作業として高く評価される。
世界の海洋国家は、これまで、いずれも海外に自国の領土的な支配権を拡大し、
海外領土の富をそこに住む人々から収奪して本土に蓄積する構造を持った。EEZ・
大陸棚はそのような他国の支配によらず、海域の管轄権を認められた未開発の広大
なフロンティアをわが国にもたらすものである。その意味では、離島は本土から離
れた遠い島として認識されるべきではない。離島は、わが国のフロンティア開発の
最前線基地として認識され、整備されねばならないのである。
離島振興が過疎地に対する弱者救済的施策であってはならない。離島への投資は、
高齢化し活力を失いつつあるわが国の近未来において、社会全体に大きな利益をも
たらす積極的な国家的・国民的投資なのである。そのような観点からみても、既述
の諸施策の充実は高い評価に値するといえる。

（2）今後の課題とあるべき方向
① 離 島
経済衰退地域に対する後ろ向きの施策ではなく、社会全体にとっての積極的価値
を生み出す投資としての離島振興、すなわち産業基盤整備政策としての離島振興へ
の発想の転換のために、わが国の高度成長期の産業基盤の整備、地域振興の手法を
参考にすべきである。
池田内閣の太平洋ベルト地帯構想に始まり、全国総合開発計画、拠点開発方式、
新産業都市に至る一連の手法によって、日本の奇跡と呼ばれる高度成長が実現した。
高度成長の直接の成果は北海道、本州、四国、九州の4島にのみ及んだ。新たな産
業基盤整備としての離島振興は、EEZ・大陸棚の開発の具体的な進展の予測に歩調
を合わせて、戦略的拠点をとなる離島を選定し、本土との距離と時間のギャップを
克服するインフラを整備し、豊富な海洋空間と資源を国民の共有財産にする海の全
総とならねばならない。
② EEZ・大陸棚
EEZ・大陸棚の管理を充実させるためには現行の「排他的経済水域及び大陸棚の
管理に関する法律」では不十分である。また改正鉱業法のように、対象海域の国際
的性格に併せて個別実定法を改正するアプローチは、これらの海域の十全の管理の
ための必要条件ではありうるが、十分条件ではない。この海域で行われる個別管理
行為は、諸外国に対する「統合された国家意思の具体化」としての意味を与えるか
らである。にもかかわらず、内閣は合議制の意思決定主体として制度化されており、
その長たる総理大臣は、地方公共団体の首長が独任制の意思決定機関として、公共
団体の区域のあり方を鳥瞰できるようには、この海域を鳥瞰し、調整できない。
個別の管理主体による日常的な個別の管理行為に、統合された国家意思の発現と
しての意味を強く持たせる制度化の工夫が必要になる。広大な日本の EEZ・大陸
棚をいくつかの海域に区分し、海域特性に応じて個別の行政主体の管理行為を鳥瞰
し、調整する権限を持つ主体を新たに制度化しなければならない。個別の規制主体
の上位に存在し、規制権の行使を計画的に制御する計画主体の制度化が解決のひと
つの方向であろう。
アメリカにおいてオバマ大統領が、国家的な海洋政策を推進する手法として提示
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した沿岸域海洋空間計画（Coastal and Marine Spatial Planning）の手法は、わが
国の EEZ・大陸棚の管理にも有益な示唆を与える。この海域の総合的管理を保障
する新たな法制度の構築がわが国の喫緊の課題となっているといえよう（注２２）。

（來生 新）

注２２ www//whitehouse.
gov/administration/eop/
ceq/initiatives/oceans/
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第1節 沿岸域の総合的管理

1 地域が主体となった沿岸域総合管理の進展

（1）沿岸域総合管理の必要性
わが国の沿岸域は、海洋環境の悪化・生物生産性の低下、利用の競合、産業活動
の低迷・地域経済の疲弊などの問題を抱え、また、環境や利用と調和した防災対策
の推進が求められるなど、さまざまな課題に直面している。これら沿岸域の問題は、
相互に関連があり、一体として解決を図るべきであることから、沿岸域総合管理の
手法を導入し、海域と陸域を一体的にとらえ、多様な利害関係者の協力のもと、総
合的・計画的に対応していくことが求められる。
国は、２０００年に「沿岸域圏総合管理計画策定のための指針（以下「指針」という。）」
を公表し、地方公共団体が中心となって計画の策定や協議会の設置を行い「沿岸域
圏の総合的な計画と管理」を推進することを求めたが、実際にはこの指針はほとん
ど実施されなかった。
２００７年に「海洋基本法」が制定され、同法において「沿岸域の総合的管理」が１２
の基本的施策のひとつに位置づけられ、国が沿岸域総合管理を推進すべきことがは
じめてわが国の法律に明記された。２０１１年になって内閣官房総合海洋政策本部事務
局が、「沿岸域の総合的管理の取組み事例集」を作成・公表したが、国において沿
岸域総合管理を推進するための制度や支援措置などに関する具体的な動きはまだこ
れからである。
一方で、地域レベルでは、内閣官房による事例集にもあるように、これまでも総
合的な視点をもって沿岸域の管理に取り組んでいる事例があったが、さらに、体系
的な取組みとして沿岸域総合管理を実施しようとする地域がでてきている。以下で
は、そうした地域の取組みを紹介し、そこから抽出される課題や今後の方向性につ
いて検討したい。

（2）地域における取組みの進展
海洋政策研究財団（以下、「財団」という。）は、２０１０年度からの3ケ年で「沿岸
域の総合的管理モデルに関する調査研究」を実施し、地域が主体となった沿岸域総
合管理のモデルとなる取組みを支援している。本事業では、東アジア海域環境管理
パートナーシップ（PEMSEA）などの国際的な取組みや国の指針の内容を踏まえ、
沿岸域総合管理に必要な要素として、以下の6項目をあげている。
① 対象となる沿岸域の設定
② 地域が主体となった取組み
③ 総合的な取組み
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④ 協議会等の設置
⑤ 計画的・順応的取組み
⑥ 地方公共団体の計画への位置づけ
これまでに5つの地域が、これを踏まえて財団と協力しながらそれぞれの沿岸域
における取組みを進めている。その具体的な内容は、以下のとおりである。
① 三重県志摩市
志摩市では、干潟の消失等による英虞湾の環境悪化、真珠養殖業の不振、観光産
業の伸び悩み、地域経済の低迷等が大きな問題となっており、これらを解決して地
域の活性化を図ることが市政上の重要課題となっている。
このため、以前から地域の行政・研究・産業等の幅広い関係者が積極的取組みを
行ってきたが、市が市長の強力なリーダーシップのもと、沿岸域総合管理を通じた
「新しい里海創生」に積極的に取り組んでいる。２０１１年4月には専任の担当組織で
ある「里海推進室」が設置されている。
「新しい里海創生」が２０１１年3月に市の総合計画に位置づけられたことを受け、
２０１２年3月には、地元関係者が参画する委員会での審議を経て「志摩市里海創生基
本計画」が策定された。同計画は、「稼げる！ 学べる！ 遊べる！ 新しい里海
のまち」をキャッチフレーズとし、①自然の恵みの保全・管理、②沿岸域資源の持
続可能な利活用、③地域の魅力の向上と発信（地域ブランディング）を取組みの基
本方針としている。２０１２年8月からは「志摩市里海創生推進協議会」が開催され、
同計画の実施について地元関係者との協議が進められている。
志摩市では、①「英虞湾再生プロジェクト」や、「『海の健康診断』を活用した英
虞湾の環境評価に関する調査」による知見の蓄積があったこと、②強い熱意を持っ
た市職員の存在、③テーマが平成大合併により誕生した市の統一目標とうまくマッ
チしたことなどが、沿岸域総合管理の取組み実施につながる大きな要素であったと
考えられる。
志摩市では、沿岸域総合管理がすでに実施段階に入っており、全国のトップラン
ナーといえる。沿岸域総合管理を通じた「新しい里海創生」の意義・必要性・実施
方法は里海創生基本計画に明確に盛り込まれており、今後、真珠養殖業者、沿岸漁
業関係者、観光・商工関係者、市民など幅広い関係者の理解と協力を得て、市民全
体の活動として盛り上げていくことが期待される。
② 岡山県備前市
備前市（日生町）では、これまでアマモ場再生による生態系回復、海産物の魅力
を生かした観光振興（魚の直売場、かき祭り）など、漁業者の主導による先進的な
地域活性化の取組みが行われてきた。そのなかで、海洋牧場の整備、離島への架橋
といった進行中のプロジェクトの効果を最大限に活用して地域の一層の活性化を図
ることが重要な課題となっていた。
こうしたなかで、２０１０年以降、海洋牧場の戦略的な活用、離島部の体験型観光施
設の一層の活用や漁業と観光との連携、遊漁業者との協調等について、岡山県、備
前市、漁業協同組合および財団による「備前市沿岸域総合管理研究会」で検討が行
われている。
備前市では、漁業者のリーダーに、新しい状況の変化に対応して漁業のあり方を
模索すべきとの強い思いがあった。また、県の水産部局が、備前市の水産業の振興
のために重点的な支援を行ってきており、関係者の将来に向けた展開への支援に前
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向きであった。こうしたことから、漁業者の発意から始まって、水産業を核とした
総合的な地域づくりに向けた関係者の協議が進められるという形で、沿岸域総合管
理の取組みが実現に向かっている。
今後は、これらの動きを市が沿岸域総合管理を行政の仕組みのなかに明確に位置
づけ、幅広い関係者を巻き込み、市の施策として推進していくことにより、備前市
での取組みが総合的な地域づくりにつながっていくことが期待される。
③ 福井県小浜市
小浜市は、豊かな海産物・歴史・文化などの資源に恵まれ、高速道路整備の効果
もあって、観光客の増加が著しい日本海側の小都市である。一方で、小浜湾では、
アマモ場の再生など NPO等の努力にもかかわらず環境が悪化し、漁業資源の減少
につながっている。
こうしたなかで、２０１１年から、市が中心となって「小浜市沿岸域総合管理研究会」
が開催され、海を活かした地域づくりの将来の方向性について、水産業関係者、教
育・研究機関、市の関係部局、県・国の関係機関、商工業関係者、NPO等の参画
のもと、検討が始まっている。また、財団は、専門家、漁業関係者等の協力を得て
「海の健康診断」の手法に基づく海域環境の評価を実施している。
小浜市では、県立小浜水産高校、福井県立大学、NPO、水産業関係者等非常に
幅広い関係者がそれぞれの立場で海洋に関する教育・研究や自然再生活動等に積極
的に関わってきており、そうした関係者が市に対し働きかけた結果、市としても問
題の重要性を認識し、積極的に対応するようになり、沿岸域総合管理の取組みが開
始されることとなった。
今後、海を活かした地域づくりの目標、関係者の協力・分担、市の政策への位置
づけなどについて、議論がとりまとめられ、具体的な活動につながることが期待さ
れる。
④ 岩手県宮古市
岩手県は、２００９年に三陸と内陸部との経済格差是正のため、「いわて三陸海洋産
業振興指針」を策定し、三陸における海の多様な資源を活用した海洋産業の振興を
推進してきた。
こうしたなかで、２０１０年１２月、県が宮古市と財団の間を取り持つかたちで「宮古
市沿岸域総合管理研究会」が開催され、宮古市における沿岸域総合管理の実施につ
いて検討が開始された。２０１１年3月の東日本大震災の発生により、検討は中断を余
儀なくされたが、２０１２年3月、震災からの復興に沿岸域総合管理を活用することを
目指し、県・市・財団による研究会が再開された。あわせて、財団が、県、市、漁
業関係者等の協力を得て、被災後の海域環境や防災体制の状況等を総合的に把握す
る「『海の健康診断』等による沿岸域の総合的評価」を開始した。
今後、沿岸域総合管理による海を活かした復興・まちづくりの検討をどのように
復興のプロセスに組み込んでいくかが課題となっている。
⑤ 宿毛湾（高知県宿毛市・大月町）
高知県宿毛市・大月町にまたがる宿毛湾においては、水産業が盛んであり、また、
磯釣り、ダイビングなどの海洋レジャーを目的とした来訪者も多い。一方で、赤潮
の発生、マグロ養殖の影響への懸念など、海域環境に関する問題点も指摘されてい
る。
こうしたなかで、２０１２年１１月に、両市町が中心となり、高知大学、地元の研究機
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関・NPO、漁業関係者等の参加を得て、「宿毛湾沿岸域総合管理研究会」が設置さ
れた。研究会では、海を活かした地域づくりについて検討を進めることとしている
が、当面、参加メンバーの関心が特に強い海域環境の問題をテーマとして検討を行
っている。財団は、専門家、漁業関係者等の協力を得て「海の健康診断」の手法に
基づく海域環境の評価を実施することとしている。
宿毛湾では、海に関わる活動を行う研究機関・NPOと地方公共団体との意思疎
通・連携ができていたことが、大学関係者の適切な助言とあいまって、上記の取組
体制の円滑な立上げにつながった。今後は、森林管理者など流域圏の一体的管理に
関わる関係者も取り込みながら、沿岸域全体としての取組みの方向性が具体化され
ることが期待される。

（3） 課題と今後の方向性
志摩市ではすでに沿岸域総合管理が実施段階に入っており、他の4地域において
も、実施に向けた準備がそれぞれ進められている。
各地域において特に重要と考えられる課題をあえて抽出すると、閉鎖性海域の環
境改善と地域活性化（志摩・小浜・宿毛湾）、漁業を核とした総合的な地域活性化
（備前）、大規模災害からの復興（宮古）と、それぞれに異なる。また、課題の解決
のために求められる施策やアクションを起こすべき関係者も、それぞれ異なると考
えられる。各地域において沿岸域総合管理の実施が進展すれば、沿岸域総合管理が
多様な課題への対処に有効なアプローチであることが実証されよう。
また、取組みの最初の段階で重要な役割を果たした関係者についてあえて比較す
ると、市職員・市長（志摩）、漁業者のリーダー（備前）、教育関係者等（小浜）、
県（宮古）、大学・研究機関・NPOの関係者（宿毛湾）と、それぞれに異なる。し
かしながら、沿岸地域総合管理に向けた活動の開始段階に至っては、いずれの地域
においても、地方公共団体が研究会を主催するなど地域が主体となった枠組みが実
現している。沿岸域総合管理について、①さまざまな関係者が主唱者となりうるこ
と、一方で、②主唱者は異なっても、適切な働きかけ・調整を通じ、地域が主体と
なった沿岸域総合管理の枠組みに至ることが可能であることが示されている。
沿岸域総合管理に必要な要素として示された前述の6項目については、志摩市で
は、これまでの取組みの過程ですべてが実施された。これは、同市が取組みの総合
性・継続性や市民参加を確保するかについてその都度熟慮し、適切な方法を模索し
てきた結果である。各地域が個々の実情に合わせ工夫を重ねながら実践を進めるな
かで、沿岸域総合管理の各要素の有効性が検証され、わが国における沿岸域総合管
理の方法論について、実証に基づく体系化が図られる可能性がある。
沿岸域総合管理は、地域づくりそのものに関わる問題であり、その実施にあたっ
ては、地方公共団体（特に、住民に最も近い主体である市町村）を中心とする地域
の関係者が主体的に取り組むべきものである。一方、国の側においても、海洋基本
法の趣旨を踏まえ、地域の取組みを促進するため、①実効あるガイドラインの策定、
②地域が策定した計画に基づき実施する事業に対する財政支援、規制等の運用面の
配慮等、③情報提供その他の技術支援、④これらを含めた沿岸域総合管理の制度化
について検討される必要があると考える。
沿岸域総合管理は、間接民主主義に基づく現代の地方自治の仕組みに、これを補
完するための直接民主主義的システムを組み入れていくことでもある。沿岸域総合
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管理がわが国で広く取り入れられ、海を守り、活かそうとする沿岸域の人々の強い
思いが政策として具体化し、実現に結びついていくことが望まれる。

（海洋政策研究財団政策研究グループ）

2 総合的管理の制度化に向けて
1でみたように、わが国においても沿岸域の総合的管理概念がそれなりの定着を
見せ、各地域でのさまざまな取組みも進行中である。ここでは、このようなさまざ
まな取組みを、今後いっそう促進し安定したものにするための視点と課題について
整理しておこう（注１）。

（1）管理の諸要素
いかなる管理であれ、管理（management）と呼ばれる活動には、①管理主体、
②管理客体（管理の対象）、③管理目的、④管理に必要な人的・物的諸要素を結合
し、その作用・運営を操作・指導する権限、⑤その権限を行使する実力、といった
諸要素が不可欠である。わが国の沿岸域の総合的管理の制度化に向けた視点と課題
を、このような各要素に即して整理しておこう。
① 管理主体に関する課題
日本の領海内の管理についてみると、沿岸域に所在する港湾、漁港、海岸施設、
河川等については、それぞれの公物管理法に規定される公物管理者が存在する。し
かし、これらの公物法の適用される空間以外のいわゆる一般海域については、それ
を空間として管理する主体は、国の法律では定められていない。
ただし、海が国有とされていることとの関係で、海岸を含む海底の土地は原則と
して国有財産であると観念され、所有者としての国が形式的にはこれらの一般海域
の管理者であると観念することも不可能ではない。現に、２００７年地方自治法改正前
には、建設省（国土交通省）所管国有地の機関委任事務として、規則を制定して海
浜や海の管理をする地方公共団体と、海の管理権は地方公共団体にあるという自治
省見解を前提に条例を制定して海の管理を行う地方公共団体とが併存していた。
機関委任事務が廃止された後に、現在、海域管理条例を定めて海の管理をする地
方公共団体も存在する。したがって、このような条例を定める地方公共団体では、
例外的に一般海域の管理主体が存在するといえる。
いずれにしても、一般海域においていかなる法的な管理権限も定められていない
場合に、国有財産法による所有権が、海に対する国の管理権限の究極の根拠となり
うることを否定すべきではない。しかし、国有財産法による海の管理は、あくまで
も、他にその海域の管理について権限を定める法制度が一切なく、しかもその海面
の管理が求められる合理的理由がある場合の、緊急避難的な管理に限って認められ
るべきものと考える。財産管理と公物管理はその目的が異なること、公物の管理は
当該公物の社会的・合理的管理という目的に即して、公物を構成する土地等の所有
権者の意思とは別の原理に基づいて、その機能が考えられるべきものだからである。
このように考えると、沿岸域の総合的管理を具体化するために必要な第一歩は、
まず領海内において一般海域の管理主体を明確にする、一般海域管理法の制定であ
る。
この法制度は、領海内の海域を沖合一定距離で2分して、沿岸地方公共団体を管

注1 全体について詳細
な議論は、日本海洋政策
学会誌第2号掲載の『海
洋の総合的管理の各論的
展開に向けて』（２０１２年１１
月）4～１５ページを参照
されたい。
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理主体とする沿岸域海域と、それ以遠の国が管理主体となる海域を明確にし、沿岸
域海域では地方公共団体の首長が個別実定法による縦割りの規制権限を前提とし
て、総合的かつ計画的な行政の運営を図ることを可能にする法制度として構築すべ
きである。
また、現行法の下では、公物管理法がカバーしない一般海域に対しては、自然公
物の自由使用原則が働く。この原則下では、占用許可を受けない限り何人も海の利
用を排他的に行うことはできない。ある海域について、排他的な利用による社会的
な効用の増減を判断して、占用許可を与えるか与えないかを決することのできる空
間の管理者が存在しなければ、海洋の利用は促進されない。これまでは排他性を認
めない管理をすることが海の公共性そのものであると考えられてきた。しかし、現
在の技術の進歩は、洋上再生可能エネルギーの開発に代表されるような、私的主体
による海面の排他的占用によって、結果的に社会的に大きな価値を持つ経済活動を
可能にしつつある。
一般海域管理法は、地方公共団体の長に沿岸域一般海域の占用許可権を与えるも
のでなければならない。
② 管理目的と管理権限
海洋の総合的管理は複数の目的を持つ管理諸行為の優先順位をつける活動にほか
ならない。それが総合的管理の「総合」概念の意味である。その優先順位をつける
価値基準が明確化できない場合には総合的管理が難しくなる。地方公共団体首長と
公物管理者は、法的に複数目的間に序列をつける根拠を持ち、またそれを義務づけ
られる存在である。
沿岸域の総合的管理のあり方を、首長主導型（三重県志摩市が典型例）、公物管
理者主導型（２０１２年4月国土交通省港湾局と環境省地球環境局による『港湾におけ
る洋上風力発電導入マニュアル』の策定が典型例）、非権力主体主導型（岡山県備
前市日生漁業協同組合の活動が典型例）の3類型に分けて議論することが、沿岸域
の総合的管理の理論化にとって重要である（注２）。
地方公共団体の長は地方自治法によって執行機関を所管し、当該地方公共団体を
統括し、事務を管理・失効する権限を与えられている（地方自治法１３８条の3第2
項、１４７条、１４８条）。また、港湾等の公物管理法制は、当該公物の管理目的を定め
（港湾法1条）、当該公物の管理者を置き（2条）、その権限を定める（１５条等）。こ
のような権限を持つ主体であれば、その権限を用いてさまざまな管理行為を行うこ
とができ、法の認める範囲で第三者に対する強制もできる。この両者はさまざまな
沿岸域の管理行為の諸価値を評価し、その目的相互間に序列をつけて総合的管理を
することが可能である。
このような権限を持たない主体が海洋の総合的管理を行うことは難しい。しかし、
漁業協同組合のように、海域に法律上の権利を持つ主体が、その権利をテコに用い
て、他の主体を巻き込んである種の管理行為を行うことは不可能ではない。この場
合、第三者との関係は基本的には合意によって形成される。しかし、このような管
理行為が権利の中核となる利益を離れた部分に拡大され、その総合性を増せば増す
ほど、合意だけで総合的管理を行うことは難しくなる。総合的管理を永続させるた
めには、地方公共団体や公物管理者と連携し、強制力を持つ主体と一体となった管
理制度を構築する必要がある。
その意味で非権力主体主導型の管理は、首長主導型、あるいは公物管理者主導型

注2 『海洋の総合的管
理の各論的展開に向け
て』（２０１２年１１月）参照。
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と結合することによって、はじめて安定した総合的管理の実態を備えるに至る。非
権力主体主導型総合的管理の課題は、いかにして安定した総合的管理に移行し、管
理目的のトレードオフに対する調整を制度化するかということである。
沿岸域の総合的管理は、沿岸地方公共団体における独任制の執行機関である首長
が、その公共団体の所管する海の総合的管理を重要な政策課題とするか否か、その
決断の有無に今後の進展がかかっているといって過言ではない。海域計画策定の義
務づけなどでそれを担保することが重要課題となる。
公物管理は法によって目的を明確に定められた行為であり、その実現のために財
政資金が投入される。当然に、公物管理者が管理実定法の定める目的に反する管理
活動を行うことはできない。しかし、実定公物管理法は、他の実定法と同様に、社
会の変化に弾力的に対応しえない硬直性を持つ。他方、公物管理法が明確に認めて
はいないが、その目的の遂行を行為の性質上妨げない、あるいは妨げないように管
理を行いうる、さまざまな社会的価値のある活動が公物管理の対象となる空間内で
存在しうる。このような活動の促進が社会的には望ましいとしても、限られた予算
と人員で管理行為を行う公物管理者にとっては、それを積極的に公物管理体系に取
り込み、位置づけるインセンティブは存在しない。
しかし、公物管理の直接目的からは導かれない活動であっても、どのような条件
が存在するときに、どのような判断基準でそれを公物管理の体系のなかに取り込み
うるかを明らかにすることが、新たな制度構築の財源が限られているわが国の重要
課題である。また他方で、伝統的な管理行為からは直接導かれない、社会的価値の
ある活動を取り込む管理に、公物管理者が「一歩踏み出す」ための制度的なインセ
ンティブの付与や支援を制度化することが、公物管理者主導型管理の課題である。
③ 権限を行使する実力
権限を行使する実力を構成するのは、カネ、ヒト、情報である。非権力主体主導
型の総合的管理にあっては、さまざまな管理目的間のトレードオフを調整するため
の活動に必要なカネ、ヒト、情報をどのように確保するかが大きな課題となる。そ
の意味でも公物管理者主導型あるいは首長主導型の総合的管理との連携が重要とな
る。
首長主導型であれば、首長の権限でこれらの要素を用いることはできる。しかし
住民が住んでいない海域の管理に、限られた地方公共団体の財政資金や職員を積極
的に投入することは、首長にとって大きな政治的な賭けとなることを避けられな
い（注３）。首長の決断を容易にするために、海域を地方交付税算定の面積基準に弾力
的に取り込むこと等の、沿岸域の総合的管理に向けた国の財政的支援措置の充実の
検討も課題となる。
公物管理者主導型総合的管理の課題は、国レベルでの政策決定と個別公物管理者
の管理活動の連携をいかに確保するかということである。伝統的な管理を超える管
理を積極的に行うための条件等を理論的に明らかにすることと、個別管理者に対す
る国からのカネや情報面での支援の制度構築が今後の課題となる。

（來生 新）

注3 志摩市の２０１２年度
市長選挙はそれが争点と
なり、総合的管理の推進
を市民が選挙で承認する
結果となった。
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千人 離島の人口推移
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第2節 新たな離島振興法について

1 は じ め に
「離島振興法の一部を改正する法律」は、第１８０回国会において２０１２年6月２０日に
成立、同２７日に交付、一部施行された。法律の全面施行は２０１３年4月1日であり、
これまでの間に、国では政令改正、離島振興基本方針の策定等を行うとともに、都
道府県では離島振興計画、離島活性化交付金等事業計画の策定準備を行うこととな
る。
離島振興法は１９５３年に議員立法により制定され、以降１０年ごとに議員立法により
改正されてきた。今回の改正は6回目の改正であり、本則で１４ケ条が新設、そのほ
か、多くの条文で追加規定がなされるなど大改正となった。
本節では、法改正の概要とともに、改正に至った経緯等について概説する。

2 離島の現状
海で本土と隔絶された離島では、人の往来や物資の輸送に係る費用の低廉化、産
業基盤や生活環境等に関する地域格差の是正が課題となっている。このようななか、
人口減少や高齢化が進行するとともに、基幹産業である一次産業の不振が継続する
など、離島をめぐる現状は厳しい。
たとえば離島地域の人口は、離島振興法が制定された直後の１９５５年（昭和３０年）
には、約９６万人と全国の１．１％のシェアであったが、２０１０年（平成２２年）では約３９
万人、０．３％と激減しており（図５―２―１）、人口減少率は他の条件不利地域に比して
も著しい。従来は社会減による人口減少がおもな要因であったが、近年は転出者が
徐々に減少し社会減が縮小する一方で、高齢化の進展などにより自然減が拡大しつ
つある。図５―２―２は１９６０年（昭和３５年）と２０１０年（平成２２年）の人口構成を比較し
たものである。１９６０年（昭和３５年）の人口構成はおおむねピラミッド形を維持して
いたが、２０１０年（平成２２年）は逆ピラミッド形になっており、今後は大幅な社会減
も生じにくい一方で自然減が拡大するのは必至という人口構成になっている。
また、離島の基幹産業ともいうべき農林水産業については、生産額が１９９０年（平
成2年）から２００８年（平成２０年）にかけ
ておおむね半減し、同様に就業者数も減
少し続けるなど、雇用情勢は厳しい状況
となっている。無人化が懸念される離島
もあるなか、人口の著しい減少等を防止
し、離島における定住を促進していくた
めには、雇用を適切に確保していくこと
も喫緊の課題となっている。

図５―２―１ 離島の人口推移
（注）それぞれの年度の離島振興対策実施地域で比較
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3 法改正の議論
今回の改正では、各党におい
て離島の現状を把握すべく関係
者からの意見聴取や現地視察が
行われ、それらの結果を踏まえ
て各党内で検討が進められた。
２０１１年１１月からは、民主党、
自民党、公明党、共産党、社民
党、みんなの党および国民新党
の離島政策に係る実務者により
各党実務者会議が設けられ、7
党体制で協議、検討が進められ
た。今回の法改正では立法作業
の当初よりこの検討体制で議論
が進められたことが大きな特徴
といえる。

4 法改正の概要
改正離島振興法では、第1条の目的規定に「居住する者のない離島の増加及び離
島における人口の著しい減少の防止」を掲げられ、あわせて「定住の促進」を明記
された。また、第1条の2として新たに基本理念および国の責務が規定され、国は、
離島振興施策が「居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少
の防止並びに離島における定住の促進が図られること」等を旨として講ぜられなけ
ればならないという基本理念にのっとり、「離島の振興のため必要な施策を総合的
かつ積極的に策定し、及び実施する責務を有する」こととされた。
離島の無人化や著しい人口減少を防止するには、離島の自立的発展を促進し、生
活の安定および福祉の向上を図るとともに、地域間交流を促進し、定住の促進を図
る必要がある。かつての離島施策は、その条件不利性に鑑み、産業基盤および生活
環境等の整備を強力に推進することが中心であったが、その後あわせて産業振興施
策や地域における創意工夫を生かした施策も加わってきた。
今回の改正では、就業促進、介護サービスの確保、人材の確保・育成等が基本方
針に掲げる事項として新たに追加され、また、離島の活性化に資する事業を推進す
るための離島活性化交付金等事業計画が新たに規定されるとともに、産業、生活、
防災等定住を支える各般にわたる改正がなされるなど、雇用機会の創出のための離
島産品の開発や輸送費支援などのようなソフト施策等に関して新たな追加がなされ
た。
以下、個々の改正内容について概説する。
① 目的規定の改正（第1条）
離島は、高齢化が進み人口減少が継続するなど厳しい状況が続くなか、離島振興
施策をより一層強力に進めることが必要との認識から、法の目的の拡大および充実
が図られた。
具体的には、わが国の領域、排他的経済水域（EEZ）等の保全、海洋資源の利用、

図５―２―２ 離島の人口推移
（注）昭和３５年および平成２２年の離島振興対策実施地域で比較
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多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場および機会の提供、食
料の安定的な供給等わが国および国民の利益の保護および増進に重要な国家的国民
的役割を担っていることや離島の置かれた現状等がより明確にされたほか、離島の
振興の目的として、人の往来および生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の
地域に比較して多額である状況の改善、地域間の交流の促進、居住するもののない
離島の増加および離島における人口の著しい減少の防止ならびに定住の促進につい
て明記された。
② 基本理念および国の責務規定の新設（第1条の2）
離島の現状を踏まえ、国としても離島振興に責任をもって関わっていくことが必
要との認識から、基本理念と国の責務規定が新たに設けられた。
具体的には、わが国および国民の利益の保護および増進に重要な役割を担ってい
ることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、定住の促進等が図られることを
旨とする基本理念が明記されるとともに、国が、基本理念にのっとり、離島の振興
のため必要な施策を総合的かつ積極的に策定し、および実施する責務を有する旨が
規定された。
③ 離島振興の実施体制の強化等
一 主務大臣の追加（第3条、第4条及び第２１条の3）
離島振興は、生活・産業基盤の整備、交通の確保や農林水産業の振興といっ
た分野だけでなく、医療、高齢者福祉、教育、文化、自然環境、エネルギーと
いったさまざまな分野の施策を総合的に推進していくことが重要であることか
ら、各分野の実施体制を強化するため、各分野を所管する文部科学大臣、厚生
労働大臣、経済産業大臣、環境大臣が主務大臣に追加された。
二 国土審議会への報告（第２１条の2）
国土審議会が定期的に離島振興の全体的な把握を行いつつ、離島振興に必要
な施策等について主務大臣に意見を述べることができる仕組みを創設するた
め、毎年、離島の振興に関して講じた施策を国土審議会に報告する旨の規定が
設けられた。
④ 離島振興基本方針および離島振興計画に係る規定の整備（第3条、第4条）
今回の改正では、目的規定が大幅に拡充されるとともに、多くの基本的施策に係
る配慮事項が追加されたため、これに対応して離島振興基本方針や離島振興計画に
記載すべき事項が追加された。
具体的には、就業、介護、自然環境、エネルギー、人材に関する項目の新設とと
もに、人・物の移動費用の低廉化、妊婦通院・出産支援、修学支援、防災・地震対
策が明記された。
⑤ 離島活性化交付金等（第7条の2～第7条の4）
今回の改正で多岐にわたるソフト施策等に関し新たに配慮規定が追加され、離島
の活性化に資するこれらのソフト施策等を総合的かつ着実に推進していく仕組みと
して「離島活性化交付金等事業計画」の作成に係る規定が設けられた。
この事業計画は、都道府県が策定できることになっており、国は離島活性化交付
金等事業計画に基づく事業に対し、それぞれの事業ごとに交付金または補助金の交
付を行うことができる。
また、当該事業計画に位置づけられた事業と、これ以外の事業であって離島振興
に資する事業について、着実に推進するための仕組みとして公表規定が設けられた。
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これにより、政令で定められる離島活性化交付金等事業計画の事業とその他離島地
域の活性化に資する事業のうち、当該年度に実施されるものを国がとりまとめ、毎
年度公表することとなる。
⑥ 財政上および税制上の措置等
一 財政上の措置等（第6条）
今回の改正で国の責務が明記されたことから、国が責任をもって必要な財政
上の措置等を講じていくべきであるとして、国が基本理念にのっとり離島振興
に必要な財政上の措置等を講ずる旨と、国および地方公共団体が離島振興計画
に基づく離島の公共事業予算の明確化について配慮するよう規定された。
二 税制上の措置等（第１９条）
具体的な離島振興の目的等を第1条の目的規定から抜粋し再掲するなどによ
り、離島振興に必要な税制上の措置についての条文が強化された。
三 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の拡充（第２０条）
２０１１年度税制改正で所得税、法人税に係る特別償却の対象に「情報サービス
業等」が追加されたことにあわせ、地方税の課税免除等の対象業種にあるソフ
トウエア業が情報サービス業に改正された。
⑦ 基本的施策の充実
一 医療の確保等（第１０条）
離島住民にとって喫緊の課題となっている妊婦支援や医師・病床の確保につ
いて、配慮規定が設けられた。
二 介護サービスの確保等（第１０条の2）
高齢化が急速に進んでいる離島において、生活環境の地域格差を是正し定住
促進を図るためには、介護サービスを確保していくことが重要となることから、
その介護サービスの充実等について配慮規定が設けられた。
三 保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減（第１１条の2）
離島住民は、保健医療、介護サービス等を受けるために、より多くの住民負
担をともなっている場合があるため、住民負担の軽減について配慮規定が設け
られた。
四 交通の確保等（第１２条）
海で隔絶された離島にとって、海上の移動・輸送に要する費用の負担は、本
土との地域格差の一大要因となっていることから、人の往来および物資の流通
に要する費用の低廉化に資するための施策の充実に配慮する旨が規定された。
五 農林水産業その他の産業の振興（第１４条）
四方を海に囲まれている離島にとっては、水産業を安定的に営むことが重要
になることから、離島周辺域における漁場の保全等に配慮が必要である旨が規
定された。
また、農林水産業以外の産業も含め離島の産業を振興していくためには人材
育成、起業支援、先端的技術の導入等が必要であることから、これらの取組み
にも配慮が必要である旨が規定された。
六 就業の促進（第１４条の2）
定住促進のためには、雇用機会を十分に確保することが必要であることから、
良好な雇用機会の拡充、実践的な職業能力の開発および向上のための施策の充
実について配慮する旨が規定された。
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七 生活環境の整備（第１４条の3）
医療、介護サービスの確保等と合わせ、定住促進に資する総合的な取組みを
推進することとされ、ここでは住宅および水の確保、汚水および廃棄物の処理
等に係る施策の充実について配慮する旨が規定された。
八 教育の充実（第１５条）
多くの離島において、高校へ進学する生徒は、本土の高校へ通学すべく船で
通学または本土で下宿している実態に鑑み、通学費、居住費の経費に対する支
援について配慮規定が追加された。
また、離島の高校において、教職員が少ない状況にあることから、公立高校
の教職員の確保について、配慮規定が追加された。
九 地域文化の振興（第１６条）
離島の重要な機能・役割として、多様な文化の保存・継承があるため、離島
地域において伝承されてきた文化的所産の多様性およびその担い手の育成につ
いて配慮する旨が規定された。
十 観光の振興および地域間交流の促進（第１７条）
地域間交流を促進するにあたっては、来島者を増やすための魅力ある離島づ
くりが必要であることから、離島と他の地域との交流の拡大とともに、離島地
域における観光の振興について配慮する旨が規定された。
十一 自然環境の保全および再生（第１７条の2）
定住促進に資する生活環境の整備の観点から、また、離島の豊かな自然環境
を保全するため、海岸漂着物の処理、外来生物・伝染病の防除・防疫等につい
て配慮する旨が規定された。
十二 エネルギー対策の推進（第１７条の3）
再生可能エネルギーの利用推進が、エネルギーを安定的かつ適切に供給する
上で、また、環境への負荷を低減する上で重要であることから、再生可能エネ
ルギーの利用の推進について配慮する旨が規定された。
また、他地域との格差是正を図るためには、石油製品の価格の低廉化等の対
策も重要となることから、これに対し配慮する旨が規定された。
十三 防災対策の推進（第１７条の4）
２０１１年に発生した東日本大震災において離島が孤立するといった事態もあっ
たため、これらを考慮した防災、減災対策として、国土保全施設・避難施設等
の整備、住居の集団的移転の促進、防災教育・訓練の実施等について配慮する
旨が規定された。
⑧ 離島特別区域制度の整備（第１８条の2）
地域における創意工夫を生かした離島の振興を図る観点から、政府が離島特別区
域制度の創設について総合的に検討を加え、必要な措置を講ずるよう規定が設けら
れた。
⑨ 附 則
一 財源の確保に係る検討（附則第4条）
離島振興に関する財源については、これを安定化させる必要があるとの観点
から、所要の措置を検討していく旨が規定された。
二 防災機能の強化を図るための財政上の措置等（附則第5条）
防災対策の重要性が高まるなか、離島においても防災機能の強化を強力に推

第第
55
章章

沿沿
岸岸
域域
のの
総総
合合
的的
管管
理理
おお
よよ
びび
離離
島島
のの

保保
全全
・・
管管
理理

115



進していく必要があるとの観点から、所要の措置を講じていく旨が規定された。
三 特に重要な役割を担う離島の保全および振興に関する検討（附則第6条）
いわゆる国境離島については、これまでにもその振興策等を強化すべきであ
るといった議論があり、引き続き検討していくことが必要であるとの認識から、
所要の措置を検討していく旨が規定された。
四 その他（附則第7条、第8条）
本則と連動する形で、「医療法の一部改正」、「公立高等学校の適正配置及び
教職員定数の標準等に関する法律の一部改正」の附則改正がなされた。

5 お わ り に
今回の離島振興法の改正では、関係者のさまざまな意見や思いが、熱心な議論や
検討を経て条文に数多く盛り込まれた。今後、離島振興施策を講じるうえでは、本
法の趣旨を踏まえ、これまで以上にきめ細やかな施策を講じ、離島の定住を促進し
ていくことが重要である。

（中村 浩明）
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第1節 海運、造船業の振興

1 わが国の海運の振興に関する課題と今後の取組みの方向性について

（1）わが国外航海運の意義
四面を海に囲まれ、資源の少ない日本は、エネルギー資源等を海外から輸入し、
国内で加工した工業製品等を輸出する貿易立国である。外航海運は、日本の国際貿
易量の９９．７％を担っており、日本の経済、国民生活を支える基盤として重要な役割
を果たしている。特に、このような物資の大半は、わが国外航海運事業者が運航す
る船舶（日本商船隊）が輸送していることから、日本商船隊は経済安全保障を担う
極めて重要な存在である。
また、日本商船隊の約3分の1の船舶は、四国・中国地方を中心とする国内船主
が供給している。こうした国内船主の存在によって、国際競争力のある長期安定的
な船隊の調達が可能となり、日本商船隊の競争力が支えられているが、加えて、国
内船主は、地域に根ざす存在であることから、地域の造船業・金融事業者等への経
済的な波及効果等の面でも重要な役割を果たしている。

（2）わが国外航海運の現状と課題
世界の外航海運は、輸送需要が今後年４．１％（１０年間で１．５倍）増加することが見
込まれるなど、外航海運は成長産業としてもわが国の経済成長に大きく貢献するこ
とが期待されている。しかしながら、現状においては、日本商船隊は、厳しい国際
競争を強いられた結果、世界の海上荷動き量が増大するなかで、輸送シェアを徐々
に落としており（１９８９年：１４．４％⇒２０１１年：８．７％）、日本商船隊の国際競争力の強
化、輸送シェアの拡大が必要となっている。
また、日本のライフラインともいえる外航海運の基盤となる日本船舶および日本
人船員は、わが国の管轄権・保護の対象であり、経済安全保障の観点から平時より
一定規模確保することが必要であるが、コスト競争力の喪失から極端に減少したま
まの状況にある。このため、２００８年にトン数標準税制を導入し、日本商船隊の核と
なるべき日本船舶・日本人船員の計画的増加を進めてきており、日本船舶および日
本人船員は増加傾向にある。しかしながら、東日本大震災や原発事故を契機として、
外国船社の日本寄港の忌避等の事案が発生しており、経済安全保障の観点から、日
本商船隊による安定的な輸送体制の早期確立が喫緊の課題となっている。
さらに、船舶航行の安全確保は、わが国経済および国民生活にとって死活問題で
ある。近年、欧州とアジアを結ぶ国際海上輸送路であるソマリア沖・アデン湾にお
いて、航行中の船舶が海賊にロケットランチャーや自動小銃等によって襲撃される
事件が多発しているが、アデン湾は年間約１，６８０隻（世界全体の約1割）の日本関
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図６―１―１ 世界の海上荷動量およびわが国商船隊の輸送の推移
（出典：国土交通省海事局）
（注1．世界の海上荷動量は Clarksons「SHIPPING REVIEW DATABASE」より（平成２３年の値は暫定値）。
注2．平成２３年のわが国商船隊の輸送量の値は暫定値である。）

係船舶が航行する、わが国の国益にとって経済的な意義が極めて大きい海域である
ことから、同海域における船舶航行の安全確保は喫緊の重要課題となっている。

（3）今後の取組み
日本商船隊が輸送シェアを拡大するには、日本発着貨物の安定的輸送を確保する
ことに加え、成長が著しい中国、インド等が牽引するアジアの海上輸送需要をはじ
めとした新興国市場をさらに取り込むことが必要である。このような外航海運のダ
イナミズムを日本商船隊が取り込むことにより、わが国の経済成長に貢献すること
が期待されている。
また、経済安全保障の観点から、日本商船隊による安定的な輸送体制の早期確立
のため、日本船舶の増加のペースアップと日本船舶を補完する船舶である準日本船
舶の確保の促進を図ることが必要である。２０１２年9月に成立した改正海上運送法に
おいて準日本船舶制度が創設され、２０１３年度税制改正大綱においてトン数標準税制
が拡充され、適用対象船舶に準日本船舶を加えることとされていることから、拡充
トン数標準税制を活用し、日本商船隊による安定的な輸送体制の早期確立を図るこ
とが必要である。
さらには、ソマリア沖・アデン湾は、マラッカ・シンガポール海峡と同様にわが
国経済や国民生活に必要な物資の安定輸送にとって非常に重要な海域であることか
ら、安全航行を確保することは重要な課題である。このため、引き続き海賊対処法
に基づく護衛活動において、関係省庁、関係国、関係国際機関の間で緊密な連携を
図り、わが国に関係する船舶の防護を確実に行うとともに、国際貢献として外国船
舶の防護も両立させていくことが必要である。
加えて、海賊行為の広域化に対応するため、民間武装警備員の乗船等についても
検討を行い、適切に航行の安全を確保することが必要である。現在、諸外国の対応
状況や国際的なガイドラインの内容を踏まえつつ、日本としての制度のあり方や問
題点について、関係省庁間で検討中であり、内閣官房総合海洋政策本部とりまとめ
のもと、国土交通省が中心となり、日本船舶に民間武装警備員を乗船させるために
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図６―１―２ 世界の新造船建造量の推移
（出典：IHS（旧ロイド）資料）

必要な法案について、検討作業を進めているところである。
（平田 徹郎）

2 わが国の造船業の振興に関する課題と今後の取組みの方向性について

（1）わが国造船産業の現状および課題
新興国の経済の成長に伴う海上輸送量の増加等を背景とした新造船需要の急増に
より、２００８年秋のリーマンショック前には、中国・韓国を中心に世界の建造能力は
拡大し、２０１１年の世界の新造船建造量は1億１８５万総トン（対前年比５．６％増）と1
億総トンを超えていた。
一方、リーマンショック後、新造船受注量は低迷し、２０１１年の世界の新造船受注
量は５，６８０万総トン（対前年比３１％減）となっている。
これにより、大幅な需給ギャップが発生し、造船業をとりまく状況は世界的に厳
しいものとなっているが、なかでも、わが国造船業は、記録的な円高の長期化によ
り、中国・韓国と比較して、とりわけ厳しい状況に置かれている。

わが国造船業は生産性が高く、船主から品質と性能への厚い信頼を勝ち得ている
が、長年にわたって激しい好・不況の繰り返しによる淘汰と需給調整の歴史を経験
してきたわが国造船会社は、造船業の歴史が浅い韓国や中国と比べて一社一社の事
業規模が小さいため、技術開発への投資不足、リスクがとれない等の問題や、人材
の確保や技術の伝承に課題を抱えている。

（2）わが国の造船業の振興に関する取組みについて
わが国の造船業の発展を達成するためには、上記の現状と課題を踏まえ、国際競
争力を強化することが必要である。そのため、国土交通省では、２０１１年7月には、
「新造船政策検討会」において、わが国海事産業の中核をなす造船産業の国際競争
力を維持強化するための新たな政策として「受注力の強化」、「新市場・新事業への
展開」、「業界再編の促進」を柱とする「総合的な新造船政策」をとりまとめ、現在
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これらの政策を以下のとおり推進しているところである。
① 受注力の強化
総合的な新造船政策において、わが国造船業の受注拡大のための輸出船用船舶投
資ファンドの設立の検討等が盛り込まれた。
これを受け、国土交通省の働きかけにより造船会社、金融機関および商社からの
共同出資により、船舶輸出のための新たな投資促進スキームを支援するための会社
である「日本船舶投資促進会社」が２０１２年4月に設立されたところである。
これにより、これまでわが国での建造実績の乏しい船舶、特に、近年急速に市場
が拡大している海洋開発分野の船舶や省エネなどの新技術を搭載した船舶の受注拡
大につながるものと期待される。
② 新市場・新事業への展開
総合的な新造船政策において、新興国・途上国に対する官民を挙げて密度の濃い
持続的な接触・輸出促進の実施およびクルーズ旅客船等の付加価値の高い船舶の積
極的な販路開拓および海洋開発分野等への展開等が盛り込まれた。
国土交通省では、国内外において官側の人員体制の強化を行うとともに、各国と
の緊密な協力と情報交換を促進するため、２０１１年7月にはノルウェーおよびトルコ
と、２０１２年5月にはブラジルと政府間で海事技術および海事産業に関する覚書を締
結し、わが国の造船業の新市場・新事業への展開のための環境整備を行った。
また、２０１１年7月には国際協力銀行の融資対象として先進国の船舶輸出が追加さ
れ、当該融資を活用した大型クルーズ船舶等の輸出が実現している。
③ 業界再編の促進
総合的な新造船政策において、事業の統合と再編を促すための産業活力の再生お
よび産業活動の革新に関する特別措置法の活用等が盛り込まれた。
これを受け、国土交通省では、２０１１年7月に、造船業を、事業の規模が国際的な
水準に比較して著しく小さく、かつ、新需要の開拓が特に必要な事業分野として、
産業活力の再生および産業活動の革新に関する特別措置法（産活法）に基づく「事
業分野指針」を定め、造船業の統合および再編における産活法の活用のための環境
整備を行った。

（3）わが国の造船業の振興に関する今後の取組みの方向性について
わが国の造船業が激化する国際競争に勝ち残り、さらに世界経済の成長を取り込
んで持続的に発展するためには、今後も、受注力の強化、新市場・新事業への展開、
業界再編の促進といった政策を推進することが必要である。
特に、新市場・新事業への展開については、新興国のエネルギー需要拡大等によ
り、世界の海洋開発市場が急成長中を遂げていることを踏まえ、海洋資源開発、海
洋再生可能エネルギー、海洋環境技術分野への展開に向けた取組みを推進する必要
がある。
海洋資源開発については、中国や韓国は政府を挙げた支援により海洋開発に用い
る船舶・構造物のシェアを拡大しているが、わが国のシェアは1％にとどまってい
る。このままでは、海洋開発市場の成長を取り込む機会を逃してしまうばかりか、
将来わが国の EEZ内における海洋資源開発を自国の技術で行うことが困難になる
ことも懸念される。その一方で、日本と海事分野において緊密な関係を構築してい
るブラジルでは、沖合大水深下での石油・天然ガスの開発プロジェクトが現在数多
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第2節 わが国の水産業の活性化

く進行しており、わが国造船技術に期待が寄せられている。そのため、国土交通省
では、ブラジルへの参入を足がかりとして、シェアを拡大していくべく海洋産業の
育成を実施していくこととしている。具体的には、洋上で液化天然ガスの生産が可
能である浮体式洋上天然ガス液化貯蔵積出設備（FLNG）に係る技術開発の支援や、
沖合の生産設備への人や物資を効率的に輸送する拠点となる洋上ロジスティックハ
ブの実現に向けた技術的課題を解決するための調査等により、国際競争力強化およ
び海洋構造物建造のシェア拡大を目指すこととしている。
海洋再生可能エネルギーについては、造船分野の技術・知見が浮体式洋上風力発
電施設の浮体部分に活用されるため、その安全性に関する研究を引き続き行い、安
全基準の要件を満たす設計方法等を具体化し事業者が活用できる安全ガイドライン
を２０１３年度までに策定することとしている。
海洋環境技術分野については、CO２排出削減および大気汚染防止の有効な対策と
して、革新的省エネ技術の普及および天然ガスを燃料とする船舶の実用化・普及へ
の期待が世界的に高まっており、わが国としても、海事産業の競争力強化のために
行ってきた国際的枠組みづくりと省エネ技術開発の一体推進に加え、天然ガス燃料
船の早期実用化に向けた環境整備のための事業を２０１２年度より開始したところであ
る。今後も、官民連携の下で、わが国にとって望ましい国際的枠組みの実現と、船
舶の革新的省エネ技術や天然ガス燃料船などの研究開発・普及促進を進めていくこ
ととしている。

（加藤 光一）

1 世界と日本の水産業
日本の EEZを含む北西太平洋海域は古くから世界三大漁場として知られている。

他の2漁場である北東大西洋、北西大西洋の生産量がすでに大きく落ち込んでいる
なかで、なお、世界の漁海区として最も高い生産量を上げ続けていることは特記に
値するだろう。その生産量は世界の海面漁業・養殖業生産量1億１，５５０万トン（２０１０
年）の４１％に相当する（注１）。
日本周辺海域での漁業生産力がこ
れほど高くあり続けられたのは日本
列島を挟み込むように寒流と暖流が
走り、それに乗って多様な魚が日本
周辺を回遊すること、東シナ海に広
大な大陸棚が広がっていることなど
恵まれた自然環境に負うところが大
きい。その結果、日本の海面漁業生
産量は４１０万トン（２０１０年）と世界

注1 FAO Fishstat Plus
による。

表６―２―１ 世界と日本の漁業生産量
（単位：万トン、２０１０年）

世界計 日 本 日本のシェア

海面漁業 ７，８７９．２ ４１０．１ ５．２％

海面養殖業 ３，６７０．５ １１１．１ ３．０％

内水面漁業 １，１２１．１ ４．０ ０．４％

内水面養殖業 ４，２２３．８ ４．０ ０．１％

総 計 １６，８９４．７ ５２９．２ ３．１％

（出典：FAO Fishstat Plusより作成）
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5位の５．２％を占めている（表６―２―１）。これに比べて日本の海面養殖生産量３．０トン
（２０１０年）が世界に占める比率はやや低い。その理由は養殖業が盛んでないのでは
なく、むしろ沿岸・沖合での海面漁業の生産力が高いためとみるべきである。ちな
みに、日本の内水面漁業・養殖業の生産量は世界シェアにおいても、また海面漁業
・養殖業との比較においても小さい。
海面漁業生産量の推移を経年的にみると、そのピークは１９８８年で、世界生産９，０８９
トンに対して日本は１３．９％のシェアを有していた。その後の世界の漁業生産の拡大
と日本の絶対的および相対的な縮小は、紛れもない事実である（注２）。

2 縮小する水産業と水産物消費
日本の水産諸指標はいずれも低下の一途を辿っている。生産要素である漁業労働
力と漁船についてみると、顕著なのが漁業就業者数の減少で１９８０年（４６万人）の４３％
となっている（図６―２―１）。しかもその内部では高齢化が進行しており、漁業就業者
に占める６０歳未満の人数は３１％に減少した。漁船の高齢化も進行している。１９８９年
前後のバブルの時代に大量の新船が建造されたこともあり、その後２０年を経ても更
新ができていない。後継者が育っていないことに加え、新船への投資を回収する見
込みが立たないためである。
漁業生産量はすでに２０１１年で４７７万トンと、ピーク時（１９８８年）の３７％に減少し
ている。その要因としては、２００カイリ時代を迎えて遠洋漁業から撤退したことと、
当時生産量の約半分を占めていたマイワシの資源変動が大きい。これら特殊要因を
除いた沿岸・沖合漁業・養殖業の生産量は漸減傾向にある。
自給率はその他の指標に比べると落ち込みが小さい。それどころか、２００２年の５３％
を底に、近年はむしろ６０％へと上昇さえしている。しかしその要因は後ろ向きであ
る。というのは、自給率とは国内消費に占める国内生産の割合であるから、分子に
置く国内生産量の減少分より分母である国内供給量の減少幅のほうが大きければ自

注2 世界の漁業生産量
に占める日本のシェアの
ピークは１９５２年で２１％。

図６―２―１ 水産指標３０年の推移（１９８０（S５５）年＝１００）
（出典：生産は農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」、供給・自給率は農林水産省「食料需給
表」で実数、就業者数、年齢構成は「漁業センサス」「漁業動態統計年報」。国内生産量は3年間
の移動平均値。）
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給率は上昇するからである。
漁業者の所得は収入と支出の差額である。市場の特性として、需要の減退期には
価格が低下する。漁獲量も魚価も下落しているため、漁業収入が減少する。一方、
支出は人件費、原価償却費、燃油費等のコストの和であるが、原油価格は２００８年に
１３０ドル／バーレルを超えたあと、９０ドル／バーレル前後で高止まりしている。沿
岸漁船漁家の漁業支出に占める燃油費の割合は１９．３％、会社経営では２４．０％にもの
ぼり、漁業支出を押し上げる要因となっている。
結果的に差額である漁業者の所得も経年的に低下しており、沿岸漁家の漁業収入
は２３４．６万円（２０１１年）と、勤労者所得の平均値である５５４．７万円（同前）のわずか
４２％しか稼げていない（注３）。漁業は、魚が獲れない→獲っても売れない→魚価が低
い→所得が低い→後継者が育たない→魚が獲れない、という負のスパイラルに陥っ
ている。

3 東日本大震災とその後
２０１１年3月の東日本大震災は漁業の困難にさらに追い討ちをかけている。被災地
では津波による住居と生産インフラの喪失に加え、海底へのがれきの堆積、放射性
物質による海洋生物の汚染、陸揚げされた魚介類の冷蔵・加工をする工場群の流出
など、その影響は重層的である。岩手、宮城、福島の3県における漁業生産活動が
日本の漁業に占める割合は、金額で９．８％、生産量で１２．２％と約1割を占めていた。
特に被災地で漁業生産シェアの大きい漁獲物はアワビ、サンマ、スルメイカ、サケ、
マグロで、養殖生産物ではホヤ、ワカメ、コンブ、カキ、ホタテがあげられる。
鮮魚の流通量は２０１２年末時点で６５％にまで回復しているものの（注４）、加工場の再
建はこれからである。生産の1サイクルが半年程度で終結するワカメは２０１２年3月
から水揚することができたが、生産サイクルの長い貝類はもとの出荷水準に戻すま
でに3年以上を要する。
また三陸の魚介類は中国料理の高級食材として輸出されてもいた。吉浜のアワビ、
気仙沼のフカヒレは有名である。中国での景気停滞、日中関係の緊張、そして放射
能の風評被害が重なって輸出向け需要は減退し、輸出量・輸出価格ともに著しく低

注3 漁業収入は漁業経
営調査、勤労者所得は家
計調査による。

注4 水産庁ウェブペー
ジでの発表による。

宮城県南三陸町藤浜漁港岸壁でのワカメ種付け作業（２０１２年１２月）

岩手県宮古市田老漁港岸壁でのワカメ収獲作業（２０１２年4月）

図６―２―２ ワカメの種付けと収獲
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小売経費等32円
（35.2％）

産地卸売・出荷経費23円
（25.3％）

生産経費26円
（28.6％）

91円／100g
消費地卸売経費11円

下している。

4 政府の施策
このような状況に対処するため、数々の施策が用意されてきた。震災対応につい
ては２０１１年と２０１２年を合わせて８，０００億円の予算が組まれた。これは通常の水産庁
予算の4年分に相当する。漁港の仮復旧、漁船の建造などは進んでいるが、後背地
のかさ上げ、製氷、冷凍冷蔵、水産加工施設などの漁業インフラの復旧が先進国に
しては鈍い。
震災対応の漁業者向け補助施策が「がんばる漁業」と呼ばれるのに対して、通常
の水産振興施策は「もうかる漁業」「もうかる養殖業」と呼ばれる。規模拡大を目
指す漁業者グループへの支援のほか、省エネ、省力化に対応した新船の建造が進め
られている。漁業団体は若者の新規着業を促す「漁業就業フェア」を全国で開催し
ている。また、消費者対応策としても２０１２年8月から簡単に食べられる魚料理「フ
ァストフィッシュ」を募集している。２０１２年末時点ですでに７８社から６００種類もの
シーフードが選定されている。
生産面と消費面の両面からアプローチするこのような施策が奏功すれば、負のス
パイラルから脱却できるだろうか。２０１２年3月閣議決定された水産基本計画では、
１０年後の２０２２年の生産量目標を５１５万トンと、２００５年水準に置き、1人あたり供給
（消費量）目標は２０１０年水準と同一値に置いている。これはつまり、今以上の落ち
込みは食い止めるが、中期的には現状維持することが政府として精一杯の努力目標
ということを物語っている。

5 水産業の活性化に向けて
水産業は国民生活や海洋に対して重要な役割を担ってきた。良質なタンパク源と
しての魚介類の供給という本来機能のみならず、良好な漁場の確保に不可欠な海洋
環境の維持、沿岸域や離島・半島周辺を漁場として利用することを通じた国境監視
などの公益的機能も担ってきたのである。また日本の漁業技術や制度は諸外国に移
転され、途上国での生産力の向上や資源管理、漁業秩序の維持にも貢献してきた。

それが海外漁場確保にもつながっている。
縮小しつつある日本の漁業が、なおこれら
の機能を発揮し続けるためには何が必要だろ
うか。政府の支援を上手に利用することは重
要だが、支援をテコにいつか再び産業として
自立することを目標に置くべきであろう。水
産資源がもはや無尽蔵ではない今日、限りあ
る資源を持続的に利用し続けながら、そこか
ら利益を生み出していく工夫が必要である。
そのためには漁業を起点として垂直的・水平
的な拡大を図ることが課題である。
垂直的拡大のひとつの方向が「六次産業化」
である。漁業という一次産業に特化するので

図６―２―３ 水産物の価格構造
注：生鮮魚介類主要１０品目の２００９年の小売価格

等から算出。
出所：農林水産省「平成２２年食品流通段階別価

格形成調査」から作成。
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第3節 新たな海洋産業の創出

はなく、加工（二次産業）、流通（三次産業）という川下へ自ら進出したり、すで
にある川下産業と有機的連携を図ることである。これが有効だと思われる理由は漁
業者の販売価格が小売価格に占める割合がわずか２９％に過ぎないことにある（表６―
２―３）。加工・流通部門が生み出している付加価値を漁業セクターが取り込むことや、
消費者ニーズを直接把握することによって効率的・効果的な漁業・養殖業へと還元
を図ることができれば、漁業が直面している負のスパイラルを断ち切る契機となる
だろう。
いまひとつの方向は水平的拡大である。水産基本計画には、初めて漁村が「風力
発電、太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用」するという方針が組み込まれ
た。今後は海洋、とりわけ沿岸域を多面的に利用すべきだという社会的圧力が高ま
ってくる。水産業が自らイニシアチブをとって、漁業以外の海洋利用を取捨選択し
つつ自らを総合的な海洋利用産業に転換していくこともまた、水産業自身の生き残
りと地域の活性化につながっていくと思われる。

（山下 東子）

1 「新たな海洋産業の創出」に関する取組みと産業の現状

（1）２００８基本計画での記載内容
「新たな海洋産業の創出」というフレーズは、２００８年3月策定の海洋基本計画（以
下、２００８基本計画という。）ではどのような位置づけになっているかを見てみる。
同基本計画でこのフレーズは、１２の基本的施策の「8．海洋産業の振興及び国際
競争力の強化」のなかの目次の（2）で表現されている。
（1）経営基盤の強化

ア．競争力の強化／イ．新技術の導入／ウ．人材の育成・確保
（2）新たな海洋産業の創出
（3）海洋産業の動向の把握

この、（2）新たな海洋産業の創出、の全文は次のとおりである。

新たな海洋産業の創出に資するため、海洋関連分野における産学官連携を促
進する。海運業、造船業、港湾関連産業等は、大学、行政機関等とともに地域
に根ざした集積を形成し、活発な情報交換、資源の共有等による産学官連携に
取り組みやすい環境にある場合も多いことから、新たな海洋産業の創出を促す
ため、こうした集積の有効な活用を推進する。また、豊富な魚介類の提供、優
れた海岸景観の保護・開発、漁業活動の体験、海洋レジャーの推進等沿岸地域
における海洋資源をいかした地域活性化の取組を推進する。
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○２１年度報告
（1）（2）（3）区分なし。１３（海運4、水産7、産業規模1）羅列
○２２年度報告
（1）経営基盤の強化：１１（海運5、水産6）
（2）新たな海洋産業の創出：3（水産2、外洋上プラットフォーム1）
（3）海洋産業の動向の把握：（動向報告をするという計画内容なので、以下、

略す。）
○２３年度報告
（1）経営基盤の強化：１２（海運6、水産6）
（2）新たな海洋産業の創出：3（水産1、外洋上プラットフォーム1、海

の駅1）
○２４年度報告
（1）経営基盤の強化：１４（海運6、水産8）
（2）新たな海洋産業の創出：4（マリンレジャー、深海底バイオ、東北マ

リンサイエンス、深海底微生物・CCS・海洋深層水の調査実施）

さらに、様々な海洋調査で得られた諸情報の活用を促進するための管理体制
の整備、安全性や経済性に優れた外洋上プラットフォームの技術の確立等様々
な産業分野における海洋空間利用に向けた取組を推進する。加えて、深海底微
生物の遺伝子資源については、今後、医薬品、新素材開発等様々な関連産業発
展の可能性があることから、深海底微生物資源の取扱いを巡る国際的な動向を
把握しつつ、我が国としての対応方針及び対応体制を早急に整備する。

上掲のように、第1パラグラフで、新たな海洋産業の創出に“資する”ための方
策として、産学官連携の促進、その集積の有効活用、地域活性化の推進が謳われ、
第2パラグラフで、海洋情報の活用促進管理体制の整備、外洋上プラットフォーム
などによる海洋空間利用の推進、深海底遺伝子資源の動向把握と対応方針整備が、
掲げられている。
このような計画内容が、新たな海洋産業の創出のための計画として充分であった
かどうか議論の余地があると思われるが、この点は指摘するのにとどめ、新たな海
洋基本計画が発表された段階で、新旧対比とその内容の意義について各方面で多角
的に論じられることを期待したい。

（2）年次報告における「新たな海洋産業の創出」
さて、２００８基本計画が策定された翌年度から、政府は、基本計画の実施状況につ
いて、いわゆる「年次報告」を、平成２１、２２、２３、２４年版を発表しているが、そこ
ではどのように報告されているのかを見てみる。
各年次報告での「8．海洋産業の振興及び国際競争力の強化」に関する記載内容
の要点を記すと次のようになる。

年次報告は、基本計画に記載されている内容についてどのように取り組んでいる
かを報告するものであるから、記載内容にない事項については触れられていないの
は当然であるが、それにしても、海洋産業の振興および国際競争力の強化について
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図６―３―１ 海洋産業の活動状況に関する調査
（出典：内閣官房総合海洋政策本部事務局）

は、海運と水産という海洋産業のなかでも在来型産業についての記述が２１－２３年版
では主であり、それ以外は外洋上プラットフォームと海の駅しか取り上げられてお
らず、２４年版に至って初めてレジャーやバイオ、深層水等に関する調査を実施した
との報告が記載されたにとどまっている。

（3）海洋産業の現状
ところで、新たな海洋産業の創出について論を進めるまえに、現状はどうである
かについてみておくこととしたい。これについては、２００８基本計画で海洋産業の動
向把握をすることになっているので、２００８年度そして２００９年度に内閣官房総合海洋
政策本部事務局が「海洋産業の活動状況に関する調査」を実施して発表している。
この調査の前提として、海洋基本法第5条による海洋産業の定義、すなわち「海
洋の開発、利用、保全を担う産業」を対象範囲にしたものであることに留意する必
要がある。その範囲とは、①専ら海洋で仕事・活動をしている産業（海洋空間活用
型）、②専ら海洋で使うモノやサービスを供給している産業（素材・サービス等供
給型）、③専ら海洋から採取・生産された海洋資源を使って仕事・活動をしている
産業（海洋資源活用型）、の3つにカテゴリー分けをしている。②には造船業など
いわゆる海洋産業に該当するものが含まれるが、電子工業などそれ以外の製造業等
も含まれるほか、③には水産加工・流通業等、一般に新しい意味での海洋産業には
含めない産業・業種も入っている。

そうした定義による海洋産業の現状と規模について、政府は定量的な調査を実施
したわけであるが、これは、産業連関表に基づいての机上の試算である。最新の２１
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年度版報告によれば、２００５年時点で国内生産額は約２０兆円、従業者数約９８．１万人、
粗付加価値額約７．９兆円というものであった。
しかしながら、前述のように、広義の海洋産業を含むものであることや、ここ数
年打ち続く景気動向などを考慮すると、毎年成長していて２０兆円という規模感は、
必ずしも実態にそぐわないと感じる向きもあろう。
その意味で、実情をより近く反映していると考えられるものとして、（一社）海洋
産業研究会が毎年実施している売上高アンケート調査のデータがある。これによれ
ば、わが国の海洋産業と呼べる約１００社程度の規模としての集計であるが、平成の
一桁年代では約1兆円産業と呼べるものであったものの、現状はその半分の約５，０００
億円規模となっている。ここ数年の経済全体のデフレ・不景気傾向のなかで、この
調査でも２００７～２００９年度は上昇傾向にあったものが２０１０年度実績では減少傾向に転
じている。この後、震災特需とも言われるものが海洋産業の売り上げに反映してい
くかどうか、そうしたなかで「新たな海洋産業の創出」はどうなっていくのかが、
注目されるところである。

2 新たな海洋産業の創出に向けて

（1）新たな海洋基本計画の柱となる産業振興
２０１３年度からの新たな海洋基本計画の策定に向けて、２００８基本計画の見直しが進
められてきたが、参与会議を中心に新たな海洋産業の創出に関する議論が精力的に
行われている（図６―３―３参照）。

図６―３―２ わが国の主要企業による海洋関連の総売上高の推移
（出典：海洋開発の市場動向に関する調査、海洋産業研究会会報：RIOE News and Report、通巻第３５８号、Vol．４３、No．４、
２０１２．１１．３０）
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図６―３―３ 5つの重点課題についての具体的施策例
（出典：総合海洋政策本部参与会議意見書の手交について、２０１２年１１月２７日、同本部ホームページ）

（2）海洋再生可能エネルギーと海底鉱物資源
その新たな海洋基本計画の柱の内容としては、海洋再生可能エネルギーと海底鉱
物資源が特に重点として掲げられている。
海洋再生可能エネルギーについては、まず洋上風力発電がファーストランナーと
して大きな期待がかけられており、着床（底）式および浮体式の風力発電システム
の実証に向けた動きが急ピッチで進められている。その分野での新たな海洋産業の
創出に向けて、初期段階の実証実験フィールドを国の支援で設置する動きが伝えら
れていることも手伝って、近い将来の商業化が強く期待されている。風車構造物の
設計、建設、立地海域の環境調査、曳航、据付、運転・稼働、日常的保守点検・補
修、大型定期点検、漁業協調型システムの導入、環境アセスメントなど、関連産業
の裾野が広く、新たな海洋産業の創出に近づく。
さらに、一部民間産業界では、政府による実証フィールドの整備の動きを飛び越
えて、東北日本海側や西瀬戸海域などで民間事業としての大規模ファームを直接実
現させるような動きさえ出現してきた。加えて、波力発電や潮流発電等にも注目が
集まっている。
これらが日本周辺海域で実際のプロジェクトとして展開されていけば、関連産業
の急速な成長が期待できるほか、地域の活性化も波及効果として想定できるであろ
う。
ただ、２０１２年7月から施行された買取価格（FIT）制度で、海洋エネルギー関係
はまだ商業化段階に至っていないという理由で価格設定が見送られている。たとえ
ば、陸上風力は２３円/Kwhであるが、洋上ではこの１．５倍以上に設定されなければ
経済的に成り立たないとする声もある。換言すれば、１．５倍以上の買取価格設定が
なされれば、それが大きなインセンティブとして作用し、文字どおり新たな海洋産
業の創出につながっていく可能性がある。
海底鉱物資源も同様で、中長期的な取組みが必要であろうが、２００８基本計画に基
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づいて２００９年に策定された１０年計画としての「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」
が功を奏して活発な関連産業が生まれていくことが期待されている。まず、メタン
ハイドレートであるが、いよいよ海洋産出試験が（独）海洋研究開発機構（JAMSTEC）
の地球深部探査船「ちきゅう」を用いて着手された。続いて、海底熱水鉱床の探査
も伊豆・小笠原ならびに沖縄の海域で有望な鉱床が発見されつつある。含有金属鉱
物は鉛、亜鉛などが主体である。さらに、コバルトリッチクラストも、市場価格の
高いコバルト含有率が高く、非常に有望である。加えて、レアアース泥も表舞台に
登場しつつあるが、これはさらなる資源量の把握がまず必要であろう。
ただし、いずれも、過酷な深海底での採鉱システムの開発や海洋環境対策という
課題が伴っていることは言うまでもない。なお、海洋資源開発は、探査から始まっ
て開発・生産、輸送、製錬といった一連の流れがあり、それぞれに関連産業がつな
がっている。以上のように、従来型の海運関係に海底鉱物資源開発、そして洋上風
力発電など急成長が見込まれる分野を重点的に育成するための総合対策を政府が打
ち出しており、あわせて約２６兆円規模へと押し上げるビジョンが示されている（図
６―３―４）。

（3）「新たな海洋産業の創出」のための方策
さて、そもそも「新たな海洋産業の創出」とは一体どういうことか、結びにあた
って、原点に立ち返ってみよう。そもそも新たな海洋産業の創出とは、既存産業（業
種）と対置される新産業（業種）がいきなり出現することでは、もちろんない。そ
れは、換言すれば、既存産業による新たな海洋産業の創出であり、もう少し書き加
えるならば、既存産業による新たな海洋産業“活動”の創出にほかならないであろ
う。
では、その新たな産業活動はどのようにして創出されていくか。海洋分野におけ

図６―３―４ 海洋産業の戦略的育成のための総合対策
（出典：総合海洋政策本部事務局）
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る“新たな市場の形成”が、それを生み出す原動力である。その市場形成のために、
海洋エネルギー利用の促進や深海底鉱物資源の探査・開発の推進という政策が求め
られることは言うまでもない。しかしながら、商業化の主体は政府ではなく、あく
まで民間産業界であるから、新たな市場の形成は、既存産業界における自助努力と
しての“市場開拓の努力”が前提にある。その開拓努力が実を結ぶようにするため
に、“市場形成のための環境整備”をするのが行政の役割である。
そこで、市場形成のための環境整備として求められるのは、第1に、規制強化（例：

CO２排出基準等）、あるいは規制緩和（海域利用手続きの簡素化等）、目標設定（再
生可能エネルギー達成目標や事業化時期等）などの手法による“需要の喚起”であ
る。第2には、それと並行しての、技術開発や R&D活動への補助・助成あるいは
税制優遇措置などの手法による“供給能力の向上支援”であろう。そして第3に、
モデル事業の実施や公共事業予算の拡充等による発注具体化、漁業協調の励行、特
区制度の適用などの手法による、文字どおりの“市場形成のための環境整備“であ
る。単に政府にサプライサイドの支援やテコ入れを求めるだけでは新たな海洋産業
の創出にはなかなかつながらず、これらの複合的な取組みが相乗効果を発揮してい
くことによって実現に向かうものと言えよう。そしてさらに国際市場を対象とした、
競争力の強化が重要である。

（中原 裕幸）
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第1節 学校教育における海洋教育の現状と課題

1 海洋教育をとりまく環境
２０１１年3月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震と大津波は、特に東北から関東
までの太平洋沿岸に甚大な被害をもたらした。学校関係も大きな被害を受け文部科
学省のまとめ（注１）によれば、死者６５９人、行方不明者７４人、負傷者２６２人と報告され
ている。死者の内訳は園児８４人、児童２０８人、生徒２７１人、学生５８人、教職員３８人で
あり、都道府県別では岩手県１１０人、宮城県４６０人、福島県８７人、東京都2人となっ
ている。また建物の被害については、幼稚園から大学までの７，９８８校が倒壊、半焼、
流出、水没、浸水、地盤沈下、校庭の段差や亀裂、外壁・天井の落下、外壁亀裂、
ガラス破損などの被害を受けた。
将来を担う若い世代に多くの犠牲者を出したことは痛ましい限りだが、一方で震
災による死者・行方不明者全体に対する子どもたちの占める割合は他の年代層に比
べて低く、また大川小学校の例を除けば、死者・行方不明の児童・生徒・学生の大
半が学校外にいたか、保護者への引き渡し後であったことを考慮すると、学校教育
がある意味で防波堤としての役割を果たしたと捉えることができる。その背景には
教育関係者の安全や防災に対する意識の高さがあると考えられ、津波対策のひとつ
として教育が有効な手段であることを示した。
四方を海に囲まれたわが国においては、津波に限らず海洋災害から生命と財産を
守るには海に対する無知と無関心をいかになくすかが重要であり、今回の教訓を踏
まえれば海洋教育は学校教育だけでなく社会教育や生涯教育などにおいても十分に
取り上げるべき領域である。
他方、津波とは別に、わが国の海洋をとりまく状況は近年大きく変化している。
まず、国連海洋法条約がほぼ半世紀にわたる長い議論を経て１９９４年に発効し、わが
国は１９９６年に批准した。ここでは沿岸国に排他的経済水域（EEZ）における主権的
権利・管轄権を認める一方、海洋環境の保全や保護を義務づけるなど海洋に関わる
ほぼすべての分野をカバーする法的な枠組みとルールを定めた。また１９９２年のリオ
地球サミットでは行動計画「アジェンダ２１」が採択され、その第１７章に海洋と沿岸
域の環境保護と持続可能な開発・利用についての政策的枠組が詳細に定められた。
このように１７世紀以来続いてきた「海洋の自由」の原則は「海洋の総合管理」とい
う新たなパラダイムへと移行した。世界の人口増加は人類の海洋とその資源への依
存度を以前にも増して高め、持続可能な海洋利用のための総合的海洋管理は国際社
会の喫緊の課題となっている。
このようななか、資源減少が著しい大西洋のクロマグロをめぐる持続可能な漁獲
量の取り決めに関する議論の行方、またニホンウナギが絶滅危惧種に指定されたこ
となど、国民の食生活にも影響を与えるニュースとしてメディアでも大きく取り上

注1 「東日本大震災に
よる被害情報について
（第２０８報）」文部科学省
報道発表（２０１２年9月１４
日）
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げられ話題を呼んだ。また近年では海洋再生可能エネルギー開発の加速、大陸棚延
伸と広大な管轄海域での資源開発への期待、また島の領有権をめぐる周辺諸国との
対立など、海洋をめぐるさまざまなニュースが国民の関心を集め、いま国民の海洋
に対する注目は急速に高まりつつある。このように海洋をとりまく国内外の情勢が
大きく変化するなか、学校教育における海洋の取り扱いについては大きな変化はみ
られず、海洋基本法第２８条に「海洋に関する国民の理解の増進等」を取り上げて学
校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進をうたっているにもかかわら
ず、社会環境に十分に対応できているとは言い難い状況にある。
以上のような状況を総合的に考慮すれば、わが国の学校教育における海洋教育の
位置づけについては、あらためて見直すべき時期にきている。

2 海洋教育の実態
わが国の学校教育における海洋教育の実施状況については、これまで全国規模で
の調査が行われたことがなく、その実態は長らく明らかではなかったが、２０１２年3
月に日本財団と海洋政策研究財団および東京大学海洋教育促進研究センターの3機
関が共同で実施した義務教育における海洋教育の実態把握を目的とした全国調査で
初めて明らかとなった。全国の小中学校の約９９％に相当する３２，０１０校に対して FAX

でアンケートを実施したこの調査には、４７都道府県の沿岸・内陸・山間部及び離島
の６，７０６校から回答が寄せられ、回答率２０．９％は5校に1校を超える数字となっ
た（注２）。
アンケートでは、海洋基本法の認知度、海洋教育の認知度、海洋教育実施状況と
内容、学校外機関等との連携の実態、学校が望む支援内容、海について学ぶべきと
思う内容、海洋教育の重要度などについての質問がなされた。
その結果、海洋基本法に対する認知度については、「知っている」が２３．９％、「知
らない」が６９．２％、また同法第２８条について知っているのは４．３％であった。
海洋教育という言葉の認知度は、「知っている」が２９％、「知らない」が７０％だっ
た。
海洋教育の実施状況については教科書の範囲で実施している学校が６２．８％と過半
数を占め、未実施と合わせると約8割が教科書以外の海洋教育には取り組んでいな
いことがわかった。一方、総合的な学習の時間や課外活動等で積極的に海洋教育を
実施している学校は全体の２０％であった。臨海学校については、海辺の宿泊体験や
職業体験等も含め、約3％が実施しているとの結果であった。
学校外機関や個人からの協力支援については、海洋教育を総合学習等で実施して
いるうちの８３．１％がいずれかの学校外機関・個人と連携があると回答し、特に漁業
協同組合等の漁業関連団体と連携したと回答した学校は３４．９％と最も多く、水族館
等の博物館、公益機関に比べ2倍以上であった。その役割については、体験学習用
の施設の利用が５０．７％と最も多く、
教材や副読本の提供が１４．４％と最も
少なかった。
学校外機関に期待するサポート内
容については、外部講師と回答した
学校が４９．５％で最も多く、次いで教

注2 「小中学校の海洋
教育実施状況に関する全
国調査報告書」日本財団
／海洋政策研究財団（２０１２
年１２月）

表７―１―１ アンケート集計結果

学校種別 回答数（校） 学校数（校） 回答数（％）

小学校
中学校
小中学校

４，２０３
２，４９０
１３

２１，３７１
１０，６３９
―

１９．７
２３．４

計 ６，７０６ ３２，０１０ ２０．９
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材の提供が４９．１％であった。授業の共同開発が４．６％で最も低かった。
海に関して子どもたちが学ぶべきことの質問には、６０．９％が「海の環境に関する
内容」と回答し最も多く、次いで「海の災害や防災に関する内容」が５４．２％、「海
と私たちの生活の関連性に関する内容」が４２．９％であった。一方で現在の教科書の
内容で十分との回答は全体の５．５％にとどまり、海洋に関する学習内容が不十分と
考えている教員が多いことがわかった。
海洋教育の重要性については、全体の８３．２％が東日本大震災によって海の学習が
大切だと考えるようになったと回答した。
アンケートに設けられた自由記述欄には大半の学校が、海の脅威だけでなく海の
恩恵にも目を向け、海との共生について学ぶべきである、と回答している。

3 指導要領改訂に向けての動き
全国調査の結果、教員が海洋教育の重要性を認識しつつもその実践が依然として
進んでいない実態が明らかとなったが、その背景には、①海洋教育の教育内容が明
確でないこと、②教育環境の整備が遅れていること、③外部支援体制が有効に活用
されていないこと、④教員等の人材育成が不十分なこと、⑤教育学的研究が十分で
ないことが指摘されており（注３）、ここ数年これらの課題に対応するための動きが始
まっている。
教育内容については、海洋政策研究財団が設置した教育と海洋の双方の有識者で
構成された「我が国の海洋教育体系に関する研究委員会（委員長：佐藤学東京大学
教授（当時））」が「２１世紀の海洋教育に関するグランドデザイン」をとりまとめ、
海洋教育の定義とコンセプト、また小・中および高等学校における教育内容を具体
的に示した。現在これに基づいて海洋教育の内容面についての議論が各方面で始ま
っている。また日本財団の支援によって東京大学海洋アライアンスに海洋教育促進
研究センターが２０１１年に創設され、ここをハブとして全国5つの大学（琉球大学、
お茶の水女子大学、岡山大学、東北大学、横浜国立大学）に設置された海洋教育研

注3 「小学校における
海洋教育の普及推進に関
する提言」海洋政策研究
財団（２００７年）

図７―１―１ 「海に関して小中学校で子どもたちが学ぶべきこと」アンケート結果
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究拠点において、カリキュラム開発、教材開発、授業実践、教員養成などさまざま
な角度からの教育研究が進めてられている。このほかにも全国のさまざまな団体や
NPOなどが海洋教育支援の活動を展開しており、セミナーやシンポジウムなどの
情報交換の場も多く開催されている。
このように海洋基本法の制定以後、海洋教育の普及に向けた取組みはようやく具
体的に動き出してきた。しかし、学校教育において海洋教育が進まないもうひとつ
の重要な要因として、学習指導要領における海洋教育の位置づけの不十分さが指摘
されている。学習指導要領は通常１０年に1度のペースで改訂が行われ、現行の学習
指導要領は２００８年3月に告示された。なおこれは海洋基本法制定からわずか1年後
のことであり、学習指導要領の検討はすでに最終段階を迎えていたため海洋に関す
る記述の大幅な拡充には至らず、中学校の社会の地理的分野と理科第2分野の気象
の変化において記述の拡充がみられたに過ぎない。したがって次の学習指導要領に
おける海洋教育の位置づけの強化に向けては、次期改訂が予想される２０１８年前後を
見据えて働きかけを進める必要がある。そしてこれに向けた具体的な動きとして、
まず２０１３年3月の海洋基本計画見直しに合わせ、新しい海洋基本計画における学校
教育での海洋教育の位置づけ強化を図ることを求める提言が複数の機関から行われ
た。
日本財団と海洋政策研究財団は２０１２年7月に「海洋基本計画改定に向けた海洋教
育に関する提言」を海洋基本法戦略研究会（注４）の場で発表し、9月２５日に総合海洋
政策本部事務局長を通じて海洋政策担当大臣に提出した。ここで小・中学校ならび
に高等学校において教科横断的に海洋に関する学習を行えるよう、学習指導要領の
総則および総合的な学習の時間の「指導計画の作成と内容の取扱い」等に海洋の重
要性を明確に位置づけることを提言したほか、文部科学省および国立教育政策研究
所に海洋教育に関する指導資料作成や教員研修の充実など、海洋教育の総合的な支
援体制の整備を求めた。
海洋基本法戦略研究会は、「次期海洋基本計画に盛り込むべき施策の重要事項に
関する提言」をとりまとめ、8月３１日に野田佳彦内閣総理大臣・総合海洋政策本部
長に要請したが、そのなかで、海洋立国の基礎づくりとして「海洋に関する施策の
総合的推進体制・法制度等の整備」を掲げ、海洋教育の推進の具体的内容として次
の4つを提言した。
① 小学中学校並びに高等学校において教科横断的に海洋に関する学習を行える
よう、学習指導要領の総則等において海洋の重要性を明確に位置づける。
② 海洋教育に関する事例集や手引きなど指導資料の作成、教員研修の充実等を
通じ、教育現場が主体的かつ継続的に取り組めるような条件整備を行う。
③ 教科書における海洋関連の記述の充実を図るとともに、それを補完する副教
材の作成、水族館や博物館等の社会教育施設や水産業や海事産業等の産業施設
との有機的な連携を推進し、海洋教育の総合的な支援体制を整備する。
④ 子どもが実際に海と触れ合う臨海学校や乗船体験その他の海に関する学習の
場を充実させる。
また東京大学海洋アライアンスと東京大学政策ビジョン研究センターは、２０１２年
9月に「海洋基本計画の見直しに向けた提言」を発表し、このなかの第5章で日本
の海洋を支える総合力を有する人材の育成（海洋教育）として、学習指導要領への
海洋教育の位置づけ、沿岸域の管理を担える人材の育成、海洋に関する幅広い知識

注4 海洋基本法の制定
に尽力した超党派の国会
議員や海洋関係各分野の
有識者らで構成する海洋
基本法戦略研究会
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第2節 大学等における海洋教育の現状と課題

と深い専門知識を有し国際ルールづくりにも対応できる人材の育成と、そうした人
材が活躍できる環境の整備を掲げた。
これらの動きを受け、内閣官房総合海洋政策本部に置かれた有識者で構成される
参与会議は、２０１２年１１月２７日に「新たな海洋基本計画の策定に向けての意見」をと
りまとめ、小宮山宏座長から野田総理・総合海洋政策本部長に提出した。国の新た
な横断的な施策のひとつとして「学習指導要領における海洋教育の位置づけの強化」
を掲げ、実行のための法的措置と予算計画とを海洋基本計画に盛り込むことを提言
した人材育成 PT（浦環主査）の報告に基づき、海洋に関わる人材の育成を重要な
政策課題と位置づけた。
ここで注目されるのは、これらの提言のいずれもが学習指導要領に海洋の重要性
を位置づけるべきであると言及した点であり、特に海洋教育が有する分野横断的な
特性を踏まえ、特定の教科ではなく総則に位置づけるべきと踏み込んだ内容となっ
ていることである。
以上のように、学校教育における海洋教育普及推進を求める動きはここ数年で活
発化しており、その流れはますます加速するものと思われる。しかし学習指導要領
の総則への働きかけには多くの条件が揃うことが不可欠であり、その実現に向けて
は単に海洋政策の視点だけにとどまらず教育政策の視点からも必要性が検討される
べきである。あわせて、今後は海洋関係機関だけでなく広く国民全体の合意をいか
に得ることができるか、学校教育における海洋教育普及推進の大きな鍵となるであ
ろう。

（酒井 英次）

1 学際的な海洋教育と人材育成

（1）学際的な海洋教育とはなにか
海洋教育という言葉は、明治時代には海軍の軍事教育と海に関わる職業教育の意
味で使われていた。海軍、商船、水産のそれぞれの分野において、教育内容を充実
させる努力がなされ、練習船や実習船を有する高等専門学校や大学では、職業に直
結する技術教育として発展してきた。現在は、職業教育だけでなく、初等中等教育
および高等教育で海を総合的に学ぶことを海洋教育と呼んでいるが、まだ食育や防
災教育のようななじみ深い言葉にはなっていない。
四方を海に囲まれた日本では、海のない県であっても、ほとんどの人が旅行や臨
海学校などで海へ行く機会を一度はもつ。臨海学校は体験型海洋教育のひとつであ
るが、海洋教育はより学際的・総合的な内容を指す。海を知り、海を学び、海を利
用し、海を守ることをコンセプトとする教育が海洋教育なので、学校教育と高等教
育における教科すべてを含まざるを得ない。多くの学問領域を包含した理系と文系
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の隔てのない総合学習なのである。総合的な学習で実践された例として、潮干狩り
で採ったアサリから、生息する場所の底質や環境、漁業、売買、流通、輸出入、保
存・調理方法、薬効、アサリを食する日本の文化と歴史、世界のアサリの分布と移
入などに考えが及び、総合的に海を学ぶことができる。たとえ分野や教科を隔てる
縦割の壁があったとしても、簡単に飛び越えることができるのが海洋教育であり、
知識を伸ばすだけでなく、柔軟で自由でグローバルな思考につながる。現代社会を
支える人材育成に大いに貢献することが期待できるのである。
現在の日本には、津波、領土、海賊、海洋自然保護区、水産資源など、海をめぐ
る多くの取り組むべき課題が急増している。課題解決の方策が急がれるなかで、次
世代の人材育成を担う教育の充実は何よりも重要である。海を学び、海を知る青少
年の育成は、海洋立国日本を支える特色ある教育として考えるべき時期にきている。

（2）学際的な海洋教育の必要性の周知
海洋教育による人材育成の必要性は『海洋白書 ２０１２』にも取り上げられたが、
海洋教育の実施に向けた活動は、まだまだ始まったばかりの段階と言わざるをえな
い。海洋基本法に基づき２００７年に施行された海洋基本計画が２０１３年に次期海洋基本
計画に変わることを受け、２０１２年には「海洋に関する国民の理解の増進等」に関わ
る計画として、省庁・団体から種々の人材育成と海洋教育に関する提言・要望が出
されている。それらの共通項は、初等中等教育での海洋教育の重要性、実践の必要
性、海洋教育を担う人材の育成、海洋関連の専門家や技術者の育成であり、さらに
海洋関連で国際的に活躍できる人材の育成である。このように政財界と教育界の次
期海洋基本計画における海洋教育への期待は大変大きく、海洋基本計画への記載が
待たれる。

（3）海洋の総合的・学際的視点から求められる人材の育成
２０１２年の海洋に関わる社会的な事業は、２０１１年に引き続き津波防災・減災のため
の海岸整備や漁港復興と福島原子力発電所事故からの放射能除染が大きかった。そ
して、津波防災や放射能測定や除去に関わる研究は目覚ましく前進しつつある。２０１２
年には、さらに、東北地方以外での問題が、時間経過とともに徐々に明らかになっ
てきた。沿岸に建築されている原子力発電所の防波堤の再検討や活断層の調査、広
域にわたる海洋放射能汚染調査と魚介類の安全性確保、国内外のがれき等の漂着、
漂着による外来生物移入などの問題である。これらの問題は、今後、さらに増大す
る見通しで、広域かつ国際的な問題に対して、日本がリーダーシップを発揮して調

図７―２―１ 宮城県万石浦の干潟とアサリ。環境、生物、水産、流通、文化と海洋学は学際的海洋教育を展開できる。
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査研究、解決していかなければ
ならない場ははるかに多くな
る。これらの海に関わる問題を
扱える専門の研究者と技術者の
ニーズは切迫している。
初等中等教育における海洋教
育については本節（4）で記さ
れているので、本項では大学や
社会教育施設での海洋教育につ
いて紹介する。まず大学である
が、『海洋白書 ２０１２』では大学
および大学院において、総合的

・学際的な海洋教育内容をもつプログラムの開講、学科の新設、センター設置など
がなされている、と書いた。２０１２年に新たに学際的海洋教育を開始した大学はない
が、広義の学際的海洋教育を含めて、学部学生向けおよび大学院生向けの授業を引
き続き実施しているところとして、東京大学の「海洋アライアンス海洋学際教育プ
ログラム」、横浜国立大学の「総合的海洋教育・研究センター」、京都大学の「海域
陸域統合管理学研究部門」、東京海洋大学の「海洋管理政策学専攻」、東海大学の「海
洋学部海洋文明学科、環境社会学科」および「海洋フロンティア教育センター」、
佐賀大学の「低平地沿岸海域研究センター」、大阪大学、大阪府立大学および神戸
大学の「関西海事教育アライアンス」などがある。今後、学際的海洋教育に取り組
む大学が増える可能性はあるが、現在、特色を出して取り組んでいるいくつかの大
学での学際的海洋教育のカリキュラムを以下に簡単に紹介する。
① 東京大学海洋アライアンス
２００７年に開設された東京大学海洋アライアンスは、２００９年4月に海洋学際教育プ
ログラムを開始している。これは、東京大学の大学院生向けの部局横断型教育プロ
グラムで、２０１１年度は２２４名が参加した。おもに海洋に関わる社会科学、自然科学、
工学を、オムニバス講義で偏りなく構成したカリキュラムで、海洋学全般を学ぶ。
海洋問題演習や現場のインターンシップ実習により現実の海洋問題に関わる問題解
決型のスキルを習得できる。所定の単位取得者には修了証が授与される。
② 横浜国立大学統合的海洋教育・研究センター
海洋基本法の成立後、２００７年6月に開設され、大学院博士課程前期・修士課程と
後期・博士課程の学生を対象に、部局横断的な教育カリキュラム「統合的海洋管理
プログラム」を実施している。履修者はこのプログラムを副専攻として選択でき、
履修者には修了証が授与される。海洋科学、海洋工学、法律、政治の多様な科目が
用意され、統合的海洋管理学ⅠおよびⅡはオムニバス講義で海に関わる多様な知識
を効率的に得ることを目指す。
③ 京都大学学際融合教育研究推進センター・森里海連環学教育ユニット
２０１２年4月に、京都大学農学研究科、地球環境学舎、人間・環境学研究科、フィ
ールド科学教育研究センターが共同で森里海連環学教育ユニットを設立した。実際
の活動は２０１３年度からになるが紹介しておく。日本財団との共同事業で、すべての
大学院生を対象とした森里海連関教育プログラムを開講する。森・里・海の統合的
な環境管理と政策について学び、統合的沿岸域管理を担う人材を育成する。森、海、

図７―２―２ 海洋地質分野の臨海実習で褶曲と化石を調べる。
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図７―２―３ 学際的海洋教育を実践する大学のホームページからは次世代育成に向けた力が見えてくる。

里のそれぞれについて１０～１５講座、総合的観点で8講座が開講し、国内外の国際関
係機関などでのインターンシップも用意されている。原則として英語の講義である。
所定の単位取得者には修了証が授与される。
④ 東京海洋大学
大学院海洋科学技術研究科海洋管理政策学専攻は、海洋・沿岸域の資源・環境管
理の学際的教育を実施している。練習船による実習、社会の現場実習、参加型学習
で生きた知識と行動力の習得が特色のひとつである。社会人特別選抜もあり、実務
者教育も行っている。２０１２年１０月から２０１３年1月まで、海洋政策研究財団支援東京
海洋大学大学院合同セミナー「沿岸域総合管理のモデル教育カリキュラム」連続特
別講座を１２回開催し、多様な分野の第一線の研究者たちの講座を学生・大学院生が
受講した。
⑤ 東海大学
海洋学部海洋フロンティア教育センターでは、全学生を対象に「海事ビジネス経
営」「海洋スポーツ総合」の2コースを開講し、それらをサブメジャーあるいはダ
ブルメジャーとして認定している。コースの内容は専門であるが、主専攻の専門に
加えることにより、学際的・総合的な海を学ぶことができる。また、海洋学部海洋
文明学科は、海洋を中心に発展してきた文明の歴史を学び、その結果である現代の
世界のあり方を、海洋政策と法律および経済で学ぶ内容である。学際的海洋教育を
文明という柱を据えて学ぶことができる。
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以上に紹介したように、海洋基本法制定を受けて大学・大学院における学際的海
洋教育が実施されている。それぞれの大学では、特色ある重点領域、政策、水産、
海洋科学などの領域を中心に、そこから関連領域を俯瞰し、総合的に海洋を理解す
るカリキュラムを作成している。一方、学際的海洋教育の場の有望な取組みとして、
文理融合で公共政策に関わる課題解決型の専門家を育成する公共政策大学院があげ
られる。公共政策大学院のなかで海洋に関わる講義や演習が実施されているもので、
たとえば東京大学大学院公共政策学連携研究部・教育部の海洋政策教育・研究ユニ
ットでは、法律・政策・経済および科学技術を融合した海洋教育を、前述の東京大
学海洋アライアンスの教育科目のなかで実施している。増えつつある学際的海洋教
育の取組みに共通する点は、多様なバックグランドをもつ大学生・大学院生が、専
門外の知識と経験を習得して、海洋を広く深く総合的に理解していく力を備えるこ
とである。海洋に関わる人材育成の大変重要なところである。今後の海洋に関わる
諸問題の解決に、学際的海洋教育によって育てられた若者が活躍することを大いに
期待したい。

（4）初等中等教育での総合的海洋教育の必要性
限られているはいるが、海洋に関わる学問領域の専任教員を擁している大学がな
いわけではない。しかし、それらの大学でも多様な教員をそろえることは簡単では
ない。また、学際的海洋教育の実施が始まったばかりであり、大学生・大学院生が
学際性の意義を体系的に理解し、体得するための効率的で魅力的なカリキュラム作
成を今後も進めていかなければならない。そのためにも専門家の育成と大学・大学
院生の教育の充実を急ぐ必要がある。しかしここで問題にしたいのは、若者が、大
学や大学院で、初めて総合的に海を学ぶ面白さと重要性に気づくことである。大学
生・大学院生の子ども時代には、海へ行って、ただ眺めたり、海水浴やマリンスポ
ーツや砂浜歩きをしたり、あるいは臨海学校へ行ったりした経験はあるが、海その
ものを学ぶ機会は乏しい。海に近い小中学校では、総合的な学習の時間に、海苔づ
くりや仔稚魚の放流などの体験型海洋教育を実施している場合もあるが、このよう
な学校でさえ、体系的に海洋教育を行っているのは少数である。
学習指導要領の各教科では海に関わる個別の内容が盛り込まれているが、総則に
は海がなく、総合的な海洋教育の実施は現段階では難しいといわざるを得ない。大
学・大学院における学際的海洋教育の推進は、初等中等教育における総合的海洋教
育の取組みも同時に推進する必要性があることを強調したい。
海のある地域はもちろんのこと、海の無い地域でも、海を学べる学校教育の実現
を目指し、学習指導要領の総則に海に関する記述を入れるための活動が、２０１０年に
発足した東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター（RCME）で開始さ
れている。このセンターでは、東京大学教育学研究科と理学系研究科が協力し、全
国の初等中等教育において実施されている海洋教育についての情報を収集・整理し
ている。さらに、整理された情報を発信するハブの役割を果たすことを目指してい
る。一方で、RCMEは、小・中・高等学校の生徒および教員あるいは教員志望の
大学生を対象に海洋教育を実践している5大学と連携し、学習指導要領改訂時に海
を入れるための方策を進めている。今後は、総合的な海洋教育を構成することが可
能な教育系、社会科学系、工学系の学部を有する大学との連携を進め、地域バラン
スも取り入れつつ連携大学を大幅に増やしているが、ここでは、現在総合的海洋教
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育を展開中の琉球大学と横浜国立大学を例に実践例を紹介する。
① 琉球大学
「海を活かした教育に関する実践研究」では、日本財団の助成を受け、沖縄の特
色と総合的海洋教育への理解をもって、教育学部教員約２０名からなる体制で、各教
科の授業、教材開発、そして教員養成が行われている。初等中等教育における海洋
教育のモデル開発の目的もあり、障害を持つ児童への実践、海洋エネルギーと環境
教育、シュノーケリングやビーチサッカー、家庭科、図工・美術など実験的な海洋
教育も進められ、また海外での実践調査もなされ、盛りだくさんの展開が進められ
ている。
② 横浜国立大学
教育人間科学部附属鎌倉小学校の生徒を対象に総合的海洋教育を実践している。
さまざまなマリンスポーツと防災・安全教育、海洋生物の観察や漁業体験、海の文
化学習、船舶体験、さらには英語や音楽を含むすべての教科での海洋教育を目指し
て「うみ＋子どもプロジェクト」を展開している。活動ごとに用意された冊子は学
習素材として利用でき、教員養成学部としての効果も大きい。今後は海洋教育プロ
ジェクトのさらなる発展を期している。
大学における海洋教育は、２０１２年に大きな動きはなかったものの、着々と進みつ
つあり、海洋教育という言葉も定着しつつある。今後は大学における学際的海洋教
育のカリキュラムの充実が課題であり、そのためにも海洋教育を実践する大学の連
携を強め、協力していく必要がある。

（窪川かおる）

2 大学等における沿岸域の総合的管理に関する教育の推進
本項では、海洋教育のなかでも特に「沿岸域の総合的管理に関する教育」を取り
上げ、その必要性と推進の背景、同教育の推進に向けた動きを紹介したうえで、今
後の課題・展望に関する私見を示す。

（1）沿岸域の総合的管理に関する教育の必要性と推進の背景
海岸線を挟む陸域および海域の総体である沿岸域は、人々の生活、産業、交通、
文化等の多様な利用が輻輳する空間である。また、陸と海との接点である沿岸域は、
自然の微妙なバランスに基づく空間であり、人々に豊かな自然環境や生物多様性、
美しい景観を提供する一方、津波や高潮などの災害や海岸侵食などに対する脆弱性
をあわせ持っている。このような沿岸域空間を持続的に開発、利用、保全していく
ためには、沿岸域問題に関する特定分野の専門的知識だけでなく分野横断的知識を
有し、俯瞰的視野に基づき、多様な分野にわたる利害関係者間の調整・協力を促進
する能力を有する人材が必要である。
沿岸域の総合的管理とその実現に必要な人材育成の推進は、海洋基本法第２５条、
同第２８条第2項に位置づけられており、２００８年に策定された海洋基本計画第2部１２
（３）には、新たな海洋立国を支える人材の育成として、総合的な視点を有して事象
を捉えることのできる幅広い知識や能力を有する者の育成と、大学等において学際
的な教育が推進されるようカリキュラムの充実を図ることが明記されている。
一方、実際に沿岸域の総合的管理を行う主体である地方公共団体と、その実現を
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担う人材を育成すべき大学では、どのような課題やニーズを抱えているのだろうか。
この問いに答えるデータが、２００９年度に海洋政策研究財団が実施した調査研究結
果（注５）より読み取れる。まず、相互に密接な関係を有する沿岸域の問題に対応する
ためには、総合的な連携協力体制が必要だとする地方公共団体のうち約7割が、「専
門的知識のある人材の不足」を沿岸域の総合的管理に必要な連携協力の障害として
挙げている。また、水産や海洋に関する教育を行う全国の主要大学のうち、沿岸域
の総合的管理に関する学際的な教育課程を取り入れたいと考えている大学は6割以
上にのぼったが、その実現に向けては、学科間・学部間などの調整の困難さや専門
的知識を有する教員の不足、また予算上の制約などが障害となっているという結果
であった。

（2）大学等における沿岸域の総合的管理に関する教育推進に向けた動き
前述した全国の主要大学のうち、沿岸域の総合的管理に役立つ学科や専攻を有す
る大学は複数あり、何らかの形で学際的な取組みを行っている大学も約4割存在し
ていた（２００９年時点）（注６）。各大学の取組みは上述の調査研究結果（注７）で紹介されてい
るので、本項では近時の動きとして、筆者が研究メンバーの一員として参加した海
洋政策研究財団による沿岸域の総合的管理に関する教育カリキュラム開発の取組み
について紹介する。あわせて、開発されたカリキュラムの一部試行として、東京海
洋大学大学院で実施された「沿岸域総合管理のモデル教育カリキュラム連続特別講
座」についても概要を紹介する。
① 海洋政策研究財団による沿岸域の総合的管理に関する教育カリキュラムの開
発
海洋政策研究財団は２０１０年度から3ケ年にわたり「総合的沿岸域管理の教育カリ
キュラム等に関する調査研究」を進めてきた。同調査研究は上述の背景を踏まえ、
先導的な役割を担う人材の育成を通じてわが国における沿岸域の総合的管理を普及
・促進するため、大学における沿岸域の総合的管理に関する学際的教育・研究シス
テムの構築を図る目的で実施された。同調査研究では、２００９年度の調査研究結果（注８）

を踏まえ、沿岸域の総合的管理教育に取り組む意欲を示した複数の大学に参加を求
め、それらの大学と連携しながら学際的専門家による委員会を組織し、沿岸域の総
合的管理に関するモデル教育カリキュラムを開発した。
大学の学部または大学院において、沿岸域の総合的管理教育をひとつの独立した
学部・研究科等で行うことを想定し、学部、大学院それぞれにおける沿岸域の総合
的管理に関するモデル教育カリキュラムを作成した。学部、大学院ともに、以下の
4項目を教育目標とした。
① 地域が主体となった沿岸域総合管理に関する枠組みのなかで、沿岸域管理を
総合的に推進するための分野横断的知識、俯瞰的視野の習得
② 沿岸域問題に関する自身の関心分野での専門的知識の習得
③ 関係者間の合意形成、コンフリクトの調整等ができるためのコミュニケーシ
ョン能力の習得
④ 計画の立案、実施、モニタリング、評価等の現場（プロジェクト）運営能力
の習得
ここでは紙幅の制約から、学部のモデル教育カリキュラムの概要（表７―２―１参照）
を紹介する。沿岸域総合管理学部は1学科（沿岸域総合管理学科）構成で、自然科

注5 「平成２１年度 沿
岸域の総合的管理に関す
る関係者の認識等の調査
研究報告書」海洋政策研
究財団（平成２２年3月）

注6 注5に同じ。
注7 注5に同じ。

注8 注5に同じ。
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学・工学系コースと社会科学・管理系コースの2コースから構成されるイメージと
した。専門科目群（選択必修科目）を自然科学系、工学系、社会科学系の3科目群
に分け、卒業用件としてコースごとに特定分野の科目群から最低限取得すべき単位
数を変えることによって、両コースの差異をつけるものとした。開発した教育カリ
キュラムはあくまでもモデルであり、現実には同モデルを参考に、各大学の特色・
強みを生かした独自カリキュラムの開発が望まれる。
さらに同調査研究では、委員会委員および専門家の協力を得て学部、大学院とも
に各科目シラバスも作成した。モデル教育カリキュラムの詳細とシラバスは、海洋
政策研究財団「平成２４年度 総合的沿岸域管理の教育カリキュラム等に関する調査
研究報告書」に掲載予定である（平成２５年3月発行予定）。大学等で沿岸域の総合
的管理に関する教育を推進する方々をはじめ、ご興味のある方はそちらを参照され
たい。
② 沿岸域の総合的管理教育に関する大学の新たな動き
東京海洋大学大学院では海洋政策研究財団の支援を受け、２０１２年１０月から２０１３年
1月、合同セミナーとして「沿岸域総合管理のモデル教育カリキュラム連続特別講
座」（全１５回）を実施した。これは、上述したモデル教育カリキュラムのなかから
主要科目を抜粋し、各科目のエッセンスを1回９０分の講義に凝縮してオムニバス形
式で実施したプログラムである。受講対象者は東京海洋大学大学院博士後期課程の
学生であったが、沿岸域の総合的管理に関する系統立った連続講義として貴重な機
会であることから、広く一般社会人にも聴講を呼びかけて実施された。講義は各回
とも２０名前後の受講者を得て行われ、講師と受講者との間では熱心な質疑応答が展
開された。同講座を受講した東京海洋大学大学院博士後期課程の学生に対して所定
の単位数が与えられただけでなく、社会人受講者も含め、全体の3分の2以上の講
義に出席した受講者には東京海洋大学大学院から認定証が発行され、最終回には学
長による認定証の授与が行われた。

（3）沿岸域の総合的管理教育の推進に向けた今後の課題・展望
以上のように、沿岸域の総合的管理教育に対する現場側（おもな実施主体である
地方公共団体）のニーズは存在し、人材の供給側である大学においても、学際的な
同教育への取組み意欲は低くない。何らかの契機があれば、特別講義や期限つきプ
ログラムとして同教育が実施されることもある。しかし大学等において、表７―２―１
に示したモデル教育カリキュラムのように、独立した学部・研究科の教育課程とし
て沿岸域の総合的管理に関する教育カリキュラムが構築され、単位および学位の授
与が行われることを実現するのは容易ではない。その理由としては、大学内部の新
規学部・学科創設に関する諸手続の煩雑さ、文部科学省等との調整にかかる時間や
労力の大きさ、学際的な講義を行うための講師陣をそろえることの難しさ、などが
あげられる。そのため、短期間での同教育の実現は困難を伴うが、大学自らの機構
改革やカリキュラムの改組など、時宜を得た沿岸域の総合的管理教育の組み込みを
行うことで、長期的に同教育を推進することは可能であろう。また、沿岸域の総合
的管理に関する幅広い分野の講師陣を単独の大学でそろえることが難しい場合、複
数大学間連携により共同で講義を行うことや、複数大学間での科目履修単位の互換
といった仕組みを整えることも、同教育の推進に有効だと考えられる。
学際的な沿岸域の総合的管理に関する教育の推進は東アジア各国でも進んできて
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表７―２―１ 沿岸域の総合的管理に関するモデル教育カリキュラム（学部）

履修科目等
分類 科目名 単位数

専門基礎科目
（必修科目）
２０単位

基礎実習はコース
に応じて3つのう
ち2つを必修

基礎沿岸域科学概論 ２
海洋環境保全論 ２
沿岸域防災概論 ２
沿岸域産業概論 ２
海洋の総合的管理政策概論 ２
世界と日本の海洋史概論 ４
合意形成概論 ２
パートナーシップ概論 ２
基礎実習（自然科学系） １
基礎実習（工学系） １
基礎実習（社会科学系） １

専門科目
（選択必修科目）

A

２６/５２
単位

①自然科学系の
科目群

（海洋・沿岸域科
学及び環境保全
分野）

２０単位

海洋基礎生態学 ２
海洋物理学 ２
沿岸海洋化学 ２
海洋気象学 ２
沿岸域動物学 ２
沿岸域植物学 ２
生態系機能学 ２
水産学概論（自然科学系） ２
陸域海域相互作用論 ２
水質汚染対策論 ２

②工学系の科目
群（沿岸域防
災分野）
8単位

環境影響評価論 ２
沿岸域防災論 ２
沿岸域工学 ２
沿岸域計画論 ２

③社会科学系の
科目群（経済
学・経 営 学・
社会学・法学
分野）
２４単位

沿岸域水産資源管理論 ２
海上輸送概論 ２
海洋・エネルギー鉱物資源管理 ２
水産学概論（社会科学系） ２
沿岸域社会学 ２
沿岸域観光学 ２
海洋の総合的管理政策論Ⅰ ２
海洋の総合的管理政策論Ⅱ
―排他的経済水域・大陸棚の総合的管理政策 ２

海洋の総合的管理と計画 ２
国内海洋管理関連法Ⅰ ２
国際海洋管理法制論 ２
国内海洋管理関連法Ⅱ ２

専門科目
（選択必修科目）

B
4/8単位

合意形成・パー
トナーシップの
科目群

8単位

合意形成論 ２
パートナーシップ論 ２
海洋と沿岸域に関するリテラシー論 ２
NPO論 ２

専門科目
（選択必修科目）

C
6/１３
単位

沿岸域
管理技
術・実
習

①自然科学系

海洋環境学実験 １
海洋観測実習 １
分析化学実験 １
生物統計学 ２

②工学系 GIS・リモートセンシング Ⅰ、Ⅱ ４（各２）

③社会科学系

プロジェクトデザイン・評価 １
フィールド調査手法 １
ゼミナール（政策立案または問題解決型提案書
作成指導） ２

実践科目
（必修）
１２単位

インターンシップ ４

卒業論文（政策立案書または問題解決型提案書） ８
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おり、PEMSEAでは、大学院レベルでの同教育の推進に向け、各国で沿岸域の総
合的管理に取り組む主要大学を軸とした連携大学院構想を検討している。今後は、
わが国の大学等における沿岸域の総合的管理教育を推進する一方、東アジアの同教
育推進の動きも注視し、わが国と東アジアの主要大学との協力可能性を模索してい
くことも、沿岸域の総合的管理教育に関するわが国の国際競争力を高める一方策と
なるのではないか。わが国で先駆的に同教育に取り組み、国際的な人材育成の展開
を目指す意欲的な大学等の出現を期待するとともに、わが国の大学等が、沿岸域の
総合的管理に関する国際的な人材育成の枠組みのなかで適切な役割を果たしていけ
るよう、日本の大学等の国際的な位置づけを戦略的に行う国の政策の発展にも期待
して、筆を置きたい。

（脇田 和美）
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第2部
日本の動き、世界の動き

（２０１１年7月～２０１２年6月）



日本の動き 

２０１１年下半期、東日本大震災の復旧が徐々に進むなか、各地での地震・津波に対する防災の見
直しが進められた。また、福島第一原子力発電所の事故を受け、エネルギー政策の見直しが求め
られるなか、「鉱業法の一部を改正する等の法律」が公布され、排他的経済水域（EEZ）内の資
源の産業化に向けた歩みが一歩前進した。
一方、中国の海洋調査船が日本の領海内を航行し、ガス田の共同開発に関する条約締結交渉も

進まず、中国との関係に進展がみられない。加えて、竹島に対する韓国側の動きが活発化してお
り、防波堤の建設計画が明らかになるなど、既成事実づくりが進められている。
２０１２年上半期においては、「海洋基本計画」の見直しに向けた検討が、さまざまな分野の機関
や団体で本格的に進められた。そのなかでは、東日本大震災で海域へ流出したがれきや放射性物
質への対応、防災や減災など地震や津波への備え、海洋再生可能エネルギーの利用促進、海洋エ
ネルギー・鉱物資源、海洋産業の振興と人材育成などが大きく扱われている。
また、国土交通省の海洋政策懇談会では「真の海洋国家を目指して」がテーマに挙げられたが、

根本的な問題ともいえる領海・領土問題が、竹島ならびに尖閣諸島問題、東シナ海ガス田問題で改
めて浮き彫りとなった。さらに、石原慎太郎東京都知事による尖閣諸島購入の動きが波紋を広げた。

1 海洋の総合管理

（1）海 洋 政 策

①海洋基本法関係

２０１１．７．１５ 第4回海洋立国推進功労者表彰の受賞者が決定した。普及啓発部門に海洋冒険家の堀江謙
一氏、科学技術部門に琉球大学監事の小池勲夫氏、地域振興部門には岩手県立宮古水産高
等学校と瀬戸内国際芸術祭実行委員会、科学技術振興部門には静岡大学教授の鈴木款氏、
海事部門には東京大学名誉教授の吉田宏一郎氏、自然環境保全部門には、元南三陸町自然
環境活用センター所長の横濱康繼氏の5名2団体が選ばれた。

２０１１．７．１５ 菅直人内閣総理大臣は、7月１８日の「海の日」を迎えるにあたってのメッセージを発表し
た。

２０１１．７．２２ 「鉱業法の一部を改正する等の法律（平成２３年法律第８４号）」が公布、同法の改正により、
①鉱業権の設定等による許可基準の追加、②新たな手続制度の創設（特定区域制度）、③
鉱物の探査に係る許可制度の創設など特定区域の設定や開発業者の選定要件等が明確にな
り、わが国が管轄する海域の国内資源の適切な維持・管理、適切な主体による合理的な資
源開発を行う制度体系の構築をする。

２０１１．８． 日本政府はEEZの外縁を根拠づける離島などのうち、所有権のない２３ケ所を国有財産と
して登録した。尖閣諸島周辺海域の4島は対象から外した。

２０１１．１０．１３ 第１３回海洋基本法フォローアップ研究会（代表世話人：高木義明衆議院議員）が開催され、
平成２４年度政府概算要求等における海洋関連事業予算、「新たな海洋立国の実現」に向け
た提言等でとりあげた海洋施策等の進捗状況および今後の海洋基本法の推進方策について
など議論した。

第第
22
部部

日日
本本
のの
動動
きき
、、
世世
界界
のの
動動
きき

148



２０１１．１１．１４ 総合海洋政策本部は、海洋基本計画に基づき、「平成２３年海洋の状況及び海洋に関して講
じた施策」を公表。第1部「海洋の状況」でトピックスとして、東日本大震災関係2項目
を含む１０項目について、第2部「海洋に関して講じた施策」で、基本法に定める１２項目の
基本的施策について平成２２年度以降に実施した施策を記述している。

２０１２．１．１３ 沖縄県石垣市が独自の海洋基本計画を策定するため、第1回石垣市海洋基本計画策定委員
会（委員長：山田吉彦東海大学教授）を開催。自治体による海洋基本計画の策定は竹富町
に続いて2番目となる。3月２６日には第2回委員会が、6月２５日には第3回委員会が開催
され、尖閣諸島の購入計画を進めている東京都の職員が傍聴した。

２０１２．１．１８ 総合海洋政策本部は「平成２４年度海洋関連予算（政府案）」を公表した。海洋関連予算の
合計額は1兆３，１９０億円となっている。

２０１２．１．２１ 「鉱業法の一部を改正する等の法律」が施行された。

２０１２．２．２１ 「海洋基本法フォローアップ研究会」が「海洋基本法戦略研究会」に発展的に改組。海洋
基本法戦略研究会の第1回会合が開催された。メンバーを増強し、海洋基本計画の見直し
や海洋基本法推進体制の整備について積極的に取り組む。

２０１２．２．２８ 「海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律」
が閣議決定された。わが国周辺海域における情勢の変化等に対応して、海上保安官等が一
定の離島における犯罪に対処できることとするとともに、領海等において停留等を伴う航
行を行うやむを得ない理由がないことが明らかであると認められる外国船舶に対し、立入
検査を行わずに勧告及び退去命令を行うことができることとする等の改正を行う。

２０１２．３．２ 総合海洋政策本部が「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」に
基づき、名称不明離島の地図・海図記載名称を決定したと発表した。わが国のEEZの外
縁を根拠づける離島のうち、地図、海図に名称が記載されていない島について名称決定に
取り組んだ。なお、２０１０年度に地元自治体等に調査を行い、２０１１年5月、呼称が判明した

平成２３年度中に地図・海図に記載する名称を決定した４９島
（出典：海上保安庁『海上保安レポート２０１２』）
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１０島について、今般３９島に続いて国土地理院と海上保安庁の協議を経て、地図・海図に記
載する名称を決定。

２０１２．３．１５ 平成２３年度海事海洋関連第3次補正予算及び第4次補正予算が公表された。

２０１２．３．２１ 第5回国土交通省海洋政策懇談会が開催された。本懇談会は、２０１２年度に見直され翌２０１３
年度から第2期計画となる現行海洋基本計画に関する懇談会として設置され、２０１１年１２月
１９日に第1回会合が開催された。以後、海洋に関して国土交通省が取り組むべき課題およ
び施策等に関して意見交換を行ってきた。第2回会合が２０１２年2月1日に、第3回が2月
8日に、第4回が3月5日に開催された。

２０１２．３．２３ 国土交通省が、海洋基本計画の見直しを視野に検討を進めてきた海洋政策懇談会の「真の
海洋国家を目指して」をテーマとした報告書を発表した。

２０１２．３．２９ 第2回海洋基本法戦略研究会が開催され、次期海洋基本計画への提言に向け、有識者から
意見発表が行われた。

２０１２．３．２９ 三重県志摩市が海洋基本計画に基づき沿岸域の総合管理に関する「志摩市里海創生基本計
画」を策定。この計画は、２０１２年度から4年間で、目標年度は２０１５年度。（本章（3）参照）

２０１２．４．２５ 第3回海洋基本法戦略研究会が開催された。

２０１２．５．１８ 海洋基本計画に基づき「海洋情
報の一元化」を進めている海上
保安庁が、「海洋政策支援情報
ツール（海洋台帳）」を公開。海底
地形、航路、海流等の海洋に関
するさまざまな情報を目的に応
じて取捨選択し、地図上に重ね
合わせ表示することができる。

２０１２．５．２４ 政府が海洋基本計画の見直しに
着手。第6回総合海洋政策本部
参与会議を開催し、２０１２年秋をめどに中間的な骨子をまとめる方針を確認。

２０１２．５．２５ 第9回総合海洋政策本部会合が開催された。海洋再生可能エネルギー利用促進に関する今
後の取組み方針について本部決定がなされた。また新たな海洋基本計画の策定、低潮線保
全基本計画の平成２３年度の進捗状況および平成２４年度の実施事項、わが国大陸棚延長に関
する大陸棚限界委員会（CLCS）の勧告について報告された。

２０１２．５．３１ 第4回海洋基本法戦略研究会が開催された。

２０１２．６．２０ 第7回総合海洋政策本部参与会議が開催された。海洋資源、国土交通省における海洋政策
の取組み、重点的に検討すべき政策課題について意見が交わされた。

２０１２．６．２７ 第5回海洋基本法戦略研究会を開き、海洋政策の集中的・総合的な推進に向けた総合海洋
政策本部のあり方について意見を交わした。

②各省・その他の動き

２０１１．７．２２ 日本海事新聞社と日本海洋政策学会が行った第3回（２０１１年）「海の日」懸賞論文の表彰
式が行われ、「災害時の支援船ネットワーク構築の提言」（森重萌木子・神戸大学大学院）、
「退職海上保安官・自衛官を活用した海洋安全キャパシティ・ビルディング支援に関する
提案」（齊藤純一・東京大学公共政策大学院）の最優秀賞2編が選ばれた。

「海洋政策支援情報ツール（海洋台帳）」の表示例
（出典：海上保安庁海洋台帳（海洋政策支援情報ツール）ウェブサイト）
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講演する関水氏

２０１１．８．２ 政府は閣議で２０１１年版「日本の
防衛」（防衛白書）を了承。わが
国近海などにおける最近の中国
の活動や東日本大震災における
活動、アメリカ軍の「トモダチ
作戦」などがポイントとして取
り上げられた。

２０１１．９．５ 海洋政策研究財団が、「島と海
に関する国際セミナー」を開催
し、その後、オーストラリア国
立海洋資源安全保障センターと
会見を行い政策提言「島と周辺
海域のよりよい保全管理に向け
て」を発表。太平洋島嶼国にお
いて島と周辺海域における実効性の高い管理・保全を促す内容。

２０１１．１０．７ 国土交通省で平成２３年度第1回海洋マネジメント検討委員会が開催され、風力発電に関す
る国土交通省港湾局の取組み、および海洋政策研究財団が発表した「排他的経済水域及び
大陸棚の総合的な管理に関する法制の整備についての提言」について説明され、議論が行
われた。

２０１１．１２．8 ユネスコ政府間海洋学委員会（UNESCO－IOC）が主導する国際海洋データ・情報交換
（IODE）プログラムの創設５０周年を記念して「海洋情報一元化に関する国際会議」が、海
上保安庁、海洋政策研究財団、日本水路協会の主催で開催された。

２０１１．１２．１７ 海洋技術フォーラムが、シンポジウム「海洋産業新成長戦略を問う」を東京大学にて開催。
①新成長戦略に沿った海洋産業立国ビジョンの策定、②海洋資源の開発及び実用化の加速、
③海洋国家基盤の強化がテーマ。

２０１２．１．４ 野田佳彦総理大臣が、第１８０回国会における施政方針演説において、『海洋国家たる我が国
の存立基盤であり、資源の宝庫である「海洋」や無限の可能性を持つ「宇宙」は、政府を
あげて取り組んでいく人類全体のフロンティアです』、また、『我が国は、幸いにして、「ア
ジア」にも、「太平洋」にも軸足を持っている海洋国家です』と、海洋の重要性について
触れた。

２０１２．２．６ （公財）日本海事センターが第１１
回海事立国フォーラム「発展す
るアジア市場と海事産業」を開
催。２０１２年から国際海事機関
（IMO）の事務局長に就任した
関水康司氏が国際海事機関
（IMO）の今後の方向性につい
て基調講演を行った。

２０１２．２．１０ 防衛省防衛研究所は、中国の軍
事や安全保障について中長期的
な観点から着目すべき事象を分
析した「中国安全保障レポート
２０１１」を公表した。海洋への関
心の高まりを背景とした中国の海洋戦略の方向性、南シナ海における中国の政策や活動な
ど中国をめぐる海洋問題に焦点をあてている。

トモダチ作戦Operation
Tomodachi
アメリカ軍が２０１１年3月
１１日に発生した東日本大
震災に対して行った災害
救助・救援および復興支
援を内容とする作戦活動
の名称。

「島と海に関する国際セミナー」参加メンバー
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２０１２．２．２７ 海洋技術フォーラムが、シンポジウム「海洋基本計画見直しに向けた提言」を開催。「海
底熱水鉱床開発計画：成果と展望」「海洋基本計画への提言」の2つのテーマで講演、パ
ネルディスカッションが行われた。

２０１２．３．１３ 平成２３年度 JAXA第1回「海洋・宇宙連携委員会」が開催された。本委員会は、２１世紀
のわが国が、海洋基本法・宇宙基本法のもとで、持続可能な発展を続けていくためには、
世界で6番目に広大なわが国の排他的経済水域（EEZ）の海洋資源や空間を有効に活用し、
海域の権益をいかに確保していくかが重要であることを踏まえ、海洋と宇宙の連携による
海洋ガバナンスの実現を目指すもの。5月２０日には、平成２４年度第1回委員会が開催され
た。

２０１２．３．２７ 環境省は同省告示４２号で、これまで７２，６６６ha だった西表石垣国立公園の海域の公園区域
を１７，６２１ha 拡張変更。海域公園地区が8ケ所から２０ケ所に増える。

２０１２．４．２５ 海洋政策研究財団の日本北極海会議が、日本の北極海政策を推進するための提言「北極海
の持続可能な利用に向け日本がただちに行うべき施策」を発表した。

２０１２．５．２０ 平成２４年度 JAXA第1回「海洋・宇宙連携委員会」（委員長：山形俊男海洋研究開発機構
アプリケーションラボ所長）が開催された。海洋・宇宙連携の１０年計画の目的、骨子、作
成スケジュールなどについて検討、取り扱うべき宇宙との連携が有効な海洋の政策課題に
ついて、などを議論した。

２０１２．５．２６ 第6回太平洋・島サミットが沖縄県名護市で開催され、海洋環境・安全保障・漁業等の分
野における協力の確認、海洋秩序に関する基本文書である国連海洋法条約の重要性の強調
などが盛り込まれた「沖縄キズナ宣言」が採択された。また、野田総理大臣は太平洋島嶼
国に対する今後3年間で約４００億円の支援を表明。

③文部科学省科学技術・学術審議会海洋開発分科会等

２０１１．９．１６ 第３０回海洋開発分科会が開催され、「海洋資源探査技術実証計画（案）」、「海洋生物資源に
関する研究の在り方について（案）」、第4期科学技術基本計画に基づく海洋科学技術に関
する施策の推進についてなどが議論されたほか、海洋鉱物委員会が、新成長戦略に掲げら
れた「海洋資源・海洋再生可能エネルギーの開発・普及の推進」に基づき、研究開発の具
体的内容やスケジュールを示した5か年程度の中長期的な技術実証計画を作成し公表し
た。

２０１２．３．１２ 第３１回海洋開発分科会が開催され、次期海洋基本計画の検討におけるおもな論点について
議論されるとともに、海洋と宇宙の連携に関するヒアリングが行われた。

２０１２．４．１６ 第３２回海洋開発分科会が開催され、次期海洋基本計画に向けた科学技術の重要事項ならび
に次期統合国際深海掘削計画（IODP）におけるわが国の深海掘削科学の推進についてヒ
アリングが行われた。

２０１２．５．９ 第３３回海洋開発分科会が開催され、次期海洋基本計画に向けた科学技術の重要事項につい
て、「海洋エネルギー利用推進の課題」「海洋基本計画の見直しについて～海洋産業の現状、
技術開発・R&Dと産業化の視点から」などのヒアリングが行われた。

２０１２．５．３０ 第３４回海洋開発分科会が開催され、前回に引き続き次期海洋基本計画に向けた科学技術の
重要事項について話し合われた。

２０１２．６．１８ 第３５回海洋開発分科会が開催され、前回に引き続き次期海洋基本計画に向けた科学技術の
重要事項について話し合われた。
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（2）領土・領海・排他的経済水域（EEZ）・大陸棚

①尖閣諸島

２０１１．７．３ 八重山漁協所属の漁船１０隻が、尖閣諸島周辺で操業するために石垣港を出港した。

２０１１．７．３ 中国漁業監視船「漁政２０１」が、魚釣島北西約３１キロの接続水域を航行しているのを、第
十一管区海上保安本部の航空機が発見、警告に対して同船は「魚釣島周辺海域は中国の管
轄海域であり、正当な業務を行っている」と回答、午前１０時ごろ、接続水域外に戻った。

２０１１．７．４ 尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件後初めて、松本剛明外務大臣が中国を訪問。中国の楊潔
�外相との会談では尖閣諸島周辺への「漁政」派遣などについて適切な対応を求めた。

２０１１．７．２１ 尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で不起訴となっている中国人船長について、沖縄検察審査
会が公務執行妨害などで起訴すべきとする2度目の起訴議決を行った。

２０１１．７．３０ 中国漁業監視船「漁政２０４」が、尖閣諸島魚釣島の北北西約２９キロ付近の接続水域を航行
しているのを、第十一管区海上保安本部が発見した。同保安本部は、巡視船や航空機から、
日本の領海内に侵入しないよう警告したが、監視船は「パトロールしている」と返答、午
前8時３５分ごろ接続水域を出た。

２０１１．８．１１ 海上保安庁が、尖閣諸島の中国漁船衝突事件に関し、新たに未公開映像を参議院予算委員
会に提出。衝突した漁船のほかに複数の中国船とみられる船が周辺で航行していた事実が
明らかになった。

２０１１．８．２４ 海上保安部の巡視船が、尖閣諸島の久場島沖北北東約３０kmの海域で中国の漁業監視船「漁
政２０１」と「漁政３１００１」の2隻を発見。2隻が一時日本の領海内に侵入したことから、日
本政府は中国の駐日大使を呼び、佐々江外務事務次官が強く抗議、また、丹波駐中国大使
も中国外務次官補に抗議した。翌２５日には、松本外務大臣が駐日中国大使に対して申入れ
を行った。

２０１１．９．９ 玄葉光一郎外務大臣は、中国の楊潔�外務大臣と電話で会談し、尖閣諸島沖での中国漁船
衝突事件後、中国側の延期通告で中断している東シナ海ガス田条約交渉の早期再開を要請
した。

２０１１．９．２６
～９．２７

中国の漁業監視船「漁政２０２」と「漁政３２５０１」が、尖閣諸島付近の日本領海外側の接続水
域を航行しているのを海上保安庁の巡視船が発見、日本の領海に入らないよう監視を続け
たところ、両船は接続水域を離れた。

２０１１．１０．８ 海上保安庁が尖閣諸島の海上警備強化のため、福岡海上保安部に所属する大型巡視船「は
かた」の船名を「いしがき」に変更し、石垣海上保安部に配置換えした。

２０１１．１０．２４ 中国漁業監視船「漁政２０１」と「漁政３５００１」が、尖閣諸島久場島北北東約３０キロ地点の日
本の接続水域内を航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認。警告したところ、約1時
間後に接続水域から離れた。

２０１２．１．３ 尖閣諸島魚釣島に石垣市議会議員ら4人が漁船を使って上陸したのを第十一管区海上保安
本部の巡視船が確認。4人は約1時間半滞在後島を出た。

２０１２．１．３ 中国外務省の洪磊副報道局長は石垣市会議員らが尖閣諸島魚釣島に上陸したことについて
「日本側に厳正なる申し入れと抗議をした」との談話を発表した。

２０１２．１．１３ 海上保安庁の巡視船が、尖閣諸島大正島の北東約７１㎞の海域（EEZ）を西に向けて航行中
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の中国の漁業監視船「漁政２０１」を確認、翌１４日には、尖閣諸島久場島の北北東約４４km
の接続水域において同船を確認した。

２０１２．１．１７ ２０１２年1月１６日に藤村修官房長官が尖閣諸島を含む離島に命名する方針を決めたことを明
らかにしたことに対して、中国の共産党機関紙『人民日報』が、「釣魚島に附属する島々
に命名しようとする企ては、中国の核心的利益を損なおうとする振る舞い」と主張した。

２０１２．１．２６ 東京都教育委員会が、２０１２年4月から全都立高校で必修化する日本史の教科書に、竹島と
尖閣諸島の記述を盛り込んだと発表。「竹島と尖閣諸島は日本固有の領土であるが、現在
竹島は韓国が不法占拠し、尖閣諸島は中国が国際法上有効な根拠無しに自国領土と主張し
ている」と明記した。

２０１２．２．１２ 中国漁業監視船「漁政２０２」と「漁政３５００１」が、尖閣諸島久場島から北北西約４０キロの日
本の接続水域内を航行しているのを、第十一管区海上保安本部の巡視船が確認した。2隻
は北東に向けて航行し約３０分後に接続水域を出た。

２０１２．３．２ 日本政府はEEZ外縁を根拠づける離島でありながらこれまで無名だった３９の島に名前を
付け公表した。尖閣諸島では久場島周辺の4島を「北西小島」「北小島」「北東小島」、大
正島付近の「北小島」とした。

２０１２．３．３ 日本政府が３９の島に名前を付け公表したことに対して、台湾の楊永明行政院新聞局長が日
本政府に厳重に抗議する声明を発表した。これに対して中国政府も中国名を付けて公表し
た。

２０１２．３．５ 山根外務副大臣は、記者会見で、中国が尖閣諸島に対し固有の領土としての名称をつけた
と発表したことに対し、「まったく受け入れられず、極めて遺憾であり、強く抗議する」
と発言、外交ルートを通じて申入れた。

２０１２．３．１５ ２０１０年9月に起きた尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件で、検察が2度不起訴にした中国人
船長を、那覇地方裁判所が指定する検察官役の指定弁護士が、海上保安庁の巡視船「みず
き」に衝突したとする公務執行妨害などの罪について、強制起訴した。那覇検察審査会が
起訴すべきと議決していた。

２０１２．３．２６ 藤村官房長官が、3月に命名した尖閣諸島周辺の離島4島のうち「北小島」を２３日、国有
財産台帳に登録したと発表した。

２０１２．４．５ 中国漁業監視船「漁政２０２」と「漁政３２５０１」が尖閣諸島付近の接続水域に侵入するのを海
上保安庁の巡視船が確認、領海内に入らないよう警告を続けた。午後1時までに接続水域
を出たことが確認された。

２０１２．４．１６ 石原慎太郎東京都知事が訪問先のアメリカ・ワシントンで講演中に、尖閣諸島を都の予算
で買取り活用するため地権者と交渉に入っていることを明らかにした。翌１７日、これを受
けて藤村官房長官は、必要があれば国が購入する可能性があると述べた。

２０１２．４．１７ 中国外務省の劉為民報道局参事官が「釣魚島は中国固有の領土であり、中国が争う余地の
ない主権を持っている。日本による一方的ないかなる措置も不法であり無効だ」と談話を
発表した。

２０１２．４．１８ 石原東京都知事は、尖閣諸島の島の利用方法について「魚礁を造り漁業資源の開発をやっ
たらいい」と述べた。

２０１２．４．２７ 石原東京都知事が定例記者会見で、尖閣諸島の購入資金に充てる募金活動の開始を発表。
東京都には４，０００件を超える購入を支持する意見が寄せられた。
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２０１２．５．２
～３

中国漁業監視船「漁政２０４」が尖閣諸島付近の日本領海外側の接続水域で、航行している
のを海上保安庁の巡視船が確認、領海内に入らないよう警告したところ、「我々は中国の
海域でパトロール中だ」との回答があった。午前１１時１８分ごろ、魚釣島の西約４４キロ付近
で接続水域を出た。

２０１２．５．９ 東京都の幹部職員が石垣市の中山義隆市長と会談。中山市長は東京都と石垣市での尖閣諸
島の共同購入を提案したが、１１日、石原東京都知事がこれを断る意向を示した。

２０１２．５．１３ 野田総理大臣が中国、北京の人民大会堂で温家宝首相と会談。尖閣諸島については互いに
領有権を主張。

２０１２．５．１７ ２０１０年に起きた中国漁船衝突事件で公務執行妨害等で強制起訴された中国人船長につい
て、那覇地方裁判所は起訴状を送達できなかったことから、公訴棄却を決定した。これを
踏まえ、現状では再起訴しても送達が見込めないとし、検察官役の指定弁護士2人の指定
の取消しを決定。これで同事件に関する刑事事件としての手続きが事実上終結した。

２０１２．５．１７ 那覇地裁は、中国漁船衝突事件における公務執行妨害などの罪で強制起訴された中国漁船
船長の公訴を棄却した。刑事訴訟法で2カ月以内と定められた起訴状送達期限内に、中国
にいる船長に起訴状を送達できなかったためとしている。那覇地裁は6月7日、検察官役
の指定弁護士である沖縄弁護士会の弁護士2人について、「現状では再起訴しても送達は
見込めない」として指定弁護士の指定取消しを決定した。

２０１２．６．６ 海上保安庁の巡視船が、尖閣諸島久場島北西約３７㎞の接続水域を中国の漁業監視船「漁政
３５００１」が航行しているのを確認した。領域に入らないよう警告、同船は1時間あまり接
続水域を航行して、出ていった。政府は外交ルートを通じて中国側に抗議した。

２０１２．６．１１ 衆議院決算行政監視委員会が石原東京都知事、中山石垣市長を招致し、尖閣諸島に関する
意見聴取と質疑を行った。

２０１２．６．１２ 石原東京都知事が、東京都議会第2回定例代表質問の場で、都の船を使って尖閣諸島の現
地調査を近く実施する方針を明らかにした。現地調査は9月2日に実施された。

２０１２．６．１８ 東京都は２０１３年度の施策や予算要求に、尖閣諸島など国境にある離島を戦略的に活用し
EEZの権利を確保することを盛り込んだ。

２０１２．６．２５
～６．２６

東京都の尖閣諸島購入計画に賛同する都議会議員有志8名が中山義隆石垣市長と会談、そ
のうちの7名が民間団体の漁業活動に参加するかたちで、漁船で出港、尖閣諸島4島（魚
釣島、北小島、南小島、久場島）周辺を海上から視察した。

②竹 島

２０１１．７．１１ 外務省は竹島の上空で大韓航空機がデモフライトを実施し領空を侵犯したことに抗議する
ため、外交ルートで申入れ、7月１８日から1ケ月間の公務のための大韓航空の利用自粛措
置を指示した。

２０１１．８．１ 自民党の新藤義孝議員ら3人は、鬱陵島を訪問しようとしてソウルの金浦空港に降り立っ
たが、韓国政府から入国を拒否されて帰国した。議員らは、韓国の入国管理事務所で入国
拒否の法的根拠などを示すように求めたが回答はなく、強制退去措置を行うため拘束する
部屋に移されそうになったと説明している。

２０１１．１１．２ 竹島に韓国・慶尚北道が管理事務所の建設を計画している問題が明らかになり、外務報道
官は在韓日本大使館を通じて韓国政府に計画の撤回を申入れたと発表した。

２０１１．１１．１１ 日本・韓国両国が領有権を主張する竹島で、韓国の管弦楽団によるコンサートが開催され、
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韓国の国会議員、自治体関係者、観光客などが鑑賞。日本政府はソウルの日本大使館を通
じて韓国政府に8日、9日に中止を申入れるとともに、抗議した。

２０１１．１１．２５ 日本・韓国両国が領有権を主張する竹島に韓国政府が防波堤や観光施設の建設を計画して
いることに対し、駐韓大使が抗議した。

２０１２．１．２６ 東京都教育委員会が、２０１２年4月から全都立高校で必修化する日本史の教科書に、竹島と
尖閣諸島の記述を盛り込んだと発表。「竹島と尖閣諸島は日本固有の領土であるが、現在
竹島は韓国が不法占拠し、尖閣諸島は中国が国際法上有効な根拠無しに自国領土と主張し
ている」と明記した。

２０１２．２．２１ 竹島領土権確立隠岐期成同盟会が、内閣官房長官をはじめ農林水産省、外務省、防衛省の
各大臣および島根県選出の国会議員を訪問し、「竹島領有権及び周辺海域における漁業秩
序の早期確立」を要望。

２０１２．６．２８ 韓国与党、セヌリ党の幹部7人が竹島を訪問、上陸した。玄葉外務大臣は「韓国与党議員
が竹島へ訪問する前に申入れを韓国政府に行ったが訪問してしまったので、抗議した」と
し「いうまでもなく、わが国の立場と相容れない」と竹島問題では日本の立場を強調。「こ
の問題にどう対応していくのか、腰を据えてしっかり考えていきたい」と述べた。

③北方領土

２０１１．８．２２ ロシアの国境警備隊が国後島沖でゴムボートに乗った日本人男性を拘束した問題で、枝野
官房長官は記者会見で、男性の安全確保と早期釈放をロシア側に要求したことを明らかに
した。男性は２５日に釈放された。

２０１１．９．８ ロシアのプーチン首相が、日本の北方領土に空港や港湾を整備するために約３１億円を拠出
する指令書に署名した。

２０１１．９．１１ ロシアのパトルシェフ安全保障会議書記は、国後島を訪問するとともに、歯舞群島の水晶
島を視察した。翌１２日、藤村官房長官は「残念で受け入れられない」と非難し、小寺欧州
局長が、ロシアのベールイ駐日大使に申入れを行った。

２０１１．１１．１２ 野田総理大臣はロシアのメドベージェフ大統領と会談し、北方領土問題について「解決に
向けた実質的な議論を行うこと」で一致した。

２０１２．１．１４ 玄葉外務大臣が根室市を訪問し、洋上などから北方領土を視察した。

２０１２．１．２８ 玄葉外務大臣が、来日したロシアのラブロフ外相と会談。「静かな環境での実質的な議論」
を働きかけたが、ラブロフ外相は「第二次大戦の結果、北方領土はロシア領となった」と
の従来からの主張を述べた。

２０１２．３．５ 野田総理大臣がロシアのプーチン首相と電話で協議し、北方領土問題について実務者によ
る協議を呼びかけた。プーチン首相は「両国が受け入れ可能な妥協を達成すべき」と会見
で明らかにした。

④領 海 等

２０１１．７．４ 海上保安庁は、小笠原諸島西方の日本のEEZ内で無許可操業を行っていた台湾漁船を発
見、7日に逮捕した。

２０１１．８．５ 石川県輪島市の猿山岬沖約３３０キロの日本のEEZ内で無許可操業したとして、第九管区海
上保安本部は、漁業主権法違反容疑で中国漁船2隻の船長を現行犯逮捕した。

２０１１．９．１３ 第八管区海上保安本部の巡視艇が、対馬西方海域の日本のEEZ内で違法操業中の韓国漁
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船を発見、接近し
たところ逃走を開
始したため追跡、
同漁船の船長を現
行犯逮捕した。

２０１１．９．２９ 海上保安庁は日本
のEEZ内でカン
ボジア船籍の漁船
を発見、同船のロ
シア人船長を逮捕
した。

２０１１．１０．１３ 第一管区海上保安
本部の航空機が、
紋別港の北東８０キ
ロ付近の日本の
EEZで、カ ニ を
密漁していたカン
ボジア船籍の漁船
のロシア人の船長が紋別海上保安部に逮捕された。

２０１１．１１．６ 長崎海上保安部は、中国漁船が長崎県五島列島南東沖の領海内で停船命令を無視して逃走
したとして、船長を漁業法違反（立ち入り検査忌避）の容疑で現行犯逮捕した。藤村修官
房長官は7日の会見で、「わが国の国内法に基づいて捜査当局が着実に適正に対処してい
る」と述べた。

２０１１．１２．１９ 海上保安庁の巡視船が、長崎県肥前鳥島の北北東約4キロの日本の領海内で違法操業中の
中国漁船を発見、接近したところ逃走した。海上保安官が同漁船に移乗し停船させた後、
同船船長を領海侵犯操業により逮捕した。

２０１１．１２．２１ 海上保安庁のヘリコプターが、小笠原諸島嫁島の南西１０キロの日本の領海内において中国
漁船を発見、漁業法に基づく立入検査を実施するため停船命令を発したが、同漁船は無視
して逃走したため、追跡。停船後、同漁船の船長を漁業法違反で逮捕した。

２０１１．８．４ 水産庁の漁業取締船が、石川県輪島市猿山岬の北西約３３０kmの日本のEEZ内で操業して
いる中国国旗を掲げた漁船2隻を発見。海上保安部の巡視艇が2隻を停船させ、それぞれ
の船長を漁業主権法違反（無許可操業）容疑で現行犯逮捕した。

２０１１．１１．６ 長崎海上保安部が、五島列島沖の領海内で停船命令に従わず逃走した中国漁船の船長を漁
業法違反の疑いで現行犯逮捕した。

２０１２．４．３０ 中国海軍の艦艇3隻が鹿児島県の佐多岬と種子島の間の大隅海峡を通過し太平洋に向かっ
たと防衛省が発表した。

２０１２．５．１４ 4月３０日に大隅海峡を通過し太平洋に向かった中国海軍の艦艇が、沖縄県、宮古島の北東
の海域を東シナ海に向かって通過した。

２０１２．６．１３ 内閣府沖縄総合事務局は水産庁の協力のもと、北大東島南南東約６１５㎞の日本のEEZ内で
操業中の台湾漁船を拿捕し、船長を漁業主権法違反（無許可操業）で現行犯逮捕した。

⑤中国海洋調査船・東シナ海問題

２０１１．７．４ 尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で不起訴となっている中国人船長について、沖縄検察審査

２０１１年の外国漁船による漁業関係法令違反位置
（出典：『海上保安レポート２０１２』）
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会が公務執行妨害などで起訴すべきとする2度目の起訴議決を行った。

２０１１．７．２６ 日本・中国の防衛次官級協議を防衛省で3年4ケ月ぶりに開催。東シナ海などでの偶発事
故を防ぐ日本・中国間の緊急連絡体制「海上連絡メカニズム」の構築に向けて、事務レベ
ル協議を再開することに合意。

２０１１．７．３１ 海上保安庁の航空機および巡視船が、尖閣諸島魚釣島の北北西約６１kmの日本のEEZ内
で船尾からワイヤー状のものを曳航する中国の海洋調査船「北斗」を発見。事前通報のな
い海域だったため海上保安庁が中止を要請、同船は約9時間後に同水域外に出た。

２０１１．９．２５ 海上保安庁の航空機や巡視船が、尖閣諸島の沖を中国の海洋調査船や漁業監視船が航行し
ていることを確認した。また、１０月7日には、尖閣諸島大正島の北約１５５キロ沖の日本の
EEZ内で、中国海洋調査船「北斗」がワイヤーらしきもの4本を引きながら航行してい
るのを、海上保安庁の航空機が確認した。事前に通報があった海域と異なっていたため、
海上保安庁が無線で警告したが応答はなく、約2時間半後に事前通報のあった海域に戻った。

２０１１．９．２６
９．２９

海上保安庁の航空機が、沖縄県久米島の北西約２４kmの日本のEEZ内で、中国の海洋調
査船「科学3号」が船尾からワイヤーらしきものを出した状態で航行しているのを発見。
事前に通報があった海域と異なっていたため、海上保安庁が無線で警告したところ、事前
通報のあった海域に戻った。

２０１１．１１．１２ 野田総理大臣が中国の胡錦濤主席と会談し、東シナ海ガス田共同開発に関して条約締結交
渉の早期再開を求めた。

２０１１．１１．１５ 海上保安庁の航空機が、尖閣諸島の大正島北北西約４８kmの EEZ内を中国の海洋調査船
「東方紅2号」が、事前通報のない海域で船尾からワイヤー状のものを曳航しながら航行
しているのを発見した。無線で警告したところ、調査船から「調査を中止する」と回答が
あり、約3時間後にワイヤーを撤収した。

２０１１．１１．２３ 北京で開催された日中外相会談で、「海上危機管理メカニズム」の構築合意確認、海洋関
係機関間の対話枠組立ち上げの調整SAR協定早期締結などで一致した。

２０１１．１２．６ 海上保安庁の航空機が、久米島の北北東約１０２kmの日本のEEZ内で中国の海洋調査船「科
学1号」が船尾からワイヤー状のものを出した状態で航行しているのを発見。

２０１１．１２．２５ 日中首脳会談が開催され、日中高級事務レベルでの海洋協議立ち上げに合意した。

２０１２．１．３１ 政府は東シナ海にあるガス田のひとつ「樫」の掘削施設から炎が出ていることを確認。「中
国による単独開発の疑いがある」として中国外務省に申入れを行った。

２０１２．２．１９ 海上保安庁の測量船「昭洋」に対し、１９日から２０日にかけて中国の「海監６６」が接近、調
査の中止を要求した。

２０１２．２．２８ 海上保安庁の測量船「昭洋」「拓洋」に対し、２８日から２９日にかけて中国の「海監４６」「海
監６６」が接近、調査の中止を要求した。

２０１２．２．２９ 中国外務省の洪磊副報道局長は、中国の巡視船が日本の海上保安庁の測量船「昭洋」「拓
洋」調査の中止を要求した問題について「日本が中国の反対を顧みず一方的な調査活動を
東シナ海の係争海域で行うことに不満と反対を表明する」と述べた。

２０１２．３．１６ 海上保安本部の巡視船が、尖閣諸島周辺の接続水域内を中国国家海洋局の「海監５０」と「海
監６６」の2隻が航行しているのを確認。「海監５０」は一時日本の領海に侵入。中国外務省
が尖閣諸島海域で開始した海洋調査船での巡視活動は、中国の海洋権益保護を目的にした
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定期巡視と法執行活動と表明した。この件に対し、同日、佐々江外務次官から程永華駐日
大使へ申入れを行った。新華社通信によると翌１７日には、東シナ海のガス田「樫（中国名
・天外天）」と「平湖（中国名）」の周辺に移動、他の巡視船4隻、巡視ヘリと合流し、合
同訓練を実施した。

２０１２．５．１３ 野田総理大臣が中国・北京の人民大会堂で温家宝首相と会談。東シナ海ガス田の共同開発
について、条約締結交渉の早期再開を求めた。

２０１２．５．１６ 日本・中国両政府が東シナ海での危機管理や救難協力などを話し合う日中高級事務レベル
海洋協議第1回の全体会議を中国、杭州で開催。尖閣諸島問題等での関係悪化を緩和する
ため、当局者の交流が図られた。

２０１２．６．１６ 第十一管区海上保安本部の航空機が、尖閣諸島久場島の北西約９０㎞の日本のEEZ内で中
国の海洋調査船「東方紅2号」がロープ状のものを曳航しているのを発見。同機の調査中
止要求に対して、「東方紅2号」は「調査を中止する」と応じ、EEZ外へ出た。

⑥大 陸 棚

２０１１．８．１１ ニューヨーク国連本部で開催された国連海洋法条約締約国会合特別会合において玉木委員
逝去に伴う大陸棚限界委員会（CLCS）委員補欠選挙が行われ、わが国から立候補してい
た浦辺徹郎・東京大学大学院教授が当選した。

２０１２．４．１９ CLCSが、日本が申請していた大陸棚延長に対する審査結果（勧告）を採択した。申請7
海域のうち6海域について勧告が出され、そのひとつである四国海盆海域について、沖ノ
鳥島を基点とするわが国の大陸棚延長が認められていること、他方、九州・パラオ海嶺南
部海域については勧告が行われず先送りとなったことを明らかにした。日本政府は4月２６
日に勧告を受領した。

２０１２．６．７ 国連海事・海洋法課（DOALOS）がCLCSによる日本の大陸棚の拡大を認めた勧告の要
旨をホームページ上で公表した。沖ノ鳥島を基点とする大陸棚延長を申請した四国海盆海
域の大部分を含む合計約３１万 km２のわが国の大陸棚延長の勧告が、CLCSによって行われ
た。

（3）沿岸域管理等

①沿岸域管理

２０１１．８．８ 三重県の志摩市で第1回志摩市里海創生基本計画策定委員会（委員長高山進三重大学教授）
が開催された。「新しい里海創生」を目指して進める志摩市里海創生基本計画について、
幅広い観点から検討と協議を行うことを目的としている。

２０１１．１１．１２ 東京大学海洋アライアンスと竹富町が、イニシアチブ事業「島嶼における海洋保護区のあ
り方と意義」の一環として、沖縄県竹富町の西表島において、「海の利用、保護、管理の
あり方を考えるワークショップ in 竹富町」を海洋政策研究財団の支援を受けて開催した。

２０１２．３．１９ 海洋政策研究財団は、第1回「沿岸域総合管理に関する地方公共団体ネットワーク会議」
を開催した。本会議は、岸域の諸問題に取り組む意欲のある地方公共団体と協力して「沿
岸域総合管理（ICM）」のモデルサイトを立ち上げ、地域の実情に応じた ICMの取組みを
支援するもの。

２０１２．３．２９ 志摩市は、志摩市里海創生基本計画を策定。「稼げる！学べる！遊べる！新しい里海のま
ち・志摩」をキーワードに、市民や関係者が一丸となって沿岸域の総合的な管理体制を構
築することで、『自然の恵みの利用と保全』を効率よく進め、地域の産業振興を図り、農
林水産物や観光資源、地域の文化や住環境などを含む「志摩市そのもののブランド化」を
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確立することを最終的な目的としている。

２０１２．６．９ 海洋政策研究財団は、平成２４年度第1回「総合的沿岸域管理教育カリキュラム調査研究委
員会」開催した。昨年度に作成した総合的沿岸域管理教育カリキュラムのシラバス案の最
終化、主要科目のモデルテキスト作成、可能な大学における教育カリキュラム案の一部試
行などについて検討していくこととした。

２０１２．８．２２ 第1回志摩市里海創生推進協議会が開催された。同協議会は、志摩市里海創生基本計画に
沿って取組みを進めるための協議の場で、引き続き「新しい里海創生によるまちづくり」
をどのように進めていくかについての議論が行われている。

②防 災

２０１１．９．２８ 「鹿島灘・外房の港湾における地震・津波対策検討会議」の第1回会合が開催された。本
検討会議は２０１１年7月6日に交通政策審議会港湾分科会防災部会で「港湾における総合的
な津波対策のあり方（中間とりまとめ）」が公表され、港湾における地震・津波対策の基
本的な考え方が示されたのを受けて設置されたもの。２０１１年１１月１１日に第2回会合を開催
している。

２０１１．９．２８ 中央防災会議の専門調査会（座長・河田恵昭関西大学教授）が、地震・津波対策の見直し
に関する最終報告書をまとめた。最大クラスの巨大な地震・津波を想定した検討、減災の
考えに基づくハード面とソフト面での対策の組み合わせなどが盛り込まれた。

２０１１．１１．４ 「中部の港湾における地震・津波対策に関する懇談会」の第1回会合が開催された。本懇
談会は２０１１年7月6日に交通政策審議会港湾分科会防災部会で「港湾における総合的な津
波対策のあり方（中間とりまとめ）」が公表され、港湾における地震・津波対策の基本的
な考え方が示されたのを受けて設置されたもの。他地域とも連携しつつ、東海・東南海地
震等による被害の軽減対策など、特に対策が急がれる中部地方の港湾における地震・津波
対策を検討する。２０１２年2月1日に第2回会合を開催している。

２０１１．１１．１７ 東京屋形船連合会などが参加し、首都直下型地震で陸上交通網が寸断された場合の水上交
通の活用方法を探る実証実験が、羽田空港から東京湾を北上し荒川を経て江東区の水路を
たどるコースで実施された。

２０１２．１．２ 国土交通省東京航空局が「東京国際空港津波避難行動計画（案）」をまとめた。東京湾内
に大津波警報が出された場合、避難行動を１０分間で終えることを目標に、必要な取組みと
情報の共有を図る内容を示したもの。

２０１２．２．１４ 国土交通省近畿地方整備局港湾空港部が「近畿地方の港湾における地震・津波対策検討会
議」の第3回会合を開催、津波のシミュレーション結果に基づく対策の基本方針の骨子案
をまとめた。本検討会議は２０１１年7月6日に交通政策審議会港湾分科会防災部会で「港湾
における総合的な津波対策のあり方（中間とりまとめ）」が公表され、港湾における地震
・津波対策の基本的な考え方が示されたのを受けて２０１１年8月３１日に設置されたもの。
２０１１年9月に第1回会合を、１０月２２日に第2回会合を開催している。

２０１２．２．１６ 「東京湾・相模湾の港湾における地震・津波対策検討会議」の第4回会合が開催された。
本検討会議は２０１１年7月6日に交通政策審議会港湾分科会防災部会で「港湾における総合
的な津波対策のあり方（中間とりまとめ）」が公表され、港湾における地震・津波対策の
基本的な考え方が示されたのを受けて設置されたもの。２０１１年9月２９日に第1回、１１月7
日に第2回、２０１２年1月２６日に第3回が開催され、地震・津波対策基本方針の骨子案や、
想定津波の考え方など議論されてきた。

２０１２．３．６ 「首都圏の港湾における地震・津波対策検討会議」の基本方針が公表された。本検討会議
は２０１１年7月6日に交通政策審議会港湾分科会防災部会で「港湾における総合的な津波対
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２０１１年下半期は、国営諫早干拓事業の潮受け防波堤の開門調査、アメリカ軍普天間基地の名護
市辺野古への移設に関する環境問題など、地元自治体民とのコンセンサスの取り方が国に問われ
た。
２０１２年上半期では、防衛省がアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設に向けた環境影響
評価書を提出し、沖縄県がこれを受理。沖縄県は「環境保全上重大な問題がある」と結論づけた
ことから、普天間基地の移設が政治的側面に加え環境面からも難しくなった。

策のあり方（中間とりまとめ）」が公表され、港湾における地震・津波対策の基本的な考
え方が示されたのを受けて設置されたもの。２０１１年9月２１日に第1回、１０月２５日に第2回、
２０１２年1月１６日に第3回が開催され、2月２３日の第4回の最終会議にて基本方針のとりま
とめについて審議された。

２０１２．３．１４ 内閣府原子力安全基準・指針専門部会地震・津波関連指針等検討小委員会が、原子力発電
所の安全基準となる「発電用原子炉施設の耐震安全性に関する安全審査の手引き」の改定
案をまとめた。

２０１２．３．１８ 静岡県沼津市内浦重須地区の自治会が東海地震での津波を想定し高台への集団移転を申し
合わせた。今後国の防災集団移転促進事業の適用を求める。

２０１２．４．２７ 水産庁が「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」を改訂。東日本大震災の経験を踏ま
え、改訂では「事業継続計画（BCP）」の観点、事前に対応すべき減災対策、漁業地域の
土地利用についてゾーン分類からその再編・高度化等に資する考え方等が追記された。

２０１２．５．２５ 日本郵船（株）は、東日本大震災における津波による船舶への甚大な被害を教訓として、停
泊中の船舶を対象として「入港停泊船舶の津波対応ガイドライン」を策定。津波来襲時に
起こりうる事象とその影響、そしてそれぞれの状況に応じた具体的な対応策が記述されて
いる。

２０１２．５．３１ 国土交通省が海上保安庁や（一社）日本船主協会などと「東日本大震災を教訓とした船舶
および旅客の津波防災における課題」をまとめ公表した。

2 海 洋 環 境

（1）沿岸域の環境問題

①政 策

２０１１．６．１５ 環境省が東京湾・伊勢湾・瀬戸内海のCOD等総量削減基本方針を策定。今後は同方針に
基づき、関係都府県において、削減目標の達成に向けた総量削減計画の策定および総量規
制基準の設定が行われる。

２０１２．２．２８ 環境省が「海洋生物多様性保全戦略」に基づき生物多様性の保全上重要な海域を抽出する
ための「重要海域抽出検討会」の第2回会合を開催し、抽出の作業計画、抽出基準、具体
的な手法をとりまとめた。本検討会は、２０１２年度（平成２４年度）も継続して開催されている。

２０１２．４．２７ 「第4次環境基本計画」が閣議決定された。干潟や藻場等の再生、底質環境の改善、里海
の創生などが重点事項としてあげられた。

２０１２．５．２９ 政府は２０１２年版「環境・循環型社会・生物多様性白書（環境白書）」を閣議決定。白書の

東京湾・伊勢湾・瀬戸内
海のCOD等総量削減基
本方針
同方針は法律に基づき環
境大臣が策定するもの。
汚濁負荷量の総量の削減
目標および目標年度等の
基本的な事項を定め、水
質総量削減制度の根幹を
なすもの。
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テーマは「震災復興と安全安心で持続可能な社会づくり」。

２０１２．７．１９ 環境省は、ラムサール条約第１１回締約国会議（7月6日～１３日ルーマニア・ブカレスト）
の開催にあわせて、わが国から広島県宮島、熊本県荒尾干潟、沖縄県与那覇湾等9箇所の
湿地がラムサール条約湿地登録簿に掲載され（7月3日付）、7日に条約事務局より登録
認定証が関係自治体に授与されたと発表した。

②東 京 湾

２０１２．６．１４ 神奈川県の三浦市南下浦町松輪の入り江で1万尾ものイワシが大量死しているのが見つか
った。神奈川県では、小さい入り江に大量のイワシが一度に入り込んだため、酸欠を起こ
したとみている。

２０１２．６．１５ 千葉県による調査の結果、船橋市などの沿岸に広がる干潟「三番瀬」の面積が、約５４％減
少したことが明らかになった。東日本大震災に伴う地盤沈下がおもな要因と考えられてい
る。

③有明海・諫早湾

２０１１．９．２３ 鹿野道彦農林水産大臣は、国営諫早干拓事業の潮受け堤防の開門調査の方法について中村
法道長崎県知事と会談し、検討した4通りの開放方法のうち、湾内調整池への海水流出入
量が最も少ない「制限的開放」を実施する意向を伝えた。

２０１１．９．２４ 筒井信隆農林水産副大臣は、国営諫早干拓事業の潮受け堤防の開門調査の方法について開
門を求める訴訟原告となっている佐賀、長崎両県の漁業関係者と協議を行ったが、「制限
的開放」を提示する国と「段階的な全面開放」を求める漁業者側とは平行線のまま協議が
終了。

④沖 縄

２０１１．１１．６ 沖縄県と日本サンゴ礁学会、沖縄県サンゴ礁保全推進協議会は、日本サンゴ礁学会第１４回
の公開シンポジウム「めざせ！ちゅら海―島人が取り組むサンゴ礁の保全・再生」を開催
した。サンゴの移植に関するテーマを取り上げ、豊かなサンゴ礁生態系の保全と再生を推
進することを目指すもの。

２０１２．１．６ 防衛省は、２０１１年１２月２８日に提出されたアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設
に必要な環境影響評価書に続いて、欠落していた飛行場など代替施設に関する評価書を沖
縄県に提出し、沖縄県が受理した。

２０１２．１．２３ 仲井真弘多沖縄県知事が、アメリカ軍普天間飛行場の県外移設を含む9項目の要望書を沖
縄県庁にて田中直紀防衛大臣に手渡した。

２０１２．１．３１ アメリカ軍普天間飛行場の移設について防衛省が提出した環境影響評価書を審議する沖縄
県環境影響評価審査会は3回目の会合を開き、「環境保全上問題がある」と結論づけた答
申案をまとめた。

２０１２．２．９ 環境省は、奄美・琉球諸島の世界自然遺産への早期登録を目指すための調整に入った。奄
美群島の国立公園指定のほか、UNESCOへの推薦に必要な保護区域設定のための地元と
の協議を急ぐ。

２０１２．３．２７ 沖縄県はアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に向けた環境影響評価書につい
て、評価書のうち、３６項目４０４箇所について不適切と指摘し環境保全上の重大な問題があ
るとした意見書を防衛省沖縄防衛局に提出。

２０１２．５．２０ 世界海洋保健機構（WOHO）沖縄は、「泡瀬干潟を守る連絡会」の協力を得て、シンポジ
ウム「沖縄の海を世界遺産に」を開催した。３００種以上のサンゴ礁が生息し、生物多様性
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深海底に生息する大型生物の巣穴構造の調査
写真のような枠を海底に設置し樹脂を単穴に挿入して型をとる

（画像提供：JAMSTEC）

干潟泥表面のバイオフィルムを食べるシギ
（出典：（独）港湾空港技術研究所）

２０１１年下半期では、東日本大震災の津波によって壊滅的な被害を受けた水産業がようやく復旧
・復興に向けて動き出した。しかしながら福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の海域
への拡散、蓄積状況が明らかにされるなど、水産業にとって解決の糸口が見えない大きな課題と
なっている。

の中心になっている沖縄の海域を国連の世界自然遺産ならびにCOP１０生物多様性研究指
定地区とすることを目指すもの。

（2）自 然 再 生

２０１１．１１．９ 国土交通省の中国、近畿、四国、九州の4つの地方整備局が連携し、鉄鋼スラグの港湾土
砂の処分や構造物への適用について検討する「鉄鋼スラグ等の実海域適用に関する研究会」
が中国地方整備局で開催、海底浚渫窪地の埋め戻し、潜堤、干潟などの浅場造成、覆砂な
どの資材としての利用について検討した。

（3）そ の 他

２０１１．１０．４ （社）海と渚環境美化推進機構と（財）漁場油濁被害救済基金が合併し、新団体の「（財）海と
渚環境美化・油濁対策機構」が発足。

２０１２．２．１ （独）港湾空港技術研究所、横浜
国立大学、（独）海洋研究開発機
構（JAMSTEC）、東京大学等
の研究チームが無人探査機「ハ
イパードルフィン」を使用して
深海底に生息する大型生物の巣
穴構造を世界で初めて観察する
ことに成功。本研究の成果はイ
ギリス王立協会の生物学専門誌
『Biology Letters』電子版に掲
載された。

２０１２．２．９ 海域保護のため「森は海の恋人」
のスローガンの下、２０年以上植
林活動を続けてきた宮城県気仙
沼市のカキ養殖家畠山重篤氏
が、優れた森林保全活動をたた
える国連の「フォレスト・ヒー
ローズ」の受賞者に選ばれニュ
ーヨークの国連本部で表彰式が
行われた。

２０１２．２．９ （独）港湾空港技術研究所沿岸環
境研究チームを中心とする日本
・イギリス・カナダの国際共同
研究グループが、さまざまな種
類のシギが干潟泥表面のバイオ
フィルムを食べていることを世界で初めて突き止め、生態学専門誌『Ecology Letters』
電子版に掲載された。

3 生物・水産資源

バイオフィルム（微生物
膜）
微細藻類、バクテリア、
およびそれらが細胞外に
放出する多糖類粘液で構
成された０．０１～２mmほ
どの薄い膜または層の総
称であり、静穏な干潟泥
の表面によく発達する。
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２０１２年上半期では、東日本大震災からの復旧・復興に関する動きが活発となり、漁場の資源か
ら加工・流通、消費まで一貫した漁業の復興が進みだした。ただし、放射性セシウムの問題につ
いては依然大きな課題となっている。
また、シラスウナギの減少が問題となり、ウナギの価格が高騰。原因の究明に加え、完全養殖

に向けた取組みが動きだした。

調査船の妨害をするシー・シェパードの小型艇
（出典：（財）日本鯨類研究所、http://www.icrwhale.org/gpandseaJapane.html）

（1）資 源 管 理

２０１２．４．２０ 「第１３回日中漁業共同委員会」が開催され、相互入漁の操業条件などが協議された。また、
ウナギの資源管理と資源保護の両面に協力して取り組むことに合意した。

（2）政策・法制

２０１１．８．２ 食と農林漁業の再生実現会議（議長：菅直人内閣総理大臣）が「我が国の食と農林漁業の
再生のための中間提言」と題し、震災や原子力災害への対策を含めた農林漁業再生のため
の7つの戦略を発表。そのうちのひとつ水産業の再生では、近代的・資源管理型の水産業
構築を掲げている。

２０１１．８．３０ 水産庁は兵庫、岡山、香川の3県合同で策定した「播磨灘地区水産環境整備マスタープラ
ン」を承認した。生態系全体の底上げを目指すもので、空間的かつ広域な漁場整備を進め
る内容。

２０１１．１０．３１ 農林水産省が「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出及び地域の農林水産
物の利用促進に関する法律」（六次産業化法）に基づく事業計画１５１件を認定した。うち水
産関係は7件（全体の5％）。

２０１２．３．２３ 第3期「水産基本計画」、「漁港漁場整備長期計画」（平成２４～２８年度）が閣議決定された。
水産基本計画では東日本大震災からの復興関連、水産物自給率目標の設定について述べら
れている。また、漁港漁場整備長期計画では目指すおもな成果や事業量を示して、災害対
策の推進、水産物安定供給・国際化対応、水産環境整備の推進等が述べられている。

２０１２．３．３１ 水産庁は全国の漁港のエコ化方針を決定、漁港から発生するCO２の削減に向け、地域の漁
業協同組合、加工・流通業者により「エコ化推進計画」を作成し達成状況の公表を目指す
こととした。

２０１２．６．２６ 環境省中央環境審議会の小委員会が「第5次生物多様性国家戦略」の最終案をまとめた。
外来種ブラックリスト（仮称）の作成、東日本大震災の復興での環境再生への配慮などが
盛り込まれた。

（3）ク ジ ラ

２０１１．７．１４ イギリス領ジャージー島で開催
されていた第６３回国際捕鯨委員
会で、日本が提案した海上の安
全問題に関する決議案がコンセ
ンサスで採択された。シー・シ
ェパードによる妨害行為などに
対し船舶の安全と乗組員の生命
を守るため、関係法に基づき措
置を講じることなどを要請する
もの。
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２０１１．１２．６ 南極海で今季の調査捕鯨を行う捕鯨船団が山口県下関漁港を出港。水産庁が護衛用の船を
同行させ、船団に同乗させる海上保安官も増員された。

２０１１．１２．９ （財）日本鯨類研究所が、シー・シェパードとポール・ワトソン代表を相手取り、妨害行為
の差し止めと捕鯨船団への接近禁止を求める訴えをアメリカ、ワシントン州の連邦地裁に
起こしたと発表した。

２０１２．１．４ 南極海で活動している調査捕鯨船「第3勇新丸」が、シー・シェパードの抗議船による妨
害を受けた。

２０１２．１．８ 南極海で活動している調査捕鯨船に同行する水産庁の監視船「第2昭南丸」にオーストラ
リア人の男3人が侵入、環境保護団体「フォレスト・レスキュー」のメンバーであった。

２０１２．１．２１ 南極海で活動している調査捕鯨船「第2勇新丸」が、シー・シェパードの抗議船による妨
害を受けた。

２０１２．２．１６ （財）日本鯨類研究所がシー・シェパードを相手取り妨害行為の差し止めを求めた訴訟で、
シアトルのアメリカ連邦地裁は仮処分の申し立てを退ける判断を下した。

２０１２．２．２８ アマゾン・ドットコムの子会社のアマゾン・ジャパンが、反捕鯨団体のキャンペーンを受
け、同社がネット上で販売していたクジラ商品の取扱いを休止していたことを（財）日本鯨
類研究所らが明らかにした。

（4）マ グ ロ

２０１１．７．７ 国際自然保護連合（IUCN）は、絶滅危惧種をまとめたレッドリストに大西洋産クロマグ
ロ（EN：絶滅の危機に瀕する種）に、ミナミマグロ（CR：深刻な絶滅の危機に瀕する種）、
メバチマグロ（VU：絶滅の脅威に晒されている種）などを指定した。

２０１１．７．１２ 全米熱帯まぐろ類委員会がアメリカ・ラホイヤで開催され、東太平洋の太平洋クロマグロ
の資源管理について議論された。メキシコが管理措置導入に反対の姿勢を示し合意に至ら
なかった。日本、アメリカらは東太平洋の太平洋クロマグロ保存管理措置の不在について
重大な懸念を表明し、持続性確保に向けた措置を検討する共同声明を発表した。

２０１１．１０．１３ 第１８回みなみまぐろ保存委員会が閉幕し、段階的に漁獲枠を増やすことで合意。

２０１１．１０．２９ 近畿大学が、パナマ水産資源庁、全米熱帯まぐろ類委員会などと、キハダマグロ養殖の実
現に向けた研究に着手すると発表。パナマの実験場で卵から育てる実験を開始する。

２０１２．４．１ 漁協系統による全国初の大規模マグロ養殖事業が三重県度会郡で始動。漁協系統が中心と
なって設立した「（株）ブルーフィン三重」が生簀２０基を設置し、養殖を開始。稚魚のヨコ
ワ、餌料などすべて県下で調達する。

（5）養殖・増殖

２０１１．１１．１９ 国連食糧農業機関（FAO）は、世界で消費される水産物の半分以上が２０１２年までに養殖
水産物になるとの見通しをまとめ、公表した。

２０１２．３．１６ （独）水産総合研究センター、静岡県水産技術研究所、近畿大学の3機関で構成する研究グ
ループは、平成２４年度より、農林水産技術会議の委託プロジェクト研究「天然資源に依存
しない持続的な養殖生産技術の開発」の一部として、「シラスウナギの安定生産技術の開
発」に取り組むことを発表した。

キハダマグロ
一般的にマグロと呼ばれ
ているのは、本マグロ（ク
ロマグロ）、インドマグ
ロ（ミナミマグロ）、メ
バチマグロ、キハダマグ
ロ、ビンチョウマグロの
5種類。キハダマグロは
体の表面が黄色みを帯び
ているため「黄肌」と呼
ばれるマグロ。熱帯～温
帯の世界中の海に広く分
布。
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シラスウナギの安定生産技術の開発
（出典：（独）水産総合研究センターホームページ、http://www.fra.affrc.go.jp/

pressrelease/pr23/240316/index.html）

FRA－ROMS のホームページ画面
（出典：（独）水産総合研究センターホームページ、http://www.fra.affrc.

go.jp/pressrelease/pr24/240508/paper.pdf）

（6）水産研究・技術開発

２０１２．１．２０ アメリカ企業の日本人研究者が、遺伝子組み換え技術で昆布の糖質を分解しエタノールに
変える大腸菌を作ることに成功し、『サイエンス』誌に発表。

２０１２．１．３１ 日本経済新聞社の集計によると、２０１１年の水産物の供給体制が大きく変化、東北3県の主
要漁港の水揚げは前年比6割減となり、サンマの水揚げは北海道に前年比6割増と集中し
た。

２０１２．１．３１ 経済産業省は「農商工連携ビジネスモデル研究事業」としてトラフグの陸上養殖、カキ養
殖の生産と流通の高度化など１０事業を選定した。1件あたり最大3億円の費用補助する。

２０１２．２．２４ （独）水産総合研究センターは、中国の長江河口の外側の水域と江蘇省の沖合において、傘
の直径約2mmの大型クラゲの幼体5個体を発見したと発表。この発見は、大型クラゲの
発生場所とその後の移動経路を海洋モデルによって推定するための基礎資料となる。

２０１２．３．１９ 東京大学大気海洋研究所
が、ニホンウナギの稚魚「シ
ラスウナギ」の回遊のピー
クが、従来の初冬から、翌
年の初夏にずれこんでいる
ことを神奈川県相模川河口
の調査で明らかにした。

２０１２．３．３１ （独）水産総合研究センター
が中央水産研究所高知庁舎
を閉庁。今後は、千葉県か
ら鹿児島県にかけての太平
洋黒潮域をカバーする中央
ブロックを担当する、中央
水産研究所と増養殖研究所
が調査を担当する。

２０１２．５．８ （独）水産総合研究センターが、
太平洋および日本の周辺海域を
対象とした漁海況予報に用いる
数値海況予測システムに、新た
に開発した計算モデルを導入
し、運用を開始。新しい海況予
測システム（FRA－ROMS）で
は、水温の水平分布や海流だけ
でなく、水温の鉛直構造もより
正確に表現できるようになっ
た。ホームページで、本システム
を利用した水温や流れの現況図
と2ケ月先までの予測図を公開。

（7）そ の 他
２０１１．７．１０ 東京大学大気海洋研究所などの研究グループが、グアム島の西方海域で採取した過去最高

の数となる１４７個（これまでは３１個）のウナギの卵を公開した。

２０１１．７．２５ 沖縄科学技術研究基盤整備機構がサンゴのゲノム解読に成功し、イギリス科学誌『ネイチ
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シロウリガイ類コロニー（左・中）と採取したマントル物質（蛇紋岩化したカンラ
ン岩）（右）
（出典：海上保安庁ホームページ、http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/koho

/press/20120207.pdf）

ャー』（電子版）に掲載された。
サンゴの起源が約5億年前であ
ることなど、サンゴの生態に関
する遺伝子が多数発見され、白
化現象の原因究明等に期待がか
かる。

２０１１．９．１０ 和歌山県は、台風１２号による水
産業の被害が約1億６，４００万円
に上り、最終的には数億円まで
膨らむ見込みであることを明ら
かにした。

２０１１．１０．７ 全国さんま棒受網漁業協同組合
が、今季のサンマ漁の操業体制
を決めた。サンマの水揚げが道東の4漁港に集中し、水揚げが処理能力を超えるなどの問
題が生じており、漁船の大きさに応じて水揚げ回数を制限する内容。

２０１１．１０．１２ マーシャル諸島政府が、同国の２００カイリ水域内でのサメ漁を禁止する「サンクチュアリ
法案」を可決。日本のマグロはえ縄漁業によって混獲されるサメも対象となる。

２０１１．１０．２５ 東京工業大学が、アフリカ南東部にシーラカンスの繁殖地があることを突き止めたと『ア
メリカ科学アカデミー紀要』（電子版）に発表した。

２０１２．２．７ 海上保安庁海洋情報部、（独）海洋研究開発機構（JAMSTEC）、静岡大学、（公財）深田地質
研究所、アメリカの各大学などが、JAMSTECの有人潜水調査船「しんかい６５００」を用
いて、マリアナ海溝南部のチャレンジャー海淵北東方の海溝陸側斜面の前弧域を調査し、
水深５，６２０mの深海底にマントル物質（蛇紋岩化したカンラン岩）から栄養を摂る深海化
学合成生態系（シロウリガイ類の大規模なコロニー）を発見。『アメリカ科学アカデミー
紀要』（オンライン版）に掲載。

２０１２．２．７ 東京都中央区が築地場外市場に、プロの料理人を対象にした鮮魚店を集め鮮魚マーケット
をつくると発表。築地市場の移転後のにぎわいづくりとして２０１４年度の開業を目指す。

２０１２．２．７ （独）森林総合研究所が、１９９０年代初頭にミッドウエー諸島で確認されたのを最後に絶滅し
たと考えられていた海鳥ミズナギドリの一種が、小笠原諸島に生息していることを発見し
たと発表した。

さんま棒受網
四角方形の網の一辺に浮
子を兼ねた竹竿を付け、
反対側を海中に幕状に垂
らし集魚灯で魚を誘って
網の裾を揚げて獲る漁
法。

全ゲノムが解析された沖縄に生息するサンゴ、コユビミドリイシ
（写真提供：沖縄科学技術大学院大学（OIST）新里宙也博士）
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２０１１年下半期は、原子力の代替エネルギーとしての洋上風力発電、海流・潮流や波力発電など
の事業化に向けた動きが加速された。これを受け、国は港湾や漁港における風力発電設置の各種
指針や環境影響評価の手続きを決めるなどの体制づくりを進め、企業では洋上風力発電に関する
海外での実績づくりの動きが進んだ。
同様に、液化天然ガスについても日本企業が関与する海外での開発・生産が加速した。
２０１２年上半期では、２０１１年下半期と同様、原子力の代替エネルギーに関する事業化に向けた取
組みがさらに進められた。浮体式洋上ウインドファームや海洋エネルギー開発の総合的な実証施
設を東北地方沿岸部で２０１５年の開設を目指し準備が進められた。愛知県沖ではメタンハイドレー
トの産出実験が始まった。
日本の年間消費量のおよそ２００年分に相当するレアアースを含む鉱床が南鳥島近くの海底で発

見され、採取・利用には課題が残されるものの、大きな話題となった。
海外において油田・ガス田などの権益取得の動きが活発化した。

潮流発電システムのイメージ
（出典：川崎重工業ホームページ、http://www.khi.co. jp/news/detail /

20111019_2.html）

水中浮体方式の海流発電システムのイメージ
（出典：IHIホームページ、http://www.ihi.co.jp/ihi/press/2011/2011-11-

28/index.html）

4 資源・エネルギー

（1）海洋エネルギー

２０１１．１０．１９ （独）新エネルギー・産業技術総
合開発機構（NEDO）は、海洋
エネルギー発電システム実証研
究を実施し、発電性能や信頼性
の向上等に関する要素技術の研
究開発として次世代海洋エネル
ギー発電技術研究開発を実施す
るための「風力等自然エネルギ
ー技術研究開発／海洋エネルギ
ー技術研究開発」について公募
を行った。委託先となった、川
崎重工業（株）は、沖縄での実証
実験ほか、ヨーロッパ海洋エネ
ルギーセンター（EMEC）での
本格的試験を目指し、連名で採
択 さ れ た（株）IHI、（株）東 芝、
（株）三井物産戦略研究所、東京
大学は、水中浮体方式の海流発
電システムの要素技術を開発す
るなど実用化を目指す。

２０１２．２．２７ 新潟県は、再生可能エネルギー
を活用した分散型の電力供給に
よるスマートコミュニティの構
築を目指す「にいがたスマート
コミュニティ実証事業」の一環
として、長い海岸線を活かす波
力、潮力の利用を想定し「海洋
エネルギー利活用モデル実証事
業」を粟島において進めるため
の公募を開始し、4月に事業者
を決定した。

ヨーロッパ海洋エネルギ
ーセンター（EMEC）
２００３年に設立された波と
潮汐のエネルギーによる
発電を推進するための検
証実験センター。スコッ
トランド、オークニーに
本拠地を置く。
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２０１２．２．２７ 佐賀県新エネルギー・産業振興課は、「海洋エネ
ルギー協議会」を立ち上げ、玄界灘を中心に２０１２
年度から海洋再生可能エネルギー導入に向けた取
組みを開始すると発表した。

２０１２．３．６ 北九州市環境局は、九州工業大学、（株）九州テク
ノリサーチらとニッカウヰスキー（株）の協力を得
て、関門海峡北九州港大里地区において潮流発電
の実証実験を開始した。

２０１２．３．９ （一社）海洋エネルギー資源利用推進機構（会長：
木下健東京大学教授）が、２０１５年に洋上風力や波
力、潮力などの海洋エネルギー開発の総合的な実
証施設を開設すると発表。実験施設開設に備え、
イギリス沖で実験場を運営するEMECと提携、
技術供与に合意した。

２０１２．３．１３ 三井海洋開発（株）は風車と水車を組み合わせて発
電する世界初の浮体式洋上風力・潮力同時発電シ
ステムを開発したと報道された。風車と水車の最
適な回転・トルクを組み合わせることで発電効率や施設利用率を向上。

２０１２．３．２７ 東京大学生産技術研究所OETR連携研究グループは「第2回OETRシンポジウム」を駒
場キャンパスで開催。岩手県商工労働観光部が復興基本計画と国際海洋研究拠点構想とし
て「日本版EMEC」の誘致について発表した。

２０１２．３．２９ 政府は「エネルギー・環境会議」を開催し、洋上風力発電等再生可能エネルギーの導入を
加速するための「エネルギー規制・制度改革アクションプラン」をとりまとめた。

２０１２．４．３ 政府は「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」を閣議決定した。再生可能
エネルギーの普及促進に向けた規制緩和等１０３項目を示した。

（2）風 力 発 電

２０１１．７．７ 環境省は「平成２３年度風力発電施設等に係る改正アセス法（注１）手続先行実施モデル事業」
として4件を採択。海洋関係では「新エネ メガサイト かしま」の洋上風力発電所が対象
となり、同法の施行に先んじ、改正アセス法に準じた手続に先行的に取り組む。

２０１１．９．２ 丸紅（株）は、デンマークの大手総合エネルギー会社であるドン・エナジー（DONG En-
ergy）A／S社との間で、２０１０年春に完工し現在、同社が１００％出資する１７２MWの発電容
量のイギリスの洋上風力発電の権益４９．９％を取得することで基本合意に達したと発表し
た。日本企業として初の商業運転中の洋上風力発電事業への本格出資参画となる。

２０１１．９．９ 水産庁が「漁港区域の風力発電施設の占用許可基準等、参考指針」を策定。再生可能エネ
ルギー導入の観点から、今後、漁港区域においても風力発電施設を設置するための占用等
の許可申請が増加するものと予想されることから策定した。

２０１１．９．１６ 経済産業省が「新たなエネルギー産業研究会」の第2回会合を開催。新エネルギー産業の
政策の方向性を示した中間報告をまとめた。洋上風力については２０２０年までに４０GW程度
に増加する見込みが示された。

２０１１．９．２８ NEDOは「風力等自然エネルギー技術研究開発（洋上風力発電等技術研究開発）」の一環
として「洋上ウインドファーム・フィージビリティスタディー」、「超大型風力発電技術研究

OETR
東京大学生産技術研究所
を中心に組織された風力
・海洋エネルギーによる
東北再生連携研究グルー
プ（Ocean Energy for
Tohoku Regeneration）。

注1 環境影響評価法の
一部を改正する法律（平
成２３年4月２７日法律第２７
号）

潮流発電実験機
（出典：北九州市ホームページ、http://www.city.

kitakyushu.lg.jp/kankyou/00200009.html）
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海底送電インフラ事業のプロジェクトのイメージ
（出典：三菱商事ホームページ、http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/pr

/archive/2011/html/0000013446.html）

開発」、「浮体式洋上風力発電に係る基礎調査」の各テーマについて共同研究、委託先の公
募を行った。同日までに「洋上ウィンドファーム・フィージビリティスタディー」に対し
ては、エコ・パワー（株）、東光電気工事（株）、イー・アンド・イー ソリューションズ（株）、
芙蓉海洋開発（株）、（株）大林組、国際航業（株）、清水建設（株）、（株）ユーラスエナジーホ
ールディングス、東京大学が、「超大型風力発電技術研究開発」に対しては、三菱重工業（株）
が、「浮体式洋上風力発電に係る基礎調査」に対しては、イー・アンド・イソリューショ
ンズ（株）、JAMSTEC、芙蓉海洋開発（株）が委託先となる旨、結果が公表された。

２０１１．１０．２４ 資源エネルギー庁が、福島県再生可能エネルギー導入推進連絡会で、福島県沖で洋上風力
発電の実証実験を行う方針を明らかにした。3～4年後をめどに浮体式の風車を6基程度
設置し、発電状況などを検証する。

２０１１．１１．１１ 環境省が風力発電を環境影響評価の対象に加える政令を閣議決定。総出力が1万 kWを超
える風力発電所を建設する事業が対象となる。これまではNEDOがマニュアルを作成し
補助金交付の条件として実施を要請してきたが、法的義務はなかった。

２０１１．１２．２ 三菱商事（株）はオーストラリア
系投資銀行の保有するウォルニ
ー湾の海底送電資産の持分
（５０％）すべてを取得し、日本
企業として初めて海外における
海底送電インフラ事業の運営を
開始すると発表。パートナー企
業とともに、東アイルランド海
の洋上風力発電所（約１８４MW）
とランキャスター海岸の約５０
kmを結ぶ海底送電線と洋上変
電設備を今後２０年間保有・運営
する。

２０１１．１２．１９ 政府のエネルギー・環境会議コスト等検証委員会報告書が出された。再生可能エネルギー
のシステムコストなどが議論され、太陽光や風力発電の将来コスト低減のシナリオが示さ
れた。

２０１１．１２．２０ 住友商事（株）と（株）ジェイ・パワーシステムズは共同で、台湾電力公司より台湾本島と台
湾南西部沿岸から西に約６０km離れた澎湖島を結ぶ海底電力ケーブル敷設プロジェクトを
受注したと発表。総敷設距離は３５０km以上、離島の風力発電施設から本島に電力を送る
もの。

２０１２．２．１０ 三菱商事（株）は、オランダ国営送電事業者の TenneT 社が保有するドイツ海底送電資産
BorWin1および BorWin2の事業権のうち、４９％を取得することについて合意したと発表。
BorWin 海底送電線はケーブル全長約４００kmで、洋上風力対応としては世界最大規模。

２０１２．２．１３ 丸紅（株）、三菱重工業（株）、日立製作所（株）、東京大学などの産学官連携の共同事業体が、
２０１６年度～２０２０年度に福島県沖で浮体式風力発電機１４３基を設置すると発表した。

２０１２．３．６ 資源エネルギー庁は、平成２３年度「浮体式洋上ウインドファーム実証研究事業」に係る委
託事業について、採択事業者として丸紅（株）、東京大学、三菱商事（株）、三菱重工業（株）、
（株）アイ・エイチ・アイマリンユナイテッド、三井造船（株）、新日本製鐵（株）、（株）日立
製作所、古河電気工業（株）、清水建設（株）、みずほ情報総研（株）からなるコンソーシアム
を選定したと発表した。２０１５年度までに、福島県沖の海域に浮体式風車3基（2MW1基、
7MW級2基）、洋上サブステーション1基を建設する予定。
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２０１２．４．２３ 国土交通省海事局安全基準課が浮体式洋上風力発電施設の技術基準をまとめた。５０年発生
確率の台風等に耐える構造と強度、腐食対策などが示され、今後これに基づき具体的な設
計指針が策定される。

２０１２．５．２１ 茨城県は地方港湾審議会を開催し、鹿島港港湾計画の一部変更を了承、港湾における風力
発電施設の導入を図るべく「再生エネルギー源を利活用する区域」を設定した。

浮体式洋上ウインドファーム
（出典：東京大学ホームページ、http : //www.civil.t.u-tokyo.ac.jp/news/windfarm.pdf#search=’）

浮体式洋上風力発電施設の洋上設置状況
（出典：戸田建設ホームページ、http://www.toda.co.jp/news/2012/20120612.html)
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海洋深層水多段利用システムのシステムフローの一例
（出典：日立プラントテクノロジーホームページ、http://www.

hitachi-pt.co.jp/news/2011/pdf/20110816.pdf#search=’）

太平洋におけるレアアース資源泥の分布（<2mの表層）と平均
総レアアース含有量（Kato et al., 2011 Nature Geoscience）
（出典：東京大学ホームページ、http://www.t.u-tokyo.ac.jp/pdf/2011/

110704_kato.pdf））

２０１２．６．１１ 環境省の浮体式洋上風力発電実証事業委託業務の受託者グループ（代表：戸田建設（株）、
富士重工業（株）、芙蓉海洋開発（株）、京都大学、（独）海上技術安全研究所）は、長崎県五
島市椛島周辺海域で浮体式洋上風力発電施設を設置した。系統連系を行う浮体式洋上風力
発電施設としては国内初で、１００kW風車を搭載している。

２０１２．６．２２ 国土交通省港湾局と環境省地球環境局は連携して、「風力発電導入円滑化マニュアル」を
作成した。同マニュアルでは、課題のひとつである関係者間の調整に関し、関係機関等に
よる協議会を設置して情報共有や意見調整を図ること、港湾の本来の機能と共生できるエ
リアを風力発電の適地として設定するとともに、港湾計画に位置づけ公表すること等が定
められている。

（3）海水資源（深層水・溶存物質）

２０１１．８．１６ （株）日立プラントテクノロジー
は、NEDOから委託を受けた事
業化調査である海水淡水化や産業
利用の原水等として海洋深層水を
有効活用する「海洋深層水多段利
用システム」の開発ほか、海洋深
層水を利用した空調と淡水供給シ
ステムの事業化調査を始めたと発
表。

２０１１．１０．９ 三菱商事（株）などの企業グループ
が、カタールが計画している同国
最大級の海水淡水化プラント建設
の正式受注に向けた優先交渉権を
獲得したことを明らかにした。
２０１３年1月１７日に正式受注した。

２０１２．３．２６ （株）日立製作所、伊藤忠商事（株）などが、インド、グジャラート州で現地企業と海水淡水
化プロジェクトの共同開発契約を締結。アジア最大の海水淡水化プラントを計画する。

（4）海 底 資 源

２０１１．７．４ 東京大学の研究グループが、太
平洋の広い範囲で海底の泥の中
にレアアースが採取や精錬がし
やすい形で大量に存在すること
を発表。イギリスの科学誌『ネ
イチャー・ジオサイエンス』（電
子版）に掲載。

２０１１．７．１５ 日本郵船（株）、伊藤忠商事（株）
は、オランダのSBM Offshore
社、ブラジルのケイロス社とと
もに、「ブラジル・ルラノルデ
ステ油田」において、浮体式海
洋石油・ガス生産積出設備
（FPSO）の傭船・操業請負を
契約し、２０１３年第2四半期から
原油生産を開始すると発表した。
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海洋産出試験地「第二渥美海丘」
（出典：資源エネルギー庁ホームページ、http://www.meti.go.jp/committee

/summary/0004108/020_05_02a.pdf）

２０１１．７．２１ 国際石油開発帝石（株）は、インドネシア「アバディガス田」で浮体による LNGの開発を
検討しているが、その戦略パートナーに同手法のノウハウを持つシェル社関連会社を選定
したと発表した。

２０１１．８．１７ （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）が、ベトナムの国営石油会社ペトロ
ベトナムと、ベトナム南部沖合鉱区における油ガス胚胎の可能性を評価するための共同ス
タディ契約に調印したと発表した。

２０１１．８．２２ 資源エネルギー庁が、世界初と
なるメタンハイドレートの海洋
産出試験の実施海域を遠州灘沖
の「第二渥美海丘」で行うこと
を決めた。

２０１１．９．１０ 三菱商事（株）はマレーシア国営
石油のペトロナスなどと、ブル
ネイの大規模天然ガス開発事業
に参画すると発表。日本の総需
要量の約6％に相当する年間
４，０００万トンの液化天然ガス生
産が見込まれる。

２０１１．１０．１１ 国際石油開発帝石（株）が、東テ
ィモールとオーストラリアが共
同管理する、ティモール海共同石油開発地域内の「キタン油田」で原油生産を開始したと
発表。生産量はピーク時で日量4万バレルが見込まれる。

２０１１．１０．１２ JAMSTECと東京大学の研究チームが、海底下にある約４６万年前の地層に住む微生物を
採取し、栄養分を取り込む様子を観察することに成功。メタンハイドレートができる仕組
みの解明などにつながるもので、『アメリカ科学アカデミー紀要』に掲載。

２０１１．１０．２１ 熊本大学が、鹿児島県奄美大島の西北西約５０kmの深さ約４８０mの海底で、レアメタルの
アンチモンを高い割合で含む鉱石を発見した。鉱石は海底熱水鉱床の存在を示すとみられ
る。

２０１１．１１．２９ 国際石油開発帝石（株）が日揮（株）と共同で設立する現地法人を通じ、カナダのブリティッ
シュ・コロンビア州北東部のシェールガス鉱区４０％の権益を取得すると発表した。

２０１１．１２．６ 国際石油開発帝石（株）は、オーストラリア沖で開発を進めている大規模ガス田「イクシス
プロジェクト」について、東京電力（株）、東京ガス（株）、関西電力（株）ら5社のコンソー
シアムに液化天然ガスを販売する契約を結んだと発表。同ガス田で生産する7割の液化天
然ガスが日本向けとなる。

２０１１．１２．１９ 日本郵船（株）は他5社とともに共同設立したEtesco Drilling Services 社の大水深掘削船
が、韓国三星重工業の造船所で竣工したと発表。同船は２０１２年2月から最長２０年間、ブラ
ジル沖プレソルト層鉱区で操業する予定。

２０１２．１．１３ 国際石油開発帝石（株）がオーストラリア沖の「イクシスプロジェクト」の開発・生産を決
定したと発表。日本の企業が主導する初の大型 LNGプロジェクトとなる。投資額は約2
兆６，０００億円。

２０１２．１．１４ JX日鉱日石開発（株）は、同社の子会社が権益を持つオーストラリア北部沖「フィヌケイ
ン・サウス油田」の開発について、隣接する油田の洋上生産施設を活用した効率的な生産
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海洋資源調査船「白嶺」
（出典：JOGMEC）

掘削試験実施地点（メタンハイドレート産出実験）
（出典：メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム）

を行うと発表した。

２０１２．１．１６ 資源エネルギー庁が平成２４年度予算に「メタンハイドレートの開発促進事業費」として約
１１１億円を計上した。

２０１２．１．１７ 国際石油開発帝石（株）と JX日鉱日石開発（株）はマレーシア沖の深海油田の鉱区権益およ
び石油・天然ガスの探鉱権益を取得したと発表した。

２０１２．１．１８ 出光興産（株）は子会社を通じてノルウェー沖の油田・ガス田4鉱区の権益を取得したと発
表した。

２０１２．１．３１ JOGMECが建造を行っていた
新たな海洋資源調査船 「白嶺
（はくれい）」が完成し、引渡式
が、三菱重工業（株）下関造船所
で行われた。海底や地質の状況
に応じて選択できる2種類の大
型掘削装置や各種の調査機器を
搭載。海底熱水鉱床、コバルト
・リッチ・クラスト鉱床の海底
鉱物資源、メタンハイドレート
等のエネルギー資源の調査に用
いられる。

２０１２．１．３１ 資源エネルギー庁が「第1回メ
タンハイドレート開発促進事業（フェーズ2中間時）中間評価検討会」を開催。メタンハ
イドレート開発プロジェクトのこれまでの成果・実績、今後の計画等が報告された。

２０１２．２．３ JOGMECが「我が国における
メタンハイドレート開発計画」
のフェーズ2の一環としてメタ
ンハイドレート海洋産出試験を
愛知県沖～三重県沖で2月に開
始すると発表。事業主は経済産
業省、実施主体は JOGMEC、
オペレータは石油資源開発（株）
となっている。作業期間は2年
で、海洋における世界初のメタ
ンハイドレート産出実験も予定
されている。

２０１２．２．１５ JOGMECがベトナム国営石油
会社、日本ベトナム石油（株）が
ベトナム沖で操業する１５－2鉱区の「ランドン油田」を対象とする洋上でのCO2－EORパ
イロットテストを２０１１年5月から6月にかけて実施。データ分析、テスト結果解析をハノ
イでの現地報告会でベトナム側に報告した。

２０１２．２．１５ JOGMECが愛知県渥美半島沖でメタンハイドレートの海洋産出試験に向けた海底掘削が
地球深部探査船「ちきゅう」によって開始された。

２０１２．２．２４ 資源エネルギー庁が「第2回メタンハイドレート開発促進事業（フェーズ2中間時）中間
評価検討会」を開催。平成２１年度～２３年度の実績をとりまとめた。
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IODP 第３３１次研究航海の調査海域図（伊平屋北フィールド）
（画像提供：JAMSTEC）

２０１２．３．２ 三井物産（株）、（株）商船三井、丸紅（株）は、三井海洋開発（株）が推進している、ブラジル
沖合「プレソルト層下油田鉱区」向け FPSOの長期傭船事業に出資することに合意した。

２０１２．３．２３ JAMSTECは、沖縄近海の約
１，０００mの海底で人工的に穴を
掘り熱水を噴出させた人工チム
ニーについて形成様式、組成分
析を行った。これまでの海底熱
水域における有用鉱物資源回収
法とはまったく異なり、持続的
な回収法の可能性を示唆する結
果が得られたことを発表した。

２０１２．３．２８ 国際協力銀行が三菱東京UFJ
銀行などと共同で、三井海洋開
発（株）がブラジル沖で運営する
FPSO事業に対して協調融資を
行うことを発表した。

２０１２．４．６ JX日鉱日石開発（株）は１２％の
権益を持つメキシコ湾「サウス・マーシュ・アイランド２３０鉱区」で、深さ８，８００ｍまで掘
り下げた試堀井の超深部から天然ガスが算出されたのを確認した。今後もテストや評価作
業を続けて、早期の生産開始につなげる方針。

２０１２．４．１０ JOGMECは、アメリカのコノコフィリップス社と、アラスカ州ノーススロープにおいて
メタンハイドレート層でのCO2置換実験を実施し、メタンハイドレートからCO2ハイド
レートへの置換挙動と減圧法による生産挙動に関するデータを得た。

２０１２．４．２５ 日本郵船（株）、三井物産（株）、川崎汽船（株）、日本海洋掘削（株）の4社が保有する超大水
深対応掘削船が、ブラジル国営石油会社に傭船され操業を開始。リオ・デ・ジャネイロ沖
２００kmプレソルト層にある水深約２，０００mの海域で最初の掘削が行われる。

２０１２．５．１ 三菱商事（株）は、三井物産（株）と折半出資する会社を通じ、オーストラリアのウッドサイ
ド・ペトロリアム社が推進するブラウズ LNGプロジェクトに参画すると発表。同プロジ
ェクトは、西オーストラリア州沖合のブラウズガス・コンデンセート田で生産する天然ガ
ス・コンデンセートを輸送し、精製・液化・出荷を行う大規模な開発計画。

２０１２．５．６ 東京大学と（独）産業技術総合研究所などが、重力のわずかな変化から深海底のレアメタル
や貴金属などの鉱脈を探す技術を開発したと発表した。

２０１２．５．１６ 三井物産（株）はアフリカ、モザンビーク沖で探鉱中の海底ガス田の埋蔵量が、当初想定よ
り最大で６０％増加し２４兆～５０兆立方フィートで世界一の埋蔵量になるとの試掘結果を明ら
かにした。

２０１２．５．１６ 日本郵船（株）と川崎汽船（株）は、三井物産（株）、日本海洋掘削（株）などと共同出資する超
大水深対応掘削船「エテスコ・タカツグ・J」がブラジル沖で操業を開始したと発表。同
船はサムスン重工業で竣工。

２０１２．５．２１ 関西電力（株）が権益を保有し、生産段階から参画してきた、オーストラリアの「プルート
LNGプロジェクト」から初出荷された LNG約7万トンを積んだ LNG船が兵庫県姫路港
の関西電力姫路 LNG基地に着岸した。

２０１２．５．２６ 石油資源開発（株）、三菱商事（株）が出資するインドネシア共和国のエネルギー・メガ・プ
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基礎試錐「上越海丘」の実施候補地
（出典：JX日鉱日石開発ホームページ、http://www.nex.jx-group.co.jp/

newsrelease/upload_pdf/20120618_01_01_1020080.pdf）

ラタマ社の子会社が、東ジャワ海上カンゲアン鉱区のテラン・ガス田からの商業生産を開
始。日本の国内の総生産日量に匹敵するピーク時日産3億立方フィートの天然ガスをイン
ドネシア国内に販売する計画。

２０１２．６．１ 国際石油開発帝石（株）は、イラク政府が実施した油田鉱区の入札で、ロシアの石油大手と
共同で開発権を落札したと発表。日本企業がイラクで鉱区を取得するのは2件目となる。

２０１２．６．１８ JX日鉱日石開発（株）は、２０１３
年春に新潟県佐渡南西沖で石油
・天然ガスの賦存状況の確認を
目的とした試掘調査を実施する
と発表。資源エネルギー庁から
の国内石油天然ガス基礎調査事
業の受託事業として実施する。

２０１２．６．１８ 東京電力（株）が権益を取得する
予定であった、オーストラリア
沖の「ウィートストーン LNG
プロジェクト」の権益を東京電
力（株）に加え、三菱商事（株）、
日本郵船（株）などが共同で取得
することになったと発表した。
JOGMECの出資および債務保
証の対象事業として採択を受けている。

２０１２．６．２６ 三井物産（株）はイギリス、ブリティッシュペトロールが北海で所有する油田の権益の一部
を取得したと発表した。

２０１２．６．２８ 国際石油開発帝石（株）は、アメリカの独立系石油会社から、オーストラリア西部沖のガス
田鉱区の権益の５０％を取得することに合意したと発表。

２０１２．６．２９ 東京大学の研究チームが、レアアースを豊富に含む泥の鉱床が小笠原諸島、南鳥島近くの
海底にあることを発見した。日本の年間消費量の２２０倍の埋蔵量と推定される。

（5）そ の 他

２０１１．７．１３ 江東区が、東京都や東京ガス（株）、東京電力（株）などと連携し、豊洲埠頭で各社の最新の
エネルギー技術を用いた環境に配慮したまち「豊洲グリーン・エコアイランド構想」をま
とめ発表した。海水を利用した地域冷暖房システムなどが盛り込まれている。

２０１１．８．１０ 東京工業大学と長崎大学らが、海水と淡水の塩分濃度の差を利用した発電システムを開発
し、出力1～2kWの実証試験に成功したと発表。密度差で生じる流れを用いてタービン
を回すもの。

２０１１．１２．１５ 経済産業省は、苫小牧港沖で行う、CO２の回収・貯留の実用化に向けた大規模実証試験の
計画をとりまとめた。大規模排出源からのCO２分離・回収・輸送・貯留までのトータルシ
ステムを実証し２０２０年までの技術の確立を目指す。
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２０１１年下半期では、「総合的な新造船政策（案）」がとりまとめられ、浮体式洋上風力発電、排
他的経済水域（EEZ）における海底資源開発への対応など、新たな事業化への展開が示された。
造船業界では輸出船の契約実績が前年に比べ減少し、新造船の受注低迷が明らかになる一方で、
省エネや二酸化炭素、窒素酸化物の排出削減に対応した船舶実用化に向けた動きが進んだ。
港湾や漁港では今後の地震や津波に対する備えの見直しが進められた。
２０１２年上半期では、次世代船の象徴的な存在であったテクノスーパーライナーが廃船となるこ
とが決まった。一方、省エネルギー、二酸化炭素や窒素酸化物の排出量を抑えた船舶、地下資源
開発用船舶機械などの開発・実用化の動きがさらに強まった。
また、輸出船の契約実績が対前年比2割近く落ち込むなか、大手造船会社の統合が決まり、加

えて海外との提携が進むなど、造船業界再編の動きが顕著となった。
東日本大震災を受け、東海・東南海・南海の3連動地震によって起こる津波のシミュレーショ

ン結果が明らかにされ、西日本太平洋沿岸部の港湾や漁港では、これまでの想定をはるかに超え
る高さの津波への対応・検討が始められた。

5 交通・運輸

（1）Ｔ Ｓ Ｌ

２０１２．３．２４ 三井造船（株）は、TSL（テクノスーパーライナー）を廃船とし解体する方針を決めた。東
京都が小笠原航路での導入を検討していたが、原油高騰のため採算がとれず断念。

（2）海運・船員・物流

２０１１．８．１８ 九州地方整備局が、関門航路の浚渫土砂を受け入れる新しい土砂処分場の適地として、新
門司沖土砂処分場の東側隣接海域を決定した。今後事業実施計画の検討を進め、２０１０年代
中ごろの受け入れ開始を前提に事業を進める。

２０１１．９．１５ 日本では公道の走行が認められていない４５フィートサイズの大型国際海上コンテナを活用
した商業輸送が、特区制度を活用し宮城県で始まった。

２０１１．１０．１３ 丸紅（株）がデンマークの海運会社から液化天然ガス運搬船事業を買収すると発表。現在世
界で運航している天然ガス運搬船はおよそ３６０隻、うち日本では商船三井と日本郵船が４０
隻以上を保有管理しており、今回の買収で丸紅は１６隻の運搬船を保有することになる。

２０１１．１１．１８ 東京都が２０１１年１２月から２０１２年3月の間、東京港と海外の港湾でコンテナ貨物を輸出入す
る会社に対して、前年より取扱いが増えた貨物量に応じて補助金を出すと発表した。

２０１２．１．１８ 日本船舶輸出組合が２０１１年の輸出船の契約実績を公表。前年比１９．６％減となった。

２０１２．１．３０ 日産自動車（株）が内航の自動車運搬船に太陽光パネルや電子制御ディーゼル船舶エンジン
などを搭載した省エネ船を導入したと発表。従来の同型船に比べCO２排出量を2割削減で
きる。

２０１２．２．２１ 「トン数標準税制の拡充に関わる海上運送法の改正案」「海洋汚染防止法改正案」「船員法
改正案」等海事関連3法案が閣議決定された。海上運送法の改正については日本の船会社
の海外籍船を「準日本籍船」に認定する制度の創設が趣旨。

２０１２．３．２１ （社）日本経済団体連合会は「国際競争力強化に向けた港湾・輸出入諸制度の改革」を公表。
モノづくりとサプライチェーンを国内に維持し続けることが喫緊の課題として、港湾諸制

４５フィートサイズの大型
国際海上コンテナ
平成１７年に４５フィートコ
ンテナが ISO（国際標準
化機構）により規格化さ
れ、従来の４０フィートコ
ンテナと比較して、容積
が約２７％多いことから、
欧米や中国などでは取扱
いが増加するなど、世界
的な広がりをみせてい
る。物流コスト削減や温
室効果ガス排出削減の観
点から４５フィートコンテ
ナの利用が望ましいもの
の、日本国内では法令基
準により４５フィートコン
テナ積載車の公道走行が
規制されている。
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造船所完成イメージ
（出典：川崎重工業ホームページ、http://www.khi.co.jp/pressrelease/detail

/post_23.html）

度の改革、輸出入制度の改革、改革推進体制のあり方について提言した。

２０１２．５．４ 川崎重工業（株）は、ブラジルに
おけるドリルシップ建造等の合
弁事業へ参画することを決定し
調印式を行った。ブラジルのバ
イア州の造船所への３０％出資と
同社への技術移転を行うもの。
バイア州において建設が開始さ
れた造船所の建設、ドリルシッ
プ建造に関する技術を供与す
る。

２０１２．６．１２ 日本郵船（株）はフィリピンのマ
ニラに船舶管理を行う新事務所
を開設。日本郵船（株）の船員の中で最も多いフィリピン人船員のキャリアパスを多様化する。

（3）バラスト水・海洋環境

２０１１．９．２２ 海洋政策研究財団が「バラスト水処理装置の開発とその賢い運用に関する講演会―G2、
G8およびG9への対応と国内外処理装置の最新情報―（注２）」を開催した。

２０１１．１１．２１ 国土交通省が、バラスト水処理の承認手続きについて、海外メーカーによる承認取得を促
進するため、全面的に見直しを行ったことを発表した。

２０１２．５．１５ 住友商事（株）は、ノルウェー製の高性能バラスト水処理装置を輸入し拡販すると発表。殺
菌能力の高い電解水を作る装置と、ろ過を組み合わせたもの。

２０１２．５．２３ JFEエンジニアリング（株）は、バラスト水処理装置の累計受注件数が約１６０隻で、世界第
4位となったと発表した。

２０１２．５．３０ （株）クラレは、バラスト水処理装置「マイクロフェード」が国土交通省から型式承認（G
8）に相当する施行前試験合格書を取得したと発表。すでに IMOの G9最終承認を得て
おり、装置の販売が可能となった。

（4）造 船

２０１１．７．６ 国土交通省海事局は、第7回「新造船政策検討会」を開催し「総合的な新造船政策（案）」
の最終とりまとめを行った。新
事業への展開として、浮体式洋
上風力発電の事業促進、EEZ
内の海底資源開発への参画など
が盛り込まれた。

２０１１．７．１２ 三井造船（株）は、推進システム
にガス焚き低速ディーゼルエン
ジンを採用し、燃料費・CO２の
排出量を３０％削減した新型
LNG船開発を完了させたと発
表した。

２０１１．７．１２ 三菱重工業（株）は、次世代型
LNG（液化天然ガス）運搬船

注2 国際海事機関（IMO）
によって２００４年に採択さ
れた「船舶バラスト水及
び沈殿物の制御及び管理
に関する国際条約」にお
いて定められたガイドラ
イン。
１４のガイドラインで構成
されるもので、G2：バ
ラスト水サンプリングに
関するガイドライン、G
8：バラスト水管理シス
テムの承認に関するガイ
ドライン、G9：活性物
質を使用するバラスト水
管理システムの承認手
順。

次世代型 LNG船「さやえんどう」船型
（出典：三菱重工業ホームページ、http://www.mhi.co.jp/news/story/

1110285122.html）
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自己昇降式作業船「SEPくろしお」
（出典：第一建設機工ホームページ、http://www.dai1-sep.com/marine.

html）

を開発したと発表。球形タンク4基を、船体と一体構造の連続タンクカバーで覆うことに
より、航行中の風圧による抵抗を大幅に軽減。実運航上の燃費低減に寄与。

２０１１．７．１５ IMOの第６２回海洋環境保護委員会が、船舶の燃費指標導入と二酸化炭素排出規制を盛り
込んだMARPOL条約改正案を採択した。途上国も含めた各国一律適用の原則が組み込ま
れている。

２０１１．７．２２ 三井海洋開発（株）は、ブラジル「ワイキキベロインガ鉱区」で利用する FPSOを受注し、
中古VLCCタンカーを改修・納品すると発表。FPSOは原油生産能力日量１０万バレル、
水処理・圧入能力日量１５万バレル、原油貯蔵能力１３０万バレル、発電機６０MWを搭載する。

２０１１．８．１６ ユニバーサル造船（株）は、温室効果ガスの排出量を２５％削減できる大型ばら積み船を開発
したと発表。形状の工夫に加え、燃費改良型のエンジンを搭載、進路の天候などを予測し
て最適な燃料効率の航路を選択する航行支援システムを標準搭載した。

２０１１．９．１３ 第一建設機工（株）が外洋型自己
昇降式作業船を竣工。外洋での
作業が可能で、荒天時最大１０．５
mの波浪にも退避せず現地を
維持できることから、洋上風力
発電や遠隔離島周辺海域での工
事需要が見込める。

２０１１．１０．６ 佐伯汽船（株）と東海運（株）は、
内航船として世界で初めて排気
ガスから発電する排熱回収シス
テムを搭載したセメント運搬船
「鶴洋丸」の実運航の開始を発
表。この排熱回収システムは、
摂氏３００度程度の排気ガスから
3kW程度の発電が可能。

２０１１．１０．１４ 三菱重工業（株）は、CO２を従来船に比べて約２５％削減できる新型ばら積み運搬船を開発し
たと発表。穀物輸送船3隻に設計コンセプトと環境技術を供給。泡の力で船底と水の摩擦
抵抗を低減させる独自のシステムや高効率な船型および推進性能改善装置などを採用。

２０１１．１０．２６ 三井造船（株）は、これまで再利用が難しかった船舶エンジンからの低温排熱を効率的に再
利用するシステムを開発したと発表。中小型ばら積み船の1万 kW級のエンジンに取り付
けた場合、船内照明など航行中に使う電気の約半分を賄える。

２０１１．１１．２８ ユニバーサル造船（株）が、電気推進の５，０００重量トン型プラットフォーム補給船4隻をシ
ンガポールの運航会社から受注し、建造契約を結んだと発表した。

２０１１．１２．６ 日立造船（株）が、同社が開発した舶用ディーゼルエンジン用選択触媒還元装置が、日本海
事協会から IMOが定めるNOx 第三次排出規制への対応を証明する鑑定書を取得したと発
表した。

２０１１．１２．１９ 日本郵船（株）が、三井物産（株）や川崎汽船（株）などと共同出資した深海油田の掘削船が完
成したと発表。水深３，０００mまで操業可能で、掘削深度は約１２，０００m。ブラジル沖の油田
開発に携わる。

２０１２．１．１１ 三菱重工コンプレッサ（株）は、オランダのシェル社がオーストラリア北西沖での運用を目
指す世界初の洋上浮体式液化天然ガス生産・貯蔵・積出施設（FLNG）（注３）向けの、コンプ

MARPOL 条約
船舶の航行や事故による
海洋汚染を防止すること
を目的に IMOによって
採択された国際条約。油
による汚染防止、有害液
体物質による汚染防止、
汚水による汚染の防止、
船舶からのゴミによる汚
染防止、大気汚染の防止
などの議定書で構成され
ている。

FPSO
（Floating Production, Stor-
age and Offloading sys-
tem：浮体式海洋石油・
ガス生産貯蔵積出設備）

自己昇降式作業船
プラットフォーム（台船）
と昇降用脚を持ち、プラ
ットフォームを海面上に
上昇させてクレーン、杭
打ち等の作業を行う台
船。プラットフォームを
波浪の届かない高さまで
上昇させて保持すること
により動揺をなくし、高
波浪海域での稼動を可能
とする作業船。

電気推進
ディーゼルエンジンで発
電機を駆動し、その発生
電力で電動機を回し推進
する方式。電力を制御し
て、希望する回転数で電
動機を回転させスクリュ
ーの回転数を制御でき
る。

注3 FLNG : Floating
Liquefied Natural Gas
facility
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次世代型超省エネ帆船「ウインドチャレンジャー」
（出典：東京大学ホームページ、http : //www.k.u-tokyo.ac.jp/info/entry

/10_entry1/）

レッサおよび発電システムを受注したと発表した。

２０１２．１．３０ JFEホールディングス（株）と（株）IHI は、２０１２年１０月1日付で傘下のユニバーサル造船
（株）と（株）アイ・エイチ・アイマリンユナイテッドを統合すると発表した。

２０１２．２．９ 三井造船（株）が三井海洋開発（株）との連携を強化し、LNG関連プラントなどの大型案件
の受注を目指すと発表した。

２０１２．２．２１ （一社）日本造船工業会は２０１１年の新造船受注量が対前年比１４％減ったと発表した。

２０１２．２．２７ 横浜ゴム（株）は、荷役作業支援システムとして、「2船体操船および係留監視システム」
を開発したと発表。同システムは、洋上で2隻のタンカーを接舷し、原油や LNGなどを
移送する際、船体間の緩衝材として使用される空気式防舷材の状態と2船の操船状況を同
時に監視するものである。

２０１２．３．７ 東京大学は、次世代型超省エネ
帆船開発プロジェクトで、プロ
トタイプとして1/2縮尺モデ
ルの帆の製作並びに実証試験を
行うと発表。これまで2年間の
フィジビリティー研究により実
現可能性が確認された。

２０１２．３．８ 川崎重工業（株）と川崎汽船（株）
がCO２排出量の削減効果がある
新型過給機を搭載した石炭専用
運搬船の運用試験の開始を発
表。陸上試験では1～2％以上
のCO２排出量削減効果が確認さ
れている。

２０１２．３．９ 三菱重工業（株）は、１９０５年に操業を開始した神戸造船所での商船建造に幕を閉じる最後の
進水式を行った。商船建造は長崎造船所と下関造船所に集約する。

２０１２．４．２３ 主要な造船会社などが共同で、造船の受注を金融面から支援する新会社「日本船舶投資促
進（株）」を設立。新会社は船舶を受注するたびに船舶保有会社をつくり国際協力銀行など
から融資を受け、日本の造船会社に建造を発注する。

２０１２．４．２３ ユニバーサル造船（株）と（株）アイ・エイチ・アイマリンユナイテッドの統合新会社名が
「ジャパンマリンユナイテッド（株）」になったと発表した。１０月1日に統合発足する。

２０１２．４．２５ （株）IHI がタイ湾沖に設置される洋上原油貯蔵積出設備（FPSO）を完成し、バハマのエ
ラワン2FSバハマ社に引き渡したと発表した。

２０１２．５．４ 川崎重工業（株）はブラジルにおけるドリルシップ建造等の合弁事業への参加を決定し、調
印式を行った。ブラジル、バイア州の造船所への３０％出資と同社への技術移転を行う。ブ
ラジルでは超大深水プレサル層からの油田発見に伴い、開発・掘削のためのドリルシップ、
FPSO等の各種船舶需要が急伸している。

２０１２．５．２２ 三井造船（株）はIMOのNOx排出に関する第三次規制に対応可能な船舶用大型低速ディー
ゼルエンジンで初のビルトイン方式による排ガス再循環システムを開発したと発表した。

２０１２．５．２８ 川崎重工業（株）は、IMOの NOx 排出に関する第三次規制に対応する舶用エンジンの開発

プレサル層油田
プレサルとは「塩より古
い」という意味で、海底、
約５，０００mまでの岩塩層
のさらに深部に存在する
油田。
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ブラジルとの海洋開発・海事分野における協力覚書の調印
（出典：国土交通省ホームページ、http://www.mlit.go.jp/common/

000212573.pdf）

を開始したと発表した。

２０１２．５．２９ 日本政府とブラジル政府が、海
洋開発・海事分野に係る協力覚
書に調印。海洋開発・海事分野
の発展を図るために、海事技術
・産業分野（浮体施設、洋上支
援船・作業船および海上輸送シ
ステムなどを含む）の政策・規
制に関する意見および情報の交
換、海事技術・産業の開発にお
ける協力等の取組みを行う。

２０１２．５．２９ 国土交通省は、新造船政策検討
会のフォローアップ会合を開催
し、国内造船産業が持続的に発
展するための具体策を盛り込ん
だ最終報告書を発表。報告書に
は競争力強化、新市場・新事業
への展開、企業連携と統合、イ
ノベーションの推進の4つの柱
が示された。

２０１２．６．１１ （公社）日本船舶海洋工学会は、
シップ・オブ・ザ・イヤー２０１１
に三菱重工業（株）で建造された
背高重量貨物運搬船で世界最大
のRORO船「トンスバーグ」
（TφNSBERG）７４，６２２総トンを
選定。省エネ、環境負荷削減に
向けた装備など完成度の高さが評価された。

２０１２．６．１３ 日本財団は、造船関係事業の振興を目的に、造船所や工場などの設備改善のために必要な
資金「設備資金」と「運転資金」を長期・低利で融資する貸付制度を設けており、２０１２年
度造船関係事業第1回「運転資金」貸付額を約１８５億円と決定したと発表した。

２０１２．６．２９ （株）商船三井と三菱重工業（株）は、太陽光発電装置を搭載したハイブリッド自動車運搬船
を完成。世界最大の出力１６０kWの太陽光発電装置を搭載、従来より4％程度CO２の排出
量を削減できる。

（5）航行安全・海難

２０１１．７．６ 横浜市本牧埠頭沖合で、底引き網漁船とベトナム船籍の貨物船が衝突、漁船が転覆し乗組
員2人のうち1人が死亡した。

２０１１．９．２１ サハリンエナジー社と北海道庁および北海道漁業環境保全対策本部との意見交換会が、札
幌市内の北海道漁連で開催された。液化天然ガスと石油の出荷状況、航行隻数や航海ルー
トなどが説明されるとともに事故発生時等の対応について意見が交わされた。

２０１２．３．２２ 第五管区海上保安本部は、明石海峡において船舶自動識別装置を利用したバーチャル航路
標識の実用化実験を開始すると発表した。

２０１２．４．１５ 石川県能登半島沖で、中国人航海士が操船する外国船籍のコンテナ貨物船が、刺し網漁船

バーチャル航路標識
陸上の船舶自動識別局か
ら送信する信号によっ
て、船舶に搭載した表示
装置に実在しない航路標
識を表示させる。

シップ・オブ・ザ・イヤー２０１１受賞の世界最大のRORO船「TφNSBERG」
（出典：（公社）日本船舶海洋工学会ホームページ）
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想定津波高と第一線防波堤の天端高の比較
（出典：国土交通省ホームページ、http://www.mlit.go.jp/common/000193329.pdf）

東京ゲートブリッジ

「第二新洋丸」と衝突し、船長ら2人が死亡・行方不明となった。七尾海上保安部は、4
月１９日にコンテナ貨物船の航海士ら2人を業務上過失往来危険等の疑いで逮捕した。

（6）港 湾

２０１１．９．９ 京浜3港の港湾管理者である東京都、横浜市、川崎市が設置する「京浜港連携協議会」が
開催され、3港の港湾計画の共通指針となる「京浜港の総合的な計画」を策定・公表した。
およそ２０年の開発・機能配置方針を定めたもので、複数の港湾管理者が長期計画を一本化
したのは国内初。

２０１１．１０．３１ 水産庁は、全国の漁港を対象に津波で流された漁船などが漂流物となるのを防ぐための「漂
流防止柵」の設置を進めると発表した。

２０１２．２．３ 総務省の調査によ
ると地方自治体が
管理する港湾のう
ち、調査対象の7
割以上が定期点検
や補修を実施して
いなかったことが
わかった。

２０１２．２．７ 岡山県倉敷市の
JX日鉱日石エネ
ルギー（株）水島製
油所の海底トンネ
ル工事現場でトン
ネルに突然大量の
海水が流入し、5
人が行方不明とな
った。

２０１２．２．１２ 東京湾にかかる「東京ゲートブ
リッジ」が開通した。中央防波
堤外側埋立地と江東区若洲地区
を結ぶ。

２０１２．２．２９ 国土交通省は、東海、東南海、
南海の3連動地震などで最大ク
ラスの津波が発生した場合、太
平洋側の主要１９港のうち、高知
港、清水港など8港湾で津波の
高さが防波堤を上回るとのシミ
ュレーション結果を公表した。

２０１２．４．１ 近畿地方整備局が整備を進めてきた堺泉北港の「基幹的広域防災拠点」が供用を開始。京
阪神都市圏における災害応急活動の核となる。

２０１２．５．８ 国土交通省交通政策審議会港湾分科会防災部会の第5回会合が開催された。港湾での地震
・津波対策のあり方について審議され、ハード、ソフト両面での防災、減災を進めること
が検討された。

第第
22
部部

日日
本本
のの
動動
きき
、、
世世
界界
のの
動動
きき

182



２０１１年下半期では、インドネシアで生産が増加している石炭の輸送効率向上のための方策とし
て、メガフロート技術を活用した洋上貯炭出荷施設が挙げられた。
２０１２年上半期では、メガフロートの東南アジアでの FPSOの石油などの備蓄施設等としての
利用など、新たな動きが見られた。

２０１１年下半期では、依然ソマリア沖での海賊行為が後を絶たず、また世界全体でも海賊行為が
増加する傾向にあった。（一社）日本船主協会が政府に対して自衛官や海上保安官などの公的な
武装ガードの乗船を求める要望書を提出した。
２０１２年上半期では、アメリカ軍普天間飛行場の移転については、国と沖縄県との姿勢の違い、
移設に伴う埋立てによる環境への影響など、さらに問題が困難な局面を迎えた。
ソマリア沖での海賊問題が続くなか、日本とインドとの連携が強まった。

（7）プレジャーボート対策

２０１１．８．１０ 国土交通省、水産庁が共同で行った平成２２年度プレジャーボート全国実態調査の結果が公
表された。約１９万７，０００隻のプレジャーボートのうち約9万９，０００隻が放置艇で、そのうち
約２３％は所有者不明であることがわかった。

6 空 間 利 用

（1）メガフロート

２０１１．７．２５ 日本がインドネシア政府に、石炭を一時的に貯留し出荷する基地としてメガフロートの使
用を提案することが明らかになった。投資額は４００億円程度で円借款を活用するもの。

２０１１．１０．２４ （一財）石炭エネルギーセンターが、「２０１１年インフラ・システム輸出促進調査等事業（イ
ンドネシア石炭資源の有効活用に資する洋上貯炭出荷および輸送効率化に係る調査）」の
報告書をまとめ発表、そのなかで、インドネシアの東カリマンタン州で生産が増加してい
る石炭の輸送効率向上を目指して、メガフロート技術を活用した洋上貯炭出荷設備などを
提案した。

２０１２．３．１１ 国土交通省はインドネシアでメガフロートを FPSOに活用することを目指した意見交換
を行った。また、海洋政策研究財団の招聘事業でインドネシア政府関係者を日本に招いた。

（2）そ の 他

２０１２．４．１ 神戸商工会議所、（社）神戸経済同友会らが、神戸のまちづくりに関する調査研究や提言を
行う「神戸海港都市づくり研究会」を設立した。

２０１２．６．１１ 大阪商工会議所が、東横堀川の本町橋周辺で小型船が行き交う水辺のにぎわい拠点づくり
を求める提言をまとめた。

7 セキュリティー

FPSO
１７９頁参照。
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（1）国際協力・合同訓練

２０１１．７．２ 防衛省は、在日米軍の空母艦載機離着陸訓練移転候補地として日米共同文書に明記された
鹿児島県馬毛島について、島内に整備する自衛隊施設概要や訓練の飛行ルートなどを明ら
かにした。

２０１１．７．９ 防衛省はブルネイ沖の南シナ海で、海上自衛隊、アメリカ海軍、オーストラリア海軍によ
る共同訓練を実施。これまで日本周辺海域で行ってきており、南シナ海での実施は初めて。

２０１１．７．２３ ASEAN関連外相会議で、南シナ海の領有権をめぐる問題につき、日本・韓国・アメリカ
が連携して海上安全保障の議論にあたる方針が、3ケ国の外相による共同プレス声明とし
て明記された。

２０１１．１１．１８ 野田総理大臣が出席した東南アジア諸国連合（ASEAN）で「日ASEANバリ宣言」がと
りまとめられた。海洋安全保障と海洋安全の協力推進、南シナ海での紛争を平和的に解決
する「行動規範」の策定を期待、日本のASEAN諸国へのインフラ整備協力などが骨子。

２０１１．１１．１９ 第6回東アジア首脳会議（EAS）がインドネシアのバリにて開催され、海洋に関する国
際法が地域の平和と安定の維持のために必須の規範を含むこと、ロシアおよびアメリカの
会議への参加を歓迎することなどが盛り込まれた「互恵関係に向けた原則に関する東アジ
ア首脳会議（EAS）宣言」が採択された。

２０１２．２．３ アメリカ政府が沖縄県普天間飛行場移設に伴うアメリカ軍海兵隊のグアム移転計画を見直
すと日本政府に通告した。

２０１２．２．８ 政府は在日アメリカ軍再編計画の見直し案を発表。在沖縄海兵隊のグアム移転を普天間飛
行場の移設と切り離し、規模を縮小して先行実施する。普天間の移設先は名護市辺野古を
堅持。

２０１２．２．２８ 玄葉外務大臣はシーレーンの安全確保や海賊対策のため、ODAを活用して日本の巡視艇
を沿岸国に無償貸与する考えを表明した。

２０１２．６．９ 神奈川県沖の相模湾で日本の海上自衛隊とインド海軍による共同訓練が行われた。2国間
の共同訓練は初めてで、中東からのシーレーンにてインドとの防衛協定を推進する。

（2）テロ・海賊

２０１１．７．７ ソマリア沖アデン湾での海賊対策を強化するため、日本政府が東アフリカ、ジブチに設置
した自衛隊の活動拠点の開所式が開かれた。自衛隊にとっては初めてとなる本格的な海外
駐留基地となる。

２０１１．７．１６ ASEAN地域フォーラム閣僚会議で採択される「海洋の安全保障に関する作業計画」の内
容が明らかになった。領有権問題、軍事的脅威、テロ・海賊問題に気候変動や自然災害を
含めた課題について、2年ごとに優先分野を定め、安全保障確保に取り組む。

２０１１．９．２８ 紅海のイエメン沖を航行中のパナマ船籍で、東京マリン（株）運航のケミカルタンカー
「Ginga Bobcat」が海賊とみられる小型ボートによる襲撃を受けた。小型ボートから発砲
してきた手りゅう弾ランチャーにより、船橋下部に破損が生じたが船員に被害はなかった。

２０１１．１０．１７ （一社）日本経済団体連合会は、ソマリアの海賊による船舶への被害の急増、活動範囲の
拡大を受けて、海賊対策の強化に向けた提言をとりまとめ政府関係方面へ提出した。

２０１１．１０．１７ （一社）日本船主協会は政府に対し、民間人による武器の所持が禁止されている日本籍船
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２０１１年下半期は、（独）水産総合研究センターと長崎大学、横浜国立大学、東京大学との連携協
定締結が進み、教育研究の分野においても「海、水産」との連携が再度重要視される動きがあっ
た。
東京都では災害時の海上交通が見直されるとともに、平常時の水上バスでのクルーズなどが広

がった。
２０１２年上半期は、京都、東京で人工海水を循環利用する内陸型の大型水族館が開館し話題とな
った。また、山形県鶴岡市立加茂水族館がクラゲの展示種類数が世界一としてギネスブックに登
録されるなど、水族館関連の話題でにぎわった。

について、船社が必要とする場合に自衛官や海上保安官など「公的」な武装ガードの乗船
を可能としてほしいとする要望書を国土交通大臣等関係府省に提出した。

２０１２．１．２７ 海上保安庁とインド沿岸警備隊が、両機関の海賊対処能力向上のための連携訓練の実施な
ど、インド西海岸まで活動範囲を広げているソマリア沖海賊への具体的対応策について合
意した。

（3）そ の 他

２０１１．９．１４ 政府は、石川県能登半島沖で保護された木造船の男女9人を北朝鮮からの脱北者と認定。
9人は法務省入国管理局に一時庇護の上陸許可を申請し、政府は上陸を許可した。

8 教育・文化・社会

（1）教 育

①初等・中等・高等教育

２０１１．７．４ 海洋政策研究財団は「海洋教育普及の実現に向けた戦略的研究委員会」を立ち上げ、海洋
教育の普及に向けた課題として、政策的枠組みの拡充、海洋教育の質の向上、海洋教育の
普及、海洋教育の必要性の周知、具体的対策について議論した。同委員会を通して、２０１２
年3月には「小中学校における海洋教育の実施状況に関するアンケート」調査結果の速報
が報告された。委員会は２０１２年度も継続開催されている。

２０１１．７．２６ 海洋政策研究財団が「我が国の教育体系構築に向けた調査研究事業」の成果として、「２１
世紀の海洋教育に関するグランドデザイン」をとりまとめ公表。本書は小学校編、中学校
編、高等学校編の3部構成となっており、海洋に関する一貫した教育体系を明らかにした。

２０１１．８．２７ 東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センターと日本財団が共催する第2回シンポ
ジウム「海洋教育がひらく防災への道」が東京大学本郷キャンパスで開催され、海と防災
・安全、防災教育などについて話し合われた。シンポジウムはその後も不定期に開催され
ている。

②大学教育

２０１１．７．８ 長崎大学と（独）水産総合研究センターが両機関の連携協力を推進し、相互の研究開発能力
および人材を活かして総合力を発揮することにより、組織横断的な学術研究と教育の発展
等に資することを目的とした連携協定を締結した。なお（独）水産総合研究センターは、横
浜国立大学（8月9日）、東京大学（１１月8日）とも協定を締結している。

２０１２．６．９ 海洋政策研究財団は、平成２４年度「総合的沿岸域管理教育カリキュラム調査研究委員会」
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を立ち上げた。昨年度に作成した総合的沿岸域管理教育カリキュラムのシラバス案の最終
化、主要科目のモデルテキスト作成、可能な大学における教育カリキュラム案の一部試行
などについて検討していくこととした。

③社会教育

２０１１．８．２０ 国際医療ボランティア団体（特）earthlysoul が「海で遊ぶ、海に学ぶ、海に感謝する２０１１in
お台場」を日本財団の助成を受けて開催。ライフセーバーやサーファーを中心に発足した
同団体が、医師の協力を得て、安全性に配慮しながら、小児ガンなどの闘病生活を送って
いた子どもたちが海でマリンスポーツに親しむ機会を提供した。

④そ の 他

２０１１．９．６
～ ９．８

海岸構造物に関する国際会議として4年に1回開催されている「COASTAL STRUC-
TURES」が米国土木学会と日本土木学会の共催、国土交通省や横浜市などの後援で横浜
の開港記念会館で開催された。会議の主要テーマは、「気候変動下における沿岸防災と海
洋利用」で世界各国から２００名超の研究者・技術者が参加、最先端の事例が発表された。

２０１１．９．３０ 青少年に対する海事知識の普及を目的として１９７４年7月２０日に東京都のお台場に開館した
「船の科学館」が、本館の建て直し準備のため、「本館展示」を休止した。

２０１１．１１．８ 「船の科学館」は、展示を終了した旧青函連絡船「羊蹄丸」を愛媛県新居浜市の「えひめ
東予シップリサイクル研究会」に無償譲渡すると発表。新居浜市内で一般公開後、CO２の
排出を抑えた解体技術の研究などに使われる。

２０１２．２．２ 千葉県外房の7漁協は、千葉県教育委員会がまとめた「県立学校改革推進プラン」におい
て２０１５年に予定されている県立勝浦若潮、大原、岬高校の統廃合と勝浦若潮高校の海洋科
学系学科の廃止について千葉県教育委員会、農林水産部に存続を求めた。

２０１２．４．２０ 環境省が海洋生物多様性保全戦略（２０１１年3月策定）のホームページを開設。「中学生で
もわかる」をコンセプトに、できるだけわかりやすい表現を用い関連施策・事業、用語集
などの情報が含まれている。

２０１２．５．４ 横浜市の山下公園前に係留されている海事博物館「氷川丸」の入場者が２００８年のリニュー
アル以来１００万人を超えた。

２０１２．６．２６ 日本財団は、「国連持続可能な開発会議（リオ＋２０）」に対応してこれまで１１０ケ国７５０人以
上の海洋分野の専門家育成を行った日本財団の育成事業を１０年間で2倍に拡大する計画を
明らかにした。

（2）ツーリズム・レジャー・レクリエーション

２０１１．９．１７ （公財）東京都公園協会は運航している水上バス「東京水辺ライン」で、浅草発着の東京
スカイツリーを眺めるコースなど新たに2ルートを開始した。

２０１２．２．２８ 東京都墨田区と江東区が新名所を船と徒歩でめぐる実験ツアーを実施。東京ゲートブリッ
ジを船で、東京スカイツリーを徒歩でめぐる4時間のツアー。

２０１２．３．１４ 京都市の梅小路公園内に人工海水を利用した日本最大級の内陸型水族館「京都水族館」が
開館した。

２０１２．３．３０ 政府は、２０１６年度までに国内における旅客消費額を３０兆円にすること等を目標に掲げた「観
光立国推進基本計画」を閣議決定した。海に関しては、港湾、旅客ターミナルなどのハー
ド設備整備、クルーズ船の航路確保、みなとオアシスの拡大などの方針が示された。
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２０１２．４．１ 東京都は、クルーズ船を東京港に誘致するための補助金制度を開始した。客船が入港する
際に必要となる水先料金や曳航料金を助成して、東日本大震災の影響で東京港への寄港が
激減した大型客船を呼び戻す。

２０１２．５．２２ 東京スカイツリータウンに
「すみだ水族館」が開館。京
都水族館に続く人工海水を用
いた内陸型の水族館。大型車
両による海水運搬時に発生す
るCO２の発生を抑え、年間を
とおして一定の水質を維持で
きる。

２０１２．６．２８ 東京都観光汽船（株）が漫画家
の松本零士氏がプロデュース
した未来型水上バス「ホタル
ナ」の運航を開始。浅草から
日の出桟橋、お台場のルート
で運航する。

（3）そ の 他

２０１１．８．２４ １８７１年に兵部省海軍部水路局からスタートして、１４０周年を迎えた海上保安庁海洋情報部
の１４０周年を記念し、第六管区海上保安本部、（財）日本水路協会が「水路１４０周年記念シン
ポジウム」を広島市で開催。東京大学大気海洋研究所の道田豊教授が記念講演を行った。

２０１１．１２．１ （財）日本離島センターが、全国の有人島と無人島の計約１，０００の島を掲載した『日本の島
全図』を発行した。

２０１２．１．２２ 青海に移転した海上保安庁が、東京都内の前庁舎から、日本初の海図の基になった岩手県
釜石港の水深図などを発見した。

２０１２．２．１１ NPO法人アジア水中考古学研究所が静岡県熱海市沖約１０㎞の初島近くの海底で徳川家の
三葉葵の紋が入った鬼瓦など多数の瓦を発見した。

２０１２．３．１２ 栃木県立博物館が宇都宮市東
部の鬼怒川の河岸で、ほぼ完
全な形の約1千万年前のクジ
ラの化石を発見したと発表し
た。

２０１２．３．１８ 東京浅草の三社祭７００年を記
念し、５４年ぶりに浅草神社の
神輿が隅田川を行き来する舟
渡御が再現された。

２０１２．３．２７ 文部科学省文化審議会は、
２０１０年に発見された元寇の際
に沈没したとみられる船体な
ど長崎県松浦市鷹島沖海底の
「鷹島神崎遺跡」を日本で初
めて海底遺跡として国史跡に
指定した。

未来型水上バス「ホタルナ」

クラゲの種類数のカウント
（出典：加茂水族館ホームページ、http://www.shonai.ne.jp/kamo/

guinness/index.htm）
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２０１１年下半期では、東日本大震災に係る調査や解析がさらに進められるとともに、今後想定さ
れる東海・東南海・南海地震等に対する観測網の拡充が進んだ。
気候変動については、気象、海洋、北極、南極、生態系などさまざまな分野における観測デー

タの取得・発掘・保存なども進んでいる。
２０１２年上半期でも、地震や津波に関する調査・研究の成果が多数報告されるとともに、今後発
生すると想定される、東海・東南海・南海の3連動地震による巨大津波のシミュレーション結果
が明らかにされ、これまでの想定を上回る津波が予測されたことから、ハード・ソフト両面での
防災・減災のための動きが加速された。
南極大陸周辺の海氷の生産量減少、北極海での雲の状態変化など、気候変動に伴う、もしくは

要因となる現象の発見が報告された。

２０１２．４．５ 山形県鶴岡市立加茂水族館が、クラゲの展示数が世界最多であるとしてギネス・ワールド
・レコーズに認定された。２０１１年１２月に行われた、クラゲ展示種数をカウントする記録会
では、2人の海洋生物学者を招いて、展示しているクラゲを確認し、３０種いることがわか
った。

9 海洋調査・観測

（1）気 候 変 動

２０１１．１２．２ 地球温暖化観測推進事務局、環境省、気象庁主催によるワークショップ「観測データが語
る気候変動」が開催。気象や海洋、北極・南極、生態系の分野における観測データの取得
・発掘・保存に関する取組み、それらの観測データによって得られた異常気象や地球温暖
化に関する最新の研究成果について講演した。

２０１２．２．１３ 気象庁は、過去５０年以上にわたる海洋の水温観測データを解析した結果、海洋内部（海面
から７００m深まで）の水温が長期的に上昇し、世界全体の海洋に蓄えられている熱量が増
加していることを発表。世界全体で平均して１０年あたり０．０２℃の割合で上昇しており、こ
のような海洋内部の水温の上昇は、海水の熱膨張をもたらし、海面水位を上昇させている
としている。

２０１２．５．９ 国立極地研究所などの調査で、南極大陸周辺の海氷の生産量が大幅に減少していることが
わかり、イギリス科学誌『ネイチャー・コミュニケ－ションズ』に掲載された。海氷の生
産量が減少することにより、海水の塩分濃度の低下を招き、気候システムに影響を及ぼす
可能性がある。

２０１２．５．３１ JAMSTECなどの研究チームが北極海で形成される雲の状態が変化しているとする観測
結果をアメリカの学術誌に発表。海氷の減少が雲の状態を変化させ、それがさらに北極海
の温暖化を加速させている可能性がある。

（2）海底地震・津波

２０１１．８．３１ JAMSTECが、東南海地震などに備えて整備を進めてきた「地震・津波観測監視システ
ム」の本格運用を開始した。東南海地震の震源域とする紀伊半島沖熊野灘の海底２０ケ所に
地震計や津波をとらえる水圧計などの観測装置で構成されている。

２０１１．９．２ 国土交通省の調査により、全国の海岸堤防約１５，０００kmのうち、少なくとも１７％が、その
地域で起こる可能性がある津波の最大高より低いことが明らかになった。

２０１１．９．８ 北海道大学の研究チームが、千島海溝近くの北方領土で、過去３０００年間に色丹島に6回の
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巨大津波が押し寄せた可能性を示す砂層を確認したと発表。

２０１１．１０．１ JAMSTECと高知大学の研究チームが、地球深部探査船「ちきゅう」を使い東南海地震
の震源域である紀伊半島沖の熊野灘を掘削して得た地層サンプルから、１９４４年の東南海地
震で動いたと推定される断層を発見し、成果をアメリカの専門誌に掲載した。

２０１１．１０．１７ 国土交通省港湾局が、全国港湾海洋波浪情報網を活用した津波防災情報の提供方法に関す
る検討を行うと発表。港湾局では港湾事業に資するデータを取得するため、全国の沿岸で
潮位、波浪の観測を行っており、取得したデータはインターネット上で公開されている。

２０１１．１０．２０ 文部科学省は２０１２年度から「緊急津波速報」システムの開発に着手することを明らかにし
た。北海道根室沖から千葉県房総沖にかけての海底１５５ケ所に水圧計と地震計を設置し、
地震発生後3分以内に、津波の高さや到達範囲を知らせる。

２０１１．１０．２１ 気象庁がマグニチュード9クラスの地震も観測できる地震計を２０１２年度中に全国８０ケ所に
設置することを決めた。東日本大震災では周期が長い振幅の大きな揺れが従来の地震計の
測定範囲を超えた。

２０１２．１．２８ 東京大学と JAMSTECの研究チームが、紀伊半島沖の海底で東南海地震と南海地震の震
源域にまたがる東西２００㎞以上の断層を発見した。宝永地震（１７０７年）などの連動型地震
でこの断層が動き津波の発生源となった可能性がある。

２０１２．１．３１ 気象庁は津波警報の改善策をまとめた。巨大地震が発生した場合の第1報では津波の予想
高さは示さず、「巨大」や「高い」などの表現で発表、非常事態であることを伝え、避難
を促す。２０１２年3月7日１２時より運用を始めた。

２０１２．２．２８ 宮城県は、防潮堤に加え道路などのかさ上げによる「多重防御」で、大津波の到達時間を
2～３１分程度遅らせることができるとのシミュレーション結果をまとめた。

２０１２．２．２８ 関西大学、国土交通省、総務省などが、来襲する津波をレーダーで捉える次世代型の観測
システムの実証研究を２０１２年度から約2ケ年かけ和歌山県で行うと発表。

２０１２．２．２９ 国土交通省審議会防災部会は、東海、東南海、南海の3連動地震などで最大クラスの津波
が発生した場合、太平洋側の主要１９港のうち、高知港、清水港など8港湾で津波の高さが
防波堤を上回るとのシミュレーション結果を公表した。

２０１２．３．５ ウェザーニューズ（株）は津波を観測するレーダーを太平洋沿岸9ケ所に設置したと発表。
沖合３０㎞内に発生した津波を2秒ごとに捉えることができる。津波情報を港湾作業者や海
上工事業者に配信し被害低減につなげる。

２０１２．３．２９ 日本電気（株）は（独）防災科学技術研究所が整備を開始した「日本海溝海底地震津波観測網」
の海洋調査および海底機器の製作を受注。房総沖から根室沖にわたる広範囲な海域と日本
海溝軸の外側海域での地震津波観測を可能にし、完成時には５，０００kmを超える海底ケー
ブルと１５４台の海底観測ユニットを中心に構成される。各観測装置からのデータは、光海
底ケーブルによってリアルタイムで陸上の受信局に伝送される。（その後、観測地点は１５０
地点となったほか、観測網、陸揚げ場所などが変更になっている。）

２０１２．３．３１ 内閣府のモデル検討会が、東海、東南海、南海地震が連動し最大級の地震が起きた場合の
津波高と震度分布の推計結果を公表した。地震はこれまでの「数１００年に1度の地震」か
ら、「１０００年に一度起こりえる最大級」を想定。関東から四国の太平洋側6都県、２３市町
村で２０mを超える津波が予想された。高知県の黒潮町では最高の３４．４mが予測された。

２０１２．４．２ 内閣府のモデル検討会が公表した南海トラフの大地震によって、２１mの津波が予想され
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た中部電力浜岡原子力発電所に対
して、経済産業省原子力安全・保
安院が追加の津波対策の必要性に
ついて検討するように指示した。

２０１２．４．６ 高知県が南海トラフで発生する地
震に備え、沿岸部にこれまでのタ
ワー型に変わる津波避難用の地下
シェルターを設置する構想を明ら
かにした。広さ２５０m２、２００人が
収容可能。

２０１２．４．２５ 全国的に見直されている津波関連
情報として、千葉県は新たな津波
浸水予測図を作成した。これまで
巨大地震に伴なう津波の被害はな
いとしていた東京湾沿岸につい
て、新たな予測では最大3mの
津波が襲う可能性がある。

２０１２．５．１ JAMSTEC、東京大学、東京工業
大学が、２００９年3月和歌山県新宮
沖の南海トラフ沿いで、これまで
考えられていた震源よりも浅い部
分で「超低周波地震」を観測し地
震のメカニズムを解明したと発
表。6日、科学誌『ネイチャー・
ジオサイエンス』（電子版）に掲載された。

２０１２．６．２６ 気象庁は「遠地津波」の予測手法を改善し運用を始めることを明らかにした。２０１０年のチ
リ大地震時の津波予想が過大であったことなどを教訓に、予測の精度を高めるためのデー
タベースと地震解析シミュレーション手法を改善。

（3）そ の 他

２０１１．１１．１１ 南極観測船「しらせ」が、第５３次南極観測隊を支援するため、晴海埠頭を出港した。

２０１１．１２．１２ 海上保安庁海洋情報部が、東京都中央区築地から江東区青海へ庁舎移転し新庁舎で業務を
開始した。

２０１２．１．２２ 南極観測船「しらせ」が昭和基地の手前約２１㎞で厚い氷に阻まれ、基地への接岸を断念し
た。接岸できなかったのは１９９４年以来１８年ぶりとなる。

２０１２．２．７ JAMSTECと（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）が、海洋・宇宙連携を進め包括的な連
携協定を効果的に実施するための協定を締結した。

２０１２．４．２８ JAMSTECは東日本大震災発生のメカニズムを解明するため、宮城県沖で海底掘削を行
っていた「ちきゅう」の掘削深度が海面下７，７４０mに達し、海底の調査掘削の世界記録を
更新したと発表した。

２０１２．５．１８ JAXAは、地球環境変動観測ミッションに基づき、第一期水循環変動観測衛星「しずく」
を打ち上げた。「しずく」はマイクロ波放射計を搭載し海水温等を観測する。

遠地津波
南米など遠くの海域で発
生し、日本まで到達する
津波。

日本海溝海底地震津波観測網実施計画
（出典：（独）防災科学技術研究所ホームページ、http://www.

bosai.go.jp/press/2011/pdf/20120329_01.pdf）
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２０１１年下半期では、津波に対する防御や放射性物質の測定、除去など、東日本大震災に関連す
る技術の開発が進められた。なかでも、静岡県の新焼津漁港に実証試験のために設置されたフラ
ップ式可動防波堤が注目を集めた。
２０１２年上半期も、引き続いて震災復興や防災に関連する技術の開発が進められた。

２０１２．５．２１ 東京大学、（独）国立環境研究所らは、「化石水」と呼ばれる地下水の大量利用が、世界の海
面上昇のおもな要因になっている可能性が高いことがわかったとの研究結果を発表した。
イギリス科学誌『ネイチャー・ジオサイエンス』（電子版）に掲載された。

１０ 技 術 開 発

２０１１．１０．１８ 早稲田大学、五洋建設（株）、東亜建設工業（株）、東洋建設（株）は、海洋環境での施工に対
応した自己充填コンクリートを開発したと発表。これにより津波で海水に浸かった砂や骨
材、あるいは廃棄処分の対象となったコンクリートから製造した再生骨材も除塩すること
なく使用可能。

２０１２．６．１５ 五洋建設（株）が釣り荷重５００トンの全旋回式クレーンを装備した多目的自航式起重機船
「CP－５００１」を完成し、披露式を行った。自動定点保持装置などを装備し大水深での施工
性を確保することが可能。

１１ 東日本大震災

２０１１．７．６ 国土交通省交通政策審議会港湾分科会の防災部会第3回会合を開き、港湾での総合的な津
波対策のあり方について中間とりまとめを行った。津波を「防災」と「減災」の2レベル
に区分し対応を図ることなどが示された。

２０１１．７．６ 日本財団が、東京大学海洋アライアンスや JF全漁連と協力し、水中ロボットによる海中
状況調査を実施、1ケ所目を地元漁協から強い要請のあった宮城県石巻市網地島で行った。

２０１１．７．６ 宮城県が震災復興本部会議を開き、県震災復興計画2次案を正式決定した。県内１４２ケ所
の漁港のうち、5漁港を水産業の集積拠点として位置づけ、漁港施設や市場などを一体的
に整備する内容が盛り込まれた。また、養殖漁業の民間参入を促す「水産業復興特区」に
ついては「検討すべき課題」として示された。

２０１１．７．７ （独）港湾空港技術研究所が、福島県の岸壁が長周期地震動を受けて破壊したとの調査結果
を地盤工学会で発表。福島県の表層付近は比較的地盤が柔らかく、硬い地盤に比べ固有周
期が長いため、共振を起こして地震動が増幅されたとした。

２０１１．７．８ 被災漁業・漁村の復興再生に向けた有識者検討会の中間報告がまとまり JF全漁連に答申
された。共同経営方式の導入、サプライチェーンの今後のあり方、漁業の果たすべき役割、
漁村整備・町づくりのあり方などが示された。

２０１１．７．８ 東京電力（株）が太平洋沿岸域の各原子力発電所を襲った津波の高さに関する詳細な分析結
果を発表。福島第一原子力発電所を襲った津波の高さは最大１３．１m、第二発電所は９．１m
だった。

２０１１．７．１４ 環境省が震災で陸に打ち上げられたヘドロ処理のガイドラインを作成し、関係自治体に示
した。木くずなどを取り除き、無害化して埋め立てや盛土などの資材に活用するとしてい

化石水
太古から地中に閉じ込め
られていた地下水。
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る。

２０１１．７．１５ 福島県水産試験場は、沿岸域に堆積したがれき、海底地形や生物環境の変化などの調査結
果を公表。近接した地域でも津波による影響には大きな差異があること、海藻類への影響
はウニなどに比べ小さいことが確認された。

２０１１．７．１６ 津波工学や地球物理学の専門家による津波合同調査グループが、岩手県・宮城県の沿岸部
約３００kmにわたって高さ２０m以上の津波が記録されたと発表した。

２０１１．７．２１ JAMSTECは、地球上の多地点で観測された地震波を使って地震の震源で起きた破壊を
モデル化し、東北地方太平洋沖地震により発生した地震波が地球の表面を伝わる様子のシ
ミュレーション結果を動画で公表。

２０１１．７．２１ 国土交通省、海上保安庁が、震災後の海底地形測量の実施結果を公表した。

２０１１．７．２２ 中部電力（株）が浜岡原子力発電所の新たな津波対策を発表、防波壁の高さを従来計画より
も6m高い１８mとすること、原子炉冷却に使う予備の海水取水設備を整備などの内容。

２０１１．７．２６ 7月１０日に発生した地震の際に、青森県から福島県までの太平洋沿岸に設置されている
GPS波浪計7ケ所のうち5ケ所、潮位観測施設１３ケ所のうち6ケ所で潮位の変化を十分
に観測できなかったことが明らかになった。

２０１１．７．２９ 政府の東日本大震災復興対策本部が、被災地域における社会経済の再生および生活の再建
と活力ある日本の再生のため、国の総力を挙げて、東日本大震災からの復旧、そして将来
を見据えた復興へと取組みを進めていかなければならないとして、「東日本大震災からの
復興の基本方針」を決定した。水産業の特区制度については「必要な地域で地元漁業者が
主体の法人が漁協に劣後しないで漁業権を取得できる特区制度を創設する」とされた。

２０１１．７．３０ 宮城県は震災からの復旧・復興に２０２０年までの１０年間で１２．８兆円が必要であるとの試算結
果をまとめ公表した。国が示した１０年間の復興事業費２３兆円の半分以上を占めることにな
る。

２０１１．８．４ 国土交通省が、震災に伴う津波被害の実地調査結果を発表。浸水した総面積は５３５km２、
うち4割を超す範囲で水の深さが2m以上に達していた。東北や関東の6県で住宅など
約２２万棟が被害を受け、うち全壊は約１２万棟に及ぶ。

２０１１．８．８ 震災からの復旧・復興対策を盛り込んだ第二次補正予算が7月２５日に成立。総額は1兆
９，９８８億円。総合海洋政策本部は、一次・二次補正海洋関連施策の概要を発表した。

２０１１．８．９ 水産総合研究センターが、東京大学、宮城県と共同で、宮城県石巻市泊浜、気仙沼市岩井
崎におけるアワビ調査を実施。重要な漁業資源であるエゾアワビ、キタムラサキウニ等の
状況を震災前と比較し、被害状況は海域により異なることが明らかになった。2海域に共
通して２０１０年の秋に生まれたエゾアワビ稚貝が９０％以上減少していた。

２０１１．８．１１ 岩手県は「東日本大震災津波復興計画」のなかに「三陸創造プロジェクト」を掲げ、海洋
再生可能エネルギーの拠点形成を目指す方針を組み込んだ。

２０１１．８．１５ JAMSTECの有人潜水調査船「しんかい６５００」は東北地方太平洋沖地震の震源海域であ
る、日本海溝水深５，３５０mに潜航し、巨大地震の影響と思われる大きな亀裂を確認したと
発表した。

２０１１．８．１７ 宮城県が震災復興本部会議を開催し、宮城県震災復興計画の最終案を正式に決定した。３４１
の復興事業が盛り込まれ、１０年後には復興を実現し、県土の再生とさらなる発展を遂げる
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ことを示した。「水産業復興特
区」の創設については、反対す
る宮城県漁業協同組合との調整
が進行中であることから、「検
討すべき課題」にとどめられた。

２０１１．８．２３ 国土交通省と茨城県が、被災し
た重点港湾の茨城港と鹿島港の
港湾施設を２０１２年度に完全復旧
させる「復旧・復興方針（産業
・物流復興プラン）」を策定。

２０１１．８．２６ 東日本大震災復興対策本部が、
被災した港湾や堤防、農地など
の復旧に向けた事業計画と工程
を決定した。拠点港湾は約2年以内、津波で被害を受けた農地は3年以内に営農再開を目
指すことなどが明記された。

２０１１．８．２９ 福島県いわき市の小名浜漁港で、東日本大震災後カツオが初めて水揚げされた。

２０１１．８．３０ 国土交通省は「津波防災まちづくり法案」の骨子をまとめた。同省が津波被害を防ぐため
の新基準を策定し、これに沿って地元市町村が具体的なまちづくり計画を策定する。

２０１１．８．３１ 第二管区海上保安本部は、震災で海底地形が変化した宮城県の仙台塩釜港の水深測量を終
え、それに基づき海図を改版すると発表。他の港湾についても１１月までに水深測量を行い、
順次海図の改版を進める。

２０１１．９．２ 日本財団が「被災造船関連事業者への再生支援プロジェクト」を立ち上げ、船の建造や修
理に必要な機器や設備を事業者間で共同利用できる体制を整えた。第一弾として気仙沼の
造船事業者等から構成された協議会と協力し、大型クレーン車等を配備し、気仙沼地域の
造船所や関連事業者の営業再開、地域活性化を支援。

２０１１．９．５ （独）港湾空港技術研究所、（財）沿岸技術研究センター、国土交通省港湾局が「第8回国際
沿岸防災ワークショップ～レベル2津波災害からの復旧・復興～」を開催。東日本大震災
津波のような発生確率が１０００年に1回程度の巨大津波（レベル2津波）の被害からの復旧
・復興について討議された。

２０１１．９．１１ （財）漁港漁場漁村技術研究所は、被災地域の復旧・復興に向け設置した「漁業地域復興支
援プロジェクトチーム」による活動成果等を踏まえ、今後の漁業地域の復旧・復興を図っ
ていく際に考慮されるべき視点や考え方についての提言を発表した。

２０１１．９．１６ 国土交通省が、津波時の避難先となる公園や津波を軽減する海岸林の整備について「津波
防災に対応した公園緑地の整備指針」をまとめ発表した。

２０１１．９．１８ 東日本大震災発生時に国や東京都が管理する都内の水門や防潮扉など「防潮設備」6基が
津波の第1波到着までに閉鎖できなかったことが明らかになった。防潮設備はおもに台風
などの高潮を想定したもので、津波発生時の緊急対応は想定されていなかった。

２０１１．９．２４ 中央防災会議の専門調査会が第１１回会合を開き、津波対策として約5分以内に安全な場所
に徒歩にて避難できるように市街地整備を進めることを最終報告書に盛り込む方針を確認
した。

２０１１．９．２６ 岩手県は津波で破壊された沿岸部１０ケ所の海岸堤防を９．７～１５．５mの高さで再建すると発

東北地方太平洋沖地震震源海域の大きな亀裂
（画像提供：JAMSTEC）
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表。新防波堤は被災前の高さと同じかそれ以上の高さになるが、9ケ所では今回の津波痕
跡よりも低く、避難路の整備や土地のかさ上げと組み合わせた防災を目指す。

２０１１．９．２８ 気仙沼地区造成および船舶工業復興協議会が、気仙沼市の産業復興に向け、造船関連施設
を集約し、設備を共有することで効果的な投資を実現するための「造船団地計画」を明ら
かにした。

２０１１．９．２８ 農林水産省が東日本大震災で被災した漁業経営体の7月１１日時点での再開状況を明らかに
した。漁業を再開できたのは岩手県で１６．４％、宮城県で１７．７％、青森県で４９％であった。
再開できない理由として、漁船・漁具が確保できないこと、漁港の復旧の遅れなどが挙げ
られた。

２０１１．１０．３ 北海道大学水産学部が、岩手県宮古水産高校の乗船実習を支援するため、練習船「おしょ
ろ丸」を岩手県沖に派遣。宮古水産高校の実習船「翔洋」は石巻市の造船場で点検中に東
日本大震災の津波で被災し解体された。

２０１１．１０．６ 宮城県漁業協同組合は漁業再生に向けた補助金の受け皿となる「施設保有漁協」を宮城県
内の3地域に新設することを決めた。JFみやぎが信用事業を行っており、資産の保有に
限度があるため、代わって漁船や漁具、養殖施設を購入し、被災組合員に賃貸する。

２０１１．１０．７ 全国さんま棒受網漁業協同組合が、福島第一原子力発電所から半径１００km以内の海域を
操業禁止とすることを決めた。これまで同海域での操業を自粛としてきたが、安全性に万
全を期するため禁止とした。

２０１１．１０．１３ （株）日本政策金融公庫仙台支店が、被災した宮城県内の漁業者向け運転資金の融資実績が
9月末時点で７６件8億３，０００万円であったことを発表した。

２０１１．１０．１５ 東京海洋大学が7月上旬、福島県沖の生物を緊急調査した結果を日本海洋学会などが開い
たシンポジウムで明らかにした。オキアミなどに含まれる放射性セシウムは国の食品暫定
規制値の1㎏あたり５００ベクレルを大幅に下まわった。

２０１１．１０．１７ 岩手県陸前高田市が津波の浸水地域約１４０ha を5mかさ上げし、市役所や住宅、商業用地
にする土地利用計画をまとめ、住民説明会を始めた。

２０１１．１０．１８ 宮城県が策定した「震災復興計画」が県議会で可決され、正式決定した。県の計画は今後
市町がそれぞれの復興計画を策定する際の指針となる。漁業の再生については、１４２ケ所
あった漁港のうち、1/3程度を「沿岸拠点漁港」として指定し優先的に復旧を進める。「水
産復興特区」については漁業関係者の反対が続いており「検討すべき課題」にとどめられ
た。

２０１１．１０．１９ 岩手県が、東日本大震災の津波で壊れた宮古市田老町の防波堤の高さをこれまでの１０m
から１４．７mにかさ上げする方針であることを明らかにした。

２０１１．１０．１９ 海洋政策研究財団は、「東日本大震災からの復興－岩手県沿岸域の生の声をきく会」を開
催した。大震災の復興に向けた被災地の取組みの現状と被災地の人々の復興への思いに対
する理解を深めることなどを目的としたもの。

２０１１．１０．２１ 平成２３年度第3次補正予算が閣議決定。水産関係予算は４，９８９億円。がんばる漁業復興支
援、がんばる養殖復興支援などの中期的な期間での支援が特徴。

２０１１．１０．２７ フランス政府系放射線防護原子力安全研究所（IRSN）が、福島第一原子力発電所の事故
で海に流出した放射性セシウムの量が、東京電力の推計値の２０倍に達するとした推計結果
を公表した。
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Honda, M. C., Aono, T., Aoyama, M., Hamajima, Y., Kawakami, H., Kitamura,
M., Masumoto, Y., Miyazawa, Y., Takigawa, M., Saino, T. : Dispersion of artifi-
cial caesium -134 and -137 in the western North Pacific one month after the
Fukushima accident. Geochemical Journal Vol. 46, pp. e1 to e9, 2012.

西部北太平洋表層海水のセシウム－１３７濃度の水平分布
（出典：JAMSTECホームページ、http://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20111128/）

２０１１．１０．３０ 岩手大学と北里大学、東京海洋大学の3大学が、大学連携推進に関する基本合意書に調印。
「三陸復興推進本部 釜石サテライト」を開所。地域、行政、3大学が一丸となって三陸
水産業と地域の発展に取り組む。

２０１１．１０．３１ JAMSTECは、津波が沖合から岩手県の釜石港に伝播する様子について、湾口防波堤が
ある場合とない場合の2ケースで計算を行い、釜石湾を対象に、湾内での最大津波高およ
び津波波形の比較を行った結果を公表した。釜石港湾口防波堤の存在によって、湾内の最
大津波高が大幅に抑えられたことが明らかになった。湾口防波堤なしの場合、第一波の最
大津波高は約１２．４mあるのに対し、防波堤ありでは約７．３mと約4割低減することが明ら
かになった。

２０１１．１１．４ 日本財団が、東日本大震災の津波で演習艇と実習艇を消失した宮城県水産高校に、演習艇
と実習艇の2隻を寄贈。1級小型船舶操縦士免許の資格取得を支援。

２０１１．１１．７ 国や県の助成、サントリーホールディングスの寄付を活用し購入した小型船舶3隻が、宮
城県漁業協同組合寄磯支所に到着。漁業者が共同で利用する。

２０１１．１１．９ 北海道厚岸町が同町カキ種苗センターで育成したカキの稚貝５０万粒を岩手県に贈り復興を
支援。

２０１１．１１．１５ 津波対策検討委員会第3回会合が開催され、海岸堤防の復旧などに関する基本的な考え方
がまとめられた。越流に対する粘り強い構造物の設置などの考え方が示された。

２０１１．１１．１６ 気象庁気象研究所がシミュレーションによって、福島第一原子力発電所事故で大気中に放
出された放射性物質は約１０日で地球を一周し、半分以上が海洋に落下したとの結果をまと
めた。

２０１１．１１．１７ 岩手県釜石市と大槌町の2漁協が、東日本大震災後はじめてのアワビ漁を行った。

２０１１．１１．１７ 海上保安庁による調査の結果、東日本大震災の津波で流出し漂流した船は５０６隻で、震災
から8ケ月後時点でも8割以上が回収されていないことがわかった。

２０１１．１１．２２ 東京電力（株）は三井造船（株）、東京大学と共同で、海水を採取して放射線量を測定する無
人調査船を開発したと発表。被爆の恐れがある福島第一原子力発電所の沖合3～8kmで
海域での測定を行う目的。

２０１１．１１．２２ JAMSTECのシミュレー
ションによって、福島第
一原子力発電所事故で海
に流出した放射性セシウ
ムが、約３，５００km沖の海
域まで広がっている可能
性が高いことが明らかに
なった。今回観測された
セシウム－１３７濃度平均値
は０．０４８ベクレル／kgで
あり、この値は国が定め
る飲料水の暫定基準値
（２００ベ ク レ ル／kg）よ
りははるかに低いもの
の、3月１１日以前の日本
周辺表層海水のセシウム
－１３７濃度（約０．００１ベク
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レル／kg）の約５０倍に相当する。

２０１１．１１．２９ 政府は、復興施策に関する工程表の改定版をまとめ発表。主要8漁港は２０１５年度末までに
復旧工事を完了させるなどの目標が示された。

２０１１．１２．３ 東日本大震災後の海洋立国の構想をメインテーマにした、第3回日本海洋政策学会「３．１１
後の海洋立国を構想する」が東京大学で開催された。

２０１１．１２．４ 東京電力が、福島第一原子力発電所の汚染水処理施設から約４５トンの汚染水が漏れ、一部
が施設の外に漏出、１２月6日には、漏出した汚染水のうち、１５０リットルが海に流出した
と発表。

２０１１．１２．７ 東日本大震災の被災地を対象に、規制緩和や税財政上の優遇措置を認める「東日本大震災
復興特別区域法」が成立した。

２０１１．１２．８ 水産総合研究センターは、包括連携協定を結んでいる東京海洋大学、東京大学、長崎大学、
北海道大学、横浜国立大学との共催により、発明会館ホールにて特別シンポジウム「東日
本大震災からの水産業の復興と新たな歩み－研究開発の立場からの支援」を開催。東北地
方の水産業の復興の処方箋を研究開発の立場から提案した。

２０１１．１２．８ 東京電力は福島第一原子力発電所で貯蔵している放射性物質による低濃度汚染水を２０１２年
3月上旬に海域に放出する計画をまとめ漁業団体に説明した。これを受けて全漁連の服部
郁弘会長らが東京電力を訪れ、同計画に対して強く抗議し、原子力安全・保安院に提出す
る内容から削除するよう求めた。

２０１１．１２．８ 東京電力が福島第一原子力発電所の中期的な施設運営計画を原子力安全・保安院に提出。
汚染水の海洋放出は盛り込まなかった。

２０１１．１２．１２ 宮城県は東日本大震災の津波の被害を受けた県内１４２漁港のうち、６０漁港を「拠点漁港」
として水産関連施設を優先的に整備し、２０１３年度までに復旧させる再編整備計画を公表し
た。

２０１１．１２．１６ 宮城県仙台市議会が津波で大きな被害を受けた同市宮城野地区と若林地区の沿岸地域で住
宅新築や増築を禁止する災害危険区域条例改正案を可決。両地区の約１，２００ha を災害危険
区域に指定。市は地域内の約２，０００世帯に内陸部への集団移転を促す。

２０１１．１２．２４ （独）産業技術総合研究所などの研究グループが、東北地方の水深約５，０００mの海底の泥か
ら、福島第一原子力発電所事故で放出されたとみられる放射性セシウムを検出したと発表。

２０１２．１．１０ 国の第3次補正による「被災海域における種苗放流支援事業」がスタート。種苗生産施設
を復旧・復興し、種苗放流を行う体制が整うまでの間、他海域の種苗生産施設等からの種
苗の導入により放流尾数を確保するもの。

２０１２．１．１６ 文部科学省は、海洋生態系研究開発拠点機能形成事業費補助金制度による、「東北マリン
サイエンス拠点形成事業」（新たな産業の創成につながる技術開発）の採択課題を決定し
たと発表した。

２０１２．１．１９ 国土交通省が仙台塩釜港中野地区で、東日本大震災で大量に発生したヘドロを活用し、地
盤沈下した岸壁をかさ上げする工事を開始。

２０１２．１．２０ 環境省が8月３０日～9月1日に実施した第2次東日本大震災被災地の海洋環境調査（有害
物質等のモニタリング調査）の結果を海洋環境緊急モニタリング調査検討会での検討結果
を踏まえ、環境基準調査、有害物質等調査、放射性物質調査に分けて概要を公表した。
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位置監視概要図
（出典：五洋建設ホームページ、http://www.penta-ocean.co.jp/news/2012/120130.html）

２０１２．１．２９ 東北地方整備局が、東日本大震災で大半が消失した仙台湾南部の海岸防波堤の本格的な復
旧工事に着手した。

２０１２．１．３０ 五洋建設（株）が震災
復興のためなどの海
中工事において潜水
士やクレーンの吊り
荷位置を測定できる
測位・監視システム
を開発したと発表し
た。

２０１２．１．３１ 千葉県市川市、船橋
市の3漁業協同組合
が、東京湾の放射性
セシウムによる汚染被害を最小限に抑えるための要望書を筒井信隆農林水産副大臣に提出
した。

２０１２．２．３ （一社）全日本漁港建設協会が、全国の作業船・技術者と被災地のマッチングを図るため
の「災害復旧・復興工事支援情報システム」を導入、公共工事の縮減で余剰作業船・技術
者が発生している地域と復旧・復興のために不足している地域を結ぶ。

２０１２．２．１０ 岩手県大船渡市漁業協同組合が、新設する製氷・貯氷施設の起工・地鎮式を行った。ヤマ
ト福祉財団の東日本大震災生活・産業基盤復興再生募金の第2次助成を受けて工事を行
う。

２０１２．２．１５ 第二管区海上保安本部の調査の結果、震災前に比べ相馬港の海底が最大6m浅くなって
いることが明らかになったと発表した。

２０１２．２．１６ JAMSTECが北海道大学、高知大学との共同研究で、震災直後に震源地付近の深海底で、
海水中のメタンなどが増え微生物の活動が活発になっていたことを明らかにした。イギリ
スの科学誌『サイエンティフィック・リポーツ』に掲載された。

２０１２．２．１８ 平成２３年度東北区水産研究所成果報告会「東日本大震災の漁業への影響と今後の調査研究」
が開催され、東北沖合域・仙台湾、三陸沿岸、宮古湾の漁場環境、漁業資源への影響、養
殖業への影響について報告された。

２０１２．２．２２ 東京電力は福島第一原子力発電所周辺の海底に堆積している高濃度放射性物質の拡散を防
ぐため、セメントや粘土で海底を覆う工事を開始した。

２０１２．２．２８ 震災後初めての「三陸ワカメ」の入札が気仙沼市の宮城県漁協ワカメ流通センターで行わ
れた。

２０１２．３．６ JAMSTECは福島第一原子力発電所から流出した放射性セシウム１３７の総量は、最大で
５，６００テラベクレルに上るとの試算をまとめ、日本原子力研究開発機構の研究報告会で発
表した。これは東京電力の推計量の約6倍に当たる。

２０１２．３．８ 日本財団が、壊滅的な被害を受けた大船渡市の大船渡水産振興会に対し、漁業復興のため
の支援として、イサダ籠１０，０００個およびパレット４５０個の支援を緊急決定、イサダ漁解禁
にあわせ支援機材の贈呈式を行った。

２０１２．３．９ 環境省が東日本大震災の津波によって海洋に流出したがれきの総量が、岩手、宮城、福島
の3県で４８０万２，０００トンだったとする推計結果を発表した。
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三陸サテライト開所式（出典：東京海洋大学 https://www.kaiyodai.ac.jp/topics/2101/16749.html）

２０１２．３．１２ 厚生労働省が農水産物の放射性
物質検査の新たなガイドライン
を示した。一般食品に含まれる
放射性セシウムの新基準値１００
ベクレルの半分の５０ベクレルを
超える品目を対象に重点的に調
査を行うもので、水産物では３９
品目群が対象となる。

２０１２．３．１３ 水産庁が震災で発生したがれき
を用いて漁場造成試験を行うと
発表。コンクリートのがれきを
型枠に詰め、モルタルを流し込
んで魚礁ブロックを製作する。
大槌町、宮古市、青森県八戸市
沖の3ケ所で試験を行う。

２０１２．３．１５ 茨城沿岸地区漁業協同組合連合会と茨城県は５０ベクレル/kg を超える放射性セシウムが検
出された魚介類の出荷を自主的に控える自主規制を導入すると発表。

２０１２．３．１８ 細野豪志環境大臣は宮城県の村井嘉浩知事と会談し、宮城県沿岸部に海岸防災林を整備す
るにあたって、東日本大震災で発生したがれきを盛り土材として利用することで合意した。

２０１２．３．２０ 東京海洋大学が気仙沼市と包括連携協定を結び、市内にサテライトオフィスを開設、地域
と密接に連携しその課題やニーズを的確に捉えつつ被災地復興支援に係る教育研究を推進
するとともに、三陸沿岸地域全体の復興支援の拠点となる。

２０１２．３．２３ 復興庁は釜石市を特区認定した。観光産業の税制を優遇、水族館や水産加工施設の整備に
向けた銀行融資の利子補給などが可能となる。

２０１２．４．２ ウッズホール海洋研究所等の研究者が２０１１年6月に行った福島原発放射能汚染の海域調査
結果を発表。ハワイ大学の調査船を用いて福島原発沖約３０～６００kmの海域で調査が行わ
れ、海水、プランクトン、小型魚類等から原子力発電所由来の放射性物質が検出された。
『アメリカ科学アカデミー紀要』のオンライン版に掲載。

２０１２．４．５ 東京電力が福島第一原子力発電所内での配管の不具合によって、高濃度放射性ストロンチ
ウムを含む汚染水約１２トンが漏れたと発表した。

２０１２．４．６ 環境省は津波で流され太平洋を漂流するがれきが２０１２年１０月頃にアメリカやカナダの西海

震災のがれき利用の漁礁ブロック
（出典：水産庁ホームページ、http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keikaku

/pdf/120313-02.pdf）
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岸に到達するとの予測を発表した。

２０１２．４．１３ 国土交通省が、気仙沼市の朝日町地区に造船機能を集約・高度化した基地のプランを作成
し、同市の舶用工業復興協議会等へ報告。東日本最大の漁船造船・修繕基地を目指すもの
で、平成３０年の開始を想定。

２０１２．４．１３ 環境省が２０１１年１２月6日～２６日に実施した被災地の海洋環境第3次モニタリング調査結果
を公表。東日本大震災の被災地２５測点の海洋環境に関する有害物質等のモニタリング調査
として、環境基準調査、有害物質等調査、海底ごみ調査、放射性物質調査が行われており、
今後も継続して監視が実施される。

２０１２．４．１６ 宮城県石巻市の鮎川港で、震災後初めてとなる沿岸の調査捕鯨で捕獲したミンククジラが
2年ぶりに水揚げされた。

２０１２．４．１８ 日本財団はカタールフレンド基金より東日本大震災復興支援のため、４０億円を受け入れる
ことが決定したと発表。この資金の半分は宮城県牡鹿郡女川町臨港地区に多機能水産加工
施設を整備するために活用される。

２０１２．４．２３ 東京電力が JFみやぎと協議し、漁業者が集荷を自粛しているスズキなど3種類の魚につ
いて賠償する意向を表明した。

２０１２．５．７ 茨城県の霞ケ浦や那珂川などで漁獲されたウナギから1kgあたり１００ベクレルの新基準値
を超える放射性セシウムが検出されたため、政府が出荷停止を指示した。

２０１２．５．１４ 気仙沼市は、魚町・南町内湾地区復興まちづくりコンペを実施し、防潮堤の無い津波防災
まちづくりとして直立浮上式防波堤の導入等を提案した、（株）大林組・（株）エイト日本技
術開発の提案を最優秀賞に選定。

２０１２．５．１６ 東京電力は、高濃度の放射性物
質が拡散することを防ぐため実
施してきた、福島第一原子力発
電所1～4号機周辺の海底土を
ベントナイトで被覆する工事を
完了した。

２０１２．５．１８ 政府が復興に向けたおもな公共
事業の達成状況を発表、防潮堤
の再建などの「海岸対策」とが
れきの回収処理を行う「災害廃
棄物の処理」が目標を下回った。

２０１２．５．２３ 福島県下の１７ケ所の海水浴場の
うち、２０１２年はいわき市の勿来
海水浴場1ケ所のみが開設され
ることが決まった。２０１１年はす
べての海水浴場が開設されなか
った。

２０１２．５．２５ JAMSTECなどの研究チーム
が、宮城県の沖２２０㎞の水深
６，８９０mの海底を８５０m掘削。
東日本大震災を引き起こしたプ
レート境界を含む約２００mの地

掘削地点の海底地形図
（画像提供：JAMSTEC）
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民宿の2階に乗り上げた観光船「はまゆり」

層を地球深部探査船「ちきゅう」で採取したと発表した。

２０１２．５．２８ アメリカ西海岸沖で漁獲されたクロマグロから、福島第一原子力発電所事故に伴う放射性
セシウムが検出されたことをスタンフォード大学らの研究チームが明らかにし、『アメリ
カ科学アカデミー紀要』電子版に発表。1㎏あたり4ベクレルのセシウム１３４、６．３ベクレ
ルのセシウム１３７で、いずれも食品の新基準である１００ベクレルを大きく下回っている。

２０１２．６．５ アメリカ、オレゴン州の砂浜に青森県三沢市から流出した長さ約２０mの浮桟橋が漂着し
ているのが見つかった。金属製のプレートに「三沢地区広域漁港整備工事２００８年6月」と
書かれていた。青森県が返還を希望していないことから、今後の処理についてはオレゴン
州に一任される。

２０１２．６．８ 大槌町は津波で民宿の2階に乗
り上げ、その後解体された観光
船「はまゆり」を、震災の記憶
を次世代に伝えるため、民宿に
乗り上げた状態で再現するた
め、全国から寄付を募ることを
決めた。

２０１２．６．１１ 水産庁は都内の市場関係者や水
産業界団体を対象に、築地市場
の都講堂で、水産物の放射性物
質調査に関する説明会を開催。
放射性物質がほぼ不検出の魚
種、今後も注意が必要な魚種を説明した。

２０１２．６．１２ 日本漁港建設協会の長野章会長が、被災した漁港施設の復旧・復興に向け、地方建設業者
の意見を集約した要望書を水産庁の橋本牧漁港漁場整備部長に手渡し、JV要件の緩和、
積算手法の設定、配置技術者の要件緩和などを要望した。

２０１２．６．１４ 福島県、相馬双葉漁業協同組合の底引き網漁船が、東京電力福島第一原子力発電所の事故
以来、1年3ケ月ぶりに初めて試験操業を行った。

２０１２．６．２２ 水産総合研究センターは、宮城県、東北大学、地元漁業者と効率的ながれき集積・回収の
ための専用網「タオル網」を開発したと発表。がれきの集積・回収の方針を定め、専用の
がれき集積・回収網の仕様をまとめ、現場海域での試用試験を行った。

２０１２．６．２２ 福島県での漁業が一部試験的に再開したことを受け、政府は国の基準値を超える放射性セ
シウムを検出した福島県沖の魚介類３６種の出荷停止を県に指示した。

２０１２．６．２４ 日本財団は、フィリップ モリス ジャパン（株）と共同で、被災高校生らの自立を支援する
ため、高校生自らがゼロから「カフェ」を作り上げる〈いしのまきカフェ「 」（かぎ
かっこ）〉のオープンに向け、プロジェクトを開始。第1回作戦会議が開催された。
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世界の動き  

国際連合組織図（海洋関連機関）

1 国際機関・団体の動き

（1）国際連合（国連：United Nations）および国連関連機関

①国連全般

２０１１．８．１０ 国連が支援する大西洋東部と地中海における津波早期警戒システムの初試行が実施され
た。このシステムには３１ケ国が参加している。

２０１１．９．
１１．

海洋及び海洋法に関する国連総会決議に関する非公式協議が開催された。

２０１１．１０．１９ 国連安全保障理事会はギニア湾における海賊対策について公開討論を行った。このなかで
国連の潘基文（パン・ギムン）事務総長はギニア湾沿岸各国と地域関係機関に対して海賊
を取り締まるための包括的、統合的戦略を企てるよう要請した。

２０１１．１１．１０ 国連総会および安全保障理事会において国際司法裁判所（ICJ）裁判官選挙が行われ、4
名が選出、日本の候補である小和田恆 ICJ 裁判官（当時同裁判所長）が再選された。

２０１１．１２．６
～１２．２４

第６６回国連総会において「海洋及び海洋法」が審議された。

２０１１．１２．２４ 第６６回国連総会において海洋及び海洋法に関する国連総会決議が採択された。

２０１２．４．３０ 国連海洋法条約が採択されてから３０年が経過した。締約国は、２０１２年4月現在１６２ケ国に
のぼる。潘国連事務総長は、未批准の３４ケ国に書簡を送付し、早期の批准を要請した。
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リオ・デ・ジャネイロで開催された「リオ＋２０」

２０１２．５．７
～１１

第6回国家管轄権外の海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用に関するアドホック作業
部会が開催された。

２０１２．５．２９
～６．１

第１３回国連海洋法条約非公式協議プロセス会合が開催された。

２０１２．６．８ 国連本部において「世界海洋デー」の式典が開催、そのなかで、国連海洋法条約３０周年記
念式典が国連総会会場で行われた。

２０１２．６．２０
～２２

国連持続可能な開発会議「リオ
＋２０」がブラジルのリオ・デ・
ジャネイロで開催された。１００
ケ国以上の首脳が参加し、世界
の繁栄、貧困の削減、社会の平
等、環境保護のためのさまざま
な政策が議論された。

②国際海事機関（IMO : International Mari-
time Organization）

２０１１．７．１１
～１５

国際海事機関（IMO）の第６２回
海洋環境保護委員会（MEPC）
がイギリスのロンドン・IMO本部において開催された。会合では船舶からのNOx（窒素
酸化物）排出削減のための機器を認証する仕組み、安全で環境上適正なシップリサイクル
（船舶の解体）に関するガイドライン、MARPOL条約附属書改正、バラスト水管理規制条
約の円滑な実施などが審議された。

２０１１．７．１１ MARPOL条約附属書Ⅵの改正で、締約国によって、船舶による大気汚染防止のための温
室効果ガス（GHG）（注１）排出量の削減対策として策定された「エネルギー効率設計指標
（EEDI）（注２）」が採択された。この指標は、新規に建造する特定の船舶に対し種類や大きさ
毎にエネルギー効率の改善を目的とした技術基準を設定するものであり、現状に比べて
２０３０年までにCO2排出量を約２５～３０％削減できるとしている。２０１５年以降この指標の遵
守が義務づけられる予定。

２０１１．７．２５
～２９

IMO第５５回防火小委員会（FP）が IMO本部において開催された。会合では低引火点貨物
を輸送する油・ケミカルタンカーの爆発防止策、水素自動車および圧縮天然ガス自動車を
輸送する船舶の要件、甲板上貨物区域の防火要件の見直し、消防員装具の要件追加、火災
安全設備のための性能試験および承認基準の見直しなどについて審議された。

２０１１．９．１３
～１５

IMO海上安全委員会が IMO本部において開催された。会合では、海賊危険海域における
個人契約の保安要員に関する4つの通達が承認された。

２０１１．９．１９
～２３

IMO第１６回危険物、固体貨物及びコンテナ小委員会（DSC）が IMO本部において開催さ
れた。会合では国際海上危険物規程（IMDGコード）改正、国際海上固体ばら積み貨物規
則（IMSBCコード）改正などが審議された。

２０１１．１１．２５
～３０

IMO第２７回総会がイギリスのロンドンにおいて開催され、次期理事国（任期2年）の選
挙が行われた。理事国は主要海運国で構成されるカテゴリーA（定数１０）、主要貿易国で
構成されるカテゴリーB（定数１０）、その他の国で構成されるカテゴリーC（定数２０）か
らなる。カテゴリーAは日本のほか中国、韓国、アメリカなど１０ケ国、カテゴリーBは
ブラジル、インド、ドイツ、スペインなど１０ケ国がそれぞれ無投票で再選されたが、カテ
ゴリーCは現理事国を含む２６ケ国が立候補したことから投票が実施され、その結果シン
ガポール、インドネシア、オーストラリアなど２０ケ国が選出された。

注1 Greenhouse Gas

注2 Energy Efficiency
Design Index

第第
22
部部

日日
本本
のの
動動
きき
、、
世世
界界
のの
動動
きき

202



２０１１．１１．３０ イギリスのロンドンにおいて開
催されている IMO第２７回総会に
おいて日本の関水康司氏が次期
IMO事務局長に任命されること
が承認された。

２０１２．１．１ 第２７回総会にて承認された関水
康司氏が IMO事務局長に就任し
た。

２０１２．１．９
～１３

IMO第2回船舶のエネルギー効
率に関する作業部会中間会合
（EE―WG2）が開催された。２０１３
年1月1日から開始される国際海運における新たなCO２排出規制に伴い、エネルギー効率
設計指標を計算・検査等するための各種ガイドラインが最終化され、規制開始のために必
要な枠組みが整のった。

２０１２．１．１６
～２０

IMO第５４回復原性・満載喫水線・漁船安全小委員会（SLF５４）がロンドンで開催され、①
１９６９年トン数の統一的実施のための測定基準の解釈見直し、②浸水平衡装置の評価基準の
見直しで合意に至った。

２０１２．１．３０
～２．３

IMO第１６回ばら積み液体・気体小委員会（BLG１６）が開催、ガス燃料船の安全基準の策
定、液化ガス等を運送する船舶の基準の全面見直し、バラスト水管理条約関連ガイダンス
案等の策定、船体付着による生物移動の最小化に向けた国際的措置の策定、NOx 常時監
視システムの導入の義務化に関する検討、国際海運から排出されるブラックカーボンが北
極圏において与える影響に関する検討などが審議された。

２０１２．２．１３
～１７

IMO第５６回船舶設計設備小委員会（DE５６）が開催、船内騒音制限値の強化及び義務化、
全ての船舶に対する海上漂流者の救助に関する計画及び手順の備え付けの義務化、アスベ
スト不使用の確認方法に関する統一解釈の作成、水密区画の水張り試験に関する要件の明
確化、極海コード（義務的要件）の作成、船舶からの騒音及び海洋生物への影響の低減、
船上揚貨装置の安全基準の策定など審議された。

２０１２．２．２７
～３．２

第６３回海洋環境保護委員会（MEPC６３）がロンドンにおいて開催され、国際海運から排出
される温室効果ガス削減に関する措置などについて検討された。審議の結果、エネルギー
効率設計指標および船舶エネルギー効率マネージメントプランを強制化するMARPOL条
約附属書の改正枠組みに関する指針を採択した。

２０１２．３．１２
～１６

IMO第１６回無線通信及び捜索救助小委員会（COMSAR１６）が開催、GMDSSの近代化、
e-Navigation 戦略実施計画の策定など審議された。

２０１２．３．２６
～３０

IMO第２０回旗国実施小委員会（FSI２０）が開催された。

２０１２．４．１９ 海事債権責任制限条約議定書における責任の限界を拡張するという修正案が IMO第９９回
法律委員会（LEG９９）によって採択され、乗員の生命・身体および財産上の請求について、
船主に対する責任の限界を規定していたが、これをさらに細かく分類し、船主の責任の限
界を明確にした。この新たな限界は、２０１５年中に発効する。

２０１２．４．３０
～５．４

IMO第４３回訓練当直基準小委員会（STW４３）が開催された。

祝賀会で挨拶する関水事務局長
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２０１２．５．１６
～２５

IMO本部において、第９０回海上安全委員会が開催された。同委員会の審議の結果、①武
装警備員の配置に関して、民間会場警備会社に対する暫定ガイダンスに合意、②「コスタ
・コンコルディア号」の事故を受け、外航旅客船の所有者に対して、旅客船の安全対策を
検討し、必要な見直しを行うよう求める勧告を採択、③船内騒音の抑制に関するSOLAS
条約改正案および騒音コードを承認、④アスベスト不使用の確認方法に関する統一解釈を
承認した。

２０１２．６．１２
～１４

IMO第６２回技術協力委員会（TC６２）が開催された。

２０１２．６．１８
～２２

IMO第１０８回理事会（C１０８）が開催された。

③国際司法裁判所（ICJ : International Court of Justice）

２０１２．４．２３
～５．４

ニカラグアとコロンビアとの間の領土及び海洋紛争事件の口頭手続が行われた。ICJ はコ
スタリカおよびホンジュラスによる訴訟参加申請を却下した。

２０１２．５．１８ 南極海鯨類捕獲調査の国際法上の是非を巡って、２０１０年5月３１日にオーストラリアが日本
を国際司法裁判所に提訴した事件において、ICJ は書面手続を終結した。

④その他国連機関

２０１１．６．２２
～７．２

第２６回UNESCO・（注３）政府間海洋学委員会（IOC）（注４）総会がフランスのパリ・UNESCO本
部において開催、総会では次期副議長に日本の東京大学大気海洋研究所の道田豊教授が選
出された。任期は２０１１年7月5日から２０１３年7月までとなっている。

２０１１．８．５ UNESCOの世界遺産委員会（注５）はオーストラリアの世界遺産グレートバリアリーフのグ
ラッドストーンに近接したカーティス島において液化天然ガス（LNG）（注６）を処理すること
を許可したクイーンズランド州と連邦政府に対して警告を与えた。この計画はグレートバ
リアリーフに影響を与えるかもしれないことから同州と連邦政府に対して戦略的アセスメ
ントを実施するよう要請したものである。

２０１１．８．６ 国連食糧農業機関（FAO）（注７）の国際専門家会議は世界で初めて策定された遊漁に関するガ
イドラインについて合意した。このガイドラインは FAO水産委員会（COFI）（注８）によって
注意を喚起されるもので持続可能な遊漁を促進するためのものである。

２０１２．１．２７ FAOは、海洋保護区の管理とそこでの漁業に関する責任ある漁業のための技術指針を発
表、同指針は、漁業の文脈における海洋保護区の利用に関する情報と指針を提供している。

２０１２．５．７
～ ９

小島嶼発展途上国のにおけるエネルギー自立と持続可能な開発に関する会合が行われた。
同会合には、カリブ海および太平洋、インド洋、アフリカから３９ケ国の代表が参加し、エ
ネルギーへのユニバーサル・アクセスおよび再生可能エネルギー生産の増大、エネルギー
の効率化を目指す「バルバドス宣言」を採択した。

２０１２．５．１１ 第３８回国連世界食糧安全保障委員会（CFS）（注９）は、「国の食糧安全保障における土地・漁
業・森林の保有の権利に関する責任あるガバナンスについての任意自発的指針」を採択し
た。本ガイドラインは、各国政府が特に貧しい人々による土地、漁業、森林へのアクセス
権の保護を支援するものである。

２０１２．５．２３
～３１

世界気象機関（WMO）（注１０）の海洋学・海洋気象学共同委員会およびUNESCOの政府間海
洋学委員会（IOC）は、韓国の麗水で会合を開き、近年の課題である、海洋および沿岸の
安全の確保や気象予報のためのより正確なデータの必要性について議論を行った。

２０１２．６．１９ UNDPは、「気候変動及び海洋生態系に関する研究の最前線」と題する報告書を発表した。

注3 United Nations Edu-
cational, Scientific and
Cultural Organization

注4 Intergovernmental
Oceanographic Commis-
sion

注5 United Nations Edu-
cational, Scientific and Cu-
ltural Organization World
Heritage Committee

注6 Liquefied Natural
Gas

注7 Food and Agricul-
ture Organization

注8 Committee on Fish-
eries

注9 Committee on Wo-
rld Food Security

注１０ the World Mete-
orological Organization
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同報告書は、気候変動およびそれによる海水温の上昇は、魚類生息地の変化や沿岸生息域
の減少といった深刻な影響をもたらすと警告している。

２０１２．６．２４
～７．６

ロシアのサンクトペテルブルクで第３６回世界遺産委員会が開催され、新たに文化遺産２０件、
自然遺産は5件、複合遺産1件の計２６件の世界遺産が登録された。

（2）国連海洋法条約関係機関

①国際海洋法裁判所（ITLOS : International Tribunal for the Law of the Sea）

２０１１．７．４ ITLOSに「ヴァージニアG号事件（事案番号１９）」（パナマ対ギニアビサウ）が付託され
た。

２０１１．１０．１ ITLOSの裁判官会合において、裁判所長選挙が行われ、日本の柳井俊二判事が新裁判所
長に、次長に南アフリカのホフマン判事が選出された。任期は２０１４年9月３０日までとなっ
ている。

２０１１．１０． ITLOSに新しい信託基金が創設された。発展途上国における海洋法人材育成のための本
信託基金に対し、ハンブルクに本拠地を置く韓国系企業であるKorwind 社および韓国海
洋水産開発院（KMI）から２０１０年4月及び２０１１年１０月の2回にわたり総計４０，０００ユーロが
拠出された。なお、２００７年以降、日本財団も ITLOSにて国際海洋紛争解決に関する発展
途上国における専門家育成の奨学事業を実施している。

２０１２．３．１４ ITLOSは、ベンガル湾におけるミャンマーおよびバングラデシュ間の領海および排他的
経済水域、大陸棚に関する境界画定事件に対して判決を下した。本判決は ITOLSにおけ
る初の海洋境界画定に関する事例である。

２０１２．５． ITLOSに新しい信託基金が創設された。発展途上国における海洋法人材育成のための本
信託基金に対しては、中国国際問題研究所（CIIS）が拠出を行っている。

②大陸棚限界委員会（CLCS : Commission on the Limits of the Continental Shelf）

２０１１．８．１
～９．９

CLCS第２８回会合が開催され、小委員会が日本の申請に対する勧告案を提出した。

２０１２．３．１７
～４．１７

CLCS第２９回会合において、フィリピンの申請に対する勧告（4月１２日）、バルバドスの
再申請に対する勧告（4月１３日）、フランスの部分申請に対する勧告（4月１９日）が採択
された。

２０１２．４．１９ CLCS第２９回会合において、日本の申請に対し、九州－パラオ海嶺南部海域に関する部分
を除く6海域に関して勧告案が採択された。

２０１２．６．１４ デンマークはCLCSに対して、グリーンランドの南部エリアに関する大陸棚延長の部分
申請を行った。

２０１２．６．１６ CLCSの新たな委員が就任した。

③国際海底機構（ISA : International Seabed Authority）

２０１１．７．１１
～２２

ISA第１７回会合（総会・理事会）が開催され、ナウルおよびトンガのマンガン団塊探査契
約申請、中国およびロシアの熱水鉱床探査申請が承認された。

２０１１．７．１９ ISAはナウルのナウルオーシャンリソース社とトンガのトンガオフショアマイニング社が
申請していたマンガン団塊の探査計画について許可を与えた。また、同じく中国大洋鉱産
資源研究開発協会（COMRA）（注１１）と、ロシアの天然資源環境省（注１２）が申請していた海底熱

注１１ China Ocean Mi-
nerals Resources Rese-
arch and Development
Association

注１２ Ministry of Natu-
ral Resources and the
Environment of the Ru-
ssian
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水鉱床の探査計画について承認した。このうちCOMRAの探査計画は２０１０年5月に申請
した南西インド洋海嶺の海底熱水鉱床探査計画で熱水鉱床の探査計画の承認は世界で初め
てとなる。

２０１１．８．３ ISAは中国のCOMRAが提出した海底多金属硫化物鉱床の専属探査権の申請について承
認した。同協会はインド洋南西部の中央海嶺の縦９９０km、横２９０kmの範囲で、ISAと期間
１５年間の探査契約を交わす。同年１１月に調印。

２０１２．１．１２ ISAは、トンガのトンガ・オフショア・マイニング社と多金属性団塊の探査に関する契約
を締結した。開発区域は太平洋のクラリオン・クリッパートン区域の７４，１５３km２。上国の
企業が ISAと探査契約を結ぶのは、２０１１年のナウルに次いで2番目となる。

２０１２．６．５ ISAは、インド洋、大西洋、太平洋における5件の新たな海底探査ライセンスの申請を受
理した。申請者は、韓国、フランス、イギリス、キリバス、ベルギーの政府機関またはそ
の援助を受けた民間会社。当該申請の2件は、多金属性硫黄化合物の探査、3件は多金属
性団塊の探査に関するものである。

④国連海洋法条約締約国会合（SPLOS : States Parties to the United Nations Convention on the
Law of the Sea）

２０１１．８．１１ SPLOS特別会合の大陸棚限界委員会（CLCS）委員補欠選挙において、日本の浦辺徹郎
東京大学大学院理学系研究科教授が当選した。この選挙は同委員会の玉木賢策委員が２０１１
年4月に急逝したことから欠員が生じ実施されたもので、任期は２０１２年6月までとなって
いる。

２０１２．６．４
～６．１１

アメリカのニューヨークにおいて、第２２回国連海洋法条約締約国会合が開催された。

２０１２．６．６
～ ７

ニューヨークの国連本部で開催された第２２回国連海洋法条約締約国会合において、CLCS
の新たな委員が選出された。日本からは、東京大学の浦辺徹郎教授が選出された。任期は
２０１７年6月までの5年間。

（3）そ の 他

２０１１．７．１８
～２２

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」（ワシントン条約：
CITES）（注１３）の第２５回動物委員会（Animals Committee）がスイスのジュネーブにおいて
科学者、研究者、政府機関、非政府組織（NGO）などの代表者約２００人が参加して開催さ
れた。この会合のなかで、カスピ海のチョウザメ、ヘラチョウザメの資源評価手法が検討
されたほか、FAOの COFI が要請している「サメの保護および管理に関する国際行動計
画（IPOA-Sharks）（注１４）」の実施状況が報告された。また、地域漁業管理機関（RFMOs）（注１５）

で採択されたサメの採取規制の検討事項として資源量評価、生態リスク評価、保護・管理
の対策などで、FAOと連携を図る必要があるとした。

２０１１．９．１２
～１６

第２４回GEBCO／海底地形名小委員会（SCUFN）が中国の北京において開催された。こ
のなかで日本の故・玉木賢策東京大学教授が発見した「玉木海山（Tamaki Seamount）」
が国際的に承認、登録された。

２０１１．９．１２
～１６

中国が命名した7つの海底地形名が第２４回GEBCO／海底地形名小委員会（SCUFN）に
おいて承認・登録された。国家海洋局が中国国務院の認可を得て初めて海底地形名申請を
提出したもので、「大洋1号」など同国調査船が太平洋海域で行った海底調査に基づく。
これらの地形は東太平洋海嶺と西太平洋に位置する。

注１３ Convention on In-
ternational Trade in En-
dangered Species of Wild
Fauna and Flora

注１４ International Plan
of Action for the Conser-
vation and Management
of Sharks

注１５ Regional Fishery
Management Organizations

海底地形名小委員会
（SCUFN : Sub-Commi-
ttee on Undersea Fea-
ture Names）
国際水路機関（IHO : In-
ternational Hydrographi-
cal Organization）および
ユネスコ政府間海洋学委
員会（IOC : International）
が共同で推進する GE-
BCO（大洋水深総図：
General Bathymetric Cha-
rt of the Oceans）委員会
が行っている国際プロジ
ェクト（全世界を均質に
網羅できる海底地形図の
作製）海底地形名の統一
を目的とした小委員会。

第第
22
部部

日日
本本
のの
動動
きき
、、
世世
界界
のの
動動
きき

206



新たに掲載されたオニイトマキエイ

２０１１．９．２６
～３０

第１０回 国 際 航 路 標 識 協 会
（IALA）（注１６）第１０回 e-Navigation
委員会がフランスのパリにおい
て２６ケ国と9つの機関が参加し
て開催された。会合では IMOの
e-Navigation コレスポンデンス
グループが行う解析や今後の検
討方針、通信・システム構成お
よび情報表示法などについて議
論された。

２０１１．１０．２５
～２７

国際標準化機構／船舶及び海洋
技術専門委員会（ISO/TC８）ヘ
ルシンキ総会が、日本、オース
トリア、中国、デンマーク、フ
ィンランド、イタリア、ドイツ、
韓国、ラトビア、ノルウェー、
スウェーデン、イギリス、アメ
リカに加え、ボルチック国際海
運協議会（BIMCO）（注１７）、国際船
級協会連合（IACS : en）（注１８）、国
際船舶管理者協会（ISMA）（注１９）

など7つの機関が参加して開催
された。会合では、海洋構造物
と支援船舶、IMOの極海域航行
船コード、船舶吊上げ装置などに関する ISO規格について議論された。

２０１１．１１．２１
～２５

「移動性野生動物種の保全に関
する条約」（ボン条約）第１０回締
約国会議がノルウェーのベルゲ
ンにおいて約１００ケ国の政府担当
者が出席して開催された。会合
では同条約附属書Ⅰ（絶滅の危
機にある種）と同条約附属書Ⅱ
（国際協力が必要とされる種）に
海洋種ではオニイトマキエイが
掲載された。また、風力タービ
ン、送電線、混獲、気候変動な
ど移動性動物種への深刻な脅威
や移動の障害の軽減に向けた行
動に着手・実施することが広く支持された。

２０１１．１１．２１ UNEPはボン条約第１０回締約国会議において、移動性動物の拠点となる湿地や休息地が２０
世紀に５０％以上減少しているとする報告書を発表、同報告書は沿岸開発、資源利用などに
より今後温帯および熱帯の沿岸域の９１％に影響を及ぼす懸念があることから海洋保護地域
の拡大、湿地・干潟・沿岸域の再生等の具体策を提言している。

２０１２．４．２３
～２７

第１８回国際水路会議が開催され、東日本大震災の経験を踏まえて日本から提案していた、
国際水路機関（IHO）における災害対応に関する決議の修正案が採択されたほか、日本海
呼称問題についても審議された。

注１６ International As-
sociation of Marine Aids
to Navigation and Light-
house Authorities

注１７ Baltic and Interna-
tional Maritime Council

注１８ International As-
sociation of Classification
Societies

注１９ International Ship
Managers Association

オニイトマキエイ
世界中の熱帯から温帯の
海に分布しているトビエ
イ目トビエイ科の世界最
大のエイといわれてい
て、マンタと呼ばれるこ
とが多い。

玉木海山

世世
界界
のの
動動
きき

11

国国
際際
機機
関関
・・
団団
体体
のの
動動
きき

207



2 各国の動き

（1）ア メ リ カ

２０１１．７．７ BOEMREは沿岸影響支援計画（CIAP）（注２０）としてミシシッピ海洋資源局（MDMR）（注２１）に
対し１，０４５，４００ドルを助成すると発表した。この計画は２００５年のエネルギー政策法によっ
て作られたもので、石油や天然ガスなどの開発より影響を受ける沿岸環境の保全や保護の
ために海洋におけるエネルギー収入に基づいて割り当てられる助成金である。

２０１１．７．２２ アメリカ海洋大気庁（NOAA）はロードアイランド海峡、ブロックアイランド海峡など３，７９９
km２の海域を対象にロードアイランド海洋特別区域管理計画（Ocean SAMP）（注２２）を承認
した。この管理計画は環境や既存の産業を保護するとともに海上事業の発展を目的とした
もので洋上風力発電計画を推進することが可能となった。

２０１１．８．２１ ウッズホール海洋研究所（WHOI）の海洋物理チームはアイスランド沖に深海まで達する
海洋循環系の存在を確認したと発表した。これは気候変動に関して重要なもので、高緯度
へ運ばれた温かい表層水は冷却されて深い流れとなり赤道へ戻るという海洋循環と気候変
動が関係していることを意味している。

２０１１．９．１５ NOAAはマルチビームソナーを使ってメキシコ湾の水深１，０００～２，０００mの海底でガスの
湧出を捉えたことを発表した。NOAAの海洋調査船「オケアノス・エクスプローラー」
に搭載したマルチビームソナーによって得られたもので、ニューハンプシャー大学海岸海
洋マッピングセンター（University of New Hampshire's Center for Coastal and Ocean
Mapping）、BOEMREと共同で行われたものである。

２０１１．９．２２ アメリカ航空宇宙局（NASA）（注２３）は詳細な海洋の表層塩分濃度分布図を公開した。これ
は地球観測衛星「アクエリアス」に搭載された3つの受信機によって海の表面から放出さ
れたマイクロ波を観測することによって得られるデータから導き出されたもので、海流の
変化や気候変動などの研究に利用される。

２０１１．１２．９ 日本鯨類研究所が、反捕鯨団体「シー・シェパード」による調査捕鯨への妨害行為の差止
めを求め、ワシントン州連邦地裁に対して提訴した。

２０１２．１．１９ オバマ政権は、「魚類、野生生物及び植物の気候変動適応戦略草案（注２４）」を発表、動植物
や生態系およびそれらに依存する住民や経済に対する気候変動の影響を軽減するための戦
略を、政策決定者や資源管理者に資する内容として提示している。

２０１２．１．２５ アメリカは、4回目となるカナダとの北極海大陸棚測量共同プロジェクトを終了したと発
表した。この調査は、両国の２００カイリを超える大陸棚の範囲を確定するために実施され
た。

２０１２．２．８ NASAは、地球の大気に関するより精密な情報を提供し、天気・気象予報の精度を改善
することを目的とした新たな衛星システムである「The Cross-track Infrared Sounder」
が稼働を開始した。これにより、エルニーニョやラニーニャといった気候現象の研究への
貢献が期待される。

２０１２．２．２４ オレゴン州では、ケープ・ファルコン、カスケード・ヘッドおよびケープ・パーパチュア
沖の海域に3つの海洋保護区を設定する法案が議会を通過した。同法案が知事によって署
名され、発効すれば、同保護区は「ecological saving accounts」となり、動植物の産卵
および成長のために使用されることになる。

２０１２．３．１９ ワシントン州連邦地裁は、日本鯨類研究所等による反捕鯨団体「シー・シェパード」の調
査捕鯨に対する妨害行為の差止め申立てを却下した。

注２０ Coastal Impact Assi-
stance Program

注２１ Mississippi Depar-
tment of Marine Re-
sources

注２２ Ocean Special Area
Management Plan

注２３ National Aeronau-
tics and Space Admini-
stration

アクエリアス
NASAとユナイテッド・
ローンチ・アライアンス
社（ULA : United Launch
Alliance：ロッキード・
マーティン社とボーイン
グ社が設立した衛星打ち
上げの合弁事業のための
会社）２０１１年6月１０日に
カリフォルニア州のバン
デンバーグ空軍基地から
デルタロケット（デルタ
II）によって打ち上げら
れた地球観測衛星「SAC
-D」で、打ち上げから約
５７分後に予定軌道に乗っ
た。

注２４ the draft Natioal
Fish, Wildlife and Pla-
nts Climate Adaptation
Strategy
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２０１２．３．２０ 第9巡回控訴裁判所は、連邦地方裁判所が、ハワイ沖のメカジキはえ縄漁によって混獲さ
れるアオウミガメおよびオサガメの総数を制限する決定を下したことを支持した。同決定
は、アメリカ海洋漁業局が従来の3倍近いウミガメの混獲を許容するという決定を行った
ことに対して、「Turtle Island Restoration Network」や生物多様性センターが異議を申
し立てていたことに対してなされたものである。控訴裁判所の決定により、混獲が許容さ
れるウミガメの総数は従来の水準まで引き下げられることになる。

２０１２．４．１１ 日本鯨類研究所は、3月１９日の申立てを却下した裁判所の決定を不服として、アメリカ第
9巡回控訴裁判所にその決定の再審理を求める上訴を行った。

２０１２．４．１６ NOAAは、海底図や大陸棚、深海の情報をまとめたデータベースを一般に公開した。イ
ンターネットにアクセスできれば、海溝や海盆といった海底や沿岸の地形や魚類の生息地
といったさまざまな海洋データを検索することが可能となる。

２０１２．４．１７ NOAAは、国立海洋保護区の包括管理計画の草案およびそれらの環境アセスメントを発
表した。同草案は、教育やアウトリーチの促進や保護区の拡張の検討といった提案を含ん
でおり、今後5年間にわたり、保護区が直面する問題対処へのロードマップとして使用さ
れる。

２０１２．４．２０ NOAA海洋漁業局は、絶滅の危機に瀕しているなかで、最も大型の北太平洋セミクジラ
の再生計画の準備を開始したと発表した。NOAAは、絶滅危惧種法（Endangered Species
Act）の危惧種リストに北太平洋セミクジラが加えられていたにもかかわらず、回復計画
を策定してこなかった。今回の再生計画の策定は、その不備を補うことを目的としている。

２０１２．４．２６ NOAAは、アメリカの大西洋岸およびメキシコ湾でのアジア原産のエビが増加している
と発表した。今後、科学者を中心に、外来種増加の原因とそれによる固有種への影響を研
究していく。

２０１２．４．２７ NOAAは、フラワー・ガーデン・バンクス国立海洋保護区に関する最終管理計画を発表
した。同計画によれば、同保護区では、クジラ、サメおよびエイの捕獲、接触および阻害
等を一切禁止している。

２０１２．５．９ NOAA海洋漁業局は、メキシコ湾および南大西洋でのエビ漁を行う底引き網漁船に対し
て、カメの混獲防止装置の装備を義務付ける規則に対するパブリックコメントの受付けを
開始すると発表した。２０１０年以降、海岸に打ち上げられるウミガメの増加は、エビ漁が関
係していると考えられていたが、本規則が採択されれば、かなりのウミガメの混獲を防ぐ
ことができると予想される。

２０１２．５．１７ NOAAは、現在、アメリカの全管轄水域の8％が海洋保護区に指定されているという分
析を発表、保護区の多くは、漁業やその他の活動に開放されており、同保護区の９２％はレ
クリエーション等の活動が許容され、８５％は漁獲も可能とされている。

２０１２．５．１７ NOAAは、マサチューセッツ湾内のステルワゴン・バンク保護区の沈没船である「ラマ
ルティン号」を歴史的地域に登録、同船は、１９世紀のスクーナー船であり、建築に使用す
る花崗岩をおもに運搬していたが、１８９３年に嵐に遭遇し沈没した。

２０１２．５．１７ NOAAは、日本製の新型極地軌道衛星を打ち上げたと発表した。新型衛星は、環境監視
を専門に行うもので、ハリケーンや台風の予報、南極の氷の減少の監視、エルニーニョや
ラニーニャといった地球規模の気象現象の予測を中心に行う。２０１１年に、NOAAは日本
の宇宙航空研究開発機構（JAXA）と覚書を署名しており、両国が共同して環境監視を行
うことに合意している。今回の衛星打ち上げは、その一環である。

２０１２．５．２２ NOAA海洋漁業局は、アラスカの北極海域における新たな海図を提供したと発表、同海
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図は、夏季の氷塊減少にともなって増加している船舶の航行に使用するために作成されて
おり、水深や障害物などが詳細に記入されている。これにより、北極海の積極的な活用が
期待される。

２０１２．５．２９ NOAAは、メキシコ湾におけるアカダイの乱獲が終息し、資源回復もしていると判断し
て、漁獲制限を緩和すると発表した。２０１２年の漁獲上限を７５３万ポンドから８０８万ポンドへ
と引き上げる。当該措置は、6月1日に発効する。

２０１２．５．３０ NOAAは、ベーリング海の氷および生態系に対して行った調査の結果を発表した。それ
によれば、アメリカの国民が消費する水産物の過半数がアラスカ周辺海域で漁獲されるた
め、同海域の生態系が変化すれば、アメリカの漁業にも大きな影響を与えると予想されて
いる。

２０１２．６．１ NOAAは、ヨーロッパ委員会共同研究センター（ECJRC）（注２５）との間に、気候、海洋およ
び海岸に関する科学協力協定を締結した。この協定により人員の交流、機器の共有、共同
研究の促進や情報の共有などを求めており、今後の気候や海洋研究に大きく資すると考え
られる。

２０１２．６．２５ 商務省は、NOAA海洋漁業局と共同で漁業資源を管理している8つの地域漁業管理機関
の委員３０名を任命したと発表した。同機関は、マグナソン・スティーブンス漁業保存管理
法に従い、各地域の漁業資源の管理計画を設定するために設立された。委員の任期は3年
となっている。

（2）カナダ・中南米

２０１２．１．１０ カナダ政府は、バンクーヴァー島における養殖プロジェクトに９２万５，０００ドルあまりを支
出すると発表、同プロジェクトは、新技術による水産物の養殖を成功させることによって、
市場規模の拡大を狙うものである。

２０１２．２．２４ カナダのニューファンドランド州の養殖水産開発センターが、養殖魚の生産過程で発生す
る廃棄魚油をバイオディーゼル燃料に変換する計画を州政府の支援の下で実施すると発表
した。ニューファンドランド州漁業養殖省は、この計画に約9万カナダドルを支援する予
定。

２０１２．６．５ アルゼンチン政府は、イギリス企業によるフォークランド諸島沖の石油および天然ガス探
査が違法であるため、法的措置をとると宣言した。これらのイギリス企業は、デザイアー
・ペトロレアム社、ロックホッパー・エクスプロレーション・Plc 社、アルゴス・リソース社、
ボーダー・アンド・サザンペトロレアム社およびフォークランド・オイル・アンド・ガス社
の5社となっており、アルゼンチン政府の許可を得ることなく探査を実施しているという。

（3）欧州連合（EU : European Union）・欧州委員会（EC : European Commission）

２０１１．７．１５ 欧州環境機関（EEA）（注２６）は人間の健康に影響を及ぼすおそれのある淡水・海水中の有害
物質に関する技術報告書を公表した。同報告書では、有害物質の水域への流出量の削減、
および化学物質の持続可能な製造・使用などに関して世界的に取り組む必要があると指摘
している。

２０１２．１．２５ 世界自然保護基金（WWF）（注２７）は、持続可能な漁業を維持するため、EU管轄海域外での
EU登録漁船による漁業に対して新たな漁業規則を適用すべきであるという提案を行っ
た。現在、約７００隻の EU登録漁船が公海および他国水域で操業を行っている。

注２５ European Commi-
ssion’s Joint Research
Centre

注２６ European Enviro-
nment Agency

注２７ World Wildlife Fu-
nd
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EU理事会
（閣僚級）

加盟国代表の意思決定・立法機関

欧州理事会
（首脳級）

加盟国代表の最高協議機関

欧州委員会
（定員：27人）
EUの行政執行機関

欧州議会
（定数：751人）

EUの立法・民主的統制機関

欧州対外活動庁
EUの共通外交機関

欧州中央銀行

欧州司法裁判所

２０１２．１．２６ アメリカの環境NGOピュー環境グループは、EU深海漁業規則の改正をECに求めた。
同グループは、「Out of the Abyss : Transforming EU Rules to Protect the Deep Sea」
という報告書を通して、漁具の規制、環境影響評価の導入、禁漁区の設置、混獲の削減な
どの具体的な改正案をあげた。

２０１２．３．２ ECは、自らが持続不可能な漁業を実施している第三国に対して一定の規制措置を実施で
きるようにする提案を採択した。同提案によれば、持続不可能な漁業を実施する第三国か
らの水産物の輸入を規制するといった措置を講じることができる。

２０１２．３．２４ ECは、初の地域戦略文書であるバルト海地域に関するEU戦略（EUSBSR）（注２８）を発表し
た。同戦略は、特に“Save the Sea”、“Connect the Region”及び“Increase Prosperity”
に注目し、加盟国間の協力をより強化することを目的としている。同戦略に基づき、２０２０
年までに海洋不法投棄を根絶することや２０２０年までに２０１０年比で海洋事故を２０％減少させ
るといった目標を設定した。

２０１２．４．１２ 欧州議会の交渉グループの非公式会合において、欧州海上保安機関（EU Maritime Safety
Agency）の権限強化に関する議論がまとまったと発表された。これにより、欧州海上保
安機関は、海洋汚染関連の事故や対海賊対処等で、より強い権限を付与されることになる。

２０１２．５．１８ 欧州復興開発銀行（EBRD）（注２９）は、ヨーロッパ各国で毎年３，２００万トンの温室効果ガスを
削減する必要があることから、エネルギー効率の向上および気候変動への脅威に対処する
ため、今後3年間に２５０億ユーロ規模の投資を行うと発表した。

２０１２．５．２５ ECおよび欧州議会は、船舶燃料の硫黄物質の含有量に関して、指令１９９９／３２／ECを修
正する暫定合意を締結し、9月１１日に改正を決議した。船舶燃料から排出される硫黄酸化
物が大気を汚染するとして問題になっていたが、今回の改正により、排出される硫黄酸化
物を削減することが期待される。

（4）イ ギ リ ス

２０１１．８．４ イギリスの気象庁（UKMO）（注３０）は１９６０年以降温室効果ガス排出量増加にともなって上昇
してきた水深７００m以浅の水温が２００３～２０１０年で上昇が休止していることに関する研究結
果を公表した。これは、深層部の熱移動が上層部の温度上昇の妨げに関係すると示唆され
ており、今後海洋内の熱の動きを解明することにより気候変動の予測につながる。

注２８ the European Union
Strategy for the Baltic
Sea Region

注２９ European Bank for
Reconstruction and De-
velopment

注３０ United Kingdom
Met Office

EUのガバナンス
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２０１１．９．５ イギリスのアクアマリン・パワー社は波力発電技術開発に関連しイギリスのバークレー銀
行から5年間で３４０万ポンドの融資を受けることで合意した。これは、現在欧州海洋エネ
ルギーセンター（EMEC）がスコットランドのオークニー諸島で開発中の波力発電装置
「Oyster」に関連するもので、海洋エネルギー関連への金融機関からの投資は大変珍しい。

２０１１．９．１９ イギリスのノッティンガム大学工学部沿岸工学グループが津波予測ソフトウェアを開発、
このソフトウェアは津波に対して脆弱な沿岸地域について津波の被害を最小限にするため
に開発されたもので、東北地方太平洋沖地震を契機に開発が進んだ。

２０１１．９．１９ イギリスのサウザンプトン国立海洋学センターとフランスの海洋開発研究所、ノルウェー
のトロムソ大学の研究者はノルウェー沖合の北極海において海底から漏出するメタンガス
を確認すると同時に、メタンガス貯留層からそれらを海底に導く多数の溝を発見した。こ
れは海洋調査研究船（RRS）（注３１）「ジェームズ・クラーク・ロス号」により調査されたもの
でこの結果は地球規模の気候変動と海洋酸性化のために重要な意味を持つ。

２０１１．９．２６ イギリスの海事産業団体（Society of Maritime Industries）は海事産業の市場規模につ
いて調査結果を発表した。この調査は２０１１年4月にサウザンプトンで開催された「Ocean
Business２０１１」における調査をもとにしたもので、同市場が１１億ポンドに成長し、今後
拡大する傾向にあって石油・ガス開発、再生可能エネルギー、防衛、環境モニタリングが
重要な役割を占めるとしている。

２０１１．１１．７ イギリスの海洋管理機構（MMO）（注３２）は余剰漁業資源の海洋投棄量の削減に向けた漁業割
当実験の結果を発表した。この実験はイギリス環境・食糧・農村地域省（DEFRA）（注３３）が
MMOに委託して行ったもので、欧州共通漁業政策により漁船ごとに定められる割当量は
水揚量を規制することから規定水揚量以上漁獲した場合は海洋投棄されている現実を踏ま
え漁獲量について規制することを目的としたものである。２０１０年より行われているこの実
験により、漁獲量を水揚量として割り当てることによって海洋投棄量が減少したとされる。

２０１１．１１．１７ スコットランドのインヴァネスを基盤とするドイツのフォイトハイドロ社の関連企業はス
ペイン北部バスク地方のムトリク港において商業化に成功した振動水柱型（OWC）波力
発電施設をバスク自治政府エネルギー局に引き渡した。この施設は同港の防波堤内部に設
置されており、１６基のタービンで構成される発電総量３００kW発電施設で２５０万世帯に電力
を供給できる。

２０１１．１１．２８ Flumhill 社のツインコークスクリュー潮力発電装置がオークニー諸島のEMECにおいて
稼働を開始した。

２０１２．１．３ スコットランド環境省がスコットランド海で実施した海洋調査で非常に希少な生物を発見
したと発表、発見した生物は、「Fan Mussel」という非常に原始的な貝で、生物の起源を
探る上で貴重な資料になり得るという。同省は、本年も調査を継続する。

２０１２．１．１５ スコットランド政府は、自国の
6県における持続可能な漁業コ
ミュニティーの成長を支援する
ため、７６０万ポンドの基金を設立
すると発表、同基金は、ヨーロ
ッパ漁業基金およびイギリス海
洋管理機構によって管理され、
地域住民の教育や海洋環境の保
護等に使用される。

２０１２．２．２ アバディーン大学の研究チーム
は、ニュージーランド沖の水深

注３１ Royal Research Ship

注３２ Marine Manage-
ment Organisation

注３３ Department for En-
vironment, Food and
Rural Affairs

振動水柱型（OWC : Os-
cillating Water Column）
ダクト内で波の上下動に
よる圧力によって発生す
る粗密振動でタービンを
回転させる発電方式で、
波エネルギーを空気の振
動に変換して利用してい
ることから動作が安定す
る効果あるとされる。

Fan Mussel
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７，０００m付近で、大型の甲殻類を発見したと発表した。それは、体長３０㎝前後のエビのよ
うな生物で、研究チームは標本を採集し、これから分析を行う。水深７，０００m付近でこの
程度の大きさの甲殻類が発見されたのは世界で初めて。

２０１２．３．８ スコットランド政府は、「学校における水産物（Seafood in Schools）」という3年にわ
たるプログラムを支援すると発表、このプログラムは、スコットランドの水産物がどこで
漁獲され、どのように流通し、食卓に乗るのかを小学校で教え、水産物への理解を深める
ことを目的にしている。

２０１２．４．２６ イギリス政府はアメリカ政府と、クリーンエネルギー技術の発展に関する2国間協定を締
結、両国は今後数年間にわたり、洋上風力発電技術の開発について協力するとともに、そ
の設置を推進することになる。

２０１２．６．２０ ロールス・ロイス社は、１３機のアジマス・エンジンを韓国大宇造船海洋に納入したと発表、
同エンジンは、オールシー・グループの「ピーター・シェルト号」に搭載される。同船は、
全長３８２m、全幅１１７mの海上プラットフォーム、パイプラインの設置および解体を行う世
界最大の船舶である。

２０１２．６．２１ ロールス・ロイス社は、アイランド・オフショア社に、世界初となるガス推進船である「ア
イランド・クルセーダー号」を引き渡したと発表した。アイランド・オフショア社は、か
ねてから燃料消費の削減に取り組んできた。同船は、ガス推進であることから燃費もよく、
窒素酸化物、硫黄酸化物の排出を大幅に抑えることができる。

（5）ヨーロッパ諸国

２０１１．７．４
～１０

無人潜水機の開発に関する第6回ヨーロッパ学生AUV大会（SAUC-E）がイタリアのラ・
スペツィアにおいて開催され、ドイツのリューベック大学が優勝し４，０００ユーロの賞金を
手にした。2位はスペインのジローナ大学、3位はドイツのブレーメン大学であった。

２０１１．７．２７ ロシアは原子力砕氷船「ロシヤ」を使用して北極圏の大陸棚延伸に係る調査を開始した。
北極圏にあるロモノソフ海嶺に関してカナダと領有権を争っており、科学的根拠を取得す
ために行うもので2ケ月程度の期間で当該海域のシルト層の層厚などを測定するものであ
る。

２０１１．８．２６ ドイツ連邦経済技術省はSUGER（注３４）プロジェクトの第1フェーズが終了し、第2フェー
ズに入ったと発表した。SUGERプロジェクトはメタンハイドレート層に炭酸ガスを圧入
することによりメタンと炭酸ガスを置き換える生産手法で、２００８年より連邦経済技術省、
連邦研究省の政府2機関と民間企業によって実施されている。第1フェーズは１，３００万ユ
ーロの予算で約３０機関が参加して実施、第2フェーズは２０１１年後半から２０１４年までの3年
間で、生産から輸送までの総合的な技術開発を行う。

（6）韓 国

２０１１．７．５ 韓国国会の行政安全委員会所属与野党議員は、竹島（韓国名：独島）に上陸し、同島警備
隊を激励した。また、２０１２年8月１０日には、李明博（イ・ミョンバク）大統領が現職の大
統領として初めて上陸した。

２０１１．７．６ 韓国の福祉サイバー大学は、竹島（韓国名：独島）学科を新設した。これは同国の国庫補
助金支援事業のひとつで、２０１２年度の1学期から新入生を募集する予定である。

２０１１．７．２０ 韓国国土海洋部は、同国内主要港湾と日本の国の定期航路に就航している船舶5隻につい
て放射能汚染調査を実施し、3隻の船舶のバラスト水からセシウムを検出した。

注３４ Submarine Gas Hy-
drate Res-ervoirs
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２０１１．１１．１０ 韓国の東海地方海洋警察庁と日本の第八管区海上保安本部は、隠岐島西方約１００カイリ（約
１８５km）付近の海域において日韓合同捜索救助訓練を実施した。この訓練は今回で5回目
となる。

２０１１．１１．１１ 韓国の南海地方海洋警察庁と日本の第七管区海上保安本部は、釜山市沖合の韓国領海内に
おいて合同捜索救助訓練を実施した。

２０１１．１２．１２ 韓国仁川市の仁川海洋警察署の警備艇は小青島南西沖約８５kmの海上において同国領海内
で不法操業を行っていた中国漁船を拿捕した。この際、海洋警察官1人が中国人船長に刺
殺された。これを受けて、韓国の外交通商部は、駐韓中国大使を呼び厳重に抗議した。

２０１２．３．５ 第1次国家海事安全基本計画（２０１２～２０１６）が策定・告示された。同計画は、国際海事機
構（IMO）の会員国に対する海事安全管理監査制度（２０１５年発効）に対応するために韓国
の海事安全体制を整備したものである。

２０１２．３．８ 現代重工業は、世界で初めて建造船舶の総トン数が1億トンを突破したと発表した。１９７２
年3月２３日の起工式以来、わずか４０年で達成したことになる。

２０１２．３．２０ 韓国政府は、海外市場へのエネルギー産業の展開を支援するため、太陽光発電や洋上風力
発電等の援助を含むエネルギー産業の研究および発展のために約１０億ドルを投資すると発
表した。

２０１２．４．１９ 韓国国土海洋部は、フィージーのEEZ内で排他的な探査鉱区を獲得し、同鉱区内で熱水
鉱床の探査を開始すると発表した。

２０１２．５．１２ 韓国の麗水で海洋をテーマにした万博が開催、8月１２日まで実施された。韓国における博
覧会開催は、１９９３年の大田国際博覧会以来の2回目。

２０１２．５．２２ 国土海洋部は、国土基本法施行令の改正を閣議決定したと発表、同改正のおもな内容とし
て、①国土計画の評価制度実施のまえの評価基準および評価方法の設定、②国土政策委員
会の新設、が挙げられる。

２０１２．５．２８ 国土海洋部は、浦項や欝陵島など国内の１１の港湾を国家管理沿岸港に指定する内容を盛り
込んだ港湾法施行令改正を制定すると発表した。同改正における国家管理沿岸港とは、安
全保障、領海管理や悪天候時の避難港に使用される重要な港湾を指す。

２０１２．６．５ テクニップ（Technip）―大宇による共同企業体は、ペトロナス・フローティング・LNG1
（Petronas Floating LNG1）社から、洋上液化天然ガスプラントの建設、調達、運用契
約を受注したと発表した。プラントの設計はクアラルンプールのテクニップ（Technip）
社で行われ、建造は大宇造船で行われる予定。建造されたプラントは、マレーシア沖に設
置される。

２０１２．６．２１ 韓国国土海洋部は、海洋汚染物質の流入と海洋ゴミの管理強化などを内容とする第4回海
洋環境総合計画の２０１２年度実施計画を策定し、実施すると発表した。今年度は、陸上起因
汚染の国家管理システムの確立、海洋事故の予防管理および海洋汚染への対応能力の拡充、
海洋環境および海洋生態系への理解向上のための教育の促進等を重点的に実施する。

２０１２．６．２２ 第4次海洋環境総合計画（２０１１～２０２０）の２０１２年施行計画が策定された。同計画は、２０１１
年に策定された第4次海洋環境総合計画（２０１１～２０２０）に従い、前年度の推進実績を評価
・分析し、今年度の推進計画を策定、実行するものである。今年度は、グリーンで安全な
海洋環境を助成し、生命力のある海を保全・管理するために、1兆１，４２０億ウォンを投入
し、5の分野、６３個の事業を推進する。
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（7）中 国

２０１１．７．７ 中国国務院は海洋経済主体の国家戦略的側面をもつ浙江舟山群島新区の設立を認めた。浙
江省の海洋経済発展の先導、海洋の総合開発、長江デルタ地域の経済発展などを目的に東
部地域の海上物流拠点、環境を重視した海洋開発のモデル地区などのほか海洋産業拠点と
して海陸を一体とした経済発展を目指す。

２０１１．７．２０ 中国と東南アジア諸国連合（ASEAN）はインドネシアのバリ島において開催された中国
とASEANの高級事務レベル協議において「南シナ海における関係国の行動宣言」の実効
性を高めるための環境保護などの活動について規定したガイドラインの草案について同意
した。この行動宣言は中国とASEAN諸国が２００２年１１月に調印した政治的合意文書で紛争
の平和的解決などをうたったものである。

２０１１．７．２０ 中国外交部は、フィリピンの下院議員らが南沙諸島の中業島（パグアサ島）に上陸したこ
とについて、同国に対し正式に抗議した。同島はフィリピンが実効支配しているが、中国
は領有権を主張している。

２０１１．７．２３ 中国の国家海洋局東海分局は新型海洋監視船「中国海監５０号」を新たに配備した。同艦は
３，０００トン級で航続距離８，０００カイリ、航行可能日数６０日、風速３５m/s に耐えられる能力
を有し、ヘリコプターや最新の機器類を搭載している。

２０１１．８．２ 中国国務院の国家発展改革委員会は国家海洋局の極地研究用砕氷船の建造を承認した。今
後は、砕氷船設計経験が豊富な国外船舶設計企業と提携し、中国国内の設計会社と共同で
設計するとともに、中国国内の造船所で建造する計画である。

２０１１．８．１０
～１４

中国の初の空母「ワリャーグ」が初めての試験航行を行った。これにともない遼寧海事局
は8月１０日から１４日まで黄海北部および遼寧湾の特定海域への船舶の進入禁止を通達し
た。船名は中国の慣例で就役後となる。

２０１１．８．１６ 中国の海洋動力環境観測衛星「海洋2号」は太原衛星発射センターから「長征4号乙」ロ
ケットによって打ち上げられた。同衛星は国家海洋局が運用するもので、防災・減災に向
けた海洋環境のモニタリングと調査に利用されるほか、海洋科学研究、海洋環境予報、世
界的な気候変動研究などにも寄与する。

２０１１．８．１６ 広東省発展改革委員会は、「広東省海洋経済総合試験区発展計画」を中国国務院に大筋で
承認されたことを明らかにした。この計画は広東省では「珠江デルタ地区改革発展計画綱
要」に続く国家戦略レベルのプロジェクトとなる。

２０１１．８．２４ 中国国家海洋局は2度に及ぶ日本の福島県沖西太平洋海域における海域環境調査の結果に
より、放射性物質による影響を受けているとして同海域の海産物に対する放射性物質検査
の強化を関係各部門に通達した。

２０１１．９．２２ 中国の浙江省温州港と日本を結ぶ定期コンテナ直行航路が開通した。新航路は上海海華輪
船有限公司が運営する1週間に1便の航路で、上海―温州―那覇―上海のルートとなる。

２０１１．１０．１４ 中国の渤海遼東湾にある中国海洋石油総公司（CNOOC）の油田で原油が流出した。これ
は作業船のアンカーによって海底パイプラインが損傷したことによるもので、中国海洋石
油は流出確認後生産を中断し油膜を回収するとともにパイプライン損傷個所を修復した。

２０１１．１１．２８ 中国の極地観測船「雪龍」が南極圏に到達、同船は１１月3日に天津港を出港して南極を目
指していたもので、今後砕氷しながら進み同国の南極基地「中山基地」から１０～１５km離
れた位置で荷卸しを行う。なお、「雪龍」は厚さ１．２mの氷を砕氷しながら１．５ノットで前
進することが可能である。

海洋2号
能動型・受動型マイクロ
波センサを利用したマイ
クロ波により海面高度の
変化を4cmの精度で測
量することができる。こ
のほか、マイクロ波散乱
計、レーダー高度計、マ
イクロ波放射計などを搭
載しており波、水温など
世界中の海域の環境情報
を取得することが可能で
ある。
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２０１１．１１．３０ 中国の新世代海洋科学総合調査船「科学」が進水した。同船は同国湖北省武漢市の武昌船
舶重工有限責任公司が建造した最新鋭の科学調査船で、総トン数４，８６４トン、全長９９．６m、
幅１７．８m、喫水５．６m、航続距離１５，０００カイリ、航続日数６０日、最大速力１５ノットで、定
員は８０名となっており、移動実験室として利用される。

２０１１．１２．２９ CNOOCは CNOOC海洋環境生態保護福祉基金を設立すると発表した。この基金は海洋
環境や生態系の保護などに関連する科学的研究と技術革新、それらに関する慈善福祉事業
などに対して支援するとともに海洋環境保護と生態系の回復などを積極的に取り組むとし
ており、5億元を資本金として拠出した。

２０１２．２．１６ 中国科学院と中国海洋研究所の科学者らは、中国国内の持続可能な水産養殖産業の発展を
促進するための科学調査プロジェクトを開始した。同プロジェクトは、養殖エビおよび魚
への伝染病発生の原因および予防策を中心に研究を進める予定で、国内１２の大学、研究所
から科学者を派遣し5年間実施する。

２０１２．２．１９
，２８

中国国家海洋局東海海区総隊所属の「海監６６」および「海監４６」は、久米島の北北西沖約
１７０kmの日本のEEZで海洋調査を実施していた海上保安庁の測量船に対して、調査の中
止を無線で要求した。

２０１２．２．２６ 中国国家発展改革委員会は、２０１１年の造船業界の工業総生産が、前年度比２２．２％プラスの
１，２３５億ドルに達したと発表、建造した船舶は、昨年度比１６．９％プラスの７，６６５万トンだが、
造船不況のため、建造受注量は前年度比５１．９％マイナスの３，６２２万トンに止まった。

２０１２．３．１ 中国国務院は、「海洋観測予報管理条例」を公布、同条例は、海洋観測予報に関する管理
の強化、海洋観測活動の枠組み構築および海洋災害の軽減を目的としている。

２０１２．３．３ 中国国家海洋局は、「中華人民共和国海島保護法」に従い、中国管轄水域内の島嶼に対し
て標準名称の統一を行った。尖閣諸島の魚釣島の表記は「釣魚島」とし、それに付属する
７０あまりの島嶼の表記も統一した。

２０１２．３．８ 中国国家海洋局は、通算5回目となる北極探検を今年実施する予定であると発表した。カ
ナダやアイスランドも含めた各国との協力関係を強化するとともに、共同調査協定の締結
も進めていく意向である。

２０１２．３．２０ 中国国家海洋局海監総隊は、尖閣諸島も含めた自国管轄水域の巡視・取締り活動を今後強
化すると表明した。

２０１２．４．１１ CNOOCは、アメリカのエニ社と香港沖の油田探査に関する生産割当契約を締結したと
発表した。同油田は、香港の沖合約４００kmの３０／２７地区に位置しており、実施される探
査には、約２，０００km２にわたる3次元振動調査や井戸1本の掘削を含んでいる。

２０１２．４．１７ 中国国家海洋局は、タイの天然資源相と気候変動および海洋生態系に関する共同研究所の
設立に関する協定を締結、同協定によれば、両国は海洋科学技術および研究員の協力を促
進し、南シナ海、タイ湾、アンダマン海、ベンガル湾、インド洋における気候変動、防災、
海洋生態系、海洋環境における研究を行う。

２０１２．４．１９ 中国国務院は、第１２次5ケ年計画に基づき、２０１１年から２０２０年までの海洋機能区画計画を
承認した。同計画によれば、海域使用管理法および環境保護法に基づき、政府の関係部局
と沿岸の各省、自治区、市町村とが連携して区画の設定を行うことになる。

２０１２．４．２７ 中国国家海洋局は、蓬莱１９油田からの原油流出事故に関する処理案を発表した。同案によ
れば、今回の事故に関し、コノコ・フィリップス社と中国海洋石油公司は、１６億８，３００万
元を支払い、また、渤海の環境保護のため、両者は総額約１１８億元あまりを投資すること
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となる。

２０１２．５．３
，４

中国国家海洋局はアメリカのNOAAと海洋漁業科学技術協力枠組協定を締結した。同協
定は北京で開催された第4回中米戦略経済対話で締結され、最先端の海洋科学の分野で、
両国の協力を促進し、海洋観測、環境保護、海洋管理、気候変動における海洋の役割およ
び両国間で協力を強化すべき科学的問題の共有等を行う。

２０１２．５．１１ 中国国家海洋局と国家標準化管理委員会は、２０１１年3月に発表された第１２次5ケ年開発計
画に基づく海洋関係の標準化目標を発表、両者は、海洋経済、海洋開発計画とその管理、
海洋調査、海洋利用といった分野のシステムの標準化を進める。

２０１２．６．６ 中国海洋石油公司は、かねてから建造していた「ハイ・ヤン・シー・ユー1号」が竣工し
たと発表、同船は、大型クレーンを装備したパイプライン敷設船であり、水深２，０００mま
でパイプラインを敷設することができる。

２０１２．６．２４ 中国国家海洋局の有人潜水調査船「蛟竜」号が、マリアナ海溝で潜水実験を行い、水深７，０００
mを突破することに成功した。

3 アジア・太平洋・アフリカの動き

（1）東南アジア・インドほか

２０１１．７．７ フィリピンの下院議員ら数人は南シナ海の南沙（英語名：スプラトリー）諸島のパグアサ
島（中国名：中業島）に上陸しフィリピン国旗を掲揚した。フィリピンや中国など周辺国
が領有権を主張する南沙諸島の中で同島はフィリピンが実効支配している。

２０１１．７．２０ 南シナ海領有問題に関係する東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国と中国は、インドネ
シアのバリ島において南沙諸島の領有権をめぐり高級事務レベル協議を開催した。この会
合で南シナ海問題を平和的に解決することを目指した「南シナ海行動宣言」ガイドライン
が合意された。

２０１１．８．１ インド政府は２０１１年7月１９日に ISAが中国大洋鉱産資源研究開発協会に対して、南西イ
ンド洋海嶺にある海底熱水鉱床の探査計画を承認したことについて懸念を示した。これに
より、インド政府は中国に対して合法的に海洋データ収集の機会を与えるだけでなく、中
国がインド洋に軍艦を派遣する口実を与えかねないとして ISAに対し許可を取り消すよ
う求めていくとしている。

２０１２．２．７ 第1回海事安全保障および監視会議がアラブ首長国連邦で開かれた。同会議は、湾岸諸国
が直面している海洋安全保障問題に取り組むため、諸国間の協力関係を構築することを主
目的としており、初回は、麻薬の密輸問題や海賊に対応する法令の整備等が議論された。

２０１２．２．８
～１０

ASEANは、マレーシアで第2回海事安全保障会合を開いた。同会合は、２０１０年に初めて
開かれ、加盟国間の海事安全保障に関するキャパシティー・ビルディングを促進するため、
防衛・軍事協力をさらに深化させることを目的としている。

（2）ベトナム・マレーシア

２０１１．９．１４ ベトナムの南中部ニントゥアン省沖合海域において第二ニントゥアン原子力発電所建設に
係る海洋地質調査が開始された。地質調査は日本の川崎地質が担当しており４３日間行われ
る。当該海域の海底下には断層があると科学技術省から指摘されており、原子力エネルギ
ー研究所は地質と津波を含む自然災害リスクに関する基礎的資料を取得することになって
いるが、8月の原発案件第9回会議で原発建設予定地周辺の地質調査が不十分であるとさ
れていた。
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２０１１．１０．１９ ベトナムのグエン・フー・チョン共産党書記長は中国を訪問し、中国の胡錦濤国家主席と
南シナ海南沙諸島の領有権問題に関し交渉と友好的協議で解決するとし、海底油田共同開
発の検討などを盛り込んだ南シナ海問題に関する基本原則を定めた両国間協定に調印し
た。

２０１１．１２．２２ ベトナムのグエン・タン・ズン首相はハノイで中国の習国家副主席と会談し、南シナ海問
題に関して基本原則を定めた両国間協定の履行方法検討についての政府間交渉の早期開始
を提案した。

２０１１．１２．２３ ベトナムの南部バリアブンタウ省で、２００８年4月に建設が開始された「カイメップ国際港
湾ターミナル」が完成した。施工は韓国のポスコ建設と三煥企業が共同で実施しており、
総建設費1億１，２００万ドルで、同ターミナルの年間貨物処理能力は１１５万 TEUとなってい
る。

２０１２．６．２１ ベトナム国会は、南シナ海の西沙（パラセル）諸島および南沙諸島の領有権を明記したベ
トナム海洋法を圧倒的多数で採択した。同法は、領海、EEZや大陸棚等の管理、開発お
よび保全について規定しており、全7章５５条からなっている。発効は２０１３年1月となって
いる。

２０１２．６．２６ ベトナム外務省のハオン・タインギ報道官は、中国国営企業が南シナ海で石油・天然ガス
開発の入札を実施しようとしているとして、中国に対し入札を中止するよう求める声明を
発表した。CNOOCは、南シナ海に設定した9つの鉱区で石油・天然ガス探査のための
国際入札を行う予定を発表したが、同鉱区は、ベトナムの中南部から南部の沖合に位置し
ており、ベトナムが自国の大陸棚として主張している海域と重複している。

（3）太平洋地域・アフリカ

２０１１．１１．２６ オーストラリア政府は同国北東部のサンゴ海にアメリカ本土の約１０分の1にあたる
９８９，８４２km２の海洋保護区を設定する計画を発表し、２０１２年１１月に「珊瑚海連邦海洋保護
区（Coral Sea Commonwealth Marine Reserve）」として認定された。同地域の管理計
画は２０１４年の7月に発行される予定。世界遺産のグレートバリアリーフのほか、北側には
パプアニューギニア、東側にはソロモン諸島が位置する場所で多くの島が存在するととも
に多様なサンゴ礁、砂州や海底谷など海底地形も変化に富み、豊富な海洋生物の生息域で
ある。

２０１２．３．２１ オーストラリア防衛科学技術機構（注３５）は、「MicroROV Navigation Technology from Vide-
oRay, SeeByte, BlueView, and Teledyne RDI」を世界で初めて導入すると発表した。
これは、ソナーやセンサーを備えた水中探査機であり、水中の地形を自動で探知し航行す
ることができる。また、これは機雷や障害物も探知することができるため、ダイバーの作
業や水中での作戦に有利となる。

２０１２．３．２９ オーストラリア政府は、自国漁業の持続可能性に関する農林水産省の「Commonwealth
Fisheries harvest Strategy Policy（２００７）」および「Commonwealth Policy on Fisheries
Bycatch（２０００）」の再検討を開始した。2つの政策は、それぞれ、漁獲量および漁獲の
管理枠組を構築し、混獲の規制を目的としている。

２０１２．５．７ 南太平洋のトケラウ諸島は、２０１２年末までに必要電力のすべてを再生可能エネルギーで賄
うと発表した。トケラウ諸島は、面積約１０km２で人口は約１，４００人で、２００１年からUNDP
の援助を受け、太陽光による発電を実施している。

２０１２．６．１４ オーストラリアのバーク環境相は、珊瑚海や西オーストラリア州の南西海岸地区などに４４
の新たな海洋公園を設定する計画があることを明かした。同計画は、オーストラリアの全
管轄水域の3分の1にあたる約３１０万 km２を対象としており、公園内では、漁業や石油・

TEU
Twenty-foot Eqvivalent.
Unit, ２０フィートコンテ
ナ換算

注３５ Defense Science
and Technology Organi-
zation
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天然ガス探査等が一部制限される。

２０１１．８．２ ガーナの食糧農業相は国の漁業に関して持続可能なものとするため規制を徹底させる声明
を発表した。これは同国海軍、警察、国家捜査局（BNI）（注３６）と漁業委員会（Fisheries Com-
mission）で構成される特別委員会を設置し、漁業者の生活や投資環境に影響を与えるこ
となく漁業法、漁業規則などの周知を促すものである。

4 その他の動き

（1）水 産

①マ グ ロ

２０１１．７．４
～ ８

全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）（注３７）第８２回年次会合はアメリカのラホヤにおいて、日
本、ベリーズ、コスタリカ、グアテマラ、パナマ、カナダ、エクアドル、ペルー、中国、
エルサルバドル、韓国、アメリカ、メキシコ、バヌアツ、コロンビア、フランス、ニカラ
グア、ベネズエラとEU、台湾が参加して開催された。会合ではメバチ・キハダの保存管
理措置およびクロマグロの保存管理措置について話し合われた。

２０１１．７．１２
～１４

第3回まぐろ類地域漁業管理機関（RFMO）（注３８）の合同会合はアメリカのラホヤにおいて
5つのまぐろ類地域漁業管理機関に加盟する５０の国・地域と FAO等が参加して開催され
た。会合では資源評価、資源管理、遵守・取締りの協力関係の構築および大型まき網漁船
漁獲能力の管理などが話し合われた。

２０１１．９．６
～ ９

中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）（注３９）第7回北小委員会は北海道札幌市において日
本、韓国、アメリカ、カナダ、フィリピン、バヌアツ、クック諸島、台湾の関係者が出席
して開催された。会合では太平洋クロマグロ、北太平洋ビンナガ、北太平洋メカジキなど
の対象資源に関する保存管理措置およびその他の資源に関する保存管理措置などが話し合
われた。

２０１１．９．２２
～２７

日本とキリバスの漁業協議がキリバスのタワラにおいて開催された。会合ではキリバスの
水域内におけるカツオ・マグロ漁船の操業状況が報告され、キリバス水域内で操業する日
本の漁船および他の外国漁船の活動についての情報交換と、マグロはえ縄・カツオ一本釣
り漁業協定、まき網漁業協定について再検討が行われた。

２０１１．１０．１０
～１３

みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）（注４０）第１８回年次会合がインドネシアのバリ島において
日本、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、インドネシア、台湾に加え協力的非加
盟国としてフィリピンおよび南アフリカが出席して開催された。会合では総漁獲可能量
（TAC）（注４１）および国別漁獲枠等の保存管理措置などが議論された。

２０１１．１１．１１
～１９

大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）（注４２）第２２回年次会合がトルコのイスタンブール
において日本、アメリカ、カナダ、ブラジル、中国、南アフリカ、EUなどの関係者が出
席して開催された。会合では大西洋における高度回遊性魚種（マグロ、カツオ、カジキ類）
の保存管理について議論された。

２０１２．１．９ PNAウェスターン・アンド・セントラル・パシフィック社は、ナウル協定に基づくマグ
ロ漁について、海洋管理協議会から持続可能な漁業に関する認証を受けたと発表した。ナ
ウル協定とは、パプア・ニューギニア、キリバス、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、
ナウル、パラオ、ソロモン諸島およびツバルのEEZおよび周辺公海における漁業管理協
定。

注３６ Bureau of Natio-
nal Investigations

注３７ Inter-American Tro-
pical Tuna Commission

注３８ Tunas Regional Fi-
sheries Management Or-
ganization

5つのまぐろ類地域漁業
管理機関
全米熱帯まぐろ類委員会
（IATTC）、大西洋まぐろ類
保存国際委員会（ICCAT）、
インド洋まぐろ類委員会
（IOTC）、みなみまぐろ保
存委員会（CCSBT）およ
び中西部太平洋まぐろ類
委員会（WCPFC）

注３９ Western and Ce-
ntral Pacific Fisheries Co-
mmission

注４０ Commission for the
Conservation of South-
ern Bluefin Tuna

注４１ Total Allowable Ca-
tch

注４２ International Co-
mmission for the Con-
servation of Atlantic Tu-
nas

海洋管理協議会（Marine
Stewardship Council）
責任ある漁業を推奨する
ために設立された非営利
団体。おもに、持続可能
な漁業を達成するため
に、トレーサビリティー
等の規準の設定や各種提
言を行っている。
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２０１２．１．３１ 国際水産物持続財団（ISSF）は、地中海のビンナガマグロに対する懸念を表明した。同
財団によれば、地中海のビンナガマグロは毎年の漁獲高が４，０００トンあまりと少ないが、
監視も管理も不十分であるため、関連地域機関および沿岸国による規制が実施される必要
があると指摘する。

２０１２．２．２３ EUはモーリシャスとの間で、漁業パートナーシップ協定および議定書を仮調印した。同
協定は、漁業分野におけるEUおよびモーリシャスとの経済、財政および科学協力に関す
る原則や規則を設定するものである。同協定により、EUは、モーリシャス管轄水域内で
マグロ類の漁獲権を獲得する対価として、毎年６６万ユーロをモーリシャスに支払う。

２０１２．３．１４ ISSF は、マグロ漁船が排出する二酸化炭素に関する報告書を発表した。「世界のまぐろ漁
の燃料消費と温室効果ガス（注４３）」と題する報告書によれば、マグロ漁船は、２００９年に３０億
リットルの燃料を消費、９００万トンの二酸化炭素を排出しており、他の漁業や養殖と比較
して、エネルギー効率が劣っている。

２０１２．３．２６
～３０

WCPFC第8回年次会合がグアムで開催された。同会合には２３ケ国とEUおよび台湾が参
加し、メバチマグロおよびキハダマグロの保存管理措置の改正について議論された。しか
し、議論は収束せず、現行の保存管理措置である、まき網漁業の3ケ月間操業禁止、メバ
チおよびキハダの漁獲量の削減を1年間延長することで合意に至った。

②その他水産関連

２０１１．７．１１
～１４

国際捕鯨委員会（IWC）（注４４）第６３回年次会合はイギリス領チャネル諸島のジャージー島に
おいて IWC加盟国８９ケ国中５９ケ国が参加して開催された。会合ではブラジル、アルゼン
チンによって提案された「南大西洋サンクチュアリー」について議論されたほか、日本が
提案したシー・シェパードによる日本の鯨類捕獲調査船に対する妨害行為について話し合
われた。

２０１１．７．１１
～９．８

IWC太平洋鯨類生態系調査プログラム（IWC-POWER）（注４５）に基づいた北太平洋鯨類目視
調査が北太平洋海域（公海および米国２００カイリ水域）において実施された。これは IWC
と日本鯨類研究所が共同で行ったもので、イワシクジラおよびその他の鯨類の資源量を推
定することを目的としている。

２０１１．９．２８
～２９

日ロ漁業取締専門家会合が北海道札幌市において開催された。この会合は２０１０年１２月に開
催された日ロ漁業委員会第２７回会議の協議に基づいて行われたもので、取り締りの実務に
ついて情報交換、違反の防止策について意見交換などを行い、日ロ漁業委員会第２８回会議
を円滑に進めることを目的としたものである。

２０１１．１０．１０
～１４

南東大西洋漁業機関（SEAFO）（注４６）第8回年次会合がナミビア共和国のウイントフックに
おいて加盟している日本を含む6ケ国とEUの関係者が出席して開催された。会合ではメ
ロ、マルズワイガニ等の資源管理措置のほか、IUU（違法・未無報告・無規制）（注４７）に関し
て取締措置を強化することなどを議論した。

２０１１．１０．１２
～１３

第１０回日中海洋生物資源専門家小委員会が日本の水産庁において開催された。会合では日
中暫定措置水域内のタチウオやサバ類の資源状況などについて意見交換がなされた。

２０１１．１０．１２
～１３

日本とパプアニューギニアの漁業協議がパプアニューギニアのポートモレスビーにおいて
開催された。会合ではパプアニューギニア水域内で操業する日本のカツオ・マグロ漁船の
入漁条件、および操業状況等について報告と意見交換が行われた。

２０１１．１０．１９ アメリカの環境NGOピュー環境グループは１１月１１日から１９日までトルコのイスタンブー
ルで開催される第２２回 ICCAT年次会合において「IUU漁業に対する管理の強化」「乱獲
の停止および持続可能な漁法の支援」「絶滅の恐れがあるサメ類の保護」などの活動を強
化するよう同委員会に対する要望として声明文を発表した。声明文の中で、同グループが

国際水産物持続財団
（ ISSF : International
Seafood Sustainability
Foundation）
マグロ業界、科学者およ
び世界自然保護基金によ
って設立された非営利団
体。主要な目的は、マグ
ロ資源の保存、混獲削減
及び持続的利用のための
科学的取組みの実施。そ
のため、各国政府や地域
漁業機関等に各種の提言
等を行う。

注４３ Fuel Consumption
and Greenhouse Gas
Emissions from Global
Tuna Fisheries

注４４ International Wh-
aling Commission

注４５ IWC- Pacific O-
cean Whale and Eco-
system Research

注４６ South East Atlan-
tic Fisheries Organiza-
tion
注４７ Illegal, Unreport-
ed and Unregulated
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調査した２０１０年に販売された大西洋クロマグロは ICCATが調査した同期間の漁獲量の2
倍であったと指摘している。

２０１１．１０．２１ 日本の水産庁漁業取締船「白竜丸」は長崎県五島市所在女島灯台南西約３１６kmの EEZに
おいて、１１月１５日には、「白鷗丸」が男女群島南西約２０５㎞の EEZ内で、１２月１７日には、「白
鷗丸」「なのつ」が、福岡県の沖ノ島灯台北約５０kmの EEZ内で韓国はえ縄漁船を漁業主
権法違反（操業日誌不実記載罪）で拿捕した。操業日誌にタチウオの漁獲量を過少に記載
するなどしていた。

２０１１．１０．２４
～２５

日本とソロモン諸島の漁業協議が東京において開催された。会合では漁業協定に基づいて
ソロモン諸島水域内で操業している日本のカツオ・マグロ漁船の操業状況および入漁条件
等について意見を交換した。

２０１１．１０．２４
～１１．４

南極の海洋生物資源の保存に関する委員会（CCAMLR）（注４８）第３０回年次会合がオーストラ
リアのホバートにおいて開催された。会合ではメロ、オキアミ等の保存管理措置について
話し合われた。

２０１１．１０．２６
～２７

第１４回日韓漁業共同委員会課長級協議が東京で開催され、２０１２年漁期（２０１２年3月～２０１３
年2月）における相互入漁の操業条件などについて議論された。

２０１１．１１．７ 第１２回日中漁業共同委員会は２０１１年漁期の相手国水域での操業条件等を両国政府へ勧告し
た。今回日中漁業共同委員会は日中双方の事情から外交ルートを通じて協議された。

２０１１．１１．７
～１２

第２５回日ロ漁業専門家・科学者会議がロシアのウラジオストクにおいて開催された。会合
では「日ロ漁業委員会」および「日ロ漁業合同委員会」における合意事項に基づき日本と
ロシア両国が共通で利用する水産資源の調査、資源状態および資源の合理的な利用につい
て協議された。

２０１１．１１．８ 日本とミクロネシアの漁業協議が東京において開催された。会合では漁業協定に基づいて
ミクロネシア水域内で操業している日本のカツオ・マグロ漁船の操業状況および入漁条件
等について意見を交換した。

２０１１．１１．２２
～２３

第8回日韓海洋生物資源専門家小委員会が東京において開催された。会合では両国のEEZ
での相手国漁船に対する漁獲割当に係る魚種について漁獲動向資料、資源状態などの情報
交換が行われた。

２０１１．１１．２４
～２５

第2回日韓間海洋生物資源の持続的利用協議会が東京において開催された。会合では日本
海の暫定水域などにおけるズワイガニ、ベニズワイガニ、マサバ、マアジなど両国が共通
に利用する海洋生物資源の資源調査、資源評価に関して議論された。

２０１１．１１．３０ 第１７回日韓漁業取締実務者協議が東京において開催された。会合では両国漁船の違法操業
防止を目的として、両国漁船の協定遵守状況や違法操業防止措置などついて協議された。

２０１１．１２．１
～２２

日ロ漁業委員会第２８回会議がロシアのモスクワにおいて開催された。この会合は１９８４年に
発効した「日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合にお
ける漁業の分野の相互の関係に関する協定」に基づいて行われているもので、毎年、翌年
の日ロ双方の２００カイリ水域の相手国漁船漁獲割当量など操業条件について協議している。

２０１１．１２．２１
～２２

第3回日韓間海洋生物資源の持続的利用協議会が韓国の釜山において開催された。この会
合では日本海における暫定水域などのズワイガニ、ベニズワイガニや、マサバ、マアジな
ど両国が共通に利用する海洋生物資源の資源調査・資源評価について協議された。

２０１２．３．３０ スコットランド政府は、EU加盟国では初めて、サメ類およびエイ類等の脆弱種を保護す

注４８ Convention on the
Conservation of Antarc-
tic Marine Living Re-
sources
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る法令を制定した。同法令は、サメ類やエイ類を含む２６魚種の漁獲および水揚げを禁止し
ている。

２０１２．４．３ オーストラリア漁業管理局は、タラ類やサメ類等の漁獲量を拡大すると発表した。同局は、
資源量が回復しているとして、２０１２年～２０１３年のタラやサメ等9魚種の漁獲量を２３，１０６ト
ンから２４，５１９トンに拡大する。

２０１２．４．１０ NOAA海洋漁業局は、大西洋でのホタテ漁に使用する漁具がウミガメを混獲していると
して、漁具の改正を指示する新たな規則を承認した。新たな漁具は、ウミガメを混獲しな
いような改良が加えられており、少なくとも従来の５６％まで混獲を減らすことが見込まれ
る。同規則は、5月6日に発効する。

２０１２．６．１２ EUは、共通漁業政策の再編が進むなか、２０１２年１２月３１日に多くの重要な漁業に関連する
技術措置が失効するため、協議を行い、同技術措置が２０１２年１２月以降も効力を保持すると
いう内容の提案を可決した。技術措置とは、漁業従事者がどのように漁獲できるか、ある
いは、漁具の種類、禁漁区や海洋環境保護措置等を規律する規則をいう。

２０１２．６．１３ 北大西洋サケ類保存機構（NASCO）は、第２９回年次会合において、グリーンランドおよ
びフェロー諸島沖の商業漁業を２０１４年まで禁止すると決定した。同機構は、カナダ、デン
マーク、EU、ノルウェー、ロシア、アメリカによって構成される地域漁業機関。

２０１２．６．２０ ヨーロッパ理事会の漁業委員会は、共通漁業政策の第1次草案を採決した。同草案は賛成
２４反対1の多数で採択されたもので、おもな内容として、持続可能な漁業の促進を強化す
るとともに、混獲の防止や違法漁業との闘いを盛り込んでいる。

２０１２．６．２１ EUは、バルト海における北大西洋ニシンおよびスプラットの資源量が回復したと発表、
2魚種に対する保護措置は3年前から実施され、現在では、いずれも最大持続生産量に達
している。

（2）エネルギー

２０１１．７．１２ 現代重工業は全羅南道 珍島郡で海洋石油掘削用リグを利用した発電容量５００KWの潮力
発電装置の実証実験を開始した。

２０１１．８．５ オーストラリアのカーネギー・ウェイブ・エナジー社はアイルランドにおける次世代波力
発電システムCETO発電システムの概念設計が完了したと発表した。この発電施設は5
MWの発電容量を有し、アイルランド政府関連機関が開発費用の半分を負担している。

２０１１．９．２ デンマークのドン・エナジー社と日本の丸紅は、イギリス南東部エセックス州沖合7km
に位置するガンフリート・サンズ洋上風力発電施設の４９．９％の権益を取得することで合意
し、同年１１月に出資を完了した。同洋上風力発電施設はドン・エナジー社が１００％出資す
るもので１７２．８MW（３．６MW X ４８基）の発電容量を有し、イギリスの約１２５，０００世帯に
電力を供給しており２０１０年の春に稼働を開始している。

２０１１．９．６ 中国科学院広州エネルギー研究所は南シナ海においてメタンハイドレート採掘模擬実験を
行ったことを公表した。中国は２００２年より同国沿岸海域におけるメタンハイドレート資源
に関する調査研究を開始した。南シナ海においては２００７年に飽和度４８％のメタンハイドレ
ート試料を採取している。今後２０２０年までに海洋におけるメタンハイドレートの採掘技術
を確立し２０３０年には商業生産を開始する計画である。

２０１１．９．８ アメリカのエネルギー省（DOE）（注４９）は洋上風力発電施設開発に関連し、5年間で４，３００万
ドルを拠出すると発表した。この資金は２０州の４１ケ所で実施、計画されている洋上風力発
電開発事業に使用され、このうち１９事業に２，６５０万ドルが配分される。これにより技術革

共通漁業政策（common
fisherie policy）
EUにおいて設定される
漁業政策。漁獲可能量や
価格を決定し、加盟国に
割り振る。各加盟国はそ
の決定に拘束される。

北大西洋サケ類保存機構
（North Atlantic Salmon
Conservation Organisa-
tion）
１９８４年に設立された地域
漁業機関。大西洋のサケ
類の保存、維持と管理の
ため、適当な措置を取る。

CETO発電システム
深海の固定された送水ポ
ンプを波力で駆動し高圧
のまま地上へ送った深海
水でタービンを回す次世
代波力発電システム。海
面下で駆動、運用される
ため景観への影響を与え
ることがないとされてい
る。

注４９ Department of
Energy
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新、コスト削減、開発期間短縮などが期待される。

２０１１．９．１３ アメリカのオーシャン・パワー・テクノロジー社（OPT : Ocean Power Technologies）
はオレゴン州で開発予定の波力発電装置に関しロッキード・マーティン社と技術提携し、
設計・製造・システム統合・供給網管理などについて技術提供を受ける。このプロジェク
トはアメリカのエネルギー省が推進する海洋再生エネルギー開発プロジェクトのひとつで
ある。

２０１１．９．１５ インドの国営石油天然ガス公社（ONGC）（注５０）とベトナム国営ペトロベトナム（PVN :
Petrovietnam）はベトナム沖の１２７」１２８両鉱区の探査・開発を推進する。これは、すでに
２００６年に両国が締結した同鉱区の開発契約に基づくもので、契約当時中国側から自国の権
益として抗議を受けてきた。

２０１１．９．１６ インドのクリシュナ外相はベトナムのハノイでベトナムのファム・ビン・ミン外相と会談
し、インド国営企業による海洋石油・ガス開発について合意した。これは南シナ海を対象
としたもので、南シナ海への中国の影響力を排除する狙いがあるものとみられる。

２０１１．９．２６ オーストラリアのカーネギー・ウェィブ・エナジー社はCETO発電システムをフランス
の海外領土レユニオン島に海上輸送されたと発表した。同システムはフランス政府が3分
の2の補助を行っている事業で、夏期（南半球の）に沖合に設置される予定である。

２０１１．１０．７ アメリカのディープウォーター・ウインド社は東海岸のロードアイランド州沖合に予定さ
れている洋上風力発電施設の計画書をBOEMREに提出した。この施設は１，０００MWの発
電容量を有する大規模なもので、２０１４年、２０１５年に建設し、２０１６年から２０１７年末までに順
次稼働を開始する予定である。沿岸部から３２～４０km沖合に計画されており、最も居住区
域に近いものでも約２２．２km離れている。

２０１１．１０．１２ インドのシン首相はニューデリーにおいてベトナムのチュオン・タン・サン国家主席と南
シナ海の石油・天然ガス共同開発に関する協定に署名した。また、これと同時に海上運輸
における安全強化の継続についても合意した。

２０１１．１１．１７ メリーランド州のOTECインターナショナル社（OTI）（注５１）はハワイ州立自然エネルギー
研究機構で行われている発電容量1MW海洋温度差発電実証実験に関して、同社の施設
が選出されたと発表した。実証実験施設はハワイ海洋科学技術パークの中に設置が予定さ
れている。

２０１１．１１．１７ スコットランドのインヴァネスを基盤とするドイツのフォイトハイドロ社の関連企業フォ
イト・ハイドロ・ウェーブゲン社はスペイン北部バスク地方のムトリク港において商業化
に成功した振動水柱型（OWC）波力発電施設をバスク自治政府エネルギー局に引き渡し
た。この施設は同港の防波堤内部に設置されており、１６基のタービンで構成される発電総
量３００kW発電施設で２５０万世帯に電力を供給できる。

２０１１．１１．２８ Flumhill 社のツインコークスクリュー潮力発電装置がスコットランドオークニー諸島の欧
州海洋エネルギーセンター（EMEC : European Marine Energy Centre）において稼働を
開始した。

２０１１．１１．３０ アメリカのプリンシパル・パワー社とポルトガル電力公社（EDP）はポルトガル北部の
アグサドウラ沖合に1基あたり発電容量2MWの浮体式洋上風力タービンを設置、セミ
サブ式（半潜水式）の浮体で構成されており、深海での洋上風力発電を可能としたもので、
２００９年5月より水槽実験が行われていた。

２０１１．１２．１２ 韓国仁川市の仁川海洋警察署の警備艇は、小青島南西沖約８５kmの海上において同国領海
内で不法操業を行っていた中国漁船を拿捕した。この際、海洋警察官1人が中国人船長に

注５０ Oil and Natural
Gas Corporation Limited

注５１ OTEC International
LLC

ハワイ州立自然エネルギー
研究機構（NELHA:Natural
Energy Laboratory of
Hawaii Authority）
コナ国際空港に隣接して
立地するハワイ州産業経
済開発観光局（DBEDT :
Department of Business、
Economic Development
and Tourism）の付属機関
として位置づけられてい
る。NELHAの前身は１９７４
年に設立された海洋温度
差発電と地熱発電の研究
施設ハワイ州立自然エネ
ルギー研究所（NELH:Natu-
ral Energy Laboratory
of Hawaii）である。

ハワイ海洋科学技術パーク
（HOST Park : Hawaii
Ocean Science and
Technology Park）
海洋深層水技術利用を目
的としたベンチャー企業
誘致のために１９８５年に設
立された施設で、１９９０年
にハワイ州政府によりハ
ワイ州立自然エネルギー
研究所と統合されハワイ
州立自然エネルギー研究
機構となった。
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刺殺された。これを受けて、韓国の外交通商部は、駐韓中国大使を呼び厳重に抗議した。

２０１１．１２．２０ オーストラリアのカーネギー・ウェーブ・エナジー社はアイルランドのクレア沖合におい
て5MWの波力発電商業化実証試験プロジェクト可能性調査を行うことをアイルランド
政府に申請した。同社はアイルランド政府の補助金を活用して適地選定を行い2地点に絞
り込み、さらにアイルランド政府持続可能エネルギー局（SEAI）（注５２）と協議し当該適地を
選定したものである。

２０１１．１２．２８ 中国の国電龍源電力集団は江蘇州如東県の沖合に建設していた洋上風力発電施設が完成
し、発電を開始したことを発表した。同施設は１５万 kW級の発電能力を有している。中国
の第１２次5ケ年計画の再生可能エネルギー計画によると、同国内における洋上風力発電の
設備容量は２０１５年までに５００万 kW、２０２０年までに３，０００万 kWに達する計画である。

２０１２．１．２ ドイツの連邦海事水路局は、ドイツ沖の北海における９７基の洋上風力発電装置の設置を承
認、デンマークのドン・エナジー社は、遅くとも２０１５年までには建設に着手する。

２０１２．１．３ ドン・エナジー社の敷設船「スヴァネン号」は、デンマーク最大の洋上ウィンドファーム
となるアンホルト・ウィンドファームの建設を開始、同ウィンドファームが完成すれば、
デンマークのクリーンエネルギー全体の4％にあたる４００MWの電力を発電することにな
る。

２０１２．１．１３ アメリカのKBR社、JGCグループおよび千代田化工建設によって構成される JKC共同
企業体は、西オーストラリア沖１２４カイリのブラウズ海盆のイクシス・ガス田における総
額１５０億ドル規模の調達と建設契約を締結した。同ガス田は、毎年８４０万トンの液化天然ガ
スおよび１６０万トンの液化石油ガスの生産が予想されている。

２０１２．１．１４ 中国政府によれば、自国最大の風力発電施設を河北省沖合の渤海湾に建設すると発表した。
同計画は、総額9億ドル以上を投じ、3MWを発電できる風力タービンを１００基設置する
もので、２０１５年末までには操業を開始する予定である。

２０１２．１．１５ ドバイのドライドック・ワールド社は、ドイツ沖の北海における風力発電に関するプラッ
トフォーム建設に関する契約をアイベル社と締結したと発表、同プラットフォームは、全
長９２．３m、全幅７２．８mに及び、２０１２年7月から建造開始、２０１３年１２月には設置される予定
である。

２０１２．１．１５ ドライドック・ワールド社は、ノルウェーの大手エネルギー機器メーカーのアイベル社と
契約し、北海に面したドイツのゴールド・ウィンドⅡ等の洋上風力ファームと接続する高
圧直流給電用のプラットフォームを建造すると発表した。同プラットフォームの全長は
９２．３m全幅は７２．８m。製造は、２０１２年7月に開始され、２０１３年１２月に引き渡される。

２０１２．１．１９ アメリカのシェブロン社は、西オーストラリア沖のカーナヴォン海盆のWA―３７４p区域で
新たなガス田を発見したと発表、同油田は、水深１，１２４mの海底下４，０７５mまで掘削して
発見された。

２０１２．１．３１ スコットランドのアレックス・サーモンド第一首相は、韓国のサムスン重工と、1億ポン
ド規模の海上風力発電施設をスコットランドのファイフ沖に建設する内容の覚書を締結し
たと発表した。この事業はスコットランドに５００名以上の雇用を創出すると期待されてお
り、２０１４年からの電力供給開始を目指す。

２０１２．１．３１ 中国広東省は、合計１９８MWを発電可能な海上風力発電施設を同省の沖合に建設すると発
表した。年内に着工する予定。

２０１２．２．１ カナダの大手エネルギー会社であるハスキー・エナジー社が、香港の南東沖約３００kmに

注５２ Sustainable En-
ergy Authority of Ire-
land
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位置する「Liwan3―1」ガス田のプロジェクトは順調に進んでいると発表、すべての関
連設備は２０１３年初頭までには完成する予定であり、２０１３年末に生産を開始し、２０１４年中の
増産を目指す。

２０１２．２．９ 東アイリッシュ海に位置する世界最大のウィンドファームの落成式が行われた。世界最大
のウォルニー・オフショア・ウィンドファームは、カンブリア郡沖の西方約１５kmの海上
に位置しており、３６７．２MWを発電することができる。

２０１２．２．１３ オバマ大統領が２０１３年度予算として、近年設置された海洋エネルギー管理局（BOEMRE）
に対して、1億６，４１０万ドルの基金を設けると提示、この基金により、連邦政府が管轄す
る海域における再生可能エネルギーのさらなる発展を図ることを目指す。

２０１２．２．２０ アメリカおよびメキシコは、メキシコ湾内の両国境界線に沿った石油およびガス開発に関
する協力協定に署名した。同協定によって、両国海洋境界における商業活動が可能となっ
た。

２０１２．２．２７ 世界的な深海掘削会社シードリル社は、2隻の超深水掘削船建造に関するターンキー契約
をサムスン社と締結した。同掘削船は、メキシコ湾やブラジル沖海域といった水深１２，０００
フィート級の海域でも作業を行うことができる。建造費は、1隻約6億ドルで、２０１４年の
第3、4四半期の完成を目指す。5月4日には、6隻の掘削船の建造を発注、これらの掘
削船はすべて同型であり、３，６５８mまで掘削することができる。契約額は6億ドルで、２０１４
年第2四半期の竣工を目指す。

２０１２．３．１ 中国国務院は、「海洋観測予報管理条例」を公布、同条例は、海洋観測予報に関する管理
の強化、海洋観測活動の枠組み構築および海洋災害の軽減を目的としている。

２０１２．３．２０ イギリスのアルストム社は、世界最大の海上風力発電タービンHaliade１５０の落成式をロ
ワール・アトランティック県のカルネで行ったと発表、フランス政府からの要請に応えて
開発されたもので、6MW発電することができる。フランス政府は、２０１５年までに、沖
合で3GW発電を目指している。

２０１２．３．２６ イタリアのエニ社が、モザンビーク沖のマンバ北東1区域の深海において、新たな天然ガ
ス田を発見したと発表、同ガス田の埋蔵量は少なくとも、４０兆立法フィートと予想されて
いる。

２０１２．３．２６ アフリカの大手資源探査会社オフィール・エナジー社は、タンザニア沖南方海域の「ジョ
ダリ1井」において、新たな天然ガス田を発見したと発表した。埋蔵量は、約４．５兆立法
フィートと推定される。

２０１２．３．２７
～ ４．２

メリーランド州議会下院のエネルギー問題委員会は、２０１２年洋上風力エネルギー法を採択
して下院に上程した。下院では、4月2日に同法案を賛成８８反対４７で可決した。同法は、
同州のオーシャン・シティー沖の１０マイル付近で洋上風力発電タービンの建設を奨励しよ
うとするものである。

２０１２．３．２８ パシフィック・ストラテュス・エナジー・コロンビア社の１００％子会社であるパシフィッ
ク・ルビアル・エナジー社は、ベルギーのエクスマール社との間で、洋上液化天然ガス関
連プラントの建造、運営、管理に関する契約を締結した。このプラントは、コロンビアの
沖合に建設され、液化天然ガスの貯蔵施設と液化天然ガスを再度気化する施設を連結した
ものであり、貯蔵能力は、海上プラントとしては世界最大規模を誇る。同社は、２０１４年第
4四半期の操業開始を見込んでいる。

２０１２．３．２８ ヴァージニア州のマクドーネル知事は、ヴァージニア海洋エネルギー委員会が、チェサピ
ーク湾に洋上風力発電タービンのプロトタイプを建設する提案を全会一致で承認したと明
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かした。同タービンは、全長４７９フィートで5MWの発電能力を有している。

２０１２．３．２８ デンマーク海事局は、北極海域における航行の安全を議論する会合を持った。同会合では、
民間の環境業界団体を交え、北極観光のリスク管理や観光船専用の航路といった問題を議
論した。

２０１２．４．２０ CNOOCは、南シナ海西部のインゲハイ油田において、新たなガス田を発見したと発表
した。ガスの貯留層が発見された「DF１３―２井」は、水深６５mに位置している。

２０１２．４．２４ フランスのテクニップ社は、オフショア・オイル・エンジニアリング社から、南シナ海に
おける天然ガスパイプライン敷設契約を受注したと発表した。同敷設契約は、香港の南方
約３００kmに位置する南シナ海のリーワン3―1プロジェクトに関するもので、リーワン・
ガスプラットフォームから中国海洋石油公司のガオラン・ガスプラントまでの約３００km
のパイプラインを敷設する。

２０１２．４．２７ ドニャン・エンジニアリング・アンド・コンストラクション社は、地方政府の許可を得て、
韓国南西部に2つの洋上風力発電施設を建設すると発表した。ソウルの南方４１０kmに建
設される予定で、完成すれば、アジア最大の施設となる。同社は、２０１３年初頭から建設に
着手し、２０１４年1月までに完成させることを計画している。

２０１２．４．３０ オーストラリア最大の石油・天然ガス開発会社であるウッドサイド社は、西オーストラリ
ア沖のウッドサイド・プラット天然ガスプロジェクトが、操業を開始したと発表した。同
ガス田は、毎年４３０トンの液化天然ガスを生産することが可能である。総事業費は、１４９億
オーストラリアドル。

２０１２．５．２ アメリカのハリバートン社は、ガスプロム・インターナショナル社と石油、天然ガスの探
査および生産技術に関する戦略協力協定を締結した。同協定は、両社による石油・天然ガ
ス開発に関する新技術の交換や技術開発・人材育成のための協力を含んでいる。

２０１２．５．２ ノルウェーのDNV社は、北極海における石油および天然ガス探査事業に関するコンサル
タント業務を開始するため、ノルウェーのハースタッドに事務所を開設する計画であると
発表した。バレンツ海といった北極地域における探査・開発が環境に与える影響について、
産業界も社会も大きな関心を有しているため、同社はこの点について貢献できるよう期待
している。

２０１２．５．１５ アメリカのアナダルコ・ペトロレアムは、モザンビークのロヴーマ地区のArea1におい
て、有望な天然ガス田を発見したと発表した。同ガス田は、水深１，０２７mの海底下４，５３７m
の地点で発見された。

２０１２．５．２４ CNOOCは、遼東湾のルダ２１―２油田において、新たな石油埋蔵地帯を発見したと発表した。
同地帯は、水深２０mの海底下２，８３１mの地点で発見された。

２０１２．５．２５ ベトナム初となる洋上風力タービンが、バクリエウ省の南岸に設置された。このタービン
はアメリカのGE社によって製造されたもので、最終的には、６２基の風力タービンを設置
し、９９．２MWを発電する予定。本事業は、米国輸出入銀行から2億５，０００万ドルの融資を
受け実施される。

２０１２．５．２５ ノルウェーのオルセン・エナジー社は、現代重工と超深水掘削装置の建造に関するターン
キー契約を締結したと発表した。総事業費は、7億ドルと見積もられており、引渡しは２０１５
年3月を予定している。

２０１２．５．２９ 現代重工業は、フレッド・オルセン・エナジー社から半潜水式の掘削装置の建造契約を受
注したと発表、ターンキー契約も締結しており、整備、調達、操業等のすべての業務を請
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け負う。契約総額は、7億ドルにのぼると推定され、同掘削装置は、縦１２３m横９６mで水
深１２，２００mまで掘削可能な世界最大の装置である。完成は２０１５年3月を予定している。

２０１２．５．３０ ドイツ政府と送電会社との間で、２０２２年までに新たな電力網を構築するという計画が策定
された。今後１０年間に総額３２０億ユーロ規模の投資を行い、洋上風力発電施設の整備、そ
こからの送電ラインを構築する予定。これにより、原子力への依存から脱し、再生可能エ
ネルギーへの転換を可能にする。

２０１２．５．３１ 如東県沖合の東シナ海でシーメンス社製の２１SWT―２．３―１０１風力タービンが設置されたジ
ャンシュー・ルードン洋上風力発電施設が操業を開始した。発電可能能力は５０MW。中国
政府は、２０２０年までに３０GWを洋上で発電することを目指している。

２０１２．６．３ BP社は、メキシコ湾におけるイサベラ、サンチアゴおよびサンタ・クルス地区の油田か
らの生産を開始した。同社は、3油田の５６％の権益を確保している。

２０１２．６．７ アメリカのアナダルコ・ペトロレアムは、コート・ジボワール沖のPaon―Ⅸ油田におい
て、軽質油を産出する油田を発見したと発表、同油田は、水深２，１９３mの海底を５，０９０m
掘削して発見された。

２０１２．６．７ セントリカ社、ドン・エナジー社およびシーメンス・プロジェクト・ヴェンチャー・
GmbH社の合弁企業であるリンクス・ウィンドファーム社は、イギリス沖合のグレータ
ー・ウォッシュ地区に洋上風力発電施設を建設することで合意、総計７５基の風力タービン
を設置し、２７０MWの電力を発電することを目指す。総事業費は、4億２，５００万ポンド。

２０１２．６．１１ ブラジルのペトロブラスが、スル・デ・グアラ地区油田で、新たな油田を発見したと発表、
同油田は、サンパウロ州の沖合約３２０kmに位置している。

２０１２．６．１４ ノルウェーのスタトイル社およびエクソン・モービル社は、タンザニア沖のラヴァーニ地
区で、大規模な天然ガス田を発見したと発表、埋蔵量は概算で約3兆立方フィートとみら
れる。

２０１２．６．１４ イギリスのウォーニー・オフショア・ウィンドファーム社は、世界最大となる洋上風力発
電施設が完成したと発表、同施設の風力タービンは合計１０２基、総発電能力は３６７．２MW、
そこで発電された電力はすべて輸出される。総事業費は１０億ポンド。

２０１２．６．１５ アメリカのアナダルコ・ペトロレアムは、モザンビーク沖のロヴーマ油田のArea1にお
いて、新たな天然ガス田を発見したと発表、同油田は、水深１，０００mの海底を３，８６０m掘
削して発見した。埋蔵量は、３０～６０兆立方フィートと予想される。同社は、２０１３年内に最
終的な投資判断を行い、２０１８年中の液化天然ガスの生産を目指す。

２０１２．６．１５ ブラジルのペトロブラスは、２０１２年～２０１６年までの期間に総額２，３６５億ドルを投資する計
画を承認した。具体的には、近年減少している石油、天然ガス生産量を回復させることや、
ブラジルにおける石油、天然ガスの探査および生産を優先させる。

２０１２．６．１５ ロスネフト社とエクソン・モービル社は、共同で、北極海開発のための調査センターを設
立することで合意、同センターでは、氷塊の監視および管理、砕氷船の設計、建造等を含
む北極海における石油および天然ガス開発のすべてを支援するような役務を提供する予定
である。

２０１２．６．１５ インフィールド・システム社は、２０１６年までの海洋パイプラインおよびコントロールライ
ンの市場予測報告書を発表した。同社によれば、２０１２年～２０１６年までに最も投資が予想さ
れる地域はヨーロッパおよびアジアであり、特に、オーストラリアは、上記の期間内に、
５，９００km以上のパイプラインを敷設すると予想される。
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浮体式洋上風力発電施設

２０１２．６．１６ ポルトガル初となる洋上風力発
電施設の落成式が行われた。こ
の施設は、ウィンドフロートと
呼ばれるクレーン船を使用せず、
かつ海上の基礎工事も必要とし
ない革新的な浮上装置で、アグ
カドウラの沖合5kmの海上に
設置、1基あたり2MWを発電
することができる。

２０１２．６．１９ ノルウェーのAGR社は、シェ
ブロン社がメキシコ湾で掘削を
行っている油田において、二重
傾斜掘削を実施する役務提供契約を同社と締結した。同契約は、２０１２年から5年間実施さ
れる。

２０１２．６．２４ ギリシャは、同国初となる洋上風力発電施設の建設を許可した。建設予定地は、レモン島
の北東のエーゲ海であり、合計８１基の風力発電施設を設置する予定で、約５００MWの電力
を供給することができる。総事業費は、約２０億ユーロ。

２０１２．６．２６ イギリスのエンスコ社は、新たに超深水掘削船の建造をサムスン重工に発注、同船は、全
長２３０m全幅３８mで、２０１４年第4四半期に完成する予定。契約額は6億４，５００万ドル。

２０１２．６．２７ ブラジルのキロス・ガルバオ・オレオ・エ・ガス社は、新造した2隻の超深水掘削船の命
名を行い、それぞれ「アマラリナ・スター号」、「ラグーナ・スター号」とされた。この2
船はいずれもサムスン重工で建造され、水深３，０４８mまでの海底で掘削でき、最大１２，１９２
mまで掘削可能である。

２０１２．６．２７ BP社は、北海中央部のアルバ油田およびブリタンニア油田における権益を三井物産に売
却することで合意したと発表、アルバ油田の１３．３％、ブリタンニア油田の８．９７％を三井物
産に譲渡する。契約額は2億８，０００万ドルでBP社は、その売却代金により、イギリス、
ノルウェー沖の6つの油田に集中投資する予定。

２０１２．６．２８ ベルギーのヴェスタス社は、２１６MW規模の洋上風力発電施設建設に関する契約を受注し
た。同計画は、ベルギーのゼーブルージュ沿岸沖のゾンダー・ナーム・バンクに７２基の風
力タービンを建設しようとするものであり、２０１４年第2四半期の完成を目指している。

２０１２．６．２９ マレーシア国営石油会社であるペトロナスは、ペトロナス・カリガリ・Sdn 社、ヘス・
エクスプロレーション社、プロダクション・マレーシア・Bv社と北マレー海盆における
天然ガス開発プロジェクトについて契約を締結した。同プロジェクトは、同海域の9つの
ガス田をパイプラインで結び商業化しようというものである。最初のガス生産は、２０１３年
第1四半期中を目指す。

（3）海 賊 問 題

２０１１．１２．１ ソマリアの海賊に乗っ取られ拘束されていたシンガポール船籍の化学物質運搬船「MT ジ
ェミニ」が船員とともに解放されたが、4名の韓国人船員はアフリカへ連れ去られた。こ
の運搬船は２０１１年4月３０日にソマリアの海賊に乗っ取られ、１１月２９日に身代金と引き換え
に船舶と船員を解放することで合意していたが、２５名の船員のうち韓国人を除く２１名が解
放された。

２０１２．１．１２ ソマリア沖に展開していたEU艦隊旗艦が海賊に襲撃された。世界食糧計画（WFP）（注５３）

の船舶を護衛していたヨーロッパ連合艦隊旗艦の「ESPS パティーノ号」は、小型ボー

二重傾斜掘削（Dual-
Gradient Drilling）
ここ１５年間に開発された
新しい掘削技術で、掘削
用のパイプと平行して別
のパイプを設け、そちら
に掘削した際の海水や泥
を排出する。これにより、
掘削の速度が飛躍的にあ
がる。

注５３ World Food Pro-
ject
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トから銃撃を受けた。同号は反撃し、海賊と思しき者を拘束した。

２０１２．３．９ オーストラリア、中国、香港、インド、日本、韓国、ASEANの船主協会で構成される任
意機関であるアジア船主フォーラムは、海賊事件が多発する海域を航行している船舶の武
装員を管理する体制を作る決議を行うよう国連に求めた。同フォーラムでは、海賊被害の
拡大に備えて、武装員を乗船させる船舶が増えているため、それに対する管理体制の必要
性を認識している。

２０１２．３．２３ EUの国防相会議は、海賊対処作戦であるアタランタ作戦を２０１４年１２月まで延長する意図
があると認めた。同作戦では、活動範囲をソマリア領海および内水まで拡張しており、ソ
マリア暫定連邦政府や海賊と戦闘している他の団体も支援する。

２０１２．３．２７ ボリビア船籍でイランの船社が所有の「MVエグランティン号」がモルディブ海域で海賊
に奪取されたが、イラン海軍によって武力解放され、１２人の海賊が拘束された。

２０１２．４．１４ アタランタ作戦に従事しているヨーロッパ連合艦隊所属のスペイン軍艦「レイナ・ソフラ
号」は、武装したソマリア海賊を運んでいると疑われるイエメンのダウ船を停船させ、人
質となっていた無関係のソマリア人4名を解放した。

２０１２．４．１８ EU艦隊所属のスペイン軍艦「インファンタ・エレーナ号」は、スリランカ漁船を救助し、
人質となっていたスリランカ漁師6名を救助した。同船は、２０１１年１１月に海賊に奪取され
て以来、海賊の母船として使用されていたと思われる。

２０１２．４．１９ EU艦隊所属のフランス軍艦「ニヴォス号」によって２００９年5月に拘束された、ケニアに
移送された１１名のソマリア海賊に対する判決が下された。１１名の海賊はそれぞれ懲役２０年
の刑期に服することになる。

２０１２．５．１１ EU艦隊所属のオランダのフリゲート艦「ヴァン・アムステル号」は、海賊に奪取されて
いたイランの漁船を攻撃し、海賊らしき者１１名を拘束し、人質となっていたイラン人漁民
１７名を保護した。同漁船は、オマーン沖で奪取され、他の商船への襲撃に使用された。

２０１２．５．１５ EU艦隊は、ECが２０１２年3月２３日に採択した決定に従い、ソマリア沿岸の海賊根拠地へ
の攻撃を開始した。今回の攻撃により、海賊への圧力を増加させ、商船に対する襲撃が減
少するのが期待される。

２０１２．６．２３ ジブチは、海事能力運用センター（注５４）を新たに設置、同センターは、ジブチ領海内での海
事交通能力の向上を目的としている。EU艦隊も、同センターによりジブチの海事能力が
向上することによって、海賊対処にも貢献することを期待している。

（4）メキシコ湾原油流出

２０１１．８．１７ マーシャル諸島の海事局は２０１０年4月に発生したメキシコ湾原油流出事故に関して石油掘
削施設の調査報告書を公表するとともに IMOとアメリカ政府に提出した。これは、同油
田のオペレーターのBP社のセミサブ型石油掘削装置の船籍が同国であるためである。

２０１１．８．３０ メキシコ湾研究イニシアティブ（GoMRI）（注５５）は、メキシコ湾原油流出事故に関連し8つ
の研究コンソーシアムに対して今後3年間で1億１，２５０万ドルの研究費用を拠出すること
を発表した。そのうち、テキサス大学オースティン校海洋科学研究所（MSI）（注５６）の研究
グループは、メキシコ湾の原油流出事故に関連し原油を分解技術の研究開発において、3
年間約７００万ドルの助成金を授与された。

２０１１．１０．１７ BP社はアナダルコ・ペトロリアムとメキシコ湾原油流出事故に関連し和解することに合
意したと発表、これによりアナダルコ・ペトロリアムはBP社に４０億ドルを支払うととも
に同社が保有する鉱区「ミシシッピキャニオンブロック２５２（Macondo）」の２５％の権益

ダウ船
イスラム圏の伝統的な木
造帆船。大きな三角帆を
持ち、クギなどを使わず
に組み立てることができ
る。

注５４ Maritime Capacity
Operations Center

注５５ Gulf of Mexico
Research Initiative

注５６ Marine Science
Institute
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をBP社に譲渡する。また、今後この事故に関わる損害請求等について両社とも取り下げ
ることになる。
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１ 次期海洋基本計画に盛り込むべき施策の重要事項に関する提言

内閣総理大臣
総合海洋政策本部長 野田佳彦 殿

次期海洋基本計画に盛り込むべき施策の重要事項に関する提言

海洋基本法が、平成１９年に制定・施行されてから５年、わが国の海洋に対する新たな取り組みは、徐々にでは
あるが動き出してきた。しかし、旧来の縦割りの取り組みを総合して、国際的協調の下に、海洋の平和的かつ積
極的な開発及び利用と海洋環境の保全との調和を図る「新たな海洋立国の実現」のためには、海洋基本法制定の
趣旨に立ち返って、さらに抜本的な取り組みを進める必要がある。
特に、現在各国は、新しい海洋秩序と国際的政策枠組みの下で、海洋の問題に積極的に取組んでおり、わが国

も、これらに伍して、わが国の管轄海域をはじめとする海洋の開発、利用、保全及び管理に積極的取組んでいく
必要がある。
したがって、目下、改訂作業が進められている次期海洋基本計画には、わが国がそれらを積極的に推進するた

めに必要な諸施策を目標、ロードマップ等を極力明示して盛り込んでいくことが不可欠である。また、それを総
合的に推進する司令塔である総合海洋政策本部の下におかれている参与会議及び事務局の必要な機能強化につい
ても基本計画で明示する必要がある。
そこで海洋基本法制定を推進した国会議員・有識者等が集う「海洋基本法戦略研究会」は、来年春に改定予定

の次期海洋基本計画に、これらの具体的施策をきちんと盛り込むべく、「次期海洋基本計画に盛り込むべき施策
の重要事項に関する提言」を別添のとおり取りまとめた。
ついては、わが国の「新たな海洋立国の実現」のためにこれらの提言の実現をここに強く要望する。

平成２４年８月３１日

海洋基本法戦略研究会
代表世話人 髙木 義明
世話人共同代表 中川 秀直
世話人座長 前原 誠司
世話人共同座長 大口 善徳
世話人共同座長 小野寺五典
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（別添）

次期海洋基本計画に盛り込むべき施策の重要事項に関する提言

海洋基本法戦略研究会

＜未来につなぐ海の恵み＞
１．広大で豊かな我が国の海域を基盤とした新たな国づくり
国連海洋法条約により管轄することとなった排他的経済水域・大陸棚は、豊富な資源を含むとともに広大な海

洋空間を提供するフロンティアであり、これらを最大限に活用することは、我が国の新たな国づくりを図る上で
非常に重要な課題である。このため、以下のとおり広大な海域の計画的な開発、利用、保全等を推進しつつ、海
域を基盤とした新たな国づくりを図る。
（１）海域及びその資源の開発・利用・保全
我が国の広大な周辺海域における豊かな資源、空間を基盤とした国づくりを行うため、海洋資源・エネルギー

の開発・利用を現実化するための新たな取組や海洋空間を利用した海上輸送等の新たな発展を促進するととも
に、海洋環境の保全を図る。
①海洋資源・エネルギー
・海洋再生可能エネルギー

地球温暖化対策に加え、福島第一原発事故後のエネルギー対策のため、再生可能エネルギーの重要性が更
に高まっていることに鑑み、洋上風力、波力、潮流、海流、海洋温度差発電等の海洋再生可能エネルギーに
ついて「海洋再生可能エネルギー開発・利用計画」を策定し、エネルギーミックスの中での具体的導入目標、
実現に向けたロードマップを明示した上で、開発・利用を強力に推進する。特に、技術開発が進みつつある
洋上風力発電については、浮体式及び着床式の開発事業を総合的に検証し、集中的に投資すべき事業の計画
を明示する。その上で、「実証フィールド」での実証事業や「漁業協調型洋上風力発電」のパイロット・プ
ロジェクト等を行い、系統接続促進策や海洋特有のコストを反映した固定価格買取制度適用等の政策支援措
置を講じ、早期の本格的な事業化を図る。

・海洋エネルギー・鉱物資源
我が国のエネルギー・鉱物資源の安定的確保を図るため、広大な排他的経済水域・大陸棚等に賦存するこ

とが見込まれるメタンハイドレート、石油・天然ガス、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、レアアー
ス資源泥等の海洋エネルギー・鉱物資源については、これまでの開発計画の工程に照らして進捗状況を評価
・検証するとともにシェールガス革命等の環境変化を踏まえて、選択と集中により投資の優先順位を再検討
し、実現に向けたロードマップを明示した上で、開発・利用を強力に推進する。

・水産資源
リオ＋２０の成果等を踏まえて最大持続可能漁獲量の維持・回復を図り、適切な漁業資源管理を推進すると

ともに、海洋空間を活用した新たな海面養殖業の発展を図る。
・海洋バイオ資源

海洋藻類等のバイオエネルギー資源における重要性に鑑み、これら海洋バイオエネルギー資源の研究開発
を強力に推進し、早期の実用化を図る。また、海洋遺伝子資源の調査を進め、産業利用を促進する。

②海上輸送
・世界貿易におけるアジアの重要性の増大に伴い、寄港しないものも含めて重要な国際海上輸送ルートが我が
国の周辺海域に形成されてきているので、それらの海上輸送ルート（特に国際海峡や輻輳海域）の管理を強
化するとともに、これらのルート周辺における我が国の港湾の整備を促進する。

③海洋環境の保全
・我が国周辺海域における豊かな生物多様性保全等を図るため、海洋保護区の設定を推進する。
・海底鉱物資源開発について他国の追随を許さない精緻な環境影響評価の実施手法を確立し、国際標準化にお
いて主導権を握る。

・海上輸送ルートと海洋環境との調和を図るため、必要に応じて特別敏感海域（PSSA）の設定を検討する。
・気候変化・気候変動への対応への対応の一環として、関連する技術開発、環境影響評価手法の開発等を進め、

CO２の海底下貯留の実用化に向けた取組を推進する。

（２）海域の開発、利用、保全等に必要な基盤的施策の推進
（１）に掲げた施策を推進し、海域の豊かな資源・エネルギーの開発・利用を図るためには、海洋環境保全と
の調和や様々な海洋利用との調整をはじめとして、我が国の広大な海域の開発、利用、保全等を計画的に行って
いく必要があり、そのため以下の基盤的な施策を積極的に推進する必要がある。
①排他的経済水域・大陸棚の総合的な管理
・広大な我が国の排他的経済水域・大陸棚の管理に関する基本方針を策定し、目標及び基本的な施策について
定める。
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・我が国の排他的経済水域等の海域をその特性に応じて区分し、それぞれの海域における開発・利用・保全等
のための具体的施策の実施内容を盛り込んだ海域計画（海洋空間計画）を策定する。

・上記の取組を総合的に推進するため、排他的経済水域・大陸棚の総合的な管理に関する法制整備を行う（開
発行為や環境保全等に関する法制整備を含む）。

②離島等の保全・管理・振興
・広大な排他的経済水域等の海洋の総合的管理、国境域管理に離島が重要な役割を果たすことに鑑み、拠点と
なる離島を指定し、海域及びその資源の開発・利用・調査等の活動の拠点として整備・利用・保全を図る。

・隙のない排他的経済水域等の管理網を形成するため、離島が存在しない海域においては浮体式洋上基地（マ
リンフロート）を整備する。

・離島の住民の生活確保と定住環境の向上を図るため、離島の生活基盤整備への行財政上の支援措置を講じる。
・更に、国境域にある離島から成る市町村（国境離島市町村）については、その海域管理における重要性に見
合った位置づけを行い、行財政上の更なる支援措置を講じる等の特別措置の制度の整備を行う。

③海洋調査の推進
・総合的な海洋調査戦略を策定し、それに基づき産学官が連携して、海洋調査を戦略的・計画的に行う。
・海洋調査により得られた情報を国が一元的に整備し、総合的な海洋管理に資する情報インフラとしての「海
洋台帳」を整備する。

・海洋と宇宙の連携を推進し、統合観測システム、海洋予測システム等を整備する。
④海洋科学技術の研究開発の推進
・海洋の諸現象に対する基礎的な研究や気候変化・気候変動への対応等政策課題毎の研究開発を推進するとと
もに、海洋での位置保持・掘削に関する技術等将来の海洋産業分野を支える共通的な海洋基盤技術の研究開
発を進める。

・海洋調査船、ROV（遠隔操作型無人探査機）、AUV（自律型無人探査機）、人工衛星等の研究調査インフラ
に関する技術開発、体系的整備を推進する。

＜海と町・村のにぎわい＞
２．安全・安心で元気のある沿岸社会の形成
過疎化・高齢化の進展、平成の大合併による市町村の広域化に伴う自治共同体機能の低下や、東日本大震災の

ような海洋由来の大規模自然災害に対する対策として、安全・安心で元気ある沿岸社会を海洋を活かして形成す
るため必要な措置を講じ、自治体の地域活性化の取組を促すとともに、我が国の海域管理に重要な離島社会の住
民の定住を促進するため、以下の取組を推進する。
①地方が主体となって取組む、陸域・海域を一体的にとらえた沿岸域総合管理の推進
・閉鎖性の高い内湾、島の間の内海など、住民にとって身近な海域の市町村の行政区域への編入を行う。
・国の指針と、技術的・財政的支援の下での地方公共団体による「沿岸域総合管理計画」の策定・実行を促進
する等、沿岸域総合管理の制度の整備を行う。

・領海内の海域管理に関して、国と地方公共団体の役割分担を明確化する等の法制整備を行う。
②海洋由来の自然災害への対策強化
・今後大地震・津波による被害を受ける可能性のある沿岸域を有する各地域においては、海からの自然災害対
策を含めて陸域・海域を一体的にとらえた沿岸域総合管理を推進する。また、実際に地震や津波が発生した
際に迅速な対応が可能となるよう、災害対応体制の強化を推進する。

・地震・津波を早期検知・予測するための広域的モニタリング網や津波警報等発出システムの全国的、計画的
整備を行うとともに、津波防災対策の検討に資する各種海洋情報の整備を行う。

・緊急対応・復旧等に大きな役割を果たすことが期待される浮体式広域防災基地等を整備する。
③地方を活性化する沿岸域プロジェクト等の推進
・離島・半島地域における洋上風力発電の導入を推進するとともに、スマートグリッドの活用等により地産地
消型のエネルギー体系を整備する。

・多様な生態系を育む干潟や浅場の造成等、沿岸域における環境改善・再生型プロジェクトを推進する。
・大規模な開発等によらず、人々が豊かな自然環境を楽しむことが出来る、エコツーリズム型の観光等海を活
かした持続可能な海洋観光の振興を図る。

＜海洋立国を支える産業と人＞
３．海洋産業の振興と人材の育成
海洋の開発・利用・保全等の担い手となり得る「新たな海洋産業」を創出するため、産学官の連携による取組

を推進するとともに、我が国における既存の海洋産業の国際競争力・経営基盤を強化するための取組を推進する。
また、海洋産業を担う人材をはじめ、新たな海洋立国を支える人材の育成を推進する。
①海洋の開発・利用・保全等を担う「新たな海洋産業」の創出
・産学官の連携による新たな海洋産業創出のための総合戦略を策定する。
・新たな海洋産業（海洋再生可能エネルギー、海洋エネルギー・鉱物資源開発、海洋バイオテクノロジー、海
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洋構造物・プラント、海洋調査・情報、海洋環境保全、海洋観光等）の創出を促すため、それぞれの産業の
状況等に応じ、政策支援措置や事業創出の環境整備を検討・実施する。

②我が国海洋産業の国際競争力・経営基盤強化
・我が国経済を支える重要なインフラである外航海運の安定輸送等の確保を図るため、引き続き外航海運業に
係る税制等における国際競争条件の均衡化に向けた取組を行う。

・北極海航路啓開後の我が国及び北東アジアの物流ネットワークの変化に対応し、必要な対策を早急に講じる。
・水産業の６次産業化（水産業者による加工・販売、新商品開発等）等による経営基盤強化・高度化を図る。
・官民が一体となって、我が国海洋産業の海洋エネルギー・鉱物資源開発等の国際プロジェクトへの参画を推
進する。

③新たな海洋立国を支える人材の育成
・大学等における総合的海洋教育のためのプログラム開発や教材開発に対する支援を強化すること等によりカ
リキュラムの充実を図る。

・大学を横断する総合的海洋教育プログラムを構築する等、大学間での海洋教育に係る連携を強化する。
・海洋産業を担う人材の確保と育成のため、柔軟なキャリアパスを描くとともに、産学官・国内外で人材の流
動性を確保する。

・高度な海洋観測を行う人工衛星の開発等の実施を通じて、先進的な研究開発を行う人材を育成・確保する。

＜世界につなぐ平和な海＞
４．海洋の安全の確保と海洋外交の推進
近年における海洋権益をめぐる国際情勢の緊迫化等の情勢を踏まえ、我が国周辺海域における海洋の安全を確

保するとともに海上輸送の安全確保等を図り、これらの問題を含めて海洋に関する諸問題への国際社会の対応に
主導的役割を果たすため、以下の取組を推進する。
①我が国周辺海域等における海洋の安全の確保
・我が国周辺海域の安全確保という視点から、関係省庁の連携の下、東シナ海等我が国周辺海域における海洋
の安全確保のための行動計画を策定する。

・海上保安庁と海上自衛隊の船艇・航空機等の整備・能力向上により領海、排他的経済水域等の警戒・取締り
を強化する。

・海上保安庁と海上自衛隊の情報共有等による連携強化を図る。
②海上輸送の安全確保
・我が国商船隊の海上輸送に重要な影響を及ぼすソマリア沖・アデン湾等の海賊に対し、国際社会と連携しつ
つ対策を強化する。

・我が国の海上輸送に重要な役割を果たすマラッカ海峡等の安全対策に引き続き貢献するとともに、通航量が
増大しつつある我が国の国際海峡（津軽海峡、大隈海峡等）の安全・環境が確保されるよう必要な対策を講
じる。

・船舶の安全性向上や、ヒューマン・エラー等による事故防止のための適切な運航管理体制の確保や船員の質
の向上に向けた取組を引き続き推進する。

③海洋外交の推進
・海洋調査、海洋資源の開発・利用・保全、海賊対策、シーレーンの安全確保、環境保全等の海洋に関する国
際秩序及び政策の形成について、我が国が主導的役割を果たすよう海洋外交を推進する。

・北極海での管理・国際秩序形成に関連する国際会議等に積極的に参画し、資源開発・輸送、環境保全、調査
・研究等北極海に関する諸課題に対し、国際協力の下で総合的に取組む。

・太平洋島嶼国等との間で、島の保全・管理、周辺海域の管理、気候変化・気候変動への対応等我が国の島と
共通の問題の解決に向けて連携・協力を推進する。

＜海洋立国の基礎づくり＞
５．海洋に関する施策の総合的推進体制・法制度等の整備
海洋基本法附則における総合海洋政策本部の見直し規定を受け、これまで以上に我が国の海洋政策を強力に推

進するため、海洋基本法推進体制の強化を図る。また、１．～４．に掲げられた施策の実施に必要な我が国海域
の管理法制等の整備については、総合海洋政策本部を中心に検討を進め、次期海洋基本計画の計画期間内の実現
を図る。更に、海洋立国を担う国民の基礎的な素養育成のため、国民一人一人が海洋立国に主体的に参加する海
洋教育を推進する。
①総合海洋政策本部・参与会議等の機能強化
・海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進する司令塔である総合海洋政策本部の戦略立案機能及び予算を
含めた企画調整機能の強化を図る。

・総合海洋政策本部令により総合海洋政策本部に置かれた参与会議について、海洋基本計画及び海洋に関する
施策の策定・実施に係る重要事項の提案・評価を行い、総合海洋政策本部長に対して具体的提言を行う機能
を強化することとし、必要な措置を講じる。
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・総合海洋政策本部を支える総合海洋政策本部事務局の予算・人員等の強化・充実を図る。
②我が国海域の管理法制等の整備・制度化（再掲）
・排他的経済水域・大陸棚の総合的な管理に関する法制の整備を行う。
・領海内の海域管理に関する法制の整備を行う。
・沿岸域の総合的管理に関する制度の整備を行う。
・国境離島市町村に対する特別の支援制度の整備を行う。

③海洋教育の推進
・小学中学校並びに高等学校において教科横断的に海洋に関する学習を行えるよう、学習指導要領の総則等に
おいて海洋の重要性を明確に位置付ける。

・海洋教育に関する事例集や手引きなど指導資料の作成、教員研修の充実等を通じ、教育現場が主体的かつ継
続的に取組めるような条件整備を行う。

・教科書における海洋関連の記述の充実を図るとともに、それを補完する副教材の作成、水族館や博物館等の
社会教育施設や水産業や海事産業等の産業施設との有機的な連携を推進し、海洋教育の総合的な支援体制を
整備する。

・子どもが実際に海と触れ合う臨海学校や乗船体験その他の海に関する学習の場を充実させる。
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2 沿岸域総合管理の推進に関する提言

平成２５年3月
海洋政策研究財団

は じ め に
沿岸域では、人間の生活や産業活動が活発に行われているが、陸域・海域を一体的にとらえて適切に管理する

という視点が欠けているために、海洋環境の悪化、開発・利用に伴う利害の対立など、様々な問題が起こってい
る。沿岸域総合管理は、こうした状況に対応して沿岸域の持続可能な開発・利用を可能とするために諸外国で広
く導入されている国際標準的な手法である。また、我が国の広大な海域の開発・利用・保全等を行っていくため
の拠点として重要な沿岸域・離島は、過疎化・高齢化の進展、平成の大合併による市町村の広域化に伴う自治共
同体機能の低下等の問題に直面している。これらへの対策として、地方公共団体の地域活性化の取組を促し、海
洋を活かして安全・安心で元気ある沿岸・離島社会を形成するためにも、地域が主体となった沿岸域総合管理を
推進していくことが必要である。
我が国においては、「２１世紀の国土のグランドデザイン」を受け、２０００年には、「２１世紀の国土のグランドデザ

イン」推進連絡会議が、沿岸域圏の総合的な管理に主体的に取り組む地方公共団体等が計画を策定・推進する際
のガイドラインとしての「沿岸域圏総合管理計画策定のための指針」（以下、「指針」。）を策定した。しかしなが
ら、実際にはこの指針に沿った沿岸域圏の総合管理はほとんど行われなかった。その後、２００７年に海洋基本法が
成立し、同法第２５条に「沿岸域の総合的管理」が初めて我が国の法令に規定され、国が推進すべき１２の基本的施
策の一つとして沿岸域総合管理が明確に位置づけられた。２００８年には同法に基づき海洋基本計画が策定されたが、
沿岸域総合管理については十分に記述されておらず、その後も沿岸域総合管理が十分に進展しているとは言いが
たい状況にあった。
このように、我が国において沿岸域総合管理が十分に進展してこなかった背景として以下のような理由がある

と考えられる。
① 上記「指針」は全体的に完成度が高く、沿岸域総合管理の概念をある程度明確に示している。しかし、沿

岸域圏の範囲については、自然的条件に照らして全国を４８区分としているが、これは社会・経済活動の実
態に照らすと、沿岸域圏の範囲を広く設定し過ぎている。また、市町村の区域に海域が原則として含まれ
ていないことや、市町村が地先の海を管理するための財源が手当てされていないこと等の制度上の問題に
踏み込んでいない。このため、上記指針は、住民に最も身近な基礎自治体である市町村や、沿岸域に関す
る多様な関係者の動きを具体的な沿岸域総合管理の実施に結びつけていくことができなかった。

② 沿岸域総合管理が普及・拡大するための具体的なモデルとなる先行事例が存在しなかった。
③ 地方公共団体が沿岸域総合管理に取組もうとしても、それに関するノウハウや財源が十分ではなく、これ

を支援する制度等沿岸域総合管理に関する制度が整備されなかったため、具体的な取組につながらなかっ
た。

上記のような問題点を克服し、我が国における沿岸域総合管理を推進するため、海洋政策研究財団（以下、「当
財団」。）は、平成２２年度から平成２４年度までの3ヵ年にわたり、「沿岸域の総合的管理モデルに関する調査研究」
事業（以下、「本事業」。）を行い、沿岸域総合管理の実施に強い意欲を有する全国の各市町村において、地域が
主体となって実施する沿岸域総合管理のモデルとなる取組を促進した。具体的には、三重県志摩市、岡山県備前
市（日生）、福井県小浜市、岩手県宮古市、高知県宿毛市・大月町の5ヶ所をサイトとして選定し、これらのサ
イトにおいて、沿岸域総合管理の取組を進めるための研究会を開催する等、地方公共団体に支援を行った。この
結果、三重県志摩市においては、沿岸域総合管理の実施を開始する段階に至り、他のサイトにおいても沿岸域総
合管理の実施に向けた土台作りが進んでいる。その成果を踏まえ、沿岸域総合管理の推進に関する提言を以下の
とおり取りまとめた。

1．沿岸域総合管理の概念の整理
沿岸域総合管理を推進していくためには、先ず「沿岸域総合管理」とは何か、基本的な概念を整理する必要が

ある。これについて、上記「指針」ではある程度整理されているが、我が国の実情に照らして、沿岸域総合管理
を実施するためには未だ十分ではなかった。
そこで、当財団は、本事業を進めるにあたり、PEMSEA（東アジア海域環境管理パートナーシップ）などの

国際的な取組みや、上記「指針」の内容を踏まえ、沿岸域総合管理の概念を以下のとおり整理した。

① 対象となる沿岸域の設定
地域の関係者が協議して、自然的社会的条件からみて一体的に施策が講じられることが相当と認められる
沿岸域の海域と陸域を「沿岸域」として設定する。

② 地域が主体となった取組み
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「沿岸域総合管理」は、地域の実情を最もよく知る地域の関係者が主体となって進めるべきである。従っ
て、「沿岸域総合管理」は、関係地方公共団体（都道府県又は市町村）が中心になり、関係行政機関、事
業者、住民、NPO等の関係者が連携・協力して取り組む。

③ 総合的な取組み
地域の関係者は、既存の分野・縦割の枠を超えて、沿岸域の問題に総合的に取り組み、様々な施策を幅広
く活用して持続可能な沿岸域の管理を推進し、関係者の利益の最大化（できる限り、より多くの関係者の
利益の増進）を図る。

④ 協議会等の設置
関係地方公共団体が中心となり、関係行政機関、事業者、住民、NPO等の沿岸域に関わる多様な関係者
の代表者で構成される協議会等を設置して合意形成を図り、沿岸域総合管理の計画を策定し、関係者が一
致協力して計画を推進する。

⑤ 計画的・順応的な取組み
「沿岸域総合管理」は、地域が直面している課題に対応するため、予め関係者が合意の上で沿岸域総合管
理計画を地域の計画として策定し、これに基づいて計画的に沿岸域の管理を推進する。計画の策定にあた
っては、目標を明確にし、また、計画の実施にあたっては、目標の達成状況を評価し、必要に応じて計画
を見直し、PDCAサイクルによる順応的管理を確立する。

⑥ 地方公共団体の計画への位置づけ
関係地方公共団体は、協議会等が策定した計画について、その実効性を担保するため、当該地方公共団体
の計画等に位置づける、又は、何らかの形で地域の計画として認定する。

本事業において、当財団は5ヶ所のサイトの関係者に対し、上記のとおり整理した沿岸域総合管理の概念に基
づいて助言等を行い、その結果、三重県志摩市において上記の全ての要素について十分な進捗が見られる等、実
際の現場での上記概念の有効性が実証されつつある。ただし、各サイトでの沿岸域総合管理の形成過程において
は、地方公共団体だけでなく、漁業者や学識経験者・研究機関等の地域の多様な関係者の積極的な取組が大きな
役割を果たしていることことに鑑み、このような取組を尊重して多様な道筋を許容することが適切であることに
留意する必要がある。上記のとおり整理した沿岸域総合管理の概念は、これらの動きを地方公共団体が中心とな
って統合し、沿岸域総合管理の実施に結び付けていくために有効であると考えられる。

国においては、上記の整理等を踏まえつつ、沿岸域総合管理の施策を推進するべきである。

2．沿岸域総合管理の普及・拡大
沿岸域総合管理を推進していくための次の方策として、具体的なモデルとなる取組を促進し、これを先行事例

として普及・拡大を図ることが有効であると考えられる。上記のとおり、当財団は、本事業を通じ、5ヶ所のサ
イトにおいて、地域が主体となって実施する沿岸域総合管理のモデルとなる取組を促進した。この結果、先行す
る三重県志摩市が国内外からの関心を集め、同市への視察が増加するとともに、国際会議等の場で同市の取組を
発表する機会も増加し、沿岸域総合管理への関心を高めるのに大きく貢献する等の効果が見られる。また、本事
業では、沿岸域総合管理に関心を持つ地方公共団体が相互に情報を共有できるような地域のネットワーク化やサ
イトの取組に関する情報をサイト以外の地方にも発信する情報発信等を通じてそのような取組を広く示していく
ことにより、サイト以外の地方においても沿岸域総合管理の普及・拡大に努めている。このような取組を行うこ
とが、地方公共団体のみならず、沿岸域に係る地域の幅広い関係者の多様な取組を促進し、それぞれの地域にお
ける沿岸域総合管理に向けた環境を整えることに貢献すると考えられる。
国においても、平成２２年度に内閣官房総合海洋政策本部事務局により、総合的な視点をもった沿岸域の管理を

志向する地方公共団体等の取組み事例集の作成が行われるなど一定の取組みが行われてきたところである。国と
しては、地方における沿岸域総合管理の先行事例を参考にしつつ、沿岸域総合管理の制度化のあり方について検
討を始めているが、今後もそのような先行事例についての検討やそれに関する情報整理・発信を通じて沿岸域総
合管理の普及・拡大を促進する措置を講じるとともに、3．に示すとおり沿岸域総合管理の制度化に取組んでい
くべきである。

3．沿岸域総合管理の制度化
我が国の広大な海域の開発・利用・保全等を行っていくためには、その拠点となる沿岸域・離島が非常に重要

な役割を果たす。しかしながら、我が国の沿岸域・離島は過疎化・高齢化の進展、平成の大合併による市町村の
広域化に伴う自治共同体機能の低下等に直面しており、これらの問題を克服して沿岸域・離島を活性化するため
には、地域が主体となった沿岸域総合管理を推進していくことが必要である。
一方、沿岸域・離島の現状を見ると、上記のような様々な問題を抱えているだけではなく、意欲のある地方公

共団体がこれを克服するための沿岸域総合管理に取組もうとしても、それに関するノウハウや財源が十分ではな
いという問題がある。これに対して、本事業を通じた当財団による地方公共団体への支援は上記のとおりいくつ
かの先行的な事例に係る成果を挙げているところであるが、民間団体によるこのような取組では、それ以上の普
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及・拡大には限界がある。従って、沿岸域総合管理の全国規模での展開を図るためには、国から地方公共団体に
対し、新たな指針を示した上で沿岸域総合管理のノウハウに関する技術的支援やそれを実施するための財政的な
支援が必要である。
また、本事業においてサイトの関係者との意見交換を行う中で、地方公共団体、特に市町村が沿岸域総合管理

に取組むためには、陸域だけでなく、閉鎖性の高い内湾等身近な「海域」（内水）をその行政の対象とすること
が必要であるが、現状では「海域」が市町村の行政区域に含まれていない問題も浮かび上がった。例えば、三重
県の志摩市では、5町が合併した後、県により英虞湾の管理は市の問題とされ、形式的には市の区域に含まれな
い「海域」を実質的には市が管理せざるを得ないという問題があった。さらに、市町村が身近な「海域」をその
行政の対象とする場合には、当該海域における現状調査を含め様々な費用が必要となるが、そのための財源も確
保されていないことも問題となる。
これらの問題を克服して、地域が主体となった沿岸域総合管理を推進していくためには、沿岸域総合管理の制

度化を行うことが不可欠である。当財団は、沿岸域総合管理の制度のあり方についても、別途詳細な検討を行っ
ているところであるが、本事業の調査研究の成果からも、地域が主体となった沿岸域総合管理の制度化の骨子と
して、次のことが導き出される。

・国が沿岸域総合管理の新たな指針を定め（これまでの考察を踏まえて、上記「指針」を改定したものを新た
な指針として策定）、国の技術的・財政的支援の下で、地方公共団体（都道府県又は市町村）が、「沿岸域総
合管理計画」を策定し、実施する。

・閉鎖性の高い内湾、島の間の内海など、住民にとって身近な「海域」（内水）の市町村の行政区域への編入
を行い、地方交付税の算定基礎とするなど沿岸域総合管理の財源を確保する。

国においては、本事業における地方のモデルを参考として、沿岸域総合管理の制度化に取組むべきである。

お わ り に
沿岸域総合管理を推進するためには、実施開始に至るまでの過程における地域の幅広い関係者が参加する多様

な取組が重要であり、それらを沿岸域総合管理に組み込んでいくためには、住民に最も身近な基礎自治体である
市町村が果たすべき役割が大きい。
このため、本事業においては、市町村を中心とする取組を取り上げてきたが、これ以外にも、長崎県のように

複数の市町村に囲まれた閉鎖性海域（大村湾）の広域的な環境問題に対して都道府県レベルで取組もうとする動
きがある。また、本州等の沿岸域の他に、沖縄県竹富町のように離島から成る地域において住民の生活や経済活
動と不可分の海域を含めて総合的な管理の取組を進める動きも見られる。さらに、本事業のサイトでは、概ね閉
鎖性海域の環境改善や地域産業の振興、これらを通じた地域の活性化が課題となっているが、沿岸域総合管理に
より取組むべき課題はこれらだけではない。例えば、現在必要性が高まっている洋上風力発電等の海洋再生可能
エネルギーの導入を促進するためにも沿岸域総合管理の手法は有効であると考えられる。今後、本事業のサイト
とは異なる地域特性や、異なる課題領域に係る多様な取組についても、沿岸域総合管理のあり方を検討していく
必要がある。
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3 海洋基本計画改訂に向けた海洋教育に関する提言

平成２４年9月
日本財団

海洋政策研究財団

今次の海洋基本計画改訂にあたり以下の3つを提言する。

1．海洋立国を担う国民の基礎的な素養育成のため、小中学校並びに高等学校において教科横断的に海洋に
関する学習を行えるよう、学習指導要領の総則及び総合的な学習の時間の「指導計画の作成と内容の取
扱い」等に海洋の重要性を明確に位置付けるべきである。

2．学校教育で海洋教育の実施を推進するため、文部科学省並びに国立教育政策研究所は海洋教育に関する
事例集や手引きなど指導資料を作成するとともに、学校教員の指導力向上を図るため教員研修の充実な
どの措置を講じ、教育現場が主体的かつ継続的に取り組めるような条件整備を行うべきである。

3．分野横断的に多様な事柄を扱う海洋教育を推進するにあたっては、教科書における海洋関連の記述の充
実を図るとともに、それを補完する副教材の作成、水族館や博物館など社会教育施設あるいは水産業や
海事産業など産業施設との有機的な連携を推進し、海洋教育の総合的な支援体制を整備すべきである。

海洋基本法第２８条に「海洋に関する国民の理解の増進等」が謳われ、学校教育及び社会教育において海洋に関
する教育の推進等のために必要な措置を講ずることが定められた。また、これを受けて２００８年3月に策定された
海洋基本計画では「第2部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策１２海洋に関する
国民の理解の増進と人材の育成（2）次世代を担う青少年等の海洋に関する理解の増進」の中に、高等学校の教
科「水産」の学習指導要領の見直し等のほか、小学校、中学校及び高等学校の社会や理科等における海洋に関す
る教育の適切な実施、海洋に関する教育の実践事例の提供を図るなど海洋教育の普及促進に努めることが掲げら
れた。

これに対し、２００８年に公示された改訂後の学習指導要領では、海洋に関する記述は小学校については改訂前と
表記内容に大きな変更は見られなかったが、中学校については、社会の地理的分野で「海洋に囲まれた日本の国
土の特色を理解させる」、「我が国の海洋国家としての特色を取り上げる」の2点、理科では第2分野の気象の変
化において、「大気の動きと海洋の影響」が新たに取り上げられた。また小学校の教科書中の海洋に関連する内
容については、学習指導要領の改訂前後で比較すると学習項目数で２０．８％の増加が見られ、その詳細度は３８％の
増加が見られた。１）

全国の小中学校における海洋教育の状況については、２０１２年3月に日本財団、東京大学、海洋政策研究財団が
共同で実施した全国アンケート調査２）に依れば、海洋教育の認知度は全体の２９％にとどまり、７０％の学校関係者
は海洋教育を知らないと回答している。また海洋教育の実施状況は、全体の１３．７％が未実施、６２．８％が教科書の
範囲内であり、総合的な学習の時間な課外活動などで主体的に取り組んでいる例は２０％にとどまっている。この
ように全国の小中学校の半数以上が教科書の範囲内での実施という状況に鑑みれば、教科書中における海洋の取
り上げ方が海洋教育普及のうえで重要な要素と言えるが、現在の教科書に掲載されている内容で十分と回答した
のは全体の５．５％にすぎない。このことから教科書中の海に関する表記の拡充を早急に進める必要がある。また、
海洋教育は教科横断的な総合的な学習体系であることから、子どもたちが海についての学びを深めることができ
るよう、総合的な学習の時間や課外活動などにおいて海洋に関する学習を積極的に推進する必要があり、これに
必要な事例集や手引きを示すとともに外部の支援体制の拡充を併せて行わなければならない。

以上のように我が国の学校教育における海洋教育の推進は、海洋基本法制定によって前進が見られたものの、
学校教育における位置付けが不明確な状況の中、未だ十分な取り組みが行われているとは言い難い。しかし一方
で、海洋教育の重要性について全国の小中学校の８３．２％が重要であると回答している。これは、２０１１年3月の東
日本大震災による津波災害をきっかけに、教育現場における海洋教育に対する意識が高まっていることを示して
おり、有効な施策を早急に講じる必要がある。なお限られた授業時間数、教員の余力、増え続ける教育現場への
社会ニーズなど、学校教育が直面する状況を考慮すると、政策的枠組みの整備だけでなく、教育現場への負担を
軽減させるための支援体制の充実を併せて整備しなければならない。
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（注）
1）海洋政策研究財団「小学校検定教科書における海洋教育関連内容の抽出・分析」、２０１２
2）日本財団、東京大学海洋教育促進研究センター、海洋政策研究財団「小中学校の海洋教育実施状況に関す

る全国調査」、２０１２
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4 北極海の持続可能な利用に向け日本がただちに行うべき施策

平成２４年3月
海洋政策研究財団

1．北極海政策の司令塔の設置
内閣「総合海洋政策本部」を北極海にかかる政策の司令塔と位置付け、我が国の北極海政策を横断的かつ多面

的に対応するための担当チームを早急に設置し、今後の北極海政策の戦略を策定すべき。

北極圏及び北極海に関わる、外交、科学、資源、環境、物流、安全保障などの多くの施策を進めるにあたり、
我が国における司令塔が不在であり、総合的かつ具体的な戦略を持つことなく、様々な分野で個別に、戦略不在
のまま対応してきている状況にある。
関係省庁は、内閣府、総務省、外務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省

など多岐に亘る。国は司令塔となる組織のあり方を早急に取りまとめ、同司令塔のもと関係省庁が連携のうえ一
体的に対応できる体制を構築すべきである。
それが出来ない場合には、北極海に関する我が国としての戦略を策定することは困難であり、戦略不在のまま

の状況が続き、経済活動、安全保障など広い分野において禍根を残すおそれがある。

2．北極管理への関わりの充実
北極評議会は、実態的に北極海管理について大きな役割を果たしている状況にある。
折衷的色合いの強い現在のアド・ホック・オブザーバーの立場に甘んじることなく、最大限の努力を行い正式

なオブザーバー資格を取得すべき。

我が国は、２００９年7月に同評議会に対してオブザーバー申請を行ったところであるが、未だ認められていない。
現在はアドホックオブザーバーとして、参加が許された会議のみ参加している。
北極評議会は、実態的に北極海管理について大きな役割を果たしている状況にある。そのため北極海に関する

各種の情報収集や同評議会への我が国意見提示の観点から、オブザーバー参加は大変重要な意味を有する。一方
で我が国は、北極海沿岸各国と長年にわたり北極海にかかる科学研究等において連携してきた歴史がありながら、
後発の中国や韓国にオブザーバー申請に後れを取り、一括りの形でオブザーバー参加出来ない状況にある。
オブザーバー参加のためには同評議会への貢献が条件となっているが、日本としては従来からの北極海沿岸各

国との連携を継続することはもとより、砕氷観測船の共同利用の提供など、より個性的な貢献をすることが重要
であると考えられる。そのため日本の利害・関心事項を冷静に認識した上で、何が出来るか（貢献と関与）を明
確にし、一連のプロセスに臨む必要がある。

3．北極海の環境問題への積極的対応
地球環境全体への影響の大きさを勘案すると、北極海の環境保全の重要性は極めて大きい。

・我が国としては UNEPや IMOの場において、率先して北極海の環境保護の条約の策定を推進すべき。
・また、北極海航路の商業化に伴い我が国の周辺海域や国内国際海峡を通過する船舶が増加することとなるため、
我が国周辺の海洋環境保全についての対応を策定する必要がある。北極海の環境を守る重要性は地球環境全体
への影響の大きさなどを勘案すると極めて大きく、さらに商業運航時あるいは座礁事故に伴う油流出による海
洋汚染が発生した場合には、これらの油などの有害物質の分散・分解には、通常海域よりはるかに長い時間を
要する。当然のことながらバラスト水による外来生物の移動、船舶の排出ガスによる大気汚染に対しても、他
の海域に比べ相当な配慮が必要である。
商業運航機会の増大によって、汚染・事故リスクも増大するため、積極的な汚染予防、事故防止、汚染発生時

の防除・回収体制について取り組むことが必要である。北極海の利用と並行して、その環境保全を適切に実施す
るためには、国際的な協力体制やガバナンスの確立が望まれる。我が国としては UNEPや IMOの場において、
率先して環境保護のための条約やルールの策定など国際的な取り組みを推進する必要がある。
さらに、北極海の航路を利用したアジアとの海上輸送が増加すると、国際海峡である津軽海峡の通航量が大幅

に増加する可能性がある。それに伴い、何ら対策を講じない場合には、結果的に日本周辺海域や津軽海峡の状況
に習熟していない船舶や整備不十分な船舶の往来が増加することとなり、ナホトカ号事故に見られるような大き
な環境被害を招くおそれがある。その為の対策を我が国自身で前広に検討しておく必要がある。

4．北極海資源への取り組みの強化
エネルギー資源の中東依存は様々な観点から、不安定要素を抱えている。北極海の資源はその補完として大き

な可能性を秘めている。

第
3
部

参
考
に
し
た
い
資
料
・
デ
ー
タ

242



以上を念頭に、国は北極海資源の開発・輸送のあり方を検討し、我が国のプレゼンスを高める諸施策を講じる
べき。

我が国のエネルギー資源戦略のなかで、北極海の資源は新しい要素として注視していくことが重要である。特
に、従来からの主な調達先である中東からの資源は、政治的・経済的観点から見れば長期的には決して安定的な
供給源とは言えない。
その対応のためには日本として補完・代替資源を確保しておくことが、我が国の経済安全保障上の鍵である。

北極海の資源はまさにその補完または代替として、資源及び輸送ルートとも大きな可能性を秘めている。なお冬
期の輸送についても、夏期に融氷した海域は冬期において比較的海氷が柔らかく、砕氷船の先導により航行可能
であるため、概ね一年を通じて航行可能と考えることができる。
我が国としては、北極海の航路商業化と合わせた資源開発に関し、ロシアとの関係強化などを通じ、我が国の

プレゼンスを高める施策を講じるべきである。

5．北極海調査・研究の充実
・国は責任を持ち、国立極地研究所を日本の北極研究の核となるよう育成し、国際連携の窓口として機能させる
べき。

・南極観測船「しらせ」を両極域観測船と位置付け、北極海の国際連携研究プロジェクトのプラットホームとし
て提供すべき。

・ロシアとの関係強化の観点から科学技術協定を締結し、共同研究を推進すべき。

北極海に領海や EEZをもたない日本は、北極海の利用・保全に関する科学研究や同海域での地球環境に関す
る研究について、北極海沿岸国との国際連携のもとで推進する必要がある。昨年、国内の研究者により北極研究
コンソーシアムが発足し全般的な気運が高まる中、国立極地研究所には様々な期待が寄せられている。南極研究
の豊富な経験を持つ同研究所を我が国の北極環境研究の核と位置付け、国際連携の窓口として機能させることが
必要である。
また、北極海沿岸国との関係強化や同地域での研究の推進にあたり、氷海を含む北極海での使用可能な科学研

究用プラットフォームを提供出来れば、大きな貢献が可能となる。この目的で、北極海において通年稼働し得る
砕氷型多目的観測船を、我が国が建造し共同利用のプラットフォームとして提供することが理想的ではあるが、
厳しい国家財政下においては、当面実現性は低い。その為我が国の対応体制が整うまでのつなぎ的な役割として、
通年運航は困難であるが、比較的短期間で対応出来る南極観測船「しらせ」を利用するというアイデアがある。
我が国の南極観測船「しらせ」は国際的にその高い能力は評価されている。現在は南極に行かない期間中に修繕、
訓練に相当期間を費やしている。一方で諸外国の砕氷観測船が両極域で使用されることが一般的であることを勘
案すると、運用のための体制や費用を手当てして北極の観測活動にも従事することは十分可能である。
ロシアとは北極海航路での商業運航において今まで以上に大きな関わりを持つが、科学研究分野での連携は両

国の関係強化に大きなプラスになるものと考えられる。具体的には両国で科学技術協定を締結し、我が国の国立
極地研究所が核となりロシアの研究機関と円滑に共同研究を進めることが出来るようになれば、両国関係全般に
大きな前進になると考えられる。

6．北極海航路啓開に伴う物流変化への対応
物流は我が国の経済活動に大きな影響を与える。
国は、北極海啓開後の我が国及び北東アジアの物流ネットワークの変化の予測を行い、関係する法令の整備や

国内インフラの将来計画の策定など必要な対応を早急に開始すべき。

① 国内の環境整備
北極海航路の啓開により、欧州との航行距離及び航海日数が大幅に短縮される。海上物流の変化は我が国の経

済活動に大きな影響を与える。政府は早急に北極海啓開後の我が国及び北東アジアの物流ネットワークの変化の
予測を行い、関係する法令の整備、国内インフラの将来計画の策定、民間が氷海航行船舶を建造する場合の資金
的支援体制の構築など必要な対応を早急に開始する必要がある。
すでに韓国は、国の方針として韓国交通研究院（KOTI）や韓国海洋水産研究院（KMI）が、北極海航路が本

格的に商業的に動き始めた場合を想定し、輸送動向の予測やインフラの整備計画などの具体的な検討を開始して
いる。一方我が国は、アジアの物流拠点機能の回復を目指し各種施策を進めてきてはいるものの、本件について
の検討は本格的に着手しておらず大きく出遅れた形となっている。

② 北極海海上輸送能力の保持
北極海航路は、南回りのルートに対し航行距離が大幅に短縮するのみならず、同ルートが海賊や紛争などによ

り障害が発生した場合の代替ルートとなり得るものであり、国家安全保障の観点からも、何時でも利用できる準
備を進めておく必要がある。例えば日本籍船氷海航行船舶の整備及び氷海航行技術を有する船員の計画的育成に
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ついて検討を行っておく必要がある。

7．北極海航路啓開を想定した防衛政策の立案
北極海航路の啓開により我が国の安全保障政策は大きな影響を受けることとなる。
北極海から北東アジアに伸びる航路が日常的に利用されるようになれば、我が国としては、新たなシーレーン

の防衛策も必要となる。
国は、北極海を海軍艦艇等が航行可能となった事態を想定した防衛戦略を策定すべき。

北極海から北東アジアに伸びる航路が日常的に利用されるようになれば、海上自衛隊としては、新たなシーレ
ーンの防衛策が必要となる。その為には北極海から北東アジアに至る海域が、現在どのような状態にあるのか、
船舶はどこを、何隻くらい航行しているのか、その中に軍の艦船はどの程度存在するのかなどを把握する “Mari-
time domain Awareness” のための監視活動も必要となる。
また、シーレーン防衛に限らず、当然のことながら北極海航路啓開は我が国の防衛・安全保障に測り知れない

影響を与える。海上自衛隊の日本海および北西太平洋での任務は今にも増して重要になるが、防衛力は一朝にし
て整備できるものではなく、アメリカ国防総省が北極海に関して２０３０年以降をにらんでの長期計画を立てている
ように、我が国としても、北極海が軍事作戦の舞台となるあるいは海軍艦艇等の航行が可能となった事態を想定
した備えを検討すべきである。

8．北極海に係る国際秩序形成への貢献
国連海洋法条約の適用、各種条約、協定の北極海への適用、必要な法的基盤の形成など、沿岸国に働きかけあ

るいは国際連合など国際組織の場あるいは国際法関係各種会議などを利用して、北極海の国際秩序形成に貢献す
べき。

北極海の大部分は沿岸国の領海と EEZにより占められている。しかしながら、地球環境問題に対する北極海
の環境変化の影響の大きさなどを見れば、北極海の問題は全地球的かつ人類全体の問題と言っても過言ではない。
言い換えれば、北極海の適切な管理の重要性は沿岸国だけの問題ではなく全世界の問題と言える。
同時にまた、北極海に係る国際法の的確な適用等法的基盤の形成は、北極海のガバナンス確立にとって必須で

ある。
海洋基本法第7条に述べられているとおり、海洋立国日本が「海洋に関する国際的な秩序の形成及び発展のた

めに先導的な役割を担う」ためには、海洋に係る外交面で主導的役割を果たさなければならず、北極海に係る法
的秩序形成に積極的に貢献しなければならない。

9．北極海問題の総合的取組みのための日ロ間対話の創設
ロシアと日本の間で、北極海問題を総合的に取り組むための枠組みを、官民合同又は国のハイレベルで立ち上

げたうえで、定期的に開催すべき。
北極海という括りにおいては、すでに見たように、気候変動、環境保全、科学研究、航路啓開、資源開発、漁

業、安全保障、ガバナンスなどが独立した形であるわけではなく相互に作用し合い、関係が深い。したがって、
北極海問題に取り組むためには、特に総合的観点から認識し、判断したうえで戦略や政策を立てる必要がある。
ロシアは北極海最大の沿岸国であり、また日本が北極海に関心を持つ事項は大半がロシアがらみである。日ロ

関係には困難な問題があるが、それを克服するためにも、日ロ間で北極海問題に総合的に取り組む枠組み、例え
ば大臣レベルなどハイレベルのあるいは官民共同の日露北極海会議のようなものを立ち上げ、定期的に開催し、
北極海問題に取り組むことを構想すべきである。第
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5 わが国が締約国となっている海洋関連多数国間条約一覧

２０１３年3月３１日現在

条 約 名 略 称 採択・作成等 発 効
日本国

署 名 批准・加入
等（寄託） 発 効

船舶衝突ニ付テノ規定ノ統一ニ関スル条約 １９１０／9／２３ １９１３／3／1 １９１０／9／２３ １９１４／1／１２ １９１４／2／１１
海難ニ於ケル救援救助ニ付テノ規定ノ統一
ニ関スル条約 １９１０／9／２３ １９１３／3／1 １９１０／9／２３ １９１４／1／１２ １９１４／2／１１

無海岸国ノ船旗ニ関スル権利ヲ承認スル宣
言書 １９２１／4／２０ １９２１／１０／8 １９２１／4／２０ １９２４／2／２０ １９２４／2／２０

通過ノ自由ニ関スル条約 １９２１／4／２０ １９２２／１０／３１ １９２１／4／２０ １９２４／2／２０ １９２４／5／２０
海港ノ国際制度ニ関スル条約及規程 １９２３／１２／9 １９２６／7／２６ １９２３／１２／9 １９２６／9／３０ １９２６／１２／２９
鉄道ノ国際制度ニ関スル条約 １９２３／１２／9 １９２６／3／２３ １９２３／１２／9 １９２６／9／３０ １９２６／１２／２９
国際満載吃水線条約 １９３０／7／5 １９３３／1／1 １９３０／7／5 １９３５／6／１１ １９３５／9／１１
国際捕鯨取締条約（昭和三九年六月開催の
第一六回国際捕鯨委員会における附表の修
正を含む。）

捕鯨取締条約 １９４６／１２／2 １９４８／１１／１０ １９４６／１２／2 １９５１／4／２１ １９５１／4／２１

千九百四十六年十二月二日にワシントン
で署名された国際捕鯨取締条約の議定書 １９５６／１１／１９ １９５９／5／4 １９５６／１１／２９ １９５７／5／２４ １９５９／5／4

南氷洋捕鯨に従事する母船のための国際
監視員制度に関する協定

南氷洋捕鯨母船のた
めの国際監視員制度
協定

１９６３／１０／２８ １９６４／4／１３ １９６４／4／１３

南氷洋捕鯨規制取極 一九六六年の南氷洋
捕鯨規制取極 １９６６／9／8 １９６６／9／8 １９６６／9／8 １９６６／9／8

南氷洋捕鯨規制取極 一九六七年の南氷洋
捕鯨規制取極 １９６７／9／１９ １９６７／9／１９ １９６７／9／１９ １９６７／9／１９

南氷洋捕鯨規制取極 一九六八年の南氷洋
捕鯨規制取極 １９６８／7／8 １９６８／7／8 １９６８／7／8 １９６８／7／8

南氷洋捕鯨規制取極 一九六九年の南氷洋
捕鯨規制取極 １９６９／7／１０ １９６９／7／１０ １９６９／7／１０ １９６９／7／１０

南氷洋捕鯨規制取極 一九七〇年の南氷洋
捕鯨規制取極 １９７０／7／２４ １９７０／7／２４ １９７０／7／２４ １９７０／7／２４

北太平洋捕鯨規制協定 一九七一年の北太平
洋捕鯨規制協定 １９７０／１２／１６ １９７０／１２／１６ １９７０／１２／１６ １９７０／１２／１６

南氷洋捕鯨規制取極 一九七一年の南氷洋
捕鯨規制取極 １９７１／7／３０ １９７１／7／３０ １９７１／7／３０ １９７１／7／３０

北太平洋捕鯨規制協定 一九七二年の北太平
洋捕鯨規則協定 １９７１／7／３０ １９７１／7／３０ １９７１／7／３０ １９７１／7／３０

南氷洋における捕鯨に従事する母船のた
めの国際監視員制度に関する協定

南氷洋捕鯨国際監視
員制度協定 １９７２／6／２７ １９７２／8／１８ １９７２／6／２７ １９７２／8／１８

南氷洋捕鯨規制取極 一九七二年の南氷洋
捕鯨規制取極 １９７２／8／1 １９７２／8／1 １９７２／8／1 １９７２／8／1

南氷洋捕鯨規制取極 一九七三年の南氷洋
捕鯨規制取極 １９７３／9／6 １９７３／9／6 １９７３／9／6 １９７３／9／6

南氷洋における捕鯨に従事する母船のた
めの国際監視員制度に関する協定

南氷洋捕鯨国際監視
員制度協定 １９７３／9／6 １９７３／１１／１６ １９７３／9／6 １９７３／１１／１６

千九百四十八年の海上における人命の安全
のための国際条約 １９４８／6／１０ １９５２／１１／１９ １９５２／7／２３ １９５２／１１／１９

インド＝太平洋漁業理事会の設立に関する
協定 １９４８／2／２６ １９４８／１１／9 １９５２／１０／3 １９５２／１０／3

政府間海事協議機関条約 １９４８／3／6 １９５８／3／１７ １９５８／3／１７ １９５８／3／１７
国際海事機関条約の改正（簡易化委員会
の設置）

国際海事機関条約千
九百九十一年改正 １９９１／１１／7 ２００８／１２／7 ２００６／6／5 ２００８／１２／7

北西大西洋の漁業に関する国際条約及び関
係諸議定書 北西大西洋漁業条約 １９４９／2／8 １９５０／7／3 １９７０／7／1 １９７０／7／1
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北西太平洋の漁業に関する国際条約の部
会の構成国及び規制措置に関する議定書

北西太平洋漁業条約
の部会構成国及び規
制措置に関する議定
書

１９６９／１０／1 １９７１／１２／１５ １９７０／7／1 １９７１／１２／１５

北西大西洋の漁業に関する国際条約の改
正に関する議定書

北西大西洋漁業国際
条約の改正議定書 １９７０／１０／6 １９７４／9／4 １９７２／6／1 １９７４／9／4

全米熱帯まぐろ類委員会の設置に関するア
メリカ合衆国とコスタ・リカ共和国との間
の条約

熱帯まぐろ条約 １９４９／5／３１ １９５０／3／3 １９７０／6／２５ １９７０／7／1

千九百六十三年五月二十二日に地中海漁業
一般理事会の第一回特別会合（同年五月二
十一日及び二十二日にローマで開催）にお
いて及び千九百七十六年七月一日に同理事
会の第十三回会合（同年六月二十八日から
七月二日までローマで開催）において改正
された地中海漁業一般理事会協定

地中海漁業一般理事
会協定 １９４９／１２／6 １９５２／2／２０ １９９７／6／１２ １９９７／6／１２

地中海漁業一般委員会に関する協定の改
正

地中海漁業一般委員
会協定改正 １９９７／１０／１６ ２００４／4／２９ ２００４／7／３０ ２００４／7／３０

北太平洋の公海漁業に関する国際条約 １９５２／5／9 １９５３／6／１２ １９５２／5／9 １９５３／6／9 １９５３／6／１２
北太平洋の公海漁業に関する国際条約を
改正する議定書

日米加漁業条約の改
正議定書 １９７８／4／２５ １９７９／2／１５ １９７８／4／２５ １９７９／2／１５ １９７９／2／１５

千九百五十四年の油による海水の汚濁の防
止のための国際条約

油による海水汚濁防
止条約（一九六二年
の改正を含む。）

１９５４／5／１２ １９５８／7／２６ １９５４／8／１１ １９６７／8／２１ １９６７／１１／２１

千九百五十四年の油による海水の濁の防
止のための国際条約の改正

油による海水汚濁防
止条約の改正 １９６９／１０／２１ １９７８／1／２０ １９７１／4／6 １９７８／1／２０

北大西洋における氷の監視機関に対する財
政援助に関する協定

北大西洋氷監視機関
財政援助協定 １９５６／1／4 １９５６／7／5 １９５９／１１／１８ １９５９／１１／１８

北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定
条約 １９５７／2／9 １９５７／１０／１４ １９５７／2／9 １９５７／9／２０ １９５７／１０／１４

北太平洋のおつとせいの保存に関する暫
定条約を改正する議定書

北大西洋おっとせい
条約改正議定書 １９６３／１０／8 １９６４／4／１０ １９６４／4／１０ １９６４／4／１０

北太平洋おっとせいの保存に関する暫定
条約を改正する千九百七十六年の議定書

北太平洋おっとせい
暫定条約一九七六年
改正議定書

１９７６／5／7 １９７６／１０／１２ １９７６／１０／6 １９７６／１０／１２

北太平洋おっとせいの保存に関する暫定
条約を改正する千九百八十年の議定書

北太平洋おっとせい
暫定条約千九百八十
年改正議定書

１９８０／１０／１４ １９８１／7／2 １９８０／１０／１４ １９８１／5／２８ １９８１／7／2

海上航行船舶の所有者の責任の制限に関す
る国際条約

海上航行船舶所有者
の責任制限条約 １９５７／１０／１０ １９６８／5／３１ １９７６／3／1 １９７６／9／1

公海に関する条約 公海条約 １９５８／4／２９ １９６２／9／３０ １９６８／6／１０ １９６８／7／１０

領海及び接続水域に関する条約 領海及び接続水域条
約 １９５８／4／２９ １９６４／9／１０ １９６８／6／１０ １９６８／7／１０

南極条約 １９５９／１２／1 １９６１／6／２３ １９５９／１２／1 １９６０／8／4 １９６１／6／２３
環境保護に関する南極条約議定書 南極環境保護議定書 １９９１／１０／4 １９９８／1／１４ １９９２／9／２９ １９９７／１２／１５ １９９８／1／１４

環境保護に関する南極条約議定書附属 V
南極環境保護議定書
附属 V

１９９１／１０／１７ ２００２／5／２４ １９９７／１２／１５ ２００２／5／２４

千九百六十年の海上における人命の安全の
ための国際条約

一九六〇年海上人命
安全条約 １９６０／6／１７ １９６５／5／２６ １９６３／4／２３ １９６５／5／２６

千九百六十五年の国際海上交通の簡易化に
関する条約

国際海上交通簡易化
条約 １９６５／4／9 １９６７／3／5 ２００５／9／2 ２００５／１１／1

千九百六十六年の満載喫水線に関する国際
条約

一九六六年の満載喫
水線条約 １９６６／4／5 １９６８／7／２１ １９６６／4／5 １９６８／5／１５ １９６８／8／１５

千九百六十六年の満載喫水線に関する国
際条約の千九百八十八年の議定書

一九六六年の満載喫
水線条約の一九八八
年の議定書

１９９８／１１／１１ ２０００／2／3 １９９７／6／２４ ２０００／2／3

大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約 大西洋まぐろ保存条
約 １９６６／5／１４ １９６９／3／２１ １９６６／１０／２８ １９６７／8／２４ １９６９／3／２１
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東南アジア漁業開発センターを設立する協
定

東南アジア漁業開発
センター設立協定 １９６７／１２／２８ １９６７／１２／２８ １９６７／１２／２８ １９６７／１２／２８

千九百六十七年十二月二十八日にバンコ
ックで署名された東南アジア漁業開発セン
ターを設立する協定を改正する議定書

東南アジア漁業開発
センター設立協定改
正議定書

１９６８／1／１３ １９６８／1／１３ １９６８／1／１３ １９６８／1／１３

千九百六十七年十二月二十八日にバンコ
ックで署名された東南アジア漁業開発セン
ターを設立する協定を改正する議定書

東南アジア漁業開発
センター設立協定改
正議定書

１９９４／１１／１８ １９９４／１１／１８ １９９４／１１／１８ １９９４／１１／１８

千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関
する国際条約

一九六九年の船舶の
トン数の測度に関す
る国際条約

１９６９／6／２３ １９８２／7／１８ １９６９／１２／１０ １９８０／7／１７ １９８２／7／１８

南東太西洋の生物資源の保存に関する条約 南東大西洋生物資源
保存条約 １９６９／１０／２３ １９７１／１０／２４ １９７０／6／２２ １９７１／１０／２４

油による汚染を伴う事故の場合における公
海上の措置に関する国際条約

油汚染事故の場合の
公海上の措置条約 １９６９／１１／２９ １９７５／5／6 １９７１／4／6 １９７５／5／6

油による汚染損害についての民事責任に関
する条約

油汚染損害の民事責
任条約 １９６９／１１／２９ １９７５／6／１９ １９７６／6／3 １９７６／9／1

千九百六十九年の油による汚染損害につ
いての民事責任に関する国際条約の議定書

油汚染損害の民事責
任条約の議定書 １９７６／１１／１９ １９８１／4／8 １９９４／8／２４ １９９４／１１／２２

千九百六十九年の油による汚染損害につ
いての民事責任に関する国際条約を改正す
る千九百九十二年の議定書

油汚染損害の民事責
任条約を改正する一
九九二年の議定書

１９９２／１１／２７ １９９６／5／３０ １９９４／8／２４ １９９６／5／３０

油による汚染損害の補償のための国際基金
の設立に関する国際条約（千九百六十九年
の油による汚染損害についての民事責任に
関する国際条約の補足）

油汚染損害補償国際
基金設立条約 １９７１／１２／１８ １９７８／１０／１６ １９７２／１２／２８ １９７６／7／7 １９７８／１０／１６

千九百七十一年の油による汚染損害の補
償のための国際基金の設立に関する国際条
約の議定書

油汚染損害補償国際
基金設立条約の議定
書

１９７６／１１／１９ １９９４／１１／２２ １９９４／8／２４ １９９４／１１／２２

千九百七十一年の油による汚染損害の補
償のための国際基金の設立に関する国際条
約を改正する千九百九十二年の議定書

油汚染損害補償国際
基金設立条約を改正
する一九九二年の議
定書

１９９２／１１／２７ １９９６／5／３０ １９９４／8／２４ １９９６／5／３０

千九百九十二年の油による汚染損害の補
償のための国際基金の設立に関する国際条
約の二千三年の議定書

油による汚染損害補
償国際条約の二千三
年の議定書

２００３／5／１６ ２００５／3／3 ２００４／7／１３ ２００５／3／3

南極のあざらしの保存に関する条約 南極あざらし保存条
約 １９７２／2／１１ １９７８／3／１１ １９７２／１２／２８ １９８０／8／２８ １９８０／9／２７

千九百七十二年の海上における衝突の予防
のための国際規則に関する条約

一九七二年の海上衝
突予防条約 １９７２／１０／２０ １９７７／7／１５ １９７７／6／２１ １９７７／7／１５

廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の
防止に関する条約

廃棄物等の投棄によ
る海洋汚染防止条約 １９７２／１１／１３ １９７５／8／３０ １９７３／6／２３ １９８０／１０／１５ １９８０／１１／１４

千九百七十二年の廃棄物その他の物の投
棄による海洋汚染の防止に関する条約の千
九百九十六年の議定書

ロンドン条約千九百
九十六年議定書 １９９６／１１／7 ２００６／3／２４ ２００７／１０／2 ２００７／１１／1

千九百七十四年の海上における人命の安全
のための国際条約

一九七四年海上人命
安全条約 １９７４／１１／1 １９８０／5／２５ １９８０／5／１５ １９８０／5／２５

千九百七十四年の海上における人命の安
全のための国際条約に関する千九百七十八
年の議定書

一九七四年海上人命
安全条約の一九七八
年議定書

１９７８／2／１７ １９８１／5／1 １９８０／5／１５ １９８１／5／1

千九百七十六年の海事債権についての責任
の制限に関する条約

一九七六年海事債権
責任制限条約 １９７６／１１／１９ １９８６／１２／1 １９８２／6／4 １９８６／１２／1

千九百七十六年の海事債権についての責
任の制限に関する条約を改正する千九百九
十六年の議定書

海事債権責任制限条
約千九百九十六年議
定書

１９９６／5／2 ２００４／5／１３ ２００６／5／3 ２００６／8／1

千九百七十三年の船舶による汚染の防止の
ための国際条約に関する千九百七十八年の
議定書

一九七三年の船舶汚
染防止国際条約一九
七八年議定書

１９７８／2／１７ １９８３／１０／2 １９８３／6／9 １９８３／１０／2
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千九百七十三年の船舶による汚染の防止
のための国際条約に関する千九百七十八年
の議定書によって修正された同条約を改定
する千九百九十七年の議定書

船舶汚染防止条約改
定議定書 １９９７／9／２６ ２００５／5／１９ ２００５／2／１５ ２００５／5／１９

千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明
並びに当直の基準に関する条約

一九七八年の船員訓
練、資格証明及び当
直基準条約

１９７８／7／7 １９８４／4／２８ １９８２／5／２７ １９８４／4／２８

北西大西洋の漁業についての今後の多数国
家の協力に関する条約

北西大西洋漁業協力
条約 １９７８／１０／２４ １９７９／1／1 １９７８／１２／２２ １９８０／1／4 １９８０／1／4

千九百七十九年の海上における捜索及び救
助に関する国際条約

一九七九年の海上捜
索救助条約 １９７９／4／２７ １９８５／6／２２ １９８５／6／１０ １９８５／6／２２

千九百八十年の食糧援助規約 一九八〇年食糧援助
規約 １９８０／3／6 １９８０／7／1 １９８０／4／２３ １９８０／１１／２６ １９８０／１１／２６

南極の海洋生物資源の保存に関する条約 南極海洋生物資源保
存条約 １９８０／5／２０ １９８２／4／7 １９８０／9／２０ １９８１／5／２６ １９８２／4／7

海洋法に関する国際連合条約 国連海洋法条約 １９８２／１２／１０ １９９４／１１／１６ １９８３／2／7 １９９６／6／２０ １９９６／7／２０

深海底問題に関する暫定的了解 深海底問題暫定的了
解 １９８４／8／3 １９８４／8／3 １９８４／8／3 １９８４／8／3

深海底申請区域に関する資料の秘密保持
に関する協定

深海底申請区域に関
する資料の秘密保持
協定

１９８４／１２／１７ １９８４／１２／１７ １９８４／１２／１７ １９８４／１２／１７

千九百八十二年十二月十日の海洋法に関
する国際連合条約第十一部の実施に関する
協定

国連海洋法条約第十
一部実施協定 １９９４／7／２８ １９９６／7／２８ １９９４／7／２９ １９９６／6／２０ １９９６／7／２８

分布範囲が排他的経済水域の内外に存在
する魚類資源（ストラドリング魚類資源）
及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に
関する千九百八十二年十二月十日の海洋法
に関する国際連合条約の規定の実施のため
の協定

国連公海漁業協定 １９９５／8／4 ２００１／１２／１１ １９９６／１１／１９ ２００６／8／7 ２００６／9／6

大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約
の締結国の全権委員会議（千九百八十四年
七月九日から十日までパリ）の最終文書に
附属する議定書

大西洋まぐろ類保存
条約議定書 １９８４／7／１０ １９９７／1／１９ １９８５／6／１３ １９９７／1／１９

大西洋まぐろ類の保存のための国際条約
第十条2を改正する議定書

大西洋まぐろ類保存
条約第十条2を改正
する議定書

１９９２／6／5 ２００５／3／１０ １９９８／5／２７ ２００５／3／１０

アジア太平洋統計研修所に関する事業計画
（第三期）

アジア太平洋統計研
修所事業計画（第三
期）

１９８４／１０／5 １９８４／１０／5 １９８４／１０／5 １９８４／１０／5

南東大西洋漁業国際委員会の下における千
九百八十五年のヘイク総漁獲量の配分に関
する取極

一九八五年の南東太
西洋ヘイク総漁獲量
配分取極

１９８４／１２／１３ １９８５／１０／３０ １９８５／5／２８ １９８５／１０／３０

南東大西洋漁業国際委員会の下における
千九百八十六年のヘイクの総漁獲得漁の配
分に関する取極

一九八六年南東太西
洋ヘイク総漁獲量配
分取極

１９８５／１２／１２ １９８６／9／２８ １９８６／7／１１ １９８６／9／２８

海洋航行の安全に対する不法な行為の防止
に関する条約

海洋航行不法行為防
止条約 １９８８／3／１０ １９９２／3／1 １９９８／4／２４ １９９８／7／２３

大陸棚に所在する固定プラットフォーム
の安全に対する不法な行為の防止に関する
議定書

大陸棚プラットフォ
ーム不法行為防止議
定書

１９８８／3／１０ １９９２／3／1 １９９８／4／２４ １９９８／7／２３

千九百九十年の油による汚染に係る準備、
対応及び協力に関する国際条約

一九九〇年の油汚染
準備、対応及び協力
国際条約

１９９０／１１／３０ １９９５／5／１３ １９９５／１０／１７ １９９６／1／１７

北太平洋の海洋科学に関する機関（PICES）
のための条約

北太平洋の海洋科学
機関に関する条約 １９９０／１２／１２ １９９２／3／２４ １９９２／1／２４ １９９２／3／２４

北太平洋における溯河性魚類の系群の保存
のための条約

北太平洋溯河性魚類
保存条約 １９９２／2／１１ １９９３／2／１６ １９９２／2／１１ １９９２／6／8 １９９３／2／１６

みなみまぐろの保存のための条約 みなみまぐろ保存条
約 １９９３／5／１０ １９９４／5／２０ １９９３／5／１０ １９９４／4／8 １９９４／5／２０
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国際的なコスパス・サーサット計画との地
上部分提供国としての提携に関する通告の
書簡

コスパス・サーサッ
ト通告の書簡 １９９３／5／２８ １９９３／7／１０ １９９３／6／１０ １９９３／7／１０

保存及び管理のための国際的な措置の公海
上の漁船による遵守を促進するための協定

公海における保存管
理措置の遵守促進協
定

１９９３／１１／２４ ２００３／4／２４ ２０００／6／２０ ２００３／4／２４

インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協
定

インド洋まぐろ類委
員会設置協定 １９９３／１１／２５ １９９６／3／２７ １９９６／6／２６ １９９６／6／２６

中央ベーリング海におけるすけとうだら資
源の保存及び管理に関する条約

中央ベーリング海す
けとうだら資源保存
管理条約

１９９４／6／１６ １９９５／１２／8 １９９４／6／１６ １９９５／１１／２１ １９９５／１２／２１

中東淡水化研究センターを設立する協定 中東淡水化研究セン
ター設立協定 １９９６／１２／２２ １９９６／１２／２２ １９９６／１２／２２ １９９６／１２／２２

二千年の危険物質及び有害物質による汚染
事件に係る準備、対応及び協力に関する議
定書

二千年危険・有害物
質汚染事件に関する
議定書

２０００／3／１５ ２００７／6／１４ ２００７／3／9 ２００７／6／１４

西部及び中部太平洋における高度回遊性魚
類資源の保存及び管理に関する条約

中部太平洋まぐろ類
保存条約 ２０００／9／5 ２００４／6／１９ ２００５／7／8 ２００５／8／7

ロラン C局及びチャイカ局の利用による極
東水域における共同の無線航行業務の確立
のための国際的な事業計画に関する中華人
民共和国政府、日本国政府、大韓民国政府
及びロシア連邦政府による協力協定

ロラン C・チャイカ
無線航行業務協力協
定

２０００／１２／２２ ２０００／１２／２２ ２０００／１２／２２ ２０００／１２／２２

二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に
関する国際条約

船舶防汚方法規制条
約 ２００１／１０／5 ２００８／9／１７ ２００３／7／8 ２００８／9／１７

アジアにおける海賊行為及び船舶に対する
武装強盗との戦いに関する地域協力協定 ２００４／１１／１１ ２００６／9／4 ２００５／4／２８ ２００５／4／２８ ２００６／9／4

※本表は、外務省 HP「条約データ検索」をもとに作成したものである。
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１０３
沿岸域管理 １５９
沿岸域圏総合管理計画策定のための指針 １０４
沿岸域総合管理（ICM） ３２
沿岸域総合管理の推進に関する提言 ２３７
沿岸域総合管理のモデル教育カリキュラム連続特別講座

１４２，１４３
沿岸域の総合的管理 １０４

沿岸域の総合的管理に関するモデル教育カリキュラム １４４
沿岸域の総合的管理の取組み事例集 １０４
沿岸影響支援計画（CIAP） ２０８
沿岸域の総合的管理の取組先進事例集 ８
遠地津波 １９０
延長大陸棚 ７９，８５
欧州委員会（EC） ２１０
欧州環境機関（EEA） ２１０
欧州復興開発銀行（EBRD） ２１１
欧州連合（EU） ２１０
オーシャンズ・デー ５
オーストラリア ２１８
オーストラリア防衛科学技術機構 ２１８
公物管理者主導型 １０９
岡山県備前市 １０５
沖縄 １６２
沖ノ鳥島 ８３
オニイトマキエイ ２０７
小浜市沿岸域総合管理研究会 １０６
オフショア石油・天然ガス ９５
音響的不連続面（BSR） ９５
温室効果ガス（GHG） ２０２

［カ行］
海運 １１７
海監 ３８，３９，１５４
海監５０ １５４，１５９
海監６６ １５４，１５９
海関 ３９
海警 ３９
外航海運 １１７
海巡 ３９
海上事故防止協定（INCSEA） ４２
海上荷動量 １１８
海上法執行機関 ４０
海水資源 １７２
改正鉱業法 １００
海賊 １８４，２２８
海底鉱物資源 １２９
海底資源 ９６，１３０，１７２
海底地震 １８８
海底設置型掘削装置（BMS） ９６
海底送電 １７０
海底地形名小委員会（SCUFN） ４０，２０６
海底土中の放射性セシウム濃度 ６９
海底熱水鉱床 ９８，１３０
海難 １８１
海面下漂流物 ６３，６４
海面上漂流物 ６３，６４
海洋2号 ２１５
海洋エネルギー ９２，１６８
海洋エネルギー・鉱物資源開発計画 １１，９６，１３０
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海洋エネルギー資源 ９４
海洋及び海洋法（Oceans and the law of the sea） ２５
海洋及び海洋法に関する国連総会非公式協議プロセス ２６
海洋温度差発電 ８８
海洋海嶺 ８１
海洋環境 １６１，１７８
海洋観測 １８８
海洋管理協議会 ２１９
海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針

１１，１０１，１４９
海洋関連多数国間条約 ２４５
海洋基本計画 ９，１１，１４，８６，１４８
海洋基本計画改訂に向けた海洋教育に関する提言 １３５，２４０
海洋基本計画の見直しに向けた提言 １５，１３５
海洋基本法 ２，１４８
海洋基本法戦略研究会 ２，１６
海洋教育 １３２，１３３，１３６
海洋空間計画（Marine Special Planning） ９３
海洋鉱物資源 ９６
海洋ゴミ ６５
海洋再生エネルギー ７，８９～９４，１２０，１２９
海洋再生エネルギーの利用促進に関する今後の取組方針 ９０
海洋産業の戦略的育成のための総合対策 １３０
海洋産出試験地 １７３
海洋資源開発 １２０
海洋資源調査船「白嶺」 １７４
海洋深層水多段利用システム １７２
海洋政策 １４８
海洋政策支援情報ツール ９１
海洋政策支援ツール １５０
海洋生態系の汚染 ６８
海洋台帳 ９１，１５０
海洋調査 １８８
海洋の総合管理 １４８
海流発電 ８８，１６８
科学3号 １５８
科学的技術的ガイドライン ８２
学際的海洋教育 １３７～１３９
化石水 １９１
カナダ ２１０
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 ５６
管轄海域 ７９，８０
環境と開発に関するリオ宣言 ２０
韓国 ２１３
がんばる漁業 １２４
気候変動 １８８
気候変動に関する政府間パネル（IPCC） ４，３０，４４
気候変動枠組条約 ２０
北大西洋サケ類保存機構（NASCO） ２２２
キハダマグロ １６５
共通漁業政策 ２２２
共通だが差異ある責任（CBDR） ４，２２
京都大学学際融合教育研究推進センター・森里海連環学教育ユ
ニット １３８

魚介類の放射性セシウム濃度 ７０
漁業関係法令違反 １５７
漁業就業フェア １２４
漁業水域に関する暫定措置法 ８０
漁業生産量 １２１
漁政 １５３～１５５
漁政２０２ １５３～１５５
漁政２０４ １５３，１５５
漁政３２５０１ １５３，１５５
漁政３５００１ １５３～１５５
魚類、野生生物及び植物の気候変動適応戦略草案 ２０８
クジラ １６４
首長主導型 １０９
グリーン成長戦略 １５
軽希土類 ９７
原子力災害対策本部 ６，５１
公海 ７９
鉱業法の一部を改正する等の法律 １４８，１４９
航行安全 １８１
高等教育 １８５
高知県宿毛市・大月町 １０６
合同訓練 １８４
港湾 １８２
港湾における風力発電導入マニュアル ８９
国際海事機関（IMO） ２０１，２０２
国際海底機構（ISA） ２０５
国際海洋法裁判所（ITLOS） ２０５
国際海洋法条約締約国会合（SPLOS） ２０６
国際科学会議（ICSU） ３１
国際協力 １８４
国際原子力機関（IAEA） ２０１
国際航路標識協会（IALA） ２０７
国際司法裁判所（ICJ） ２７，２０１，２０４
国際社会科学協議会（ISSC） ３１
国際水産物持続財団（ISSF） ２２０
国際船級協会連合（IACS : en） ２０７
国際船舶管理者協会（ISMA） ２０７
国際捕鯨委員会（IWC） ２２０
国際連合（UN） ２０１
国際連合環境計画（UNEP） ３１
国際労働機関（ILO） ２０１
国土交通省海洋政策懇談会 １５
国連（UN） ２０１
国連開発計画（UNDP） ２０１
国連海洋法条約 ２，２６，２７，７９，９９
国連環境開発会議（UNCED） ２０，３１
国連環境計画（UNEP） ２０，３１，２０１
国連教育科学文化機関（UNESCO） ３１，２０１，２０４
国連持続可能な開発会議（リオ＋２０） ４，２０
国連食糧農業機関（FAO） ２０１，２０４
国連世界食糧安全保障委員会（CFS） ２０４
国連世界食糧計画（WFP） ２０１
国連総会アドホック作業部会 ２５
国連総会決議 ２５
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国連大学（UNU） ３１
国連提出情報案作成委員会 ８２
国連提出情報素案作成部会 ８２，８３
国連平和維持活動（PKO） ２０１
国連貿易開発会議（UNCTAD） ２０１
国家捜査局（BNI） ２１９
固定価格買取制度 ８８
コバルトリッチクラスト ９７，１３０
五龍 ３９
コユビミドリイシ １６７

［サ行］
災害廃棄物 ６２
再生エネルギー技術白書 ９２
再生可能エネルギー ８５
サメの保護および管理に関する国際行動計画（IPOA―Sharks）

２０６
さやえんどう船型 １７８
三陸サテライト １９８
さんま棒受網 １６７
シー・シェパード １６４
シェールオイル ９４
シェールガス（頁岩ガス） ９４
潮干狩り １３７
次期海洋基本計画に盛り込むべき施策の重要事項 １３５
次期海洋基本計画に盛り込むべき施策の重要事項に関する提言

２３２
資源 ９６
資源管理 １６４
自己昇降式作業船 １７９
次世代型 LNG船 １７８
持続可能な開発 ２，２０
持続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD） ４，２０
持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言 ２０
持続可能な開発目標（SDGs） ２２
ジブチ海事能力運用センター ２２９
志摩市里海創生推進協議会 １０５
島と海に関する国際セミナー １５１
社会教育 １８６
重希土類 ９７
浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針 ９９
上越海丘 １７６
昭洋 ８２
初等・中等・高等教育 １８５
シラスウナギ １６５
しらせ １９０
シロウリガイ類コロニー １６７
深海底 ７９
震災起因洋上漂流物 ６０，６１，６４
深層水 １７２
新造船建造量 １１９
振動水柱型（OWC） ２１２，２２３
水産 ２１９
水産技術開発 １６６

水産基本計画 １５
水産研究 １６６
水産資源 １６３
宿毛湾 １０６
生態学的・生物学的に重要な海域（EBSA） ２８，２９
政府間海洋学委員会（IOC） ２０４
生物多様性条約（CBD） ４，２０，２８
生物多様性条約第１０回締結国会議（COP１０） ２８
生物多様性保全戦略 １５
世界遺産委員会 ２０４
世界海洋フォーラム（GOF） ５
世界気象機関（WMO） ３０，３１，２０１，２０４
世界三大漁場 １２１
世界自然保護基金（WWF） ２１０
世界食糧計画（WFP） ２２８
世界のまぐろ漁の燃料消費と温室効果ガス ２２０
世界貿易機関（WTO） ２０１
世界保健機関（WHO） ２０１
セキュリティー １８３
セシウム１３７濃度水平分布 １９５
接続水域 ７９
尖閣諸島 １５３
１９７２年海上衝突予防規則条約 ４２
１９７２年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関す
る条約 ９８

全球地球観測システム（GEOSS） ３０
潜水位置測位・監視システム １９７
全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC） ２１９
総漁獲可能量（TAC） ２１９
総合海洋政策本部 １７
総合的海洋教育 １４０
増殖 １６５
造船 １１７，１７８
想定津波 ７７
想定津波高 １８２

［タ行］
第一線防波堤 １８２
大学教育 １８５
体験型海洋教育 １３６
大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT） ２１９
タイトオイル ９５
第二渥美海丘 １７３
太平洋 ２１７
太平洋地域 ２１８
大陸縁辺部の外縁 ８１
大陸斜面 ８１，８２
大陸棚 ７９，８３，１０２，１５３，１５９
大陸棚限界委員会（CLCS） ８３，２０１，２０５
大陸棚調査 ８２
大陸棚調査対策室 ８２
大陸棚調査に関する関係省庁連絡会議 ８２
大陸棚調査評価・助言会議 ８２
ダウ船 ２２９
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拓洋 ８２
竹島 １５６
竹島の日 ４０
玉木海山 ２０６，２０７
地域漁業管理機関（RFMOs） ２０６
ちきゅう ９５，１９０
地球環境ファシリティ（GEF） ３２
中国 ２１５
中国海洋調査船 １５８
中国大洋鉱山資源研究開発協会（COMRA） ２０５
中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC） ２１９
中等教育 １８５
中南米 ２１０
潮流発電 ８８，１６８
潮流発電実験機 １６９
ツーリズム １８６
津波 １８８
津波観測情報 ７５
津波警報・注意報 ７４
津波高 ７３
津波防災地域 ７６
ディスプロシウム ９７
低潮線保全法 １０１
テキサス大学オースティン校海洋科学研究所（MSI） ２２９
テクノスーパーライナー １７７
テロ １８４
電気推進 １７９
東海大学 １３９
東京海洋大学 １３９
東京海洋大学三陸サテライト １９９
東京ゲートブリッジ １８２
東京大学海洋アライアンス １３８
東京湾 １６２
東京湾・伊勢湾・瀬戸内海のCOD等総量削減基本方針 １６１
統合的海洋管理（Integrated Ocean Management） ９３
東南アジア ２１７
東方紅2号 １５６，１５８
遠野まごころネット ５８
トモダチ作戦 １５１
ドリルシップ １７８
トン数標準税制 １１７
トンスバーグ １８１

［ナ行］
南海トラフ巨大地震 ７１
南極の海洋生物資源の保存に関する委員会（CCAMLR） ２２１
南東大西洋漁業機関（SEAFO） ２２０
二重傾斜掘削 ２２８
日本海溝海底地震津波観測網 １９０
日本再生戦略 １６
日本船舶投資促進会社 １２０
熱水鉱床 ３

［ハ行］
バーチャル航路標識 １８１
バイオフィルム １６３
排他的経済水域（EEZ） ３，７９，１０２，１５３
排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 ７，８０，８５，１００
白嶺 ９６，１７４
はまゆり ２００
バラスト水 １７８
波力発電 ８８
ハワイ海洋科学技術パーク ２２３
ハワイ州立自然エネルギー研究機構 ２２３
東アジア海域環境管理パートナーシップ（PEMSEA）５，３２，１０４
東アジア海域の持続可能な開発戦略（SDS―SEA） ３２
東アジア海洋会議 ３２
東アジア海洋会議２０１２（EASC２０１２） ４，３６
東シナ海 １５８
東日本大震災 ６，５０，１９１
東日本大震災からの復興の基本方針 ５１，５２
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な
財源の確保に関する特別措置法 ５１
東日本大震災復興特別区域法 ５１，５４
非権力主体主導型 １０９
被災者生活支援チーム ５１
被災者生活支援特別対策本部 ５１
備前市沿岸域総合管理研究会 １０５
氷海面積 ４６
標準漂流物 ６３，６４
表層ガスハイドレート研究コンソーシアム ９５
漂流予測 ６３，６４
ファストフィッシュ １２４
フィリピン ２１７
風力発電 ８８，１６９
福井県小浜市 １０６
福島復興再生特別措置法 ５１
浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（FPSO） ９７
浮体式洋上ウインドファーム ８８，１７１
浮体式洋上天然ガス液化貯蔵積出設備（FLNG） １２１
浮体式洋上風力発電施設 １７１，２２８
復興基本法 ５１
復興交付金制度 ５４
復興対策本部 ５１
復興庁 ５１，５３
復興庁設置法 ５１
復興特別区域制度 ５３
復興への提言～悲惨のなかの希望～ ５１，５２
復興まちづくり ５７
プレサル層油田 １８０
プレジャーボート １８３
ベトナム ２１７
ベルモント・フォーラム（Belmont Forum） ３１
防災 １６０
放射性セシウム濃度 ６８
北斗 １５８
ホタルナ １８７
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北極海運航 ４６
北極海航路（NSR） ４６，４７
北極海の持続可能な利用に向け日本がただちに行うべき施策

２４２
北極評議会（Arctic Council : AC） ４４，４８
北極ヘイズ ４３
北方領土 １５６
ボルチック国際海運協議会（BIMCO） ２０７

［マ行］
マグロ １６５，２１９
まぐろ類地域漁業管理機関（RFMO） ２１９
マレーシア ２１７
マンガン団塊 ９７
マントル物質 １６７
三重県志摩市 １０５
ミシシッピ海洋資源局（MDMR） ２０８
南シナ海行動規範 ４０
南シナ海における関係国の行動に関する宣言（DOC） ３９
みなみまぐろ保存委員会（CCSBT） ２１９
未来の地球（Future Earth）計画 ３１
メガフロート １８３
メキシコ湾研究イニシアティブ（GoMRI） ２２９
メキシコ湾原油流出事故 ２２９
メタンハイドレート ３，９５，１３０，１７４
メタンハイドレート資源化プロジェクト（MH２１） ９５
もうかる漁業 １２４
もうかる養殖業 １２４
文部科学省海洋開発分科会 １５
文部科学省科学技術・学術審議会海洋開発分科会 １５２

［ヤ行］
有索無人潜水機（ROV） ９６
ユネスコ（UNESCO：国連教育科学文化機関） ３１，２０１，２０４
洋上漂流物対応 ６４，６５
洋上風力発電 ８８
養殖 １６５
溶存物質 １７２

ヨーロッパ ２１３
ヨーロッパ委員会共同研究センター（ECJRC） ２１０
ヨーロッパ海洋エネルギーセンター（EMEC） １６８
横浜国立大学 １４１
横浜国立大学統合的海洋教育・研究センター １３８
４５フィートサイズ大型国際海上コンテナ １７７

［ラ・ワ行］
ランタン ９７
リオ＋２０（国連持続可能な開発会議） ４，２０，２０２
リオ海洋宣言（Rio Ocean Declaration） ５，２３
離島 １０２
離島活性化交付金 １１３
離島振興基本方針 １１３
離島振興計画 １１３
離島振興法 ８，１０１，１１１
離島特別区域制度 １１５
離島の名称 １４９
琉球大学 １４１
領海 ７９，１５３，１５７
領海及び接続水域に関する条約 ７９
領海及び接続水域に関する法律 ７９，８０
領海基線 ７９，８１
領土 ７９，１５３
臨海実習 １３８
レアアース（希土類） ９７
レアアース泥 ３，９７，１３０，１７２
レアメタル ９８
レアメタル確保戦略 ９８
レクリエーション １８６
レジャー １８６
ロードアイランド海洋特別区域管理計画（Ocean SAMP）２０８
六次産業化 １２４
ロシア天然資源環境省 ２０６
ロンドン海洋投棄条約 ９９
ワシントン条約（CITES） ２０６
我々が求める未来（The Future We Want） ４，２０
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欧文索引（和欧混合を含む）

Arctic Council : AC（北極評議会） ４４，４８
Arctic Portal ４９
Belmont Forum（ベルモント・フォーラム） ３１
BIMCO（ボルチック国際海運協議会） ２０７
BMS（海底設置型掘削装置） ９６
BNI（国家捜査局） ２１９
BSR（音響的不連続面） ９５
CBD（生物多様性条約） ４，２０，２８
CBDR（共通だが差異ある責任） ４，２２
CCAMLR（南極の海洋生物資源の保存に関する委員会） ２２１
CCSBT（みなみまぐろ保存委員会） ２１９
CETO発電システム ２２２
CFS（国連世界食糧安全保障委員会） ２０４
CIAP（沿岸影響支援計画） ２０８
CITES（ワシントン条約） ２０６
CLCS（大陸棚限界委員会） ８３，２０５
Coastal and Marine Special Planning（沿岸域海洋空間計画） １０３
COFI ２０４
COMRA（中国大洋鉱山資源研究開発協会） ２０８
COP１０（生物多様性条約第１０回締結国会議） ２８
DEFRA（イギリス環境・食糧・農村地域省） ２１２
disclaimer 条項 ４２
DOC（南シナ海における関係国の行動に関する宣言） ３９
DOE（アメリカエネルギー省） ２２２
EAS Congress２０１２（EASC２０１２） ３６
EASC２０１２（東アジア海洋会議２０１２） ４，３６
EBRD（欧州復興開発銀行） ２１１
EBSA（生態学的・生物学的に重要な海域） ２８，２９
EC（欧州委員会） ２１０
ECJRC（ヨーロッパ委員会共同研究センター） ２１０
EEA（欧州環境機関） ２１０
EEDI（エネルギー効率設計指標） ２０２
EEZ（排他的経済水域） ３，７９，１０２，１５３
EMEC（ヨーロッパ海洋エネルギーセンター） １６８
EU（欧州連合） ２１０
EUSBSR ２１１
EU戦略（EUSBSR） ２１１
EUのガバナンス ２１１
Fan Mussel ２１２
FAO（国連食糧農業機関） ２０１，２０４
FAO水産委員会（COFI） ２０４
FLNG（浮体式洋上天然ガス液化貯蔵積出設備） １２１
FPSO（浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備） ９７，１７９，１８３
FRA―ROMS １６６
Future Earth 計画（未来の地球） ３１
GEF（地球環境ファシリティ） ３２
GEOSS（全球地球観測システム） ３０
GHG（温室効果ガス） ２０２
GOF（世界海洋フォーラム） ５
GoMRI（メキシコ湾研究イニシアティブ） ２２９
HAKUREI ９６
IACS : en（国際船級協会連合） ２０７
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IAEA（国際原子力機関） ２０１
IALA（国際航路標識協会） ２０７
IATTC（全米熱帯まぐろ類委員会） ２１９
ICCAT（大西洋まぐろ類保存国際委員会） ２１９
ICJ（国際司法裁判所） ２７，２０１，２０４
ICM（沿岸域総合管理） ３２
ICSU（国際科学会議） ３１
ILO（国際労働機関） ２０１
IMO（国際海事機関） ２０１，２０２
INCSEA（海上事故防止協定） ４２
Integrated Ocean Management（統合的海洋管理） ９３
IOC（政府間海洋学委員会） ２０４
IPCC（気候変動に関する政府間パネル） ４，３０，４４
IPOA―Sharks（サメの保護および管理に関する国際行動計画） ２０６
ISA（国際海底機構） ２０１，２０５
ISMA（国際船舶管理者協会） ２０７
ISSC（国際社会科学協議会） ３１
ISSF（国際水産物持続財団） ２２０
ITLOS（国際海洋法裁判所） ２０１，２０５
IUU（違法・未無報告・無規制） ２２０
IWC（国際捕鯨委員会） ２２０
IWC-POWER ２２０
IWC太平洋鯨類生態系調査プログラム（IWC-POWER） ２２０
JET ９９
LNG（液化天然ガス） ２０４
Marine Special Planning（海洋空間計画） ９３
MARPOL 条約 １７９
MDMR（ミシシッピ海洋資源局） ２０８
MH２１（メタンハイドレート資源化プロジェクト） ９５
MMO（イギリス海洋管理機構） ２１２
NASA（アメリカ航空宇宙局） ２０８
NASCO（北大西洋サケ類保存機構） ２２２
nine-dotted line ３９
NSR（北極海航路） ４６，４７
Ocean SAMP（ロードアイランド海洋特別区域管理計画） ２０８
Oceans and the law of the sea（海洋及び海洋法） ２５
OETR １６９
ONGC（インド国営石油天然ガス公社） ２２３
OWC（振動水柱型） ２１２，２２３
PEMSEA（東アジア海域環境管理パートナーシップ） ５，３２，３３，３７，１０４
PKO（国連平和維持活動） ２０１
RFMO（まぐろ類地域漁業管理機関） ２１９
RFMOs（地域漁業管理機関） ２０６
Rio Ocean Declaration（リオ海洋宣言） ５，２３
ROV（有索無人潜水機） ９６
SCUFN（海底地形名小委員会） ４０，２０６
SDGs（持続可能な開発目標） ２２
SDS―SEA（東アジア海域の持続可能な開発戦略） ３２
SEAFO（南東大西洋漁業機関） ２２０
SEAI（アイルランド政府持続可能エネルギー局） ２２４
Solwara １ ９７
SPLOS（国際海洋法条約締約国会合） ２０６
State of the Coast （SOC） Reporting ３４
SUGER ２１３
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TAC（総漁獲可能量） ２１９
TEU ２１８
The Future We Want（我々が求める未来） ４，２０
TSL １７７
UKMO（イギリス気象庁） ２１１
UN（国際連合・国連） ２０１
UNCED（国連環境開発会議） ２０，３１
UNCTAD（国連貿易開発会議） ２０１
UNDP（国連開発計画） ２０１
UNEP（国連環境計画） ２０，３１，２０１
UNESCO（国連教育科学文化機関：ユネスコ） ３１，２０１，２０４
United Nations（国際連合・国連） ２０１
UNU（国連大学） ３１
U―shaped line ３９
WCPFC（中西部太平洋まぐろ類委員会） ２１９
WFP（国連世界食糧計画） ２０１，２２８
WHO（世界保健機関） ２０１
WMO（世界気象機関） ３０，３１，２０１，２０４
WSSD（持続可能な開発に関する世界首脳会議） ４，２０
WSSD実施計画 ２０
WTO（世界貿易機関） ２０１
WWF（世界自然保護基金） ２１０
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